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愛
知
県
公
文
書
館
は
、
歴
史
的
価
値
の
あ
る
県
の
公
文
書
そ
の
他
資
料
を
収
集
、
整
理
及
び
保
存
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
用
を
図
り
、
も
っ

て
学
術
及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
に
開
館
し
ま
し
た
。

　
当
館
で
は
、
愛
知
県
の
公
文
書
の
ほ
か
、
明
治
十
七
年
に
作
成
さ
れ
た
地
籍
図
・
地
籍
帳
や
、
廃
藩
置
県
前
の
名
古
屋
藩
庁
の
文
書
な
ど
、
幕

末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
資
料
等
を
所
蔵
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
愛
知
県
史
五
八
巻
の
編
さ
ん
事
業
（
平
成
六
年
四
月
―
令
和

二
年
三
月
）
の
終
了
に
伴
い
、
令
和
二
年
四
月
、
旧
県
史
編
さ
ん
室
か
ら
当
館
に
一
〇
〇
万
点
を
超
え
る
県
史
収
集
資
料
が
引
き
継
が
れ
た
と
こ

ろ
で
す
。

　
県
史
収
集
資
料
は
、
本
県
に
お
け
る
近
世
を
中
心
と
し
た
歴
史
資
料
を
網
羅
的
に
収
集
し
た
も
の
で
、
そ
の
多
く
は
複
製
で
す
が
、
再
収
集
は

困
難
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
当
館
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
貴
重
な
資
料
を
後
世
に
残
す
べ
く
、
目
録
作
成
、
デ
ジ
タ
ル
化
等
の
整
理
作

業
を
進
め
、
許
可
を
得
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
十
二
月
か
ら
、
当
館
の
所
蔵
資
料
と
し
て
順
次
公
開
し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
県
史
収
集
資
料
の
引
継
ぎ
を
契
機
と
し
て
、
同
資
料
を
含
め
本
館
所
蔵
の
歴
史
資
料
を
多
く
の
方
々
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
よ
り
、
本
県
の
歴
史
に
関
す
る
学
術
研
究
の
更
な
る
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
た
び
、
愛
知
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
を
創
刊

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
本
館
の
研
究
紀
要
は
、
隔
年
で
の
発
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
公
募
し
た
論
文
等
を
掲
載
す
る
形
を
と
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
県
の
歴

史
に
関
す
る
調
査
活
動
や
研
究
成
果
の
発
表
の
場
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
よ
り
多
く
の
方
々
に
本
県
の
歴
史
に
関
心
を
持
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
本
研
究
紀
要
に
論
文
等
を
応
募
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、
査
読
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、
な
ら
び
に
編
集
委
員

の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　創
刊
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　     

愛
知
県
公
文
書
館
長
　
田
中

宏
之
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愛
知
県
史
編
さ
ん
事
業
が
終
了
し
て
二
年
余
り
と
な
る
。
そ
の
二
六
年
に
亘
る
調
査
・
研
究
の
成
果
を
紹
介
し
て
い
た
の
が『
愛
知
県
史
研
究
』

（
以
下
『
県
史
研
究
』
と
省
略
）（
全
二
四
号
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
資
料
調
査
等
に
参
加
し
、
目
録
整
理
な
ど
に
も
携
わ
っ
た
調
査
員
ら
が
、

そ
の
目
で
見
て
確
認
し
、
地
域
の
歴
史
像
に
つ
い
て
、
学
術
的
価
値
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
県
民
に
ぜ
ひ
と
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
執
筆
し
た
原
稿

群
で
満
ち
て
い
る
。
こ
う
し
た
誌
面
が
な
く
な
る
の
は
惜
し
い
と
、
か
か
わ
っ
た
者
た
ち
が
思
料
し
た
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
編
さ
ん
事
業
は

完
結
し
た
が
、
収
集
資
料
（
主
に
写
真
・
デ
ー
タ
資
料
な
ど
）
は
厖
大
に
残
さ
れ
た
。
公
文
書
館
が
引
き
継
ぎ
、
そ
の
活
用
を
任
さ
れ
た
。
直
接

の
後
継
事
業
体
で
は
な
い
け
れ
ど
、
任
さ
れ
た
以
上
、
そ
の
資
料
群
の
管
理
・
運
用
だ
け
で
な
く
、
編
さ
ん
事
業
の
ま
さ
に
成
果
体
と
し
て
の
『
県

史
研
究
』
の
継
承
が
求
め
ら
れ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
資
料
活
用
の
結
果
と
し
て
県
民
ら
に
報
告
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
発
生
し
た
場

合
、
そ
れ
を
提
示
・
提
供
す
る
し
か
る
べ
き
媒
体
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
が
、
本
誌
『
愛
知
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
発
刊
の
意
味
で
あ
る
。

　
当
然
な
が
ら
、
継
承
と
い
っ
て
も
名
称
は
異
な
る
。
事
業
体
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
刊
行
の
精
神
は
受
け
継
が
れ
る
。
本
誌
の
編

集
委
員
は
み
な
県
史
編
さ
ん
事
業
に
専
門
委
員
や
執
筆
委
員
と
し
て
か
か
わ
っ
た
者
た
ち
で
あ
り
、『
県
史
研
究
』
の
編
集
に
も
直
接
か
か
わ
っ

た
者
が
大
半
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
事
業
の
熱
が
冷
め
な
い
う
ち
に
後
継
誌
が
編
め
る
こ
と
は
何
よ
り
で
あ
っ
た
。
な
お
、
編
集
に
あ
た
っ
て

は
基
本
的
に
『
県
史
研
究
』
が
目
指
し
た
内
容
と
水
準
、
即
ち
県
の
歴
史
研
究
に
資
す
る
と
さ
れ
る
も
の
（
必
ず
し
も
県
の
現
領
域
に
限
定
す
る

も
の
で
は
な
く
、
前
近
代
で
の
関
連
領
域
な
ど
も
含
む
）
に
則
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
本
誌
は
『
県
史
研
究
』
の
後
継
で
あ
る
と
同
時
に
、
別
の
意
味
合
い
も
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地
域
史
・
地
域
研
究
に
携
わ
る
人
を
育
て
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
県
史
研
究
』
に
も
そ
う
し
た
意
図
は
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
前
面
に
は
出
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

本
誌
は
少
な
く
と
も
、「
文
書
館
」
が
「
公
文
書
館
」
し
か
な
い
本
県
に
と
っ
て
、
本
館
に
「
資
史
料
館
」
の
役
目
が
付
与
さ
れ
て
い
る
現
状
を

鑑
み
る
時
、
生
涯
学
習
・
教
育
上
の
大
き
な
任
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
機
関
が
原
稿
を
募
集
し
査
読
し
て
研
究
誌
を

　
　
　公
文
書
館
研
究
紀
要
の
発
刊
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　     

編
集
委
員
長
　
大
塚

英
二
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発
刊
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
機
関
に
属
し
て
い
る
者
が
研
究
発
表
す
る
と
い
う
中
身
の
紀
要
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
研
究
す
る
者
を

育
て
る
と
い
う
意
味
合
い
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
学
会
・
研
究
会
と
い
う
も
の
で
な
く
と
も
、
県
に
か
か
わ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
で
仕
事
を
す

る
者
た
ち
の
切
磋
琢
磨
す
る
場
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ゆ
え
に
編
集
す
る
側
の
責
任
も
極
め
て
大
き
い
の
で
あ
り
、
心
し
て
臨
み
た
い
。

　
さ
て
、
愛
知
県
は
日
本
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
豊
か
な
自
然
環
境
の
も
と
人
的
資
源
に
も
恵
ま
れ
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
地
域
的
発
展
を

遂
げ
て
き
た
。
古
く
か
ら
モ
ノ
づ
く
り
文
化
が
根
付
き
、
産
業
化
が
進
み
、
流
通
を
支
え
る
陸
運
・
水
運
が
縦
横
に
展
開
し
た
。
そ
れ
ら
を
背
景

に
、
近
現
代
の
日
本
社
会
と
基
底
的
に
接
続
す
る
近
世
（
統
一
）
社
会
は
、
こ
の
地
域
に
由
来
し
た
政
治
権
力
（
信
長
・
秀
吉
・
家
康
）
と
密
接

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
私
は
い
わ
ゆ
る
三
英
傑
史
観
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
御
三
家
筆
頭
尾
張
藩
が
統
治
し
た
尾
張
部
と
家
康
の

本
貫
地
で
あ
っ
た
三
河
部
で
構
成
さ
れ
た
愛
知
県
に
お
い
て
、
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
に
は
一
種
の
矜
持
を
伴
っ
た
歴
史
意
識
が
醸
成
さ
れ
て
い
た

と
考
え
て
い
る
。
決
し
て
単
な
る
御
国
自
慢
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
い
う
な
れ
ば
質
の
よ
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の

が
育
ま
れ
る
土
壌
が
あ
っ
た
も
の
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
今
、
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
歴
史
＝
過
去
に
つ
な
が
る
文
化
お
よ
び
文
化
財
を
有
用
な

も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
「
活
用
」
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
誌
に
よ
り
、
科
学
的
な
実
証
研
究
（
新
た
な
発
見
を
伴
う
）
に
裏
付

け
ら
れ
た
県
民
の
歴
史
認
識
の
涵
養
が
進
み
、
総
じ
て
本
事
業
が
県
民
全
体
の
生
活
・
福
祉
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
を
切
に
望
む
。

　
な
お
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
東
西
の
地
理
的
・
文
化
的
な
区
切
り
目
に
あ
る
本
県
地
域
は
、
列
島
社
会
を
通
覧
す
る
時
、
極
め
て
優
位
な
位
置
に

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
東
西
の
交
流
す
る
様
を
直
に
感
じ
て
歴
史
的
・
民
俗
文
化
的
な
探
究
を
な
す
上
で
、
私
た
ち
は
材
料
的
に
も
極
め

て
良
い
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
域
の
経
済
・
文
化
の
担
い
手
と
な
る
都
市
名
古
屋
は
東
西
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
独
自
の
発
展
を
遂

げ
た
。
十
八
世
紀
の
一
時
期
、
尾
張
藩
は
幕
府
の
政
策
意
図
に
反
し
た
積
極
経
済
策
を
取
り
、
緊
縮
と
風
俗
統
制
で
火
が
消
え
た
よ
う
に
な
っ
て

い
た
三
都
と
は
全
く
違
う
繁
栄
を
見
せ
た
。
特
に
文
化
面
に
お
い
て
は
、
三
都
で
は
叶
わ
な
か
っ
た
各
種
興
業
や
出
版
事
業
が
名
古
屋
で
行
わ
れ

る
な
ど
、
多
く
の
文
化
人
、
事
業
家
を
ひ
き
つ
け
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
験
は
現
在
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
そ
し
て
、
三
河
人
は
同
じ
愛
知
県
と
い
う
括
り
に
あ
り
な
が
ら
も
、
か
つ
て
分
県
運
動
を
行
っ
た
よ
う
に
、
尾
張
（
特
に
名
古
屋
）
へ
の
対
抗

意
識
を
常
に
懐
に
仕
舞
い
込
ん
で
い
る
。
同
じ
領
域
に
あ
っ
て
も
同
じ
色
に
な
ら
な
い
よ
う
意
識
し
た
住
民
ら
の
地
域
的
活
動
＝
努
力
が
あ
り
、
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そ
れ
ら
が
県
全
体
の
地
域
的
発
展
を
支
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
い
わ
ば
、
本
誌
は
愛
知
県
と
い
う
枠
組
み
を
持
ち
な
が
ら
、
か

つ
て
の
二
つ
の
国
の
地
域
的
展
開
を
も
検
討
す
る
と
い
う
意
味=

役
割
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
か
。

　
以
上
、
本
誌
成
立
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
た
が
、
同
時
に
五
名
の
編
集
委
員
を
代
表
し
編
集
子
と
し
て
の
覚
悟
の
一
端
も
表
明
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
（
も
ち
ろ
ん
全
員
が
同
じ
考
え
で
は
な
い
）。
雑
誌
の
水
準
は
編
集
委
員
の
そ
れ
に
よ
る
の
は
自
明
で
あ
り
、
投
稿
の
呼
び
か
け
で
は
十
分
に

触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
少
し
く
頁
を
割
い
た
。
な
お
、
こ
こ
で
は
余
り
に
県
と
い
う
枠
組
み
を
押
し
出
し
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、

現
在
の
県
と
い
う
領
域
で
の
歴
史
事
象
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
日
本
社
会
や
人
類
社
会
に
対
す
る
普
遍
的
な
眼
差
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
論

を
ま
た
な
い
。
材
料
は
も
と
よ
り
課
題
や
論
点
を
県
域
に
の
み
限
定
し
て
、
事
象
の
展
開
・
理
解
の
普
遍
性
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
研
究

と
し
て
許
容
で
き
な
い
。
歴
史
の
理
論
を
地
域
に
当
て
嵌
め
て
い
く
式
の
地
域
研
究
は
論
外
だ
が
、
個
別
的
地
域
か
ら
見
え
て
く
る
世
界
が
大
切

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
自
閉
的
に
完
結
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
地
域
研
究
と
な
ら
な
い
よ
う
、
本
紀
要
を
育
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
る
。
ど
う

か
関
係
各
位
の
ご
支
援
・
ご
鞭
撻
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
　
尾
張
の
古
代
史
を
論
じ
る
場
合
、
尾
張
氏
の
分
析
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

尾
張
氏
を
め
ぐ
る
論
点
の
一
つ
に
、尾
張
氏
は
、大
和
葛
城
を
発
祥
の
地
と
す
る
の
か
、

地
元
尾
張
で
自
生
し
た
氏
族
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝（１
）』
の
所
説
以
来
の
、
葛
城

発
祥
と
す
る
「
不
動
の
定
説（２
）」
と
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
状
況
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
、
新
井
喜
久
夫
で
、
宣
長
が
依
拠
し
た
『
先
代
旧

事
本
紀
』
の
一
部
を
な
す
「
天
孫
本
紀
」
の
「
尾
張
氏
系
譜
」（
文
章
系
譜
）
の
史
料

批
判
を
通
し
て
、
地
元
発
祥
説
を
唱
え
、
以
後
の
尾
張
氏
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な
っ
た（３
）。

　
新
井
が
そ
の
こ
と
に
触
れ
ず
、
他
の
論
者
も
あ
ま
り
注
目
し
て
い
な
い
が
、
実
は
、

新
井
論
稿
以
前
に
地
元
発
祥
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
松
前
健
の
「
天
照
御
魂
神
考（４
）」

が
あ
る
。
論
文
の
主
題
が
発
祥
論
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
宣
長
説
に
対
置

す
る
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
松
前
自
身
の
そ
の
後
の
論
稿
に
お
い
て
は
、
尾
張
本
貫
説
に
立
っ
て
、
尾
張
氏
の
動

向
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
、
新
井
論
文
に
つ
い
て
は
、
尾
張
本
貫
説
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
の
み
で
、
そ
の
論
理
に
は
触
れ
て
い
な
い（５
）。

　
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、新
井
は
、既
往
の
研
究
が
主
と
し
て
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
「
天

孫
本
紀
」
の
「
尾
張
氏
系
譜
」
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、「
記
紀
の
み

な
ら
ず
、
天
孫
本
紀
・
姓
氏
録
等
尾
張
氏
関
係
史
料
を
批
判
的
に
採
り
あ
げ
、
尾
張
氏

の
実
体
に
迫
る
方
法
と
考
古
学
的
研
究
成
果
を
利
用
し
て
尾
張
に
お
け
る
尾
張
氏
の
立

場
な
ど
、
あ
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
」
を
提
起
し
た
―
こ
の
提
言
は
言
う
ま
で
も
な
く
正

し
い
―
の
だ
が
、
ま
ず
「
天
孫
本
紀
」
を
分
析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
葛
城
発
祥
説
」

を
否
定
し
、「
尾
張
発
祥
説
」
を
議
論
の
出
発
点
に
据
え
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
出
発
点
に
つ
い
て
の
、
さ
さ
や
か
な
検
討
の
試
み
で
あ
る
。

　
な
お
、
新
井
論
文
と
前
後
し
て
、
内
川
敬
三
が
、
熱
田
社
と
尾
張
氏
の
関
係
を
論
じ

る
中
で
、尾
張
氏
と
は
、大
和
か
ら
尾
張
に
入
国
し
、勢
力
を
は
っ
た
一
族
で
あ
る
と
、

「
頭
か
ら
き
め
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
題
を
提
起
し
て
い
る（６
）。

　
し
か
し
、
内
川
は
、
な
ぜ
か
自
ら
設
定
し
た
こ
の
問
題
を
検
討
せ
ず
、
自
答
も
し
な

か
っ
た
。

　
さ
て
、
新
井
が
ま
ず
分
析
の
手
が
か
り
と
し
た
の
は
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
不
連
続

と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
行
論
者
の
栗
田
寛
等
に
あ
っ
て
も

意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
彼
等
は
、
文
面
上
の
不
連
続
は
、
系
譜
作
成
上
の
不
備
で

あ
る
と
考
え
、
現
実
に
お
け
る
連
続
性
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
新
井
は
、
文
章
系
譜
上
の
不
連
続
を
、
現
実
の
反
映
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
宣
長
は
、
こ
の
点
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
。

《
特
別
寄
稿
》
　

　
　
　「
天
孫
本
紀
・
尾
張
氏
系
譜
」
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

　
　
　
　     

福
岡

猛
志
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こ
の
系
譜
は
、
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ま
ゝ
で
は
、
人
物
の
関
係
が
き
わ
め

て
読
み
取
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
何
人
か
が
「
竪
系
図
」
化
を
試
み
て
い
る
が
、
予
断

や
推
定
を
混
じ
え
ず
、文
章
の
語
る
と
こ
ろ
を
忠
実
に
図
化
し
て
い
る
の
は
、「
新
井
図
」

で
あ
る
。（
た
だ
し
一
点
、
六
世
代
の
「
宇
那
比
姫
」
が
落
ち
て
い
る
。）

　
以
下
の
行
論
の
便
宜
の
た
め
、
そ
れ
を
借
用
し
、
図
1
に
掲
げ
る
。

一
　
栗
田
・
太
田
・
高
群
説

　

　「
尾
張
氏
系
譜
」
の
切
れ
目
に
留
意
し
て
、そ
の
「
解
決
」
を
図
ろ
う
と
し
た
の
は
、

栗
田
寛
・
太
田
亮
の
両
名
で
あ
る
。
そ
の
論
旨
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

　
栗
田
寛
の
『
栗
里
先
生
雑
著
』
巻
七
は
、「
尾
張
氏
纂
記
目
録
・
尾
張
連
乃
与
都
岐

夫
美
・
尾
張
氏
纂
記
」
の
三
部
仕
立
て
で
あ
る
。「
与
都
岐
夫
美
」
が
「
世
継
文
」
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
、
後
段
の
「
尾
張
氏
纂
記
」
で
詳
論
し
た

内
容
を
竪
系
図
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　「
尾
張
氏
纂
記
」
は
、「
天
孫
本
紀
」
の
文
章
系
譜
に
、『
新
撰
姓
氏
録
』
等
に
見
ら

れ
る
同
祖
関
係
の
氏
を
す
べ
て
増
補
す
る
な
ど
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果

は
、
す
べ
て
「
世
継
文
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。（
後
述
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
齟
齬
を

き
た
し
て
い
る
も
の
も
、
散
見
さ
れ
る
が
。）

　
で
は
、
栗
田
は
、
問
題
の
不
連
続
を
ど
う
説
い
た
か
。「
大
縫
命
、
小
縫
命
、
誰
人

の
子
と
云
事
伝
な
け
れ
ど
、
彦
与
曽
命
の
子
な
る
事
決
し
」
と
い
う
の
が
、
栗
田
の
結

論
で
あ
る
。
こ
の
「
決
し
」
は
、同
書
の
別
の
部
分
で
の
ル
ビ
に
従
え
ば
、「
キ
ハ
メ
シ
」

と
読
む
。
し
か
し
、「
キ
ハ
メ
」
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　「
世
継
文
」
全
体
を
見
て
も
、「
纂
記
」
で
の
説
明
と
異
な
る
も
の
、「
纂
記
」
で
は

触
れ
ず
に
、「
天
孫
本
紀
」
を
勝
手
に
改
変
し
た
も
の
な
ど
、
恣
意
性
が
目
立
つ（７
）。
問

題
と
な
る
「
不
連
続
の
関
係
」
の
部
分
を
図
2
に
示
し
て
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し

て
お
く
。

　
⑴
「
纂
記
」
＝
大
縫
・
小
縫
は
、
彦
与
曽
命
の
子
。

　
　
「
世
継
文
」
＝
二
人
は
、
置
部
与
曽
命
の
子
。

　
⑵
「
天
孫
本
紀
」
＝
乎
止
与
命
は
十
一
世
孫
。
父
親
と
の
関
係
は
不
明
。

　
　
「
世
継
文
」
＝
乎
止
与
命
は
、
置
部
与
曽
命
の
子
で
、
十
世
孫
。

　
⑶
「
天
孫
本
紀
」
＝
淡
夜
別
命
は
、
弟
彦
命
の
子
。

「
世
継
文
」
＝
淡
夜
別
命
は
、
置
部
与
曽
命
の
子
で
あ
る
と
と
も
に
、
弟
彦
命
と

は
、
奇
妙
な
系
線
で
結
ば
れ
て
い
る
。
意
味
不
明
。

　
⑷ 

「
纂
記
」
＝
「
弟
彦
命
と
妹
比
女

4

4

命
と
相
対
へ
る
名
な
れ
ば
、
妹
と
一
字
を
引
は

な
し
て
は
読
べ
か
ら
ず
」

「
世
継
文
」
＝
単
に
「
日
女
4

4

命
」（「
妹
」
略
）

※
「
纂
記
」
の
説
は
、「
天
孫
本
紀
」
の
誤
読
。
こ
の
位
置
の
「
妹
」
は
続
柄
。

　
太
田
亮
は
ど
う
か
。
太
田
も
ま
た
、「
天
孫
本
紀
」
の
系
譜
に
つ
い
て
、「
記
紀
姓
氏

録
と
対
照
し
て
錯
誤
せ
る
部
分
を
訂
正
せ
る
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
史
料
と
し
て
用
ふ
べ
か

ら
ず
」
と
し
て
、
訂
正
を
試
み
る
。

　
十
一
世
孫
乎
止
与
命
は
、「
誰
の
子
な
る
か
不
詳
。
此
系
図
十
世
ま
で
は
父
子
系
を

尋
ぬ
る
を
得
れ
ど
此
の
処
然
ら
ず
、
疑
問
と
す
べ
し
。
蓋
誤
脱
あ
る
か
」
と
論
じ
、
十

二
世
建
稲
種
命
の
と
こ
ろ
で
は
、い
わ
ゆ
る
『
寛
平
熱
田
縁
起
』
を
引
き
、宮
酢
媛
は
、

「
此
の
人
の
妹
な
る
に
此
の
系
図
に
脱
す
る
は
不
思
議
と
云
ふ
べ
し
」
と
言
う
。

　
以
後
、
十
三
世
孫
ま
で
を
「
考
定
」
し
、
本
論
を
展
開
す
る
が
、「
尾
張
家
の
本
居

は
大
和
葛
城
な
り
て
ふ
事
」
は
、「
先
輩
学
者
の
既
に
考
証
さ
れ
た
る
処
な
る
が
」、「
本

研
究
の
先
決
問
題
で
あ
る
」
と
し
て
、
系
譜
前
半
部
を
図
示
し
、
宣
長
等
と
同
様
の
論

拠
で
、
葛
城
在
住
・
尾
張
非
存
在
を
主
張
す
る
。
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図 1　新井喜久夫作成の尾張氏系図（名古屋市編『新修名古屋市史』第 1巻476・477頁より転載）

　

 ※

物
部
氏
系
譜
省
略

宇
摩
志
摩
治…

…

天
火
明

天
香
語
山

天
村
雲

忍
日
女

天
忍
男

（
葛
木
土
神

　

 

剣
根
の
女
）

賀
奈
良
知
姫

天
忍
人

（
葛
木
出
石
姫
）

　
角
屋
姫

葛
木
避
姫

天
戸
目

天
志
男

（
大
蝮
壬
部

　
 
連
等
祖
）

（
孝
昭
朝
大
連
）

瀛
津
世
襲（
尾
張
連
等
祖
）

（
葛
木
彦
）

建
額
赤

葛
城
尾
治
置
姫

世
襲
足
姫

（
日
置
姫
）

孝
昭
天
皇

彦
国
押
人

日
本
足
彦
国
押
人

　
　
（
孝
安
天
皇
）

（
多
治
比
連
・
津
守
連
・

 

若
倭
部
連
・
葛
木
厨
直
祖
）

 

建
筒
草

（
紀
伊
国
造

　
智
名
曾
妹
）

　

 

中
名
草
姫

建
斗
米

妙
斗
米

（
六
人
部

 

連
等
祖
）

建
田
背

（
神
服
連
・
海
部
直

 

丹
波
国
造
・
但
馬
国

　
　
　
　
　
造
等
祖
）

建
宇
那
比

礒
城
島
連
祖

　
節
名
草
姫

建
多
乎
利

（
笛
連
・
若
犬
甘
連

　
　
　
　
　
等
祖
）

建
弥
阿
多
良

（
高
屋
大
分
国
造

　
　
　
　
　
等
祖
）

建
麻
利
尼

（
石
作
連
・
桑
内
連

　
山
辺
県
主
等
祖
）

建
手
和
邇

（
身
人
部
連
等
祖
）

⑨

　
　
　
　
　
⑩

？…
…

…
…

―
―

大
縫

？…
…

…
…

―
―

小
縫

祟
神
天
皇

八
坂
入
彦

渟
名
城
入
姫

十
市
瓊
入
姫

淡
海
国
谷
上
刀
俾

（
孝
昭
朝
大
臣
）

 

建
諸
隅

（
葛
木
直
祖
）

 

大
諸
見
女
子
）

　

 

諸
見
己
姫

（
葛
木
高
名
姫
）

　
大
海
姫

（
市
大
稲
日
）

 

倭
得
玉
彦

大
伊
賀
姫

（
伊
賀
臣
祖

 

大
伊
賀
彦

 

女
）

弟
彦

　
淡
夜
別

　
　
　
（
大
海
部

　
　
　

 

直
等
祖
）

　

玉
勝
山
代
根
古

（
山
代
水
主
・
雀
部
連

 

軽
部
連
・
蘇
宜
部
首

 

　
　
　
　
　

 

等
祖
）

若
都
保

（
五
百
木
辺
連
祖
）

置
部
与
曾

　
大
原
兄
尼

　

 

（
筑
紫
豊
国
造
等
祖
）

彦
与
曾

　
大
八
椅

　
　
（
斐
陀
国
造
等
祖
）

　

日
女

①

②

③

④④

⑤⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑨

⑩



― 9 ―

（
尾
張
大
印
岐
女
子
）

　
　
真
敷
刀
俾

？…
…

乎
止
与

建
稲
種

（
邇
波
県
君
祖

大
荒
田
女
子
）

　

 

玉

　
姫

稚
彦

毛
良
姫

尾
綱
真
若
刀
俾

五
百
城
入
彦

金
田
屋
野
姫

品
陀
真
若
王

？…
…

…
…

…
…

？…

応
神

弟
姫

応
神

仲
姫

高
城
入
姫

（
応
神
）

 

誉
田
天
皇

阿
倍
皇
女

淡
路
三
原
皇
女

莵
野
皇
女

大
原
皇
女

滋
原
皇
女

荒
田
皇
女

大
雀
天
皇（
仁
徳
）

根
鳥
皇
子

額
田
部
大
中
彦
皇
子

大
山
寺
皇
子

去
来
真
若
皇
子

尾
治
佐
迷

尾
治
兄
日
女

尾
治
乙
訓
与
止

尾
治
粟
原

尾
治
間
古

尾
治
枚
夫

（
紀
伊
尾
治
連
等
祖
）

尾
治
弟
彦

尾
治
針
名
根

意
乎
已

（
仁
徳
朝
大
臣
）

尾
治
金

尾
治
岐
閇

（
即
連
等
祖
）

（
履
中
朝
功
能
臣
）

尾
治
知
々
古

（
久
努
連
祖
）

（
允
恭
朝
寵
臣
）

 

尾
治
坂
合

尾
治
古
利

尾
治
阿
古

（
太
刀
西
連
等
祖
）

尾
治
中
天

尾
治
多
々
村

尾
治
弟
鹿

（
日
村
尾
治
連
等
祖
）

尾
治
多
与
志

（
大
海
部
直
等
祖
）

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

（
応
神
朝
大
臣
）

　
　
　
尻
綱
根
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問
題
は
、
乎
止
与
命
・
建
稲
種
命
に
あ
る
。
系
譜
で
は
、
乎
止
与
命
の
位
置
が
不
明

だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、『
寛
平
熱
田
縁
起
』
に
よ
り
、
建
稲
種
命
は
景
行
朝
の
人
と

定
め
、
九
世
孫
弟
彦
命
を
、
七
世
孫
建
諸
隅
命
が
孝
昭
朝
大
臣
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
景0

行
朝

0

0

の
人
と
推
定
す
る
。（
こ
れ
が
、
弟
彦
公
＝
弟
彦
命
の
伏
線
と
な
る
。）

　
そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
景
行
紀
の
、
日
本
武
尊
に
従
っ
た
「
美
濃
国
有
善
射
者
」
で

あ
る
弟
彦
公
が
、
こ
の
弟
彦
命
で
あ
る
こ
と
は
「
疑
ひ
な
し
」
と
す
る
。

　
ま
た
、
弟
彦
命
の
異
母
弟
の
若
都
保
命
が
「
五
百
木
辺
連
祖
」
で
あ
る
こ
と
に
も
注

目
す
る
。
各
地
の
五
百
木
部
＝
伊
福
部
は
、
姓
氏
録
に
よ
れ
ば
、
皆
、「
火
明
命
之
後
」

で
あ
る
し
、
栗
田
寛
も
、
伊
福
部
氏
の
本
貫
を
美
濃
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
若
部
保
命

は
、
美
濃
と
関
係
が
深
い
。
そ
し
て
、
弟
彦
命
の
甥
に
あ
た
る
大
八
椅
命
は
、「
国
造

本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
隣
国
の
斐
陀
国
造
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
八
世
孫
倭
得
玉
彦
命
が
、
崇
神
天
皇
の
皇
子
八
坂
入
彦
命
の
従
兄
弟
に
あ

た
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
。『
日
本
書
紀
』
景
行
四
年
条
に
よ
れ
ば
、
美
濃
国
に
八
坂

入
彦
が
在
住
す
る
。

　
こ
の
「
八
坂
入
彦
」
は
、
同
一
人
物
と
見
做
す
べ
き
で
、
そ
の
母
親
は
、
尾
張
氏
一

族
の
大
海
媛
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
勘
案
し
、（
乎
止
与
の
位
置
づ
け
に
は
苦
労
し
て
お
り
、
そ
の
一
案
に
つ

い
て
も
、「
こ
の
説
甚
薄
弱
な
り
と
感
ず
れ
ど
他
に
よ
る
べ
き
も
の
な
け
れ
ば
致
方
な

し
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
）
乎
止
与
は
倭
得
玉
彦
と
共
に
、
八
坂
入
彦
命
を
奉
じ
て

東
し
、
玉
彦
は
美
濃
に
止
ま
り
、
自
分
は
さ
ら
に
尾
張
に
進
み
、
そ
の
国
造
に
任
ぜ
ら

れ
た
。そ
し
て
大
八
椅
は
、飛
騨
の
国
造
と
な
っ
た
、と
い
う
の
が
太
田
の
推
定
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
一
つ
問
題
点
が
残
っ
た
。
そ
れ
は
、
乎
止
与
の
舅
に
、
尾
張
大
印
岐
が
あ

る
こ
と
で
、
尾
張
国
名
が
乎
止
与
以
前
か
ら
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
尾

張
国
名
は
、
葛
城
尾
張
の
地
名
を
移
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
乎
止
与
の
父
祖

の
時
代
に
お
い
て
、
既
に
此
の
氏
は
此
国
に
下
っ
て
い
た
と
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　「
さ
れ
ど
此
の
尾
張
な
る
語
（
筆
者
注
：
尾
張
大
印
岐
女
子
の
「
尾
張
」
の
こ
と
を

指
す
か
）
は
後
世
よ
り
の
追
記
な
る
や
も
計
り
難
し
、さ
れ
ば
此
の
一
事
を
以
て
、か
ゝ

る
問
題
を
決
す
べ
き
に
は
あ
ら
ず
、
後
考
を
俟
つ
べ
し
」
と
、
太
田
は
説
明
を
放
棄
し

た
。
そ
し
て
、自
ら
は
、「
後
考
」
に
と
り
組
ん
で
い
な
い
。
こ
の
問
題
解
決
の
「
一
案
」

と
も
言
う
べ
き
宣
長
の
説
に
は
、
注
意
を
払
っ
て
は
い
な
い
。

　
な
お
、
太
田
は
「
附
記
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
〇  
倭
得
玉
彦
の
家
（
美
濃
に
下
り
し
尾
張
氏
）
は
此
氏
の
宗
家
、
乎
止
与
の
家
（
尾

張
国
造
家
）
は
分
派
。

　
　
こ
れ
が
元
来
の
形
。

　
〇 

建
稲
種
の
日
本
武
尊
へ
の
従
軍
、
美
夜
受
比
売
が
日
本
武
尊
の
妃
と
し
て
神
剣
を

図 2　「尾張連乃与都岐夫美」不連続の関係部分
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奉
じ
た
こ
と
、
稲
種
の
娘
所
生
の
女
子
が
応
神
天
皇
の
后
妃
と
な
る
な
ど
、
乎
止

与
の
家
は
盛
大
を
極
め
た
。
そ
れ
に
対
し
、
倭
得
玉
彦
の
家
は
、
淡
夜
別
の
後
、

衰
微
し
た
。

　
〇
そ
の
結
果
、
宗
家
は
自
ら
建
稲
種
に
移
っ
た
。

　
〇
尾
張
氏
の
系
譜
の
不
備
は
、
こ
れ
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
は
こ
れ
で
、系
譜
の
不
連
続
へ
の
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
が
、「
尾
張
」
問
題
の
「
後

考
」
と
は
な
っ
て
い
な
い（８
）。

　
系
譜
の
不
連
続
に
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
念
の
た
め
尾
張
と
葛
城
の
関
係
に
、

独
自
の
理
論
的
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
高
群
逸
枝
の
所
論
を
見
て
お
こ
う
。
問
題
関
心

の
在
り
所
が
、
宣
長
等
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　「
出
雲
神
系
の
高
尾
張
の
開
拓
族
で
あ
る
農
民
の
一
部
が
分
岐
し
て
尾
張
地
方
に
移

住
、
開
墾
に
従
事
し
、
そ
の
首
長
を
尾
張
大
稲
置
と
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
へ
最

初
葛
城
地
方
で
此
族
を
混
血
し
た
火
明
系
は
、
更
に
そ
の
縁
故
を
辿
っ
て
、
長
駆
し
て

尾
張
地
方
へ
移
住
し
来
り
、
稲
置
族
と
婚
し
、
完
全
に
其
族
を
祖
変
せ
し
め
て
、
こ
こ

に
火
明
命
を
祖
と
す
る
尾
張
国
造
家
が
成
立
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。」
と
い
う
の
が
、

高
群
の
結
論
で
あ
る
。

　
高
群
説
に
よ
れ
ば
、
葛
城
地
方
か
ら
の
尾
張
へ
の
進
出
は
二
段
階
を
踏
む
こ
と
に
な

る
。
尾
張
大
稲
置
も
、
根
っ
か
ら
の
土
着
勢
力
で
は
な
い
。
乎
止
与
命
以
前
の
、
尾
張

地
名
の
存
否
如
何
と
い
う
、
太
田
等
を
悩
ま
せ
た
問
題
へ
の
、
一
つ
の
「
解
答
」
に
は

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
宣
長
説
の
確
認

　

　
栗
田
・
太
田
等
が
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
不
連
続
に
つ
い
て
苦
労
し
た
の
対
し
、
本

居
宣
長
は
、
そ
の
点
に
関
心
を
寄
せ
て
い
な
い
。『
古
事
記
』
理
解
の
た
め
の
、
膨
大

な
参
照
・
注
釈
に
と
っ
て
、
些
事
と
も
言
う
べ
き
事
項
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　『
古
事
記
伝
』
に
見
る
宣
長
の
、
尾
張
氏
本
居
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　「
此
氏
の
本
居
は
、
大
和
国
葛
城
な
り
、
然
云
故
は
境
原
段
に
、
此
氏
人
に
葛
城
之

高
千
那
毘
売
と
云
あ
り
」
と
、
ま
ず
言
う
。
こ
れ
は
、『
古
事
記
』
孝
元
天
皇
段
に
「
尾

張
連
等
之
祖
、意
冨
那
眦
之
妹
葛
城
之
高
千
那
眦
売
」
と
あ
る
の
を
指
す
（
傍
訓
省
略
、

以
下
同
じ
）。

　
次
い
で
、「
天
孫
本
紀
」
の
「
尾
張
氏
系
譜
」
中
の
人
名
を
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、「
三

世
孫
天
忍
人
命
…
…
異
妹
角
屋
姫
亦
名
葛
城
木
出
石
姫
為
妻
」、「
天
忍
男
命
…
…
葛
木

土
神
剣
根
命
女
賀
奈
良
知
姫
為
妻
」、「
四
世
孫
瀛
津
世
襲
命
亦
云
葛
木
彦
命

尾
張
連
等
祖

」、「
七
世
孫

建
諸
隅
命
…
…
葛
木
直
祖
大
諸
見
足
尼
女
子
諸
見
己
姫
為
妻
」
が
そ
れ
で
、（
宣
長
は

落
し
て
い
る
が
、
他
に
、「
四
世
孫
…
…
孫
天
戸
目
命
…
…
葛
木
避
姫
為
妻
」、「
七
世

孫
…
…
妹
大
海
姫
命
亦
名
葛
木

高
名
姫
命
」
が
あ
る
。）
本
人
の
「
亦
名
」
が
葛
木
、
妻
が
葛
木
氏

の
二
通
り
の
場
合
が
あ
る
。
天
忍
人
命
は
、
異
母
妹
で
あ
る
角
屋
姫
を
妻
と
し
て
い
る

が
、
そ
の
異
母
妹
＝
妻
の
亦
名
が
葛
木
で
あ
る
。
人
名
は
、
地
名
と
関
連
す
る
。

　
地
名
に
つ
い
て
も
、『
日
本
書
紀
』（
神
武
即
位
前
紀
）
の
、「
高
尾
張
邑
或
本
云
　

葛
城
邑
也
」

と
「
高
尾
張
邑
、有
土
蜘
蛛
…
…
皇
軍
結
葛
網
、而
掩
襲
殺
之
、因
改
号
其
邑
曰
葛
城
」

と
い
う
二
つ
の
記
事
を
あ
げ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、『
日
本
三
代
実
録
』（
貞
観
六
年
八
月
八
日
条
）
の
「
尾
張
国
海
部
郡
人
治

部
少
録
従
六
位
上
甚
目
連
公
宗
氏
・
尾
張
医
師
従
六
位
上
甚
目
連
公
冬
雄
等
同
族
十
六

人
、
賜
姓
高
尾
張
宿
祢
、
天
孫
火
明
命
之
後
也
」
を
引
く
。

　
他
に
関
説
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
宣
長
説
の
要
点
は
、
以
下
の
三
項
目
に
集
約
さ

れ
る
。

　
第
一
。『
古
事
記
』
お
よ
び
「
尾
張
氏
系
譜
」
に
よ
れ
ば
、こ
の
氏
人
の
中
に
は
、「
葛
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城
（
木
）」
の
名
を
負
う
者
（「
亦
名
」
を
含
む
）
が
あ
り
、「
葛
木
」
氏
の
女
性
を
妻

と
す
る
者
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
氏
が
葛
城
の
地
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
。

　
第
二
。『
日
本
書
紀
』
神
武
即
位
前
紀
で
、
葛
城
の
地
に
「
高
尾
張
邑
」
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
、
葛
城
と
尾
張
の
関
係
の
深
さ
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
第
三
。『
日
本
三
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
甚
目
連
公
は
、
火
明
命
の
後
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
高
尾
張
宿
祢
を
賜
わ
っ
た
の
だ
が
、（
火
明
命
の
後
は
、
尾
張
氏
に
他
な
ら

な
い
か
ら
）「
尾
張
と
高
尾
張
と
、
別
な
ら
ざ
る
事
を
知
る
べ
し
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
り
、
尾
張
氏
の
本
居
は
、
葛
城
で
あ
る
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
な
お
、
太
田
の
疑
問
に
も
関
わ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
論
評
も
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

こ
で
宣
長
は
、
大
変
興
味
深
い
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、「
高
尾
張
と
云
は
、
葛
城
の
本
名
と
聞
ゆ
れ
ば
、
国
名
の
尾
張
は
、
此

高
尾
張
よ
り
出
て
、
其
は
此
氏
人
の
葛
城
よ
り
出
て
、
彼
国
に
下
住
居
し
故
に
、
其
本

居
の
名
を
取
て
、国
名
と
せ
る
か
と
思
へ
ど
も
、然
に
は
非
じ
、か
の
神
武
巻
の
趣
は
、

一
の
伝
へ
に
て
、
実
は
天
火
明
命
の
子
孫
、
葛
城
に
住
居
け
る
が
、
尾
張
国
造
に
な
り

て
、彼
国
に
下
り
居
住
し
人
あ
り
し
縁
に
よ
り
て
、其
国
名
を
取
て
、本
居
の
葛
城
を
、

高
尾
張
邑
と
も
云
け
む
を
、
誤
て
本
名
の
如
く
伝
へ
云
し
な
る
べ
し
」
と
言
う
の
で
あ

る
。

　「
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
葛
城
に
高
尾
張
て
ふ
名
の
あ
る
は
、
此
氏
の
本
居
な
る
由
縁

な
る
事
は
、
違
は
ざ
る
な
り
」
―
こ
れ
が
宣
長
の
結
論
で
あ
る（９
）。

三
　
尾
張
発
祥
説
＝
新
井
喜
久
夫

　

　
新
井
喜
久
夫
は
、
自
ら
の
「
尾
張
氏
論
」
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
「
天
孫

本
紀
の
尾
張
氏
系
譜
」
の
構
造
分
析
を
行
っ
た
。
注（
3
）に
掲
げ
た
ご
と
く
関
連
す
る

三
つ
の
論
稿
が
あ
る
。

　
第
一
稿
に
お
い
て
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
、
前
・
後
部
不
連
続
の
指
摘
に
基
づ
い
て
、

尾
張
氏
の
地
元
自
生
説
を
主
張
し
、
関
連
史
料
・
考
古
学
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
、
そ

れ
を
補
強
し
た
。

　
第
二
稿
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
言
だ
が
、「
尾
張
氏
系
譜
」
を
竪
系
図
と

し
て
表
示
し
つ
つ
、
一
般
向
け
に
、
こ
れ
を
解
説
し
た
。

　
第
三
稿
は
、
自
治
体
史
の
一
部
と
し
て
、
自
説
を
展
開
し
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
『
海

部
氏
勘
注
系
図
』
に
よ
っ
て
不
連
続
を
解
消
す
る
見
解
を
、
批
判
し
た
。
な
お
、
第
二

稿
に
お
い
て
提
示
し
た
竪
系
図
を
再
掲
し
て
い
る
。

　
新
井
は
、
宣
長
の
主
張
を
支
え
る
根
幹
で
あ
る
「
天
孫
本
紀
」
の
「
尾
張
氏
系
譜
」

を
、
宣
長
と
は
異
な
る
視
点
で
分
析
し
、
こ
れ
が
、
十
一
世
乎
止
与
命
を
境
に
、
前
後

に
二
分
さ
れ
る
こ
と
を
、
以
下
の
論
拠
を
も
と
に
主
張
し
た
。

　
① 

一
世
・
二
世
と
同
様
に
、
十
一
世
（
乎
止
与
）
と
十
二
世
（
建
稲
種
）
が
、
そ
れ

ぞ
れ
一
人
ず
つ
で
あ
る
こ
と
。
系
図
と
い
う
も
の
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
世
代
を

遡
る
に
つ
れ
て
、人
数
が
少
な
く
な
る
の
が
一
般
的
で
、一
人
ず
つ
と
い
う
の
は
、

起
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
② 

十
一
世
乎
止
与
命
と
十
二
世
建
稲
種
命
は
、
そ
れ
以
前
と
は
全
く
異
な
り
、
は
じ

め
て
尾
張
に
関
係
す
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。

　
③ 

十
一
世
乎
止
与
命
は
、
十
世
孫
の
誰
の
子
か
注
記
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
十
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世
と
十
一
世
の
間
が
う
ま
く
接
合
し
て
い
な
い
。

　
④ 
「
国
造
本
紀
」
に
、「
尾
張
国
造
　
志
賀
高
穴
穂
朝
以
天
別
天
火
明
命
十
世
孫
小
止

与
命
　
定
賜
国
造
」
と
あ
る
か
ら
、
乎
止
与
命
は
、
尾
張
氏
の
一
つ
の
起
点
を
示

す
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
乎
止
与
を
起
点
と
す
る
系
譜
が
ま
ず
最
初
に
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
宮
酢
姫
の
名
が
見
え
ぬ
の
は
、
か
え
っ
て
こ
の
系
譜
成
立
の
古
さ
を

証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
新
井
は
、
系
譜
の
前
半
部
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
、
乎
止
与
命

の
上
に
、
比
較
的
単
純
な
後
半
に
比
べ
、
は
る
か
に
壮
大
な
火
明
命
以
下
十
世
代
の
系

譜
が
加
上
さ
れ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
論
を
進
め
る
。

　
尾
張
氏
の
系
譜
が
、
こ
の
よ
う
に
二
段
階
に
分
割
さ
れ
、
後
半
は
、
そ
こ
か
ら
一
つ

の
系
譜
が
始
ま
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
尾
張
の
地
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、（
尾
張
に
勢
力
を
張
る
尾
張
氏
が
、
そ
の
地
に
お
け
る
起
点
を
示
す
系
譜
を

有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
尾
張
氏
の
尾
張
に
お
け

る
自
生
説
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
れ
に
基
づ
い
て
前
段
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、『
記
紀
』
に
見
ら
れ
る
天
皇
家

と
の
婚
姻
関
係
も
踏
ま
え
て
、
尾
張
氏
の
大
和
へ
の
進
出
の
結
果
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
尾
張
氏
は
、
葛
城
の
地
に
、
拠
点
・
出
先
機
関
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
葛
城
氏

と
関
係
が
生
じ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。

　
他
史
料
の
理
解
、
考
古
学
上
の
知
見
の
援
用
な
ど
が
あ
る
が
、
新
井
の
出
発
点
は
、

「
尾
張
氏
系
譜
」
の
理
解
で
あ
り
、
宣
長
と
は
、「
同
じ
土
俵
」
で
、
正
反
対
の
結
論

を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

　『
新
修
名
古
屋
市
史
』
に
お
い
て
、
新
井
は
、
自
ら
の
学
説
に
つ
い
て
、「
近
年
、
宣

長
の
依
拠
し
た
尾
張
氏
系
譜
を
批
判
的
に
考
え
る
立
場
か
ら
尾
張
発
祥
説
が
台
頭
し
て

き
た
」
と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。「
自
治
体
史
」
と
し
て
「
客
観
的
」
表
現
を
と
っ
て
い
る
が

尾
張
発
祥
説
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
が
、
考
古
学
の
成
果
で
は
な
く
、「
系
譜
」
に
あ
る
こ

と
を
、
自
ら
確
認
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
新
井
の
提
唱
以
降
、
考
古
学
者
の
論
稿
を
含
め
て
、
大
勢
は
、
尾
張
氏
尾
張
自
生
説

に
傾
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
新
井
説
へ
の
批
判

　

　
新
井
説
に
対
し
て
、
直
接
そ
の
名
を
あ
げ
て
批
判
を
加
え
て
い
る
も
の
に
、
宝
賀
寿

男
『
古
代
氏
族
の
研
究
②
尾
張
氏
―
后
妃
輩
出
の
伝
承
を
も
つ
雄
族
）
11
（

』
が
あ
る
。

　
宝
賀
の
論
説
は
、
私
に
は
と
て
も
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、「
尾
張
氏
族
の
東
遷
と

尾
張
国
内
で
の
移
遷
」
と
い
う
項
目
で
、
新
井
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　「
尾
張
国
造
家
の
故
地
は
大
和
の
葛
城
地
方
」
で
、「
そ
の
主
な
論
拠
は
『
天
孫
本
紀
』

所
載
の
尾
張
氏
系
図
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
重
松
明
久
説
や
新
井
説
に
論
及
し
、「
こ

れ
ら
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、『
天
孫
本
紀
』
所
載
系
図
に
は
疑
問
の
個
所
も
多
々

あ
っ
て
そ
の
ま
ま
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
が
（
中
略
）
そ
う
だ

と
し
て
も
、
従
来
の
通
説
が
や
は
り
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
そ
の
検
討
の
概

要
を
示
す
」
と
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
和
故
地
論
の
主
な
論
拠
と
な
る
「
尾
張
氏

系
図
」
の
、
多
々
あ
る
疑
問
を
解
決
し
、
通
説
が
妥
当
で
あ
る
所
以
が
略
説
さ
れ
る
も

の
と
期
待
す
る
の
だ
が
、
宝
賀
が
提
示
し
た
「
概
要
」
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
一 

、
尾
張
氏
に
見
ら
れ
る
強
い
海
人
性
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
種
族
が
日
本
列
島
に

渡
来
し
て
以
降
は
、
北
九
州
海
岸
部
か
ら
長
い
年
月
を
か
け
て
列
島
内
を
東
漸
し

て
き
た
移
遷
経
緯
は
否
定
で
き
な
い
。（
つ
ま
り
、
尾
張
氏
は
、
渡
来
種
族
の
一
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派
で
あ
り
、
そ
れ
が
東
漸
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。）

　
二 
、
博
多
湾
沿
岸
部
の
筑
前
国
那
珂
郡
が
、
わ
が
国
海
神
族
の
起
源
地
か
つ
本
拠
地

で
あ
り
、
大
己
貴
神
が
拠
っ
た
「
葦
原
中
国
」
は
、
こ
の
海
神
族
の
国
で
あ
る
。

こ
の
海
神
族
の
大
己
貴
神
の
流
れ
が
、
出
雲
や
畿
内
、
さ
ら
に
は
東
国
の
各
地
に

分
出
し
て
行
っ
た
。

　
こ
の
二
点
か
ら
、
ど
う
し
て
、
尾
張
氏
の
葛
城
か
ら
尾
張
へ
の
移
住
説
の
主
な
論
拠

と
な
る
尾
張
氏
系
譜
に
存
す
る
疑
問
点
を
解
決
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
私
に
は
、
皆

目
見
当
が
つ
か
な
い
。

　
し
か
し
、
宝
賀
は
、
こ
の
「
論
拠
」
を
以
て
、
系
図
の
古
い
部
分
を
後
世
の
造
作
・

加
上
と
み
る
新
井
を
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
有
力
な
古
代
諸
氏
を
含
み
相
互
に
深
く
関
連
す
る
尾
張
氏
初
期
段
階
の
系
譜
作
成

は
、
古
代
人
に
求
め
る
こ
と
自
体
が
当
時
の
能
力
を
遥
か
に
超
え
て
お
り
現
実
離
れ
を

し
て
い
る
の
で
、「
こ
の
辺
は
抽
象
的
な
観
念
論
、
存
在
否
定
論
に
す
ぎ
ず
、
戦
後
の

津
田
史
学
の
悪
影
響
が
端
的
に
出
て
い
る
。」

　
こ
の
古
代
人
作
成
不
能
論
は
、
太
田
亮
説
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
も
見
え
る

が
、
太
田
の
場
合
は
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
造
作
し
た
作
者
の
、
他
の
部
分
で
見
せ

た
無
能
振
り
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
整
っ
た
系
譜
は
作
れ
な
い
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

　
念
の
た
め
言
え
ば
、後
述
す
る
上
遠
野
浩
一
）
11
（

の
他
氏
族
系
譜
の
簒
奪
論
に
対
し
て
は
、

こ
の
「
無
能
力
論
」
は
、
意
味
を
持
た
な
い
。

　
な
お
、
宝
賀
は
、
景
行
朝
当
時
は
、「
尾
張
」
で
は
な
く
「
尾
治
」
と
表
記
さ
れ
た

も
の
と
「
考
え
」、「
出
土
木
簡
の
表
記
で
は
、
当
初
は
『
尾
治
』
で
あ
り
、
天
平
頃
か

ら
尾
張
に
変
わ
る
事
情
が
あ
る
」
と
言
う
。

　「
尾
治
」
で
あ
れ
「
尾
張
」
で
あ
れ
、「
景
行
朝
」
に
文
字
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
学

説
を
、
寡
聞
に
し
て
私
は
知
ら
な
い
。「
ヲ
ハ
リ
」
表
記
の
最
古
の
木
簡
は
、
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
で
は
「
尾
張
」
で
あ
る
。
併
用
さ
れ
た
ら
し
い
「
尾
張
」
と
「
尾
治
」
が
、

「
尾
張
」
に
統
一
＝
公
定
さ
れ
た
の
は
大
宝
年
間
で
あ
り
、以
後
木
簡
に
頻
出
す
る
「
尾

張
」
を
、
何
故
「
天
平
頃
」
ま
で
下
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宝
賀
の
新
井
批
判
の
根
は
、
揺
ら
い
で
い
る
と
思
う
。

　
田
中
卓
「
真
清
田
神
社
の
創
祀
と
発
展
）
11
（

」
は
、
尾
張
氏
大
和
発
祥
説
の
立
場
か
ら
尾

張
氏
の
動
静
を
論
じ
、
真
清
田
神
社
が
、
尾
張
に
定
着
し
た
同
氏
族
に
よ
っ
て
創
祀
さ

れ
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
新
井
説
に
は
論
及
し
て
い
な
い
が
、
内
容
上
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
と
言
う
よ
り
も
、『
記
紀
』
を
根
幹
に
お
い
て
信
用
す
る
立
場
か
ら
、
新
井
説
を

問
題
に
し
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
田
中
の
論
理
を
、
私
な
り
に
整
理
し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
十
一
世
孫
乎
止
与
は
、
尾
張
の
地
名
を
負
う
真
敷
刀
俾
を
妻
と
し
て
い
る
か

ら
、
尾
張
氏
の
尾
張
定
住
は
、
こ
れ
以
前
の
こ
と
と
見
做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
、
分
析
の
起
点
（
前
提
）
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
実
は
、
宣
長
説

で
は
、
こ
れ
は
、「
然
に
は
非
じ
」
で
あ
っ
た
。）

　
一
方
で
、『
記
紀
』
と
の
整
合
性
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
系
譜
に
見
え
る
八
坂
入
彦
・

弟
彦
の
美
濃
在
住
を
確
認
し
、
こ
れ
を
四
道
将
軍
の
発
遣
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
。

す
な
わ
ち
、
八
坂
入
彦
と
倭
得
玉
彦
が
、
武
渟
川
別
命
の
軍
団
の
一
員
と
し
て
、
従
軍

し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
八
坂
入
彦
は
美
濃
に
定
着
し
、
倭
得
玉
彦
は
進
ん
で
尾
張
に

定
着
し
た
。

　
乎
止
与
は
、
倭
得
玉
彦
の
曽
孫
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
ま
で
に
は
、
尾
張
の
地
名
も

定
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
「
前
提
」
は
、
問
題
な
く
、
説
明
が
つ
く
。

　
田
中
は
さ
ら
に
、
乎
止
与
の
国
造
任
命
に
言
及
し
（「
国
造
本
紀
」
の
援
用
）、
建
稲
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種
の
日
本
武
尊
東
征
へ
の
従
軍
（『
寛
平
熱
田
縁
起
』
の
援
用
）
と
の
関
連
で
、
こ
れ

を
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
乎
止
与
は
、
建
稲
種
と
と
も
に
、
日
本
武
尊
の
東
征
に
従
軍

し
、
そ
の
こ
と
へ
の
褒
賞
と
し
て
、
国
造
に
任
命
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
国
造
制
成
立
期
に
関
す
る
近
年
の
研
究
動
向
や
、『
寛
平
熱
田
縁
起
』
の
史
料
批
判

の
問
題
な
ど
を
ひ
と
ま
ず
措
け
ば
、
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
。

　
太
田
亮
を
引
き
継
ぐ
有
力
な
見
解
だ
が
、系
譜
の
不
連
続
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。

た
だ
し
、
田
中
自
身
は
、『
田
島
氏
系
譜
』
お
よ
び
『
海
部
氏
勘
注
系
図
』
で
は
、
系

線
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、（
一
応
慎
重
に
点
線
を
用
い
て
い
る
が
）
連
続

す
る
も
の
と
し
て
、
論
を
進
め
て
い
る
。

　
私
は
、
こ
の
二
つ
の
史
料
を
根
拠
に
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　『
田
島
氏
系
譜
）
14
（

』
の
成
立
年
代
は
不
明
だ
が
、十
八
世
に
あ
た
る
「
多
々
見
」
に
「
年

魚
市
評
督
　
板
蓋
宮
朝
奉
斎
熱
田
神
宮
」
と
い
う
評
制
下
の
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

古
態
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
田
島
家
は
、
熱
田
社
の
祝
師
職
を
世
襲
す

る
家
柄
で
あ
る
か
ら
「
尾
張
氏
系
譜
」
に
は
本
来
載
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
宮
簀
姫
を

記
入
し
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
尾
張
氏
自
体
の
系
譜
が
問
題
な
の
で

は
な
く
、
宮
簀
媛
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
を
厳
密
に

表
現
し
て
い
る
と
は
、
断
言
で
き
な
い
。

　『
海
部
氏
勘
注
系
図
』（『
籠
名
神
宮
祝
部
丹
波
国
造
海
部
直
等
之
本
記
）
11
（

』）に
つ
い
て
、

新
井
は
、
明
ら
か
に
尾
張
氏
系
譜
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
存
の
写
本

は
江
戸
時
代
前
期
の
書
写
本
で
、
相
承
関
係
に
多
種
の
異
説
を
掲
げ
、
か
な
り
の
混
乱

を
示
し
て
い
る
の
は
、
尾
張
氏
系
譜
に
本
来
あ
っ
た
不
連
続
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
、

後
世
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
行
な
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
拠
る
こ
と
を
否

定
し
て
い
る
）
16
（

。

　
近
世
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
、
直
ち
に
内
容
の
古
さ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し

（『
古
事
記
』の
最
古
の
写
本
は
、応
安
年
間
の
も
の
で
あ
る
。）、雑
多
な
書
き
込
み
は
、

必
ず
し
も
不
連
続
解
消
の
試
み
の
破
綻
を
示
す
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
ま
た
、
尾
張
氏
系
譜
を
利
用
し
た
節
）
17
（

は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
と
ま
で
は
、
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
新
井
の
指
摘
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
系
図
が
安
易
に
利
用
で

き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。

　
ま
ず
、中
心
と
な
る
系
線
は
、「
日
本
得
魂
命
―
意
富
那
比
命
―
乎
縫
命
―
小
登
与
命
」

と
な
っ
て
い
て
、「
尾
張
氏
系
譜
」
と
は
全
く
異
な
る
。
ま
た
、
そ
の
周
辺
の
書
き
込

み
は
、新
井
の
言
う
「
混
乱
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、「
無
茶
苦
茶
」「
支

離
滅
裂
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
こ
の
内
容
を
整
序
す
る
術
を
、
私
は
持
た
な
い
。

　
ま
た
、
十
七
世
孫
丹
波
国
造
明
国
彦
命
に
、「
葬
于
加
佐
郡
田
造
郷
高
野
丸
子
山
」

の
注
記
が
あ
る
が
、
こ
の
田
造
郷
と
い
う
郷
名
は
、
邨
岡
良
弼
が
、『
丹
後
国
風
土
記

残
欠
』
が
偽
書
で
あ
る
証
拠
と
し
て
挙
げ
た
も
の
の
一
部
に
他
な
ら
な
い
）
11
（

。

　
さ
ら
に
旧
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
も
、『
残
欠
』
の
偽
書
た
る
所

以
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、「
凡
海
郷
陥
没
」
の
記
事
が
あ
る
が
、
全
く
同
文
の
記
述

が
『
海
部
氏
勘
注
系
図
』
に
も
見
出
さ
れ
る
）
11
（

。
こ
の
系
図
は
、安
易
に
利
用
で
き
な
い
。

　
新
井
説
に
対
し
て
の
異
論
を
正
面
か
ら
提
示
し
て
い
る
の
が
、尾
関
章
で
あ
る
）
11
（

。（
松

前
健
の
所
論
も
新
井
説
と
は
異
な
る
が
、
尾
張
自
生
説
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
出

自
論
」
と
し
て
は
、新
井
側0

で
あ
る
。
重
松
明
久
は
対
立
す
る
が
、新
井
以
前
で
あ
る
）

尾
関
の
所
論
は
、
太
田
・
田
中
等
が
基
本
的
に
は
宣
長
説
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
考
古
学
上
の
所
見
と
地
名
・
人
名
な
ど
を
主
な
論
拠
と
し
て
史
料
の
整
合
的

な
理
解
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
方
法
論
的
に
は
、
上
遠
野
浩
一
・
中
村
修
・
加
藤

謙
吉
な
ど
）
11
（

と
立
場
を
同
じ
く
す
る
。

　
尾
関
説
に
つ
い
て
は
、
発
表
媒
体
と
論
調
の
あ
る
種
の
特
徴
の
故
か
、
あ
ま
り
論
じ
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ら
れ
て
来
な
か
っ
た
が
、
放
置
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
）
11
（

と
思
う
。

　
尾
関
説
は
、
思
い
切
っ
て
約
め
て
言
え
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
尾
張
氏
の
本
拠
は
河
内
で
あ
り
、
葛
城
は
そ
の
交
流
・
通
婚
圏
で
あ
る
。
そ
の
尾
張

氏
が
畿
内
政
権
の
東
方
系
略
の
一
翼
を
担
っ
て
東
漸
し
、
美
濃
・
尾
張
に
拠
点
を
置
い

た
。（
こ
の
見
取
り
図
の
限
り
で
は
、
大
和
と
河
内
の
差
異
を
除
け
ば
、
田
中
等
の
そ

れ
と
共
通
す
る
。）
こ
の
尾
張
氏
が
最
初
に
拠
点
化
し
た
「
尾
張
の
地
」
と
は
、
現
岐

阜
県
の
各
務
原
一
帯
で
あ
り
、
当
時
は
「
尾
張
」
で
あ
っ
た
こ
の
地
は
、
後
の
国
境
策

定
に
よ
り
、
美
濃
国
に
移
・
編
入
さ
れ
た
た
め
、
諸
々
の
誤
解
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

尾
張
氏
は
そ
の
後
、
濃
尾
平
野
の
諸
氏
族
を
再
編
・
統
合
し
、
熱
田
に
拠
点
を
移
す
こ

と
に
な
る
。
吉
備
地
方
の
「
尾
張
」
の
影
は
、「
尾
張
の
尾
張
氏
」
の
進
出
の
結
果
で

は
な
く
、「
河
内
の
尾
張
氏
」の
、東
の
尾
張
と
対
照
さ
れ
る
西
方
進
出
の
結
果
と
見
る
。

　
既
存
の
大
和
出
自
説
が
、
専
ら
尾
張
へ
の
移
住
を
主
題
と
し
、
そ
の
前
後
の
大
和
を

論
じ
て
い
な
い
の
に
比
し
て
、
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
う
。

　
こ
の
尾
関
説
は
、
自
身
の
言
う
「
膨
大
に
す
ぎ
る
本
の
『
検
索
読
み
』」
に
支
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
検
索
そ
の
も
の
の
当
否
（
材
料
の
信
憑
性
）、
解
釈
の
当
否
、
位
置

づ
け
の
当
否
な
ど
、
多
様
な
検
討
を
必
要
と
し
、
ま
た
、
立
論
の
前
提
と
し
て
の
「
方

位
論
」「
地
域
の
有
す
る
ス
テ
イ
タ
ス
論
」、「
煙
あ
る
と
こ
ろ
必
ず
火
あ
り
論
」（
雲
や

霞
で
は
な
い
こ
と
、ま
し
て
や
、ド
ラ
イ
ア
イ
ス
な
ど
で
は
な
い
こ
と
の
証
明
）
な
ど
、

理
論
上
の
問
題
も
あ
る
。

　
私
と
し
て
も
、
評
価
を
定
め
る
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
率
直
に
告
白
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
論
及
だ
け
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

　
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
尾
関
論
の
「
枝
葉
を
と
り
払
う
」
必
要
性
を
感
じ
て
い

る
。

　
尾
関
が
し
ば
し
ば
比
喩
を
用
い
る
顰
に
倣
っ
て
言
う
な
ら
ば
、「
愛
の
水
中
花
」（
五

木
寛
之
作
詞
の
歌
謡
曲
）
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。「
こ
れ
も
愛
　
あ
れ
も
愛
　
た
ぶ
ん

愛
　
き
っ
と
愛
」
の
先
に
は
、「
愛
か
も
知
れ
な
い
」「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
愛
」「
愛
で

な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
」
が
拡
散
し
、
愛
の
姿
は
、
茫
漠
と
し
た
も
の
に
な
る
。

　
紙
数
の
関
係
で
、
こ
こ
で
例
示
す
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
の
意
味
だ
け
は
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
〇 

ま
ず
、
事
実
認
識
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
。

　
　
こ
れ
は
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
〇
次
い
で
、
き
わ
め
て
危
う
い
と
思
わ
れ
る
も
の
。

こ
れ
は
、
数
を
つ
み
重
ね
る
と
そ
れ
な
り
の
「
証
拠
」
と
な
り
得
る
と
の
見
方
も

あ
ろ
う
が
、
逆
に
、
全
体
を
「
胡
散
臭
い
」
と
思
わ
せ
る
効
果
も
あ
る
。

　
〇
異
説
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
。

こ
れ
は
、
し
っ
か
り
と
評
価
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
我
田
引
水
と
受
け
取
ら
れ
て
し

ま
う
。

　
こ
の
よ
う
な
古
代
史
上
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、「
確
た
る
核
」
と
な
る
根
拠
を
提
示

せ
よ
と
言
う
の
は
恐
ら
く
「
無
い
も
の
ね
だ
り
」
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
少
し
で
も
そ
れ

に
近
づ
く
方
法
を
見
出
し
た
い
と
い
う
の
は
、
私
の
自
戒
で
も
あ
る
。

　
そ
の
上
で
、裁
判
と
は
異
な
っ
て
、「
状
況
証
拠
」は
認
識
上
の
有
効
な
根
拠
と
な
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
も
裁
判
と
は
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
と
し
て
、
論
争
は
、
認
識
を
豊
か

に
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
尾
関
の
「
系
譜
」
論
は
、
言
わ
ば
「
傍
論
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

他
の
諸
説
が
、
ま
ず
「
系
譜
」
か
ら
説
く
の
に
対
し
て
、
尾
関
は
、
分
析
結
果
に
基
づ

い
て
「
系
譜
」
を
考
え
て
い
る
。

　
前
・
後
半
の
不
連
続
を
認
め
た
上
で
、
十
世
ま
で
の
骨
格
は
尾
張
氏
発
祥
地
＝
大
和

川
流
域
に
お
け
る
古
い
記
憶
の
反
映
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
尾
関
の
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説
明
で
あ
る
。（
尾
張
に
定
着
し
た
尾
張
氏
が
、
あ
る
段
階
で
、
改
め
て
乎
止
与
命
以

下
の
系
譜
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
伝
承
を
掘
り
返
し
た
と
い
う
理
解
か
。）

　
新
井
以
前
・
以
後
も
、（
系
譜
が
二
分
割
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
て
も
）、
乎
止
与
命
か

ら
系
譜
が
は
じ
ま
る
（
そ
こ
に
、
起
点
が
あ
る
）
こ
と
の
意
味
で
解
明
を
試
み
て
い
る

説
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五
　「
系
譜
」
再
論

　

　
新
井
は
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
不
連
続
を
指
摘
し
そ
の
前
半
部
と
後
半
部
の
成
立
の

前
後
関
係
を
論
じ
た
が
、
そ
の
差
異
に
は
あ
ま
り
、
意
を
用
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、

前
・
後
半
に
二
分
割
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
両

者
に
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
見
出
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
前
半
部
に
は
、
尾
張
（
尾
治
）
を
示
唆
す
る
も
の
は
、
四
世
孫
建
額
赤
の
妻

「
葛
城
尾
治
4

4

置
姫
」
の
名
前
が
唯
一
の
例
で
あ
り
、
後
半
部
に
は
、
葛
城
は
全
く
姿
を

現
わ
さ
な
い
。

　
こ
れ
は
、
移
住
説
に
と
っ
て
、
弱
点
の
一
つ
で
あ
る
。
前
半
に
も
っ
と
尾
張
氏
の
姿

が
現
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
後
半
に
葛
城
の
「
残
影
」
く
ら
い
あ
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

　
顕
著
な
違
い
と
し
て
目
に
付
く
の
は
、
前
半
部
で
は
、
氏
の
「
本
宗
」
た
る
人
物
に

は
、
必
ず
妻
の
名
を
記
し
、
そ
の
所
生
の
子
を
次
の
世
代
に
つ
な
げ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
後
半
部
で
は
、
乎
止
与
・
建
稲
種
の
二
世
代
に
の
み
、
そ
れ
が
記
さ
れ
る
が
、
以

下
で
は
、
一
切
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
前
半
部
で
は
、
そ
れ
以
外
の
人
物
に
は
、
始
祖
注
記
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
人

物
以
下
の
系
譜
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
半
部
で
は
、「
始
祖
注
記
・
以

下
省
略
」
の
人
物
も
六
名
あ
る
も
の
の
、
注
記
な
し
で
以
下
省
略
さ
れ
て
い
る
者
も
、

承
継
者
を
除
い
て
、
七
名
あ
る
。

　
新
井
は
、
こ
の
「
始
祖
注
記
・
以
下
省
略
」
を
、「
天
孫
本
紀
で
は
」
と
し
て
、
当

該
系
譜
全
体
に
わ
た
る
特
色
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
読
で
あ
っ
て
後
半
部
で
は
、

「
注
記
な
し
・
以
下
省
略
」
形
が
、
半
数
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
前
半
部
は
、
八
世
の
倭
得
玉
彦
に
至
る
ま
で
、
一
系
の
筋
は
明
確
に
示
さ

れ
る
と
と
も
に
、
多
数
の
分
出
氏
族
の
始
祖
を
注
記
し
、
そ
の
後
を
想
定
す
れ
ば
、
ま

さ
に
壮
大
な
同
族
パ
ノ
ラ
マ
が
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
半

部
は
、
か
な
り
貧
弱
で
、
そ
の
上
、
内
部
で
二
ヶ
所
の
不
連
続
が
見
ら
れ
、
し
か
も
「
以

下
不
明
者
」（
こ
れ
は
、
他
氏
と
し
て
析
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
尾
張
氏
族
そ
の
も
の

を
肥
大
化
さ
せ
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
か
）
が
多
い
。

　
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
前
半
部
と
後
半
部
と
で
は
、
そ
の
作
成
原
理
が
全
く
異
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
同
一
系
譜
の
内
部
に
お
い
て
、
経
年
的
に
生
じ
て
い

る
ズ
レ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
つ
の
系
譜
を
、
成
立
後
に
継
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
の
ご
と

く
で
あ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
両
者
に
共
通
す
る
重
要
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
皇
室
に

つ
な
が
る
一
群
が
、大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
こ
と
で
あ
る
。（
特
に
、後
半
部
で
は
、

そ
の
比
重
が
大
き
い
。）
そ
し
て
、
女
性
に
配
偶
者
を
記
す
の
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に

限
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
族
の
女
性
が
、
皇
族
の
妻
と
な
り
、
母
と
な
る
こ
と
を
示
す

た
め
の
、
原
理
的
表
記
で
あ
る
。
そ
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
大
海
媛
の
場
合
も
、
関
係

人
物
の
多
寡
に
関
わ
ら
ず
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
、
氏
族
系
譜
の
荘
厳
化
を
図
る
も
の
だ
と
す
る
通
説
は
正
し
い
だ
ろ
う
が
、

系
譜
の
本
質
が
「
世
継
ぎ
」
の
明
示
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
筋
と
は
別
の
「
修

飾
部
分
」
で
あ
る
こ
と
も
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
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そ
こ
で
、
大
き
な
問
題
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
は
、
四
世
孫
瀛
津
世
襲
の
「
尾
張
連

等
祖
」
と
い
う
注
記
で
あ
る
。『
記
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
こ

の
注
記
は
、
何
の
問
題
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
尾
張
氏
系
譜
」
の
原
理
か
ら
す
れ

ば
、
こ
れ
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
新
井
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
物
部
氏
に
よ
る
加
筆
と
し

て
も
、
解
決
が
つ
か
な
い
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
上
遠
野
浩
一
は
、「
少
々
大
胆
な
考
え
で
は
あ
る
が
」
と
断
っ

た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
も
と
も
と
尾
張
氏
の
系
譜
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
。」「
大
和
を
本
拠
と
す
る
県
主
級
の
氏
族
」
か
ら
、
尾
張
氏
が
「
系
譜
を
簒

奪
ま
た
は
私
物
化
し
た
結
果
、
尾
張
氏
の
系
譜
と
い
う
事
柄
の
み
が
一
人
歩
き
し
」
た

の
だ
と
論
じ
、
さ
ら
に
、「
地
方
豪
族
尾
張
氏
が
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
皇
妃
伝
承

を
伝
え
る
理
由
は
、ま
さ
に
大
和
の
氏
族
か
ら
系
譜
を
簒
奪
ま
た
は
私
物
化
し
た
結
果
」

と
主
張
す
る
。

　
新
井
は
こ
こ
ま
で
徹
底
し
な
か
っ
た
が
、
尾
張
出
自
説
、
後
半
部
先
行
成
立
説
に
、

私
の
い
う
系
譜
表
記
原
理
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
当
然
に
出
て
く
る
結
論
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
一
群
と
、
後
半
部
の
応
神
関
係
の
一
群
と
を
合
わ
せ
考
え
、
と
に
も

か
く
に
も
、
尾
張
氏
の
系
譜
と
の
認
識
の
下
に
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
別
の
解
釈
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
瀛
津
世
襲
に
関
す
る
伝
承
は
、『
記
紀
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
単
に
尾

張
氏
の
自
己
主
張
で
は
な
く
、
王
権
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

和
珥
氏
の
関
係
を
ふ
く
め
て
、「
尾
張
氏
系
譜
」
と
は
別
に
、
独
立
し
て
存
在
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
本
来
の
「
尾
張
氏
系
譜
」
に
は
、
瀛
津
世
襲
の
名
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　
そ
れ
を
結
合
さ
せ
る
の
は
、
簡
単
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
七
世
の

建
諸
隅
が
孝
昭
朝
大
臣
で
あ
る
の
と
、四
世
の
瀛
津
世
襲
が
孝
昭
朝
大
連
で
あ
る
の
は
、

全
く
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
を
四
世
に
組
み
込
ん
だ
の
は
、
失
敗
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
結
合
さ
せ
る
に
際
し
て
、
系
譜
の
記
載
原
理
と
の
整
合
性
の
徹
底

に
意
が
及
ば
な
か
っ
た
。
俗
な
言
葉
で
言
え
ば
、
系
譜
作
成
者
（
個
人
で
あ
れ
、
氏
族

内
の
集
団
で
あ
れ
）
が
、
系
譜
荘
厳
化
に
あ
た
っ
て
、「
ド
ジ
を
踏
ん
だ
」
の
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
一
つ
の
仮
説
（
そ
れ
も
、
上
遠
野
に
倣
っ
て
言
え
ば
、

「
相
当
に
大
胆
な
」）
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
系
譜
が
、
上
方
か
ら
下
方
に
流
れ

る
一
つ
の
も
の
、
新
井
の
よ
う
に
加
上
と
す
る
も
の
、
尾
関
の
よ
う
に
「
回
想
」
の
結

果
と
す
る
も
の
、
な
ど
の
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
矛
盾
は
し
な
い
仮
説
で
あ

る
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
後
半
部
に
あ
る
。

　
十
三
世
尻
綱
根
は
、
系
図
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
応
神
の
側
に
引
き
ず
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
尻
綱
根
―
稚
彦
―
の
側
に
つ
な
が
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
稚
彦
と
尾
治
弟
彦
と
の
切
れ
目
も
、
世
代
表
示
と
し
て
は
、
曖
昧
で
あ
る
。

　
何
故
そ
う
な
る
の
か
。
私
は
、
後
半
部
の
前
半
は
、
も
と
も
と
、
系
図
と
し
て

0

0

0

0

0

、
乎

止
与
―
建
稲
種
―
尻
綱
根
―
稚
彦
の
ご
と
く
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
応
神
―
仁

徳
に
つ
な
が
る
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
伝
承
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
そ
れ
を
利
用
し
て
、
系
譜
化
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
十
四
世
以
下
の
系
譜
と
、
確

定
的
に
つ
な
ぐ
と
い
う
点
で
、
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
乎
止
与
―
建
稲
種
が
一
人
ず
つ
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
系
譜
の
始
点
だ
か
ら
で
は
な

く
、『
記
』
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
伝
承
」
は
、
建
伊
那
陀
と
そ
の

女
の
関
係
の
ま
と
ま
り
で
あ
っ
て
、
尾
張
氏
の
系
譜
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、「
起
点

云
々
」
と
は
無
関
係
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
、
改
め
て
こ
の
「
系
譜
」
全
体
を
検
討
し
て
み
る
と
、
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そ
れ
は
、
四
つ
の
部
分
に
大
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

（
Ａ 
）
天
火
明
―
天
香
語
山
―
天
村
雲
―
天
忍
人
―
天
戸
目
か
ら
弟
彦
に
至
る
系
譜
。

（
Ｂ 
）
こ
の
（
Ａ
）
を
修
飾
す
る
天
忍
男
か
ら
日
本
足
彦
国
押
人
に
至
る
グ
ル
ー
プ
、

及
び
大
海
媛
関
係
。

（
Ｃ
）
乎
止
与
―
建
稲
種
か
ら
、
応
神
天
皇
の
五
皇
子
・
六
皇
女
に
至
る
グ
ル
ー
プ
。

（
Ｄ
）
尾
治
弟
彦
か
ら
尾
治
乙
訓
与
止
に
至
る
系
譜
。

　
こ
れ
を
新
井
の
ご
と
く
、
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）
＋
（
Ｃ
）
＋
（
Ｄ
）
と
整
理
す
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）
＋
（
Ｃ
）
＋
（
Ｄ
）
と
す
べ
き
で
は
な

い
か
。（
Ｃ
）
と
（
Ｄ
）
が
不
連
続
で
あ
る
こ
と
（（
Ｄ
）
の
内
部
が
さ
ら
に
不
連
続
な

の
は
、（
Ｃ
）
と
（
Ｄ
）
と
の
つ
な
ぎ
の
不
首
尾
の
反
映
と
見
る
の
だ
が
）
の
意
味
を
、

次
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　（
Ｃ
）
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
れ
と
し
て
独
立
し
て
存
在
し
て
い
た
伝
承
で
あ
る
。
乎

止
与
を
一
つ
の
起
点
と
し
て
作
成
さ
る
べ
き
「
系
譜
」
の
核
と
な
る
素
材
と
し
て
、
ま

ず
そ
れ
が
定
置
さ
れ
た
。

　
そ
の
上
で
、
そ
の
前
後
に
、
整
理
さ
れ
た
形
の
（
Ａ
）（
元
来
（
Ｂ
）
を
伴
っ
た
存

在
で
あ
っ
た
か
、
後
に
（
Ｂ
）
を
付
加
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
の
仕
様
が
な
い

の
だ
が
）
と
、か
な
り
粗
雑
な
（
Ｄ
）
を
つ
な
い
だ
の
が
、現
状
の
「
系
譜
」
で
あ
る
。

　（
Ｄ
）
の
冒
頭
は
、
曖
昧
さ
を
残
し
た
ま
ゝ
と
な
っ
て
い
る
。（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
、

乎
止
与
に
つ
な
ぐ
キ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
。（
加
上
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
案
出
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
し
、
仮
冒
で
あ
れ
ば
、
誰
か
を
選
択
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
本
来
、
一
体
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
問
題
は
起
き
な
い
。）

　
そ
こ
で
、
そ
の
接
合
を
暗
示
す
る
人
物
を
「
案
出
」
し
た
。
い
さ
さ
か
「
悪
の
り
」

の
き
ら
い
が
あ
る
と
自
戒
の
念
も
起
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
敢
え
て
言
え
ば
、
両

者
を
「
縫
合
」
す
る
役
割
を
担
う
の
が
、
大
縫
・
小
縫
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
不
連
続
を
解
消
し
よ
う
と
試
み
た
論
者
た
ち
が
、
小
縫
を

以
て
上
・
下
を
（
少
な
く
と
も
、
下
へ
は
大
縫
を
つ
な
げ
な
い
）
つ
な
ぐ
の
は
、
意
味

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
大
碓
・
小
碓
を
典
型
と
し
て
、
兄
弟
・
姉
妹
を
め
ぐ
る
伝
説
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
弟
・
妹
の
側
が
有
意
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
無
意
識
で
あ
れ
、
意
識
的
で
あ

れ
、
小
縫
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
を
、「
系
譜
」
作
者
は
狙
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
尾
張
氏
系
譜
」
が
、
切
れ
目
の
な
い
一
貫
し
た
一
つ
の
も
の
と

す
る
の
は
、
や
は
り
無
理
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
、
何
を
読
み
取
れ
ば
よ

い
の
か
。

　
既
述
の
よ
う
に
、
新
井
は
、「
系
図
」
の
後
半
部
（
乎
止
与
以
下
）
の
先
行
成
立
を

想
定
し
、
そ
れ
を
以
て
、
尾
張
氏
の
尾
張
本
貫
（
地
域
自
生
）
説
を
提
唱
し
た
。
こ
の

論
理
構
成
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
私
自
身
も
、
自
生
説
を

前
提
に
考
察
し
て
来
た
面
が
あ
る
。

　
し
か
し
、「
系
譜
」
が
自
ら
語
っ
て
い
る
そ
の
内
容
か
ら
、
直
ち
に
、
後
半
部
先
行

成
立
は
導
か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
新
井
の
「
系
譜
」
分
析
か
ら
、
直
接
引
き
出
せ
る
結
論
は
、
こ
の
「
系
譜
」
は
、
一

つ
の
ま
と
ま
っ
た
体
系
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
と
ま
り
を
綻
び
さ
せ

る
「
異
質
」
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
重
要
な
構
成
部
分
と
し
て

い
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
新
井
は
、
乎
止
与
が
、
尾
張
氏
の
「
一
つ
の
起
点
」
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
こ
の

部
分
の
先
行
成
立
を
推
定
し
た
。

　
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
が
、
私
は
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
論
じ
る
べ
き
だ
と
思

う
。
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そ
れ
は
、系
譜
に
お
け
る
「
一
つ
の
起
点
」
の
意
味
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
こ
と
と
、

後
半
部
に
内
在
す
る
「
ま
と
ま
り
の
悪
さ
」
に
留
意
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
初
代
国
造
と
い
う
「
一
つ
の
起
点
」
か
ら
始
ま
る
系
譜
と
い
う

の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、「
乎
止
与
を
始
祖
と
す
る
、
尾
張
国
造
家

0

0

0

0

0

の
系
譜
」
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
は
本
来
、
尾
張
氏

0

0

0

の
系
譜
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
前
半
部
な
し
で
も
、
一
つ
の
完
結
体
を
な
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
新
井
説
を
補
強
す
る
。

　
後
者
に
つ
い
て
は
、既
述
の
よ
う
に
、（
Ｃ
）
と
（
Ｄ
）
と
は
不
連
続
で
あ
り
、（
Ｄ
）

の
内
部
も
、
切
れ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、（
Ｃ
）
は
、
元
来
、
系
譜
で
は
な
く
、

そ
れ
と
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
た
、
建
稲
種
か
ら
応
神
に
至
る
「
伝
承
」（『
記
』
で

は
、
建
伊
那
陀
宿
祢
だ
が
、
そ
こ
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
尾
張
氏
の
自
己

主
張
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、政
権
に
よ
り
「
公
認
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
）

で
あ
ろ
う
。
そ
の
伝
承
を
、「
国
造
始
祖
乎
止
与
」
と
一
体
化
さ
せ
て
核
と
し
、
や
ゝ

不
整
備
だ
っ
た
（
Ｄ
）
に
つ
な
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
系
譜
」
に
は
、
国
造
乎
止

与
は
出
て
来
な
い
が
、
こ
こ
で
『
国
造
本
紀
』
を
援
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
）
11
（

。
そ

し
て
、
こ
こ
で
の
主
役
は
、
系
譜
文
章
上
の
位
置
が
華
や
か
な
建
稲
種
で
は
な
く
、
乎

止
与
で
あ
る
。

　
こ
の
「
系
譜
」
の
前
半
部
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）
と
後
半
部
（
Ｃ
）
＋
（
Ｄ
）
の
接
続

の
不
手
際
か
ら
見
て
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
作
成
に
あ
た
り
、「
尾
張
国
造
家
系
譜
」
を

組
み
込
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
乎
止
与
・
建
稲
種
の
代
に
至
っ
て
、
突
然
、「
○
○

之
祖
」
な
ど
の
形
を
と
る
一
族
は
、
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
、
系
譜
か
ら

抹
消
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
現
に
尾
張
に
在
住
し
て
い
る
、
尾
張
国
造
家
で
あ
る
尾
張
氏
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も

必
要
な
の
は
、
国
造
家
た
る
所
以
を
証
明
す
る
系
譜
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
義
的
に
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
国
造
家
た
る
尾
張
氏
が
、
そ
の
前
身
に
、
ど
の
よ
う
な
系
譜

を
負
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
課
題
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
新
井
は
、
後
半
部
先
行
成
立
説
と
、
尾
張
自
生
説
を
直
結
さ
せ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
も
う
一
つ
媒
介
項
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
新
井
の
主
張
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
移
住
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う

な
体
系
を
組
み
立
て
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
し
な
い
で
、
後
半
部
を
先
行
さ
せ
る

の
は
、移
住
者
で
は
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、少
し
苦
し
い
と
思
う
。

　
乎
止
与
が
「
一
つ
の
起
点
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
正
し
い
。
し
か
し
、尾
張
氏
に
あ
っ

て
は
、
い
く
つ
か
あ
り
得
る
中
で
の
「
一
つ
の
起
点
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
重
い
、
あ

る
意
味
で
は
絶
対
的
起
点
と
な
る
の
は
、「
国
造
の
始
祖
と
し
て
」
で
あ
る
。

　
そ
の
場
合
、
そ
れ
が
先
行
す
る
か
ら
自
生
と
い
う
論
理
は
成
立
し
な
い
。

　
国
造
に
は
、
地
元
の
土
着
豪
族
が
任
命
さ
れ
る
と
し
て
も
、「
土
着
」
と
は
、「
移
住

定
住
者
」
を
含
む
概
念
で
あ
り
、
地
元
自
生
と
は
限
ら
な
い
。

　
新
井
の
自
生
説
が
完
璧
と
は
言
え
ぬ
こ
と
を
論
じ
て
来
た
。
し
か
し
、そ
の
こ
と
は
、

移
住
説
に
再
帰
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
、「
尾
張
氏
系
譜
」
論
の
限

り
で
は
、
論
証
さ
れ
て
い
な
い
。

　
太
田
・
田
中
等
の
説
は
、『
記
紀
』
と
の
整
合
性
も
含
め
て
、
一
定
の
合
理
性
を
有

し
て
い
る
が
、
そ
の
対
応
関
係
は
、
前
半
部
分
で
「
完
結
」
し
て
お
り
、
倭
得
玉
彦
に

つ
い
て
の
仮
説
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
尾
張
に
は
及
ば
な
い
し
、
ま
た
不
連
続
問
題

の
解
決
も
つ
い
て
い
な
い
。

　
ま
た
、『
記
紀
』
の
、
ほ
ぼ
全
面
的
な
承
認
を
前
提
と
し
て
お
り
、
国
造
制
の
問
題

を
は
じ
め
と
す
る
、
今
日
の
研
究
水
準
と
の
関
係
か
ら
も
、
容
易
に
承
認
で
き
な
い
面

も
多
い
。
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む
す
び

　
　
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
、
新
井
喜
久
夫
の
「
天
孫
本
紀
・
尾
張
氏
系
譜
」
論
は
、
採
る
べ

き
点
は
多
い
も
の
の
、全
面
的
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　
新
井
説
の
一
部
に
、「
修
正
案
」
を
示
し
た
も
の
の
、「
系
譜
」
そ
の
も
の
を
内
在
的

に
「
解
剖
」
し
、そ
の
体
系
を
提
示
し
得
る
方
法
を
見
出
す
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
あ
る
い
は
、「
系
譜
」
か
ら
、
出
自
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
史
料
の
総
合
的
な
分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、「
系
譜
」
に

対
峙
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
尾
張
氏
論
が
、
そ
の
出
自
論
の
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
も
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
問
題
の
と
ば
口
で
、
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
る
が
、
他
日

を
期
す
こ
と
を
約
し
て
、
ひ
と
ま
ず
、
稿
を
閉
じ
る
。

以
上

（
1
）
本
居
宣
長『
古
事
記
伝
』二
十
一
之
巻
。大
野
晋
・
大
久
保
正
編
輯
校
訂『
本
居
宣
長
全
集
』

第
十
巻
（
筑
摩
書
房
　
一
九
八
九
年
）。

（
2
）
栗
田
寛
『
栗
里
先
生
雑
著
』
巻
七
（
吉
川
半
七
　
一
九
〇
一
年
）。
復
刻
版
は
、
山
里
純

一
校
訂
『
続
日
本
古
典
全
集
　
栗
里
先
生
雑
著
二
』（
現
代
思
潮
社
　
一
九
八
〇
年
）。

　
　
　
太
田
亮
「
八
坂
入
彦
命
と
尾
張
氏
の
濃
尾
移
住
」（『
歴
史
地
理
』
二
五
巻
五
号
　
一
九
一

五
年
）・
同
『
日
本
国
誌
資
料
叢
書
』（
磯
部
甲
陽
堂
　
一
九
二
六
年
）。
復
刻
版
は
、『
日
本

国
誌
資
料
叢
書
』
第
十
巻
尾
張
（
臨
川
書
店
　
一
九
七
三
年
）・
同
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』（
姓

氏
家
系
大
辞
典
刊
行
会
　
一
九
三
四
～
三
六
年
）。
復
刻
版
は
、『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』（
角

川
書
店
　
一
九
六
三
年
）。

　
　
　
太
田
の
三
著
の
当
該
部
分
は
全
く
同
文
で
あ
る
。

　
　
　
高
群
逸
枝『
母
系
制
の
研
究
』（
厚
生
閣
　
一
九
三
八
年
）。『
高
群
逸
枝
全
集
』第
一
巻
（
理

論
社
　
一
九
六
六
年
）
と
し
て
再
刊
。

　
　
　
他
に
簡
潔
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』（
冨
山
房
　
一
九

〇
二
年
）・
飯
田
武
郷
『
日
本
書
紀
通
釈
』
巻
之
十
九
（
大
鎧
閣
　
一
九
〇
二
年
）・
久
米
邦

武
『
日
本
古
代
史
（
日
本
時
代
史
第
一
巻
）』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
　
一
九
二
六
年
）・『
愛

知
県
史
　
第
一
巻
』（
愛
知
県
　
一
九
三
五
年
）
等
が
あ
る
。『
愛
知
県
史
　
第
一
巻
』
は
凡

例
に
よ
れ
ば
、
第
一
期
第
一
章
は
川
上
多
助
及
び
岡
本
堅
次
が
起
草
し
、
川
上
多
助
が
全
巻

を
補
訂
し
た
と
あ
る
。『
愛
知
県
史
』
以
後
に
新
た
な
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　
重
松
明
久
「
尾
張
氏
の
熱
田
社
奉
祀
を
め
ぐ
っ
て
」（『
古
代
国
家
と
宗
教
文
化
』（
吉
川

弘
文
館
　
一
九
八
六
年
）。
初
出
論
文
名
は
、「
尾
張
氏
と
間
敷
屯
倉
」（『
日
本
歴
史
』
一
八

四
　
一
九
六
三
年
）。

（
3
）
新
井
喜
久
夫「
古
代
の
尾
張
氏
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』二
七
巻
一
・
二
号
　
一
九
六
九
年
）。

　
　
　
同
「
古
代
の
尾
張
と
尾
張
氏
」
網
野
善
彦
・
門
脇
禎
二
・
森
浩
一
編
『
継
体
大
王
と
尾
張

の
目
子
媛
―
新
王
朝
を
支
え
た
濃
尾
の
豪
族
た
ち
―
』（
小
学
館
　
一
九
九
四
年
）。同
書
は
、

一
九
九
三
年
六
月
五
日
・
六
日
に
、
愛
知
県
春
日
井
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
春
日

井
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
収
録
し
た
も
の
。

　
　
　
同
『
新
修
名
古
屋
市
史
　
第
一
巻
』（
名
古
屋
市
　
一
九
九
七
年
）
第
五
章
第
二
節
。

（
4
）「
天
照
御
魂
神
考
」『
日
本
神
話
と
古
代
生
活
』（
有
精
堂
出
版
　
一
九
七
〇
年
）。
初
出
は
、

『
国
学
院
雑
誌
』
六
二
巻
一
〇
号
（
一
九
六
一
年
）。

（
5
）
松
前
健
「
尾
張
氏
の
系
譜
と
天
照
御
魂
神
」『
古
代
伝
承
と
宮
廷
祭
祀
』（
塙
書
房
　
一
九

七
四
年
）。
初
出
は
、
三
品
彰
英
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
五
冊
（
一
九
七
一
年
）。

（
6
）
内
川
敬
三
「
熱
田
社
と
尾
張
氏
」。
遠
藤
元
男
博
士
還
暦
記
念
日
本
古
代
史
論
叢
刊
行
会

編
集
『
遠
藤
元
男
博
士
還
暦
記
念
日
本
古
代
史
論
叢
』（
遠
藤
元
男
博
士
還
暦
記
念
刊
行
会
　

一
九
七
〇
年
）。

（
7
）
弟
彦
―
淡
夜
別
の
系
線
な
ど
は
、
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
意
味
不
明
で
あ

る
。
全
体
と
し
て
、
賛
成
で
き
な
い
。

（
8
）
後
述
の
よ
う
に
、
田
中
卓
は
、
大
筋
に
お
い
て
、
太
田
説
を
追
認
し
て
い
る
。
一
つ
の
到

達
点
と
も
言
え
る
説
で
あ
る
。
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（
9
）
新
井
以
前
の
「
尾
張
氏
論
」
を
通
底
す
る
の
は
、
宣
長
説
で
あ
る
。

（
10
）『
新
修
名
古
屋
市
史
　
第
一
巻
』（
名
古
屋
市
　
一
九
九
七
年
）
第
五
章
第
二
節
。

（
11
）
シ
リ
ー
ズ
「
古
代
氏
族
の
研
究
12
」（
青
垣
出
版
　
二
〇
一
八
年
）。

（
12
）
上
遠
野
浩
一
「
尾
張
氏
系
譜
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』

第
二
十
三
冊
（
二
〇
〇
〇
年
）。

（
13
）
田
中
卓
「
真
清
田
神
社
の
創
祀
と
発
展
」『
田
中
卓
著
作
集
』
一
一
―
一
（
神
社
と
祭
祀
）

（
国
書
刊
行
会
　
一
九
九
四
年
）。
こ
れ
は
、
同
年
発
行
の
、
真
清
田
神
社
史
編
纂
委
員
会

編
輯
兼
発
行
『
真
清
田
神
社
史
』
の
当
該
部
分
と
同
文
。
な
お
『
真
清
田
神
社
史
』
の
第
二

章
第
三
節
の
1
「
尾
張
国
は
も
と
東
山
道
か
」
は
、『
田
中
卓
著
作
集
』
六
（
律
令
制
の
諸

問
題
）（
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
六
年
）
所
収
の
同
名
論
文
と
、
細
部
に
異
同
あ
る
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
同
文
。同
論
文
の
初
出
は
、『
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
』二
六
（
一
九
八
〇
年
）。

（
14
）『
愛
知
県
史
　
資
料
編
6
　
古
代
1
』（
愛
知
県
　
一
九
九
九
年
）
史
料
番
号
一
〇
三
四
。

（
15
）
神
道
大
系
編
纂
会
編
『
神
道
大
系
』
古
典
編
一
三
（
神
道
大
系
編
纂
会
　
一
九
九
二
年
）。

（
16
）
注（
10
）に
同
じ
。

（
17
）
吉
川
敏
子
「
古
代
丹
後
の
海
部
直
の
系
譜
」『
氏
と
家
の
古
代
史
』（
塙
書
房
　
二
〇
一
三

年
）。

（
18
）
邨
岡
良
弼
「
丹
後
国
風
土
記
偽
撰
考
」（『
歴
史
地
理
』
三
巻
五
号
　
一
九
〇
一
年
）。
同
『
日

本
地
理
志
料
』（
東
陽
堂
　
一
九
〇
二
～
一
九
〇
三
年
）。
復
刻
版
は
、
京
都
大
学
文
学
部
国

語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
　
倭
名
類
聚
抄
　
外
篇
　
日
本
地
理
志
料
』（
臨
川
書

店
　
一
九
六
六
年
）。

（
19
）
福
岡
猛
志
「『
丹
後
国
風
土
記
残
欠
』
に
つ
い
て
の
基
礎
的
検
討
」『
愛
知
県
史
研
究
』
一

七
（
愛
知
県
　
二
〇
一
三
年
）。

　
　
　
な
お
、
加
藤
晃
は
「「
丹
後
国
風
土
記
残
欠
」
と
の
訣
別
」（『
舞
鶴
地
方
史
研
究
』
三
六
　

二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
、「
残
欠
」
と
「
勘
注
系
図
」
は
、
同
一
人
物
に
よ
っ
て
、
同
時

に
偽
造
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

（
20
）
尾
関
の
論
稿
は
多
数
あ
る
が
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
論
文
名
を
抄
出
し
て
お
く
。

　
　
　
・「
ミ
ノ
地
名
と
濃
尾
と
吉
備
」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
〇
一
　
一
九
九
九
年
）。

　
　
　
・「
方
位
論
再
考
Ⅱ
―
断
夫
山
は
尾
張
氏
か
①
」（『
古
代
史
の
海
』七
一
　
二
〇
一
三
年
）。

　
　
　
・「
方
位
論
再
考
Ⅲ
―
畿
内
の
場
合
と
尾
張
氏
論
補
遺
」（『
古
代
史
の
海
』
七
四
　
二
〇

一
三
年
）。

　
　
　
・「
諸
賢
の
『
尾
張
氏
』
論
に
問
う
」（『
古
代
史
の
海
』
七
八
　
二
〇
一
四
年
）。

　
　
　
・「
続
・
諸
賢
の
『
尾
張
氏
』
論
に
問
う
」（『
古
代
史
の
海
』
七
九
　
二
〇
一
五
年
）。

　
　
　
・「
尾
張
連
と
尾
張
国
造
―
上
遠
野
浩
一
氏
か
ら
の
批
判
に
謝
し
て
―
」（『
古
代
史
の
海
』

八
一
　
二
〇
一
五
年
）。

　
　
　
・「
考
古
資
料
と
『
日
本
書
紀
』―
古
代
氏
族
ヲ
ハ
リ
（
尾
張
）
氏
と
ム
ゲ
ツ
（
身
毛
津
）

氏
で
考
え
る
―（
上
・
中
・
下
）」（『
古
代
史
の
海
』
一
〇
〇
・
一
〇
一
・
一
〇
二
　
二

〇
二
〇
年
・
二
〇
二
一
年
）。

（
21
）
上
遠
野
浩
一
「
尾
張
氏
の
発
生
に
つ
い
て
」
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
文
化
史
論

叢
―
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
―
上
』（
創
元
社
　
一
九
八
七
年
）・
同
前
掲
注（
12
）論
稿
・

同
「
尾
張
国
造
・
海
部
・
伴
造
・
屯
倉
」
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
二
十
四
冊
（
塙

書
房
　
二
〇
〇
四
年
）。

　
　
　
中
村
修
「
伊
勢
湾
海
民
と
ヲ
ワ
リ
王
権
」
横
田
健
一
先
生
米
寿
記
念
会
編
『
日
本
書
紀
研

究
』
第
二
十
七
冊
（
塙
書
房
　
二
〇
〇
六
年
）。

　
　
　
加
藤
謙
吉
「
尾
張
氏
・
尾
張
国
造
と
尾
張
地
域
の
豪
族
」
篠
川
賢
・
大
川
原
竜
一
・
鈴
木

正
信
編
著
『
国
造
制
の
研
究
―
史
料
編
・
論
考
編
―
』（
八
木
書
店
　
二
〇
一
三
年
）
等
。

（
22
）
尾
関
論
稿
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
、
上
遠
野
対
尾
関
の
論
争
以
外
に
、
管
見
に

触
れ
な
い
。

　
　
　
上
遠
野
浩
一
「
尾
張
氏
の
本
貫
地
に
つ
い
て
―
尾
関
章
氏
の
尾
張
氏
論
に
対
し
て
―
」『
古

代
史
の
海
』
八
〇
（
二
〇
〇
五
年
）

　
　
　
尾
関
の
反
論
は
注（
20
）に
所
掲
。

　
　
　
私
自
身
、
尾
関
論
稿
に
接
し
た
の
は
、
某
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
受
講
生
か
ら
、
論
文

の
コ
ピ
ー
を
渡
さ
れ
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
が
、
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
疑
問
と
す
る
点
も

多
々
あ
っ
て
、
本
格
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
愛
知
県
史
　
通
史
編
1
　
原
始
・

古
代
』（
愛
知
県
　
二
〇
一
六
年
）第
五
章
第
一
節
（
平
野
岳
美
と
共
同
執
筆
）に
お
い
て
も
、

言
及
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
論
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
思
う
。

（
23
）『
記
紀
』『
尾
張
氏
系
譜
』『
寛
平
熱
田
縁
起
』『
国
造
本
紀
』
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
内

容
を
持
っ
て
い
る
。
相
互
に
補
い
合
う
場
合
に
は
、
そ
の
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
た
と
え
ば
、
こ
の
「
系
譜
」
に
は
、
乎
止
与
が
国
造
で
あ
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、宮
酢
媛
も
出
て
来
な
い
。だ
が
、乎
止
与
が
国
造
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
、こ
の「
系

譜
」
の
解
釈
は
で
き
な
い
。



― 23 ―

　
　
　『
古
事
記
』
の
建
伊
那
陀
宿
祢
関
係
の
記
事
で
は
、「
系
譜
」
に
見
え
る
人
物
の
全
て
が
記

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

　
　
　
乎
止
与
と
建
稲
種
が
親
子
で
あ
る
こ
と
を
記
す
の
は
、こ
の「
系
譜
」と『
寛
平
熱
田
縁
起
』

だ
が
、
後
者
の
主
人
公
は
、
稲
種
公
と
宮
酢
媛
で
あ
り
、
乎
止
与
は
、
バ
イ
・
プ
レ
ー
ヤ
ー

で
あ
る
。「
稲
種
公
者
火
明
命
十
一
代
之
孫
　
尾
張
国
造
乎
止
与
命
之
子
　
母
尾
張
大
印
岐

之
女
真
敷
刀
婢
命
也
。
実
尾
張
氏
祖
也
」
と
あ
る
。

　
　
　
こ
の
『
縁
起
』
を
根
拠
に
、「
系
図
」
に
お
け
る
、
乎
止
与
・
建
稲
種
の
位
置
・
役
割
を

論
じ
る
の
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　［
付
記
］

　
　
本
論
の
準
備
中
、
新
井
喜
久
夫
さ
ん
の
訃
報
に
接
し
た
。
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。

　
　
新
井
さ
ん
の
温
顔
を
偲
び
つ
つ
、
謹
ん
で
、
本
稿
を
、
ご
霊
前
に
捧
げ
た
い
。

　

（
日
本
福
祉
大
学
名
誉
教
授
）
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は
じ
め
に

  

戸
田
氏
は
十
五
世
紀
後
半
く
ら
い
か
ら
三
河
で
の
活
動
が
見
え
は
じ
め
、
特
に
十
五

世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
前
半
に
は
三
河
東
部
の
渥
美
郡
田
原
に
拠
点
を
置
い
て
勢
力
を

広
げ
た
。
一
時
は
今
橋
す
な
わ
ち
現
在
の
豊
橋
な
ど
も
支
配
下
に
置
き
、
今
川
氏
や
松

平
氏
、
織
田
氏
な
ど
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
築
き
上
げ
て
い
る
。
三
河
の
戦
国
史
を

語
る
上
で
、
そ
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
今
川
氏
や
松
平
氏
な
ど
と

対
立
す
る
中
で
今
橋
や
田
原
も
陥
落
し
、
有
力
な
東
三
河
の
地
域
勢
力
と
し
て
は
、
歴

史
の
表
舞
台
か
ら
消
え
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
一
族
自
身
が
残
し

た
史
料
の
残
存
状
況
は
厳
し
い（１
）。

　
し
か
し
、
周
辺
の
諸
勢
力
と
協
調
や
対
立
を
繰
り
返
し
て
い
た
た
め
、
戸
田
氏
の
動

向
は
そ
う
し
た
相
手
側
の
残
し
た
史
料
な
ど
に
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。特
に
、

十
六
世
紀
初
頭
の
永
正
年
間
は
、
三
河
と
隣
接
す
る
遠
江
で
動
乱
が
相
次
い
だ
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
中
で
一
方
の
主
役
で
あ
り
つ
づ
け
た
今
川
氏
と
、
三
遠
国
境
地
帯
の
地
域

勢
力
で
あ
る
戸
田
氏
と
の
関
わ
り
が
強
く
な
る
。
近
年
で
は
、『
静
岡
県
史
　
資
料
編

7
　
中
世
3
』
（
２
）

や
『
愛
知
県
史
　
資
料
編
10
　
中
世
3
』
（
３
）

な
ど
の
自
治
体
史
編
纂
に
よ

る
史
料
の
発
掘
、
刊
行
な
ど
の
成
果
の
上
に
、
こ
う
し
た
今
川
氏
と
の
関
わ
り
を
視
野

に
入
れ
て
当
時
の
戸
田
氏
の
足
跡
を
探
る
優
れ
た
研
究（４
）も
出
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
戸
田

氏
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
の
研
究
も
あ
っ
た（５
）が
、
現
在
の
水
準
か
ら
み
る
と
、
修
正
の

必
要
な
部
分
が
多
々
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
在
に
至
っ
て
、
戸
田
氏

に
つ
い
て
の
よ
り
確
か
な
知
見
を
探
る
た
め
の
環
境
が
よ
う
や
く
整
っ
て
き
た
と
も
い

え
よ
う
。
小
稿
で
は
、
そ
う
し
た
研
究
成
果
に
学
び
つ
つ
、
永
正
年
間
（
一
五
〇
四
～

二
一
）
に
お
け
る
戸
田
氏
と
三
遠
国
境
地
帯
の
歴
史
像
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
そ
の
際
に
特
に
留
意
し
た
い
こ
と
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
永
正
年
間
は
遠
江

と
三
河
、
今
川
氏
と
三
河
諸
勢
力
と
の
間
で
衝
突
が
繰
り
返
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
三

遠
国
境
近
く
に
勢
力
を
築
い
た
戸
田
氏
の
動
向
は
、
そ
う
し
た
広
範
な
地
域
の
動
乱
の

中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
こ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
史
料

は
年
代
比
定
な
ど
の
点
で
や
や
疑
問
が
残
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
点
で
改
め
て
検
証
を

行
な
い
た
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
は
十
分
に
活
用
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え

る
史
料
に
も
、
採
る
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
視
角
を
深
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
東
海
地
域
の
歴
史
像
が
見
え
て
く
る
の
か
を
探
究
し
て
い

き
た
い
。

一
、
舟
形
山
の
戦
い

　

　
は
じ
め
に
、
こ
の
時
期
の
今
川
氏
と
戸
田
氏
の
関
係
を
象
徴
的
に
示
す
と
思
わ
れ
る

ひ
と
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

《
論
文
》
　

　
　
　永
正
年
間
の
戸
田
氏
と
今
川
氏

松
島

周
一
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史
料
一
『
宗
長
手
記
』
よ
り

…
…
参
河
の
国
堺
ふ
な
か
た
（
舟
形
）
と
い
ふ
山
に
味
方
（
今
川
勢
）
あ
り
。
田

原
（
戸
田
）
弾
正
忠
・
諏
訪
信
濃
守
已
下
牢
人
衆
催
し
、
舟
方
の
城
う
ち
落
す
。

城
守
多
米
又
三
郎
討
死
す
。
敵
此
城
を
持
つ
。（
朝
比
奈
）
泰
以
、
時
を
う
つ
さ

す
浜
名
の
海
渡
海
し
て
、
則
う
ち
お
と
し
、
数
輩
討
捕
。
則
奥
郡
過
半
発
向
し
て

懸
川
に
帰
城
。
如
此
十
ヶ
年
、
泰
以
輔
佐
し
て
泰
能
に
わ
た
し
、
い
と
ま
申
、
駿

河
に
下
り
、
府
中
の
か
た
は
ら
に
閑
居
。
…（
６
）
…

【（
　
）
の
中
は
筆
者
の
注
記
。
以
下
同
】

　
こ
の
史
料
は
戸
田
氏
が
今
川
氏
（
そ
の
配
下
の
朝
比
奈
氏
）
に
敵
対
し
、
実
際
に
戦

火
を
交
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
具
体
例
で
あ
る
。
舟
形
山
（
船
形
山
と
書
く
場
合
も

見
ら
れ
る
）
は
現
在
の
豊
橋
市
雲
谷
町
に
属
し
て
お
り
、
こ
の
地
の
北
側
に
は
浜
名
湖

北
部
に
つ
な
が
る
道
が
あ
り
、
南
を
通
過
す
れ
ば
浜
名
湖
の
南
側
を
通
る
道
筋
へ
と
連

な
る
。
こ
こ
を
軍
事
的
に
押
さ
え
る
こ
と
は
、
三
河
と
遠
江
を
結
ぶ
主
要
な
通
行
路
に

対
し
て
睨
み
を
き
か
せ
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
思
わ
れ
る
。
遠
江
の
今
川
氏
と
三
河
東

端
に
位
置
す
る
戸
田
氏
と
が
こ
の
地
域
で
衝
突
す
る
こ
と
は
、
四
囲
の
状
況
次
第
で
は

必
ず
し
も
奇
異
な
話
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
に
描
か
れ
た
こ
と
を

事
実
と
し
て
よ
り
具
体
的
に
確
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
一
筋
縄
で
は
い

か
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
戸
田
氏
が
舟
形
の
城
を
落
と
し
た
の
は
い
つ
か
。
た
と
え
ば
『
静
岡
県
史
　

通
史
編
2
　
中
世（７
）』（
以
下
、『
静
岡
通
史
』
と
略
記
す
る
）
は
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）

と
し
、そ
れ
を
朝
比
奈
泰
以
が
奪
還
し
た
の
も
「
即
時
」
と
し
て
い
る
（
六
五
六
頁
）。

お
そ
ら
く
同
年
内
の
出
来
事
と
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
解
の
背
景

に
は
、
引
用
し
た
史
料
一
の
前
に
「
…
…
（
今
川
）
義
忠
帰
国
途
中
の
凶
事
廿
余
年
に

や
。（
今
川
）
氏
親
（
遠
江
に
）
入
国
、
静
謐
と
い
へ
ど
も
、
隣
国
（
三
河
）
の
凶
徒

た
ゆ
る
事
な
し
」
と
の
説
明
が
あ
り
、
義
忠
の
戦
死
が
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
と
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
舟
形
城
の
攻
防
を
二
十
余
年
の
の
ち
で
あ
る
明
応
年
間
と
す
る
認
識

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、『
宗
長
手
記
』
は
厳
密
な
年
代
記
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
今
川
氏
や
朝
比
奈
氏
の
歴
史
と
功
績
を
紀
行
文
の
中
に
組
み
込
ん
だ
作
品
で

あ
り
、
そ
の
文
章
を
ど
こ
で
切
り
、
ど
こ
で
つ
な
げ
る
か
と
い
う
読
み
方
に
よ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
も
揺
ら
ぎ
を
持
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
こ
の
「
廿
余
年
」

を
「
氏
親
入
国
」
す
な
わ
ち
今
川
氏
が
遠
江
へ
の
進
出
を
再
開
す
る
ま
で
の
期
間
と
捉

え
れ
ば
、
そ
の
あ
と
に
何
年
に
も
わ
た
っ
て
展
開
し
た
三
河
の
「
凶
徒
」
と
の
戦
い
の

ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
舟
形
山
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
数
に
縛
ら

れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
年
代
比
定
は
、他
の
史
料
と
も
突
き
合
わ
せ
つ
つ
、

も
う
少
し
柔
軟
に
可
能
性
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
泰
以
に
よ
る
舟
形
山
の
奪
還
に
際
し
て
は
、『
今
川
家
譜
』
が
「
大
将
両
人

ヲ
討
取
ル（８
）」
と
も
伝
え
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
「
田
原
弾
正
忠
・
諏
訪
信
濃
守
」
が

戦
死
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
事
実
で
あ
れ
ば
、
戸
田
氏
に
と
っ
て
は
、
当
主
の
戦
死

と
い
う
大
事
件
で
あ
る
。
こ
の
記
述
が
信
頼
で
き
る
か
ど
う
か
は
改
め
て
検
証
が
必
要

と
な
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
話
が
伝
わ
る
ほ
ど
に
戸
田
氏
と
今
川
氏
が
激
し
く
衝
突
し

て
い
た
こ
と
は
想
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
両
者
の
関
係
は
、
い
つ
頃
か

ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
推
移
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
検
討
を
進
め
る
た
め
に

は
、
戸
田
氏
と
今
川
氏
の
関
係
を
少
し
整
理
し
て
辿
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下

で
は
、
三
河
と
遠
江
で
動
乱
が
つ
づ
い
た
永
正
年
間
に
視
点
を
据
え
て
、
両
者
の
関
係

を
確
認
し
て
い
く
。
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二
、
今
川
氏
と
戸
田
氏
の
関
係
の
推
移

　

　
そ
こ
で
ま
ず
、
次
の
史
料
が
重
要
に
な
る
。

史
料
二
「
今
川
氏
親
書
状
写
」

先
度
以
状
申
述
候
。
為
其
国
（
三
河
）
合
力
、
来
十
六
日
諸
勢
可
差
越
候
。
田
原

（
戸
田
憲
光
）
申
合
、
抽
而
其
動
肝
要
候
。
例
式
於
無
沙
汰
者
不
可
然
候
。
此
方

勢
衆
逗
留
之
内
ニ
細
川
ニ
一
城
取
立
、
上
野
通
路
無
相
違
候
様
ニ
調
談
専
一
候
。

此
儀
就
庶
幾
者
、
各
以
近
番
、
加
西
衆
可
被
相
踏
候
。
巨
細
諸
勢
相
立
候
時
可
申

越
候
。
為
心
得
先
兼
日
申
述
候
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　（
永
正
三
年
）
八
月
五
日
　
　
　
　
　
　
氏
親
判

　
　
　
　
　
奥
平
八
郎
左
衛
門
入
道
（
貞
昌
）
殿（９
）

史
料
三
「
伊
勢
宗
瑞
書
状
」

…
…
次
当
国
（
三
河
）
田
原
弾
正
（
戸
田
憲
光
）
為
合
力
、（
今
川
）
氏
親
被
罷

立
候
。
拙
者
（
伊
勢
宗
瑞
）
罷
立
候
。
御
近
国
事
候
間
、違
儀
候
ハ
ゝ
可
憑
存
候
。

…
…

　
　
　
　
　（
永
正
三
年
）
九
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
宗
瑞
（
花
押
）　

   

　
　
謹
上
　
小
笠
原
左
衛
門
佐
（
定
基
）
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所
）
11
（

  

永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
に
伊
勢
宗
瑞
率
い
る
今
川
勢
が
三
河
に
侵
攻
し
、
矢
作
川

周
辺
の
西
三
河
ま
で
軍
勢
を
進
め
た
「
永
正
三
河
の
乱
」
は
、
新
行
紀
一
氏
に
よ
っ
て

見
出
さ
れ
）
11
（

、
当
時
の
幕
府
や
東
海
地
域
の
政
治
軍
事
動
向
を
理
解
す
る
上
で
の
重
要
な

要
素
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
史
料
三
、
四
は
、
そ
の
侵
攻
に
先
立
ち
、
氏
親

が
三
河
の
奥
平
氏
に
与
え
た
書
状
、
な
ら
び
に
侵
攻
後
に
宗
瑞
が
信
濃
の
小
笠
原
定
基

に
送
っ
た
書
状
で
あ
る
。
こ
こ
で
氏
親
は
、「
田
原
申
合
、
抽
而
其
動
肝
要
候
」
と
述

べ
る
。
こ
の
時
、
氏
親
に
と
っ
て
戸
田
憲
光
は
、
味
方
と
な
る
奥
平
氏
が
「
申
合
」
わ

せ
る
べ
き
存
在
な
の
で
あ
り
、
自
軍
の
一
員
に
数
え
ら
れ
る
者
な
の
で
あ
っ
た
。
宗
瑞

の
場
合
に
は
も
っ
と
直
截
に
、
自
分
た
ち
の
軍
事
行
動
が
戸
田
氏
へ
の
「
合
力
」
の
た

め
で
あ
る
と
力
説
す
る
。
宗
瑞
の
場
合
は
他
国
へ
の
侵
攻
を
正
当
化
す
る
た
め
の
口
実

と
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
虚
偽
と
受
け
取
ら

れ
な
い
よ
う
な
戸
田
氏
と
今
川
氏
の
良
好
な
関
係
が
、
こ
の
時
期
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
は
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
戸
田
氏
が
今
川
氏
と
敵
対
す
る
よ
う
な
状

況
は
、
こ
の
永
正
三
年
よ
り
も
あ
と
に
起
こ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
そ
う
し
た
今
川
氏
と
戸
田
氏
の
関
係
が
悪
化
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
、
ま
ず
次
の

書
状
が
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

史
料
四
「
今
川
氏
親
書
状
」

依
無
差
題
目
、
遥
久
不
能
音
問
候
。
素
意
外
候
。
其
国
（
信
濃
）
如
御
本
意
之
由

候
。
目
出
於
此
方
令
歓
喜
候
。
就
中
参
州
儀
、
田
原
弾
正
（
戸
田
憲
光
）
兄
弟
数

年
憑
此
方
候
之
間
、度
々
成
合
力
来
候
処
、近
日
敵
令
同
辺
候
。
前
代
未
聞
候
哉
。

就
其
可
成
一
行
所
存
候
。
毎
事
無
御
等
閑
候
者
、
可
為
本
懐
候
。
何
様
重
而
可
申

述
候
。
委
曲
之
旨
、
瀬
名
可
令
申
候
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
三
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
（
今
川
）
氏
親
（
花
押
）

　
　
　
　
　
謹
上
　
小
笠
原
左
衛
門
佐
（
定
基
）
殿
）
11
（
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氏
親
が
信
濃
の
小
笠
原
定
基
に
送
っ
た
書
状
で
あ
る
。「
参
州
儀
、
田
原
弾
正
（
戸

田
憲
光
）
兄
弟
数
年
憑
此
方
候
之
間
、
度
々
成
合
力
来
候
処
、
近
日
敵
令
同
辺
候
」
の

部
分
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は「
度
々
成
合
力
来
」た
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

前
の
史
料
三
、四
の
よ
う
な
状
況
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
れ
が
「
近
日
」

敵
対
関
係
に
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
前
代
未
聞
」
と
非
難
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、単
に
関
係
が
疎
遠
に
な
る
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
で
は
な
く
、

具
体
的
な
衝
突
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
重
要
な

史
料
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の
年
代
を
具
体
的
に
詰
め
る
作
業
が
乏
し
い
ま
ま

に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
11
（

。

　
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
氏
親
が
こ
の
書
状
を
送
っ
た
の
は
永
正

八
年
（
一
五
一
一
）
よ
り
以
前
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
笠
原
定
基
は
永
正

八
年
八
月
二
十
三
日
に
没
し
た
と
い
う
）
14
（

か
ら
、
永
正
九
年
以
降
で
は
こ
の
書
状
が
存
在

し
得
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
史
料
か
ら
は
、
戸
田
氏
が
今
川
氏
と
の
間

に
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
、
永
正
三
年
よ
り
あ
と
、
永
正
八
年
ま
で
の

間
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
上
で
、
氏
親
が
戸
田
氏
に
つ
い
て
「
敵
令
同
辺
」
む
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
戸
田
憲
光
の
行
動
は
、
単
独
で
は
な
く
、
他
勢
力
と
も
共
同
で

の
反
今
川
戦
線
の
構
築
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
、
そ
う
し
た
反
今
川
勢

力
の
動
き
が
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
か
つ
て
筆
者
は
、
次
の
朝
比
奈
泰
煕
書
状
か
ら
永
正
六
年
頃
の
三
河
・
遠
江
状
勢
に

つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
）
11
（

。

史
料
五
「
朝
比
奈
泰
煕
書
状
」

…
…
仍
ひ
き
ま
（
引
間
）
之
儀
、
昨
日
申
剋
、
駿
府
へ
注
進
届
候
。
只
今
申
剋
ニ

弟
弥
三
郎
（
朝
比
奈
泰
以
）
罷
越
候
。
今
日
必
々
屋
形
（
今
川
氏
親
）
藤
枝
迄
着

陣
、
明
日
者
懸
河
へ
可
被
出
着
候
。
其
御
城
（
堀
江
城
ヵ
）
如
何
ニ
も
堅
固
御
踏

簡
要
候
。
三
河
衆
何
万
騎
立
候
共
、
合
戦
者
安
間
た
る
へ
く
候
。
返
々
屋
形
出
陣

必
定
候
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
十
一
月
一
日
申
剋
　
　
　
　
　
　

　
　
　
泰

朝
比
備

煕
（
花
押
）

　
　
　
　
　
大
沢
殿

　
　
　
　
　
小
笠
原
右
京
進
殿
）
16
（

史
料
六
「
朝
比
奈
泰
煕
書
状
」

…
…
左
候
間
、
爰
許
事
ハ
子
細
候
て
、
大
瀬
・
有
玉
・
市
野
・
小
松
・
平
口
・
蒲

ニ
陣
取
候
。
明
後
日
廿
五
日
ニ
必
（
天
竜
）
河
を
被
越
、
廿
六
日
ニ
ハ
引
間
へ
可

被
出
詰
候
。
可
被
成
其
御
心
得
候
。
廿
六
日
ニ
ハ
早
天
よ
り
武
ひ
き
ま
（
引
間
）

へ
可
越
候
由
、
可
被
仰
付
候
。
明
後
日
河
を
越
候
者
、
則
以
飛
脚
可
申
候
。
三
州

之
様
体
承
候
分
者
、
改
不
可
有
指
儀
候
哉
。
し
か
と
の
儀
〈
承
〉
候
者
猶
々
可
承

候
。
明
後
日
可
越
河
候
間
、
不
及
巨
細
申
候
。
…
…          

　
　
　
　
　
十
一
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
朝
比
奈
備
中
守
煕
（
花
押
）

　
　
　
　
大
沢
殿
参
人
々
御
中
）
17
（

【〈
　
〉
の
中
は
見
せ
消
ち
】

　
大
沢
氏
は
遠
江
西
部
、
現
在
の
浜
松
市
内
に
属
す
る
村
櫛
庄
で
活
動
し
た
武
士
と
い

う
）
11
（

。
村
櫛
は
、
引
間
（
浜
松
市
内
）
に
敵
勢
が
侵
攻
し
た
場
合
に
、
そ
の
後
方
を
遮
断

す
る
た
め
の
拠
点
と
な
る
。『
静
岡
』
は
こ
の
両
通
を
そ
れ
ぞ
れ
五
二
八
・
五
三
〇
と

し
て
採
録
し
、
と
も
に
年
次
を
永
正
七
年
に
比
定
し
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
引
間
の
攻
防
に
つ
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い
て
は
、『
宗
長
手
記
』
が

史
料
七
『
宗
長
手
記
』
よ
り

又
八
九
年
し
て
大
河
内
備
中
守
（
貞
綱
）
お
ほ
け
な
き
く
は
た
（
企
）
て
。
浜
松

庄
に
打
入
、引
馬
（
引
間
）
に
し
て
当
国
牢
人
等
百
姓
以
下
を
楯
籠
ら
す
。
則
（
朝

比
奈
泰
煕
が
）
発
向
。
今
度
は
悉
寺
庵
在
家
放
火
。
大
河
内
及
生
害
処
、
さ
れ
と

も
吉
良
（
義
信
）
殿
御
代
官
に
つ
き
て
懇
望
、
先
以
免
せ
ら
れ
、
各
帰
陣
。
泰
煕

其
冬
不
慮
に
病
死
。
…
）
11
（…

　
と
述
べ
て
お
り
、
泰
煕
の
没
年
の
こ
と
と
さ
れ
る
か
ら
、
永
正
七
年
に
起
こ
っ
た
事

件
で
あ
っ
た
。
泰
煕
が
没
し
た
の
は
永
正
七
年
の
大
晦
日
な
の
で
あ
る
）
11
（

。
泰
煕
の
引
間

攻
め
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
史
料
五
、
六
が
大
河
内
貞
綱
の
引
間
侵

攻
へ
の
対
処
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
推
測
で

あ
る
が
、『
静
岡
』
が
史
料
五
、
六
の
年
次
を
永
正
七
年
に
比
定
し
た
の
は
、
こ
う
し

た
貞
綱
の
引
間
侵
攻
や
泰
煕
の
死
没
時
期
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
た
だ
、
筆
者
は
史
料
五
、
六
を
永
正
七
年
に
比
定
す
る
こ
と
に
は
懐
疑
的
で
あ

る
。

　
永
正
七
年
大
晦
日
に
没
し
た
泰
煕
は
「
い
ま
ハ
の
五
日
六
日
の
さ
き
の
日
ま
て
連
歌

興
行
あ
り
し
」
と
い
う
。
す
で
に
戦
陣
か
ら
戻
っ
て
時
間
的
に
余
裕
が
で
き
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
十
一
月
末
に
引
間
へ
の
出
陣
の
た
め
に
天
竜
川
渡
河
を
考
え
て
い
た
状
況

か
ら
は
、
少
し
急
す
ぎ
る
展
開
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
の
引
間
攻
め
は
「
寺
庵

在
家
放
火
」
な
ど
、
籠
城
す
る
敵
を
次
第
に
締
め
上
げ
る
た
め
の
戦
術
が
使
わ
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
当
時
は
京
都
に
い
た
吉
良
義
信
と
の
連
絡
が
と
ら
れ
る
な
ど
、
か
な
り
時

間
を
か
け
た
戦
い
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
従
っ
て
、
史
料
五
、
六
は
永
正
六
年
末

の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
翌
年
に
か
け
て
引
間
で
の
戦
い
が
つ
づ
い
た
と
筆
者
は
考

え
、
史
料
の
年
次
比
定
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
年
次
の
比
定
は
、
三
河
国
大
浜
の
称
名
寺
に
対
し
て
、
永
正
九
年
に
松
平

信
忠
が
「
永
正
三
年
寅
よ
り
巳
之
年
（
永
正
六
年
）
以
来
、乱
中
之
敵
味
方
打
死
之
面
々

為
吊（
弔
）」に
田
地
を
寄
進
し
て
い
る
）
11
（

こ
と
と
も
符
合
す
る
。三
河
の
武
士
た
ち
に
と
っ

て
、
今
川
氏
の
侵
攻
は
永
正
三
年
に
は
じ
ま
り
、
永
正
六
年
に
一
応
の
終
熄
を
迎
え
た

出
来
事
な
の
で
あ
る
。
今
川
氏
を
撃
退
し
、そ
れ
を
追
う
形
で
遠
江
国
境
を
越
え
た「
三

河
衆
」
の
攻
勢
が
つ
づ
い
た
と
考
え
れ
ば
、
諸
々
の
史
料
の
語
る
と
こ
ろ
が
う
ま
く
整

合
す
る
。

　
す
る
と
、
永
正
六
年
末
か
ら
遠
江
西
部
の
今
川
勢
は
、「
何
万
騎
立
候
共
」
と
相
当

規
模
に
の
ぼ
る
と
み
ら
れ
た
「
三
河
衆
」
に
よ
る
攻
勢
に
対
し
て
、
防
備
の
態
勢
を
と

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
河
内
貞
綱
の
引
間
侵
攻
は
、
そ
の
最
も
先
鋭

な
部
分
で
あ
り
、史
料
七
は
そ
れ
を
撃
退
し
た
泰
煕
の
活
躍
を
描
く
こ
と
で
、こ
の
「
三

河
衆
」
と
の
戦
い
を
象
徴
に
述
べ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
三
河
か
ら
遠
江
へ
、
か
な
り
大
規
模
な
攻
勢
が
か
け
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
国
境

地
帯
に
勢
力
を
有
し
た
戸
田
氏
も
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
両
国
の
堺
に
位
置
し
、
南
北
に
主
要
な
交
通
路
が
位
置
す
る
舟
形
山
の
確
保
は
、

今
川
氏
に
と
っ
て
は
三
河
か
ら
の
進
撃
へ
の
防
壁
と
し
て
、
三
河
側
か
ら
は
遠
江
へ
の

攻
勢
の
経
路
と
し
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
戸
田
氏
に
よ
る
今
川
氏
へ
の
敵
対
行

動
は
、
こ
の
段
階
で
顕
著
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
の
史
料
四
は
、
宛
先
が
小

笠
原
定
基
で
あ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
お
そ
ら
く
永
正
七
年
段
階
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
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三
、
浜
名
神
戸
と
大
福
寺

　

　
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
の
今
川
氏
に
よ
る
三
河
侵
攻
の
時
期
に
、
戸
田
氏
は
遠
江

に
所
領
を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
年
次
は
不
詳
で
あ
る
が
、
現
地
の
武
士
で
あ

る
浜
名
政
明
が
「
以
前
田
原
仁
当
神
戸
中
知
行
之
時
」
と
述
べ
て
お
り
）
11
（

、
浜
名
湖
の
北

側
に
位
置
す
る
浜
名
神
戸
の
中
に
戸
田
氏
の
知
行
地
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
戸
田
氏
は
代
官
の
斎
藤
氏
を
送
り
込
み
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
）
14
（

。
こ
の
斎
藤
氏
の

存
在
が
、
戸
田
氏
と
今
川
氏
の
関
係
を
考
え
る
場
合
の
ひ
と
つ
の
鍵
と
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
斎
藤
氏
が
現
地
の
大
福
寺
と
の
間
で
問
題

を
引
き
起
こ
し
て
い
た
事
実
か
ら
述
べ
て
い
き
た
い
。
今
川
氏
の
下
で
浜
名
湖
周
辺
の

支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
福
嶋
助
春
の
一
族
で
あ
る
福
嶋
範
能
は

史
料
八
「
福
嶋
範
能
書
状
」

去
廿
日
御
状
、
同
廿
二
日
令
拝
見
候
。
仍
代
官
斎
藤
被
官
、
北
原
山
切
取
、
結
句

為
相
当
門
屋
者
は
き
取
、
打
擲
儀
、
言
語
道
断
儀
候
。
同
名
左
衛
門
尉
（
福
嶋
助

春
）
留
守
の
事
候
間
、
我
々
か
た
書
状
を
遣
候
。
依
其
返
事
田
原
（
戸
田
憲
光
）

へ
も
可
相
届
候
。
可
被
御
心
安
候
。
…
…

　
　
　
　
　
十
二
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玄
蕃
允
（
福
嶋
）
範
能
（
花
押
）

　
　
謹
上
　
実
相
坊
）
11
（

　
と
大
福
寺
側
に
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
戸
田
氏
の
支
配
が
認
め
ら
れ
た
浜
名
神
戸

に
隣
接
す
る
北
原
山
に
も
、
代
官
の
斎
藤
氏
が
開
発
の
手
を
伸
ば
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の

地
に
つ
い
て
は
大
福
寺
が
領
有
を
主
張
し
、
斎
藤
側
の
不
当
を
告
発
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
訴
え
を
受
け
た
福
嶋
範
能
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
代
官
の
行
為
に
つ
い
て
戸

田
氏
の
責
任
を
追
及
す
る
姿
勢
も
示
し
て
い
た
。『
静
岡
』『
愛
知
』
と
も
に
こ
の
史
料

の
年
次
を
永
正
四
年
十
二
月
に
比
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
史
料
を
含
む
「
大
福

寺
文
書
」の
封
紙
の
上
書
き
は
中
身
と
不
一
致
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
ら
し
く
、『
静
岡
』

で
は
史
料
八
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
封
紙
の
「
永
（
正
）
五
正
月
状
」
を
「
懸
紙
は
本
文

書
の
も
の
と
異
な
る
」
と
注
記
し
て
い
る
。
一
方
、『
愛
知
』
は
そ
れ
ら
の
不
一
致
を

整
理
し
よ
う
と
し
た
ら
し
く
、
史
料
八
に
は
「
永
正
四
極
月
状
」
と
上
書
き
の
あ
る
封

紙
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
確
か
に
「
極
月
状
」
と
あ
る
以
上
、
十
二
月
廿
三
日
付
の

史
料
八
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
筆
者
も
こ
の
史
料
を
永
正
四
年
十
二

月
の
も
の
と
す
る
比
定
に
従
う
。
多
少
の
補
足
を
加
え
れ
ば
、
こ
こ
で
福
嶋
側
が
「
田

原
へ
も
可
相
届
候
」
と
戸
田
氏
と
の
連
絡
を
当
然
と
し
て
い
る
点
も
、
戸
田
氏
が
反
今

川
氏
の
姿
勢
を
示
す
永
正
六
、七
年
よ
り
も
以
前
の
書
状
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
大
福
寺
の
訴
え
に
対
し
て
戸
田
憲
光
が
、

史
料
九
「
戸
田
憲
光
書
状
」

御
状
委
細
拝
見
申
候
。
仍
浜
名
之
大
福
寺
之
中
之
賛
寺
号
、
并
北
原
与
申
在
所
御

寄
進
之
由
承
候
。
彼
在
所
之
儀
、
二
百
年
三
百
年
之
内
、
寺
領
ニ
罷
成
候
事
な
き

由
申
候
へ
共
、
従
　
上
様
（
今
川
氏
親
）
被
成
御
判
候
由
、
蒙
仰
候
間
、
不
及
是

非
渡
申
候
。
此
間
（
旨
ヵ
）
可
預
御
披
露
候
。
将
亦
社
家
方
之
事
、
度
々
如
申
入

候
、
自
権
太
方
長
者
御
百
性
（
姓
）
一
人
召
置
、
以
鑓
（
譴
）
責
催
促
候
。
然
共

従
豆
州
（
伊
勢
宗
瑞
）
御
意
候
之
由
候
間
、
不
及
菟
角
候
。
早
々
一
途
被
仰
付
候

ハ
ゝ
可
然
存
候
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
八
月
廿
一
日                

　
　        

弾
正
忠
（
戸
田
）
憲
光

　
　
　
　
　
謹
上
福
嶋
左
衛
門
尉
（
助
春
）
殿
）
16
（
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と
反
論
し
て
い
る
史
料
も
参
照
し
た
い
。
憲
光
は
、
か
な
り
厳
し
く
大
福
寺
の
行
為

を
非
難
し
た
も
の
の
、
今
川
氏
親
が
北
原
山
を
大
福
寺
領
と
す
る
判
物
を
出
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
伊
勢
宗
瑞
が
大
福
寺
に
よ
る
強
制
的
な
租
税
の
徴
収
を
認
め
て
い
る
こ
と

な
ど
に
抵
抗
で
き
ず
、
結
局
は
北
原
山
か
ら
斎
藤
氏
を
撤
収
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
伊

勢
宗
瑞
の
名
前
が
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
宗
瑞
を
指
揮
官
と
す
る
今
川
勢
の
三

河
侵
攻
、
す
な
わ
ち
永
正
三
年
か
ら
六
年
の
間
に
懸
か
る
出
来
事
で
あ
っ
た
た
め
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
や
は
り
史
料
八
は
永
正
四
年
十
二
月
廿
三
日
に

比
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
し
、
史
料
九
は
そ
の
翌
年
の
永
正
五
年
八
月
廿
一
日
の

も
の
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
時
期
に
戸
田
氏
が
遠
江
に
所
領
を
得
て
い
た
の
は
、
今
川
氏
が
三
河
侵
攻
を
行

な
う
に
あ
た
っ
て
の
基
盤
固
め
の
一
環
と
し
て
の
現
象
で
あ
っ
た
。
今
川
氏
親
は
永
正

二
年
二
月
、
奥
平
貞
昌
に
浜
松
庄
周
辺
の
所
領
を
与
え
て
い
る
）
17
（

。
史
料
二
に
み
え
る
よ

う
に
、
奥
平
氏
も
戸
田
氏
と
と
も
に
今
川
方
に
与
し
て
い
た
。
戸
田
氏
が
浜
名
神
戸
を

得
た
こ
と
も
、
奥
平
氏
の
場
合
と
同
じ
文
脈
で
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
、
今
川
氏
が
永

正
年
間
の
初
期
に
、
三
河
の
連
携
相
手
に
領
国
内
の
所
領
を
与
え
て
い
た
と
想
定
す
る

こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
は
、
以
下
で
今
川
氏
と
戸
田
憲
光
の

衝
突
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
の
事
実
確
認
で
あ
る
。

四
、
戸
田
憲
光
の
最
期

　

　
こ
う
し
た
戸
田
氏
の
浜
名
神
戸
支
配
は
い
つ
ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
当
時
の
戸
田
氏
を
襲
っ
た
大
き
な
問
題
を
見
出
す
こ
と

に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

史
料
十
「
善
勝
書
状
写
」

　
　
　
　
　
　
状
之
躰
念
入
存
候
。
此
状
ヲ
被
遣
候
而
、
と
か
く
之
儀
被
申
候
者
、
急

度
承
候
而
　
上
意
へ
申
候
而
、
届
可
申
候
。

就
御
寺
領
之
儀
御
札
拝
見
申
候
。
此
儀
ハ
去
々
年
治
部
卿
罷
下
、
御
屋
形
様
（
今

川
氏
親
）
へ
申
上
候
之
処
、
被
聞
召
分
、
御
判
を
左
衛
門
殿
（
福
嶋
助
春
）
御
奏

者
に
て
被
申
請
、
田
原
（
戸
田
憲
光
）
へ
も
被
申
届
候
歟
。
今
度
就
打
死
、
代
官

斎
藤
方
・
お
わ
ら
方
、
其
方
へ
罷
越
、
き
ふ
く
（
帰
服
）
被
申
候
由
承
候
。
如
何

様
之
時
儀
に
候
哉
。
無
御
心
元
候
。
左
候
者
、
拙
者
未
申
通
候
而
、
自
此
方
不
申

候
。
ふ
き
よ
く
さ
い
被
申
通
候
間
、
一
筆
を
進
候
。
尚
々
於
此
上
堅
被
申
候
者
、

此
使
同
道
に
て
可
有
御
越
候
。
委
細
此
使
可
被
申
候
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
十
一
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善

一
枝
斎
勝
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
大
福
寺
御
同
宿
中
）
11
（

　
こ
の
書
状
は
「
田
原
」
す
な
わ
ち
戸
田
氏
へ
の
言
及
が
あ
り
、
ま
た
浜
名
神
戸
の
代

官
で
あ
る
斎
藤
氏
や
近
隣
の
大
福
寺
が
登
場
す
る
な
ど
、
戸
田
氏
関
係
の
事
実
を
探
究

す
る
上
で
貴
重
な
史
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
利
用
す
る
た
め
に
は
い

く
つ
か
の
課
題
が
残
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
年
次
比
定
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た

差
出
人
の
「
一
枝
斎
善
勝
」
も
管
見
の
限
り
で
は
ほ
か
に
関
係
史
料
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

　
た
だ
、
手
掛
か
り
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
追
而
書
を
み
る
と
、
こ
の
善
勝
は
「
上

意
へ
申
」
す
こ
と
が
で
き
る
立
場
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
上
意
」
は
、文
脈
か
ら
「
御

屋
形
様
」
す
な
わ
ち
今
川
氏
親
と
み
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
福
寺
の

僧
が
氏
親
の
も
と
を
訪
れ
、
福
嶋
助
春
を
経
由
し
て
判
物
を
得
て
い
る
こ
と
も
承
知
し
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て
い
る
な
ど
、
氏
親
の
近
く
に
身
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の

人
物
は
右
筆
や
御
伽
衆
な
ど
、
何
ら
か
の
形
で
大
名
に
近
侍
す
る
存
在
で
は
な
か
っ
た

か
。
文
中
に
出
て
く
る「
ふ
き
よ
く
さ
い
」も
同
様
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
の
書
状
を
、

大
福
寺
が
そ
う
し
た
側
近
を
通
し
て
氏
親
の
意
向
を
尋
ね
よ
う
と
し
た
問
題
に
つ
い
て

の
返
書
と
考
え
る
。

　
年
次
に
つ
い
て
は
「
去
々
年
治
部
卿
罷
下
、御
屋
形
様
へ
申
上
候
之
処
、被
聞
召
分
、

御
判
を
左
衛
門
殿
御
奏
者
に
て
被
申
請
、
田
原
へ
も
被
申
届
候
歟
」
の
部
分
が
参
考
に

な
る
。
大
福
寺
の
僧
で
あ
る
「
治
部
卿
」
が
氏
親
の
も
と
を
訪
れ
、
寺
領
と
し
て
の
北

原
山
な
ど
を
判
物
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
田
原
憲
光
に
も
そ
れ

が
触
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
前
掲
の
史
料
九
は
こ
う
し

た
経
緯
に
よ
っ
て
憲
光
が
北
原
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
結
果
の
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
の
「
従
　
上
様
被
成
御
判
候
由
、
蒙
仰
候
」
が
、
こ
ち
ら

の
「
御
判
を
左
衛
門
殿
御
奏
者
に
て
被
申
請
、
田
原
へ
も
被
申
届
候
」
に
当
た
る
わ
け

で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
永
正
四
年
末
頃
か
ら
北
原
山
を
め
ぐ
っ
て
戸
田
代
官

の
斎
藤
と
大
福
寺
の
相
論
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、憲
光
の
北
原
放
棄
は
そ
の
翌
年
、

永
正
五
年
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
去
々
年
」
な
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
善
勝
書
状
は
永
正
七
年
末
の
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
で
は
、
こ
の
書
状
の
も
と
と
な
っ
た
大
福
寺
の
「
御
札
」
は
氏
親
の
も
と
に
何
を
伝

え
、
意
向
を
仰
ご
う
と
し
た
の
か
。
善
勝
が
「
承
」
っ
た
の
は
「
代
官
斎
藤
方
・
お
わ

ら
方
、
其
方
へ
罷
越
、
き
ふ
く
（
帰
服
）
被
申
候
由
」
で
あ
っ
た
。
戸
田
憲
光
が
浜
名

神
戸
に
派
遣
し
て
い
た
代
官
の
斎
藤
氏
が
大
福
寺
に
対
し
て
「
帰
服
」
し
た
い
と
申
し

出
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
11
（

。
こ
の
「
帰
服
」
は
大
福
寺
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
、

今
川
氏
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
大
福
寺
も
氏
親
の
間
近
に
い
る
善
勝
に

ま
ず
「
御
札
」
を
送
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
お
わ
ら
方
」
は
未
詳
で
あ
る
が
、
斎

藤
氏
同
様
に
戸
田
氏
の
代
官
を
つ
と
め
て
い
た
武
士
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
斎

藤
た
ち
の
動
き
に
、
善
勝
は
「
如
何
様
之
時
儀
に
候
哉
」
い
っ
た
い
な
に
ご
と
で
あ
る

か
、
と
突
き
放
す
姿
勢
を
み
せ
、
自
分
か
ら
は
斎
藤
た
ち
へ
の
連
絡
役
に
な
る
つ
も
り

は
な
い
、
た
だ
同
僚
の
「
ふ
き
よ
く
さ
い
」
は
や
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
ち

ら
に
伝
え
て
お
く
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
書
状
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
永
正
七
年
末
の
時
点
で
、
浜
名
神
戸
に

お
け
る
戸
田
氏
の
代
官
た
ち
が
今
川
方
へ
の
鞍
替
え
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
去
々
年
」
の
永
正
五
年
、
戸
田
氏
は
北
原
山
か
ら
撤
退

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
浜
名
神
戸
に
は
な
お
代
官
を
置
い
て
支
配
を
つ
づ
け
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
枠
組
が
こ
の
時
に
崩
れ
、
代
官
た
ち
が
戸
田
氏
を
見
限
る
こ

と
と
な
っ
て
い
た
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
、
善
勝
は
そ
の
理
由
を
「
今
度
就
打
死
」

き
、
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
誰
の
「
打
死
」
を
指
し
て
い
る
の
か
。

　
そ
の
前
か
ら
の
文
章
の
流
れ
は
「
去
々
年
」
す
な
わ
ち
永
正
五
年
に
大
福
寺
の
寺
領

に
つ
い
て
今
川
氏
親
が
安
堵
の
判
物
を
出
し
、
北
原
山
を
争
っ
て
い
た
戸
田
憲
光
に
も

そ
れ
が
示
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
回
「
打
死
」
し
た
の
で
代
官

の
斎
藤
た
ち
が
…
…
と
話
が
つ
づ
く
。
こ
の
流
れ
を
み
る
限
り
、「
打
死
」し
た
の
は「
田

原
」
と
記
さ
れ
る
戸
田
憲
光
と
理
解
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ま

で
に
憲
光
が
永
正
七
年
に
没
し
て
い
た
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
）
11
（

。
し
か
し
、
史
料
十
の
内
容
と
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
と
、
そ
う
し
た
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
善
勝
が
斎
藤
た
ち
の
「
帰
服
」
を
突
き
放
し
て
見
て
い
る
こ
と

も
、
主
人
の
「
打
死
」
に
よ
っ
て
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
と
た
ち
ま
ち
そ
れ
ま
で
の

態
度
を
翻
し
た
姿
に
違
和
感
を
抱
い
た
た
め
、
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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五
、
再
び
舟
形
山
の
戦
い
に
つ
い
て

　

　
こ
こ
で
話
を
史
料
一
の
舟
形
山
の
攻
防
戦
に
戻
し
た
い
。
朝
比
奈
泰
以
が
戸
田
氏
を

撃
退
し
た
と
さ
れ
る
が
、そ
の
際
に
は
泰
以
の
軍
勢
が
「
大
将
両
人
ヲ
討
取
ル
」
と
『
今

川
家
譜
』
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
そ
こ
で
触
れ
た
。
こ
れ
は
「
田
原
弾
正
忠
・
諏
訪
信

濃
守
」
を
指
す
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
戸
田
氏
の
歴
代
も
「
弾
正
」
や
「
弾
正
忠
」
を

称
し
た
よ
う
で
あ
る
が
）
11
（

、
永
正
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
憲
光
と
考
え
る
し
か
な
い

か
ら
、
こ
の
時
点
で
「
田
原
弾
正
忠
」
が
討
ち
取
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
憲
光

が
「
打
死
」
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
永
正
七
年
（
一

五
一
〇
）
に
書
か
れ
た
史
料
十
は
、
舟
形
山
の
戦
い
に
つ
い
て
の
『
今
川
家
譜
』
の
記

述
を
裏
付
け
る
同
時
代
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
か
ら
、

筆
者
は
舟
形
山
の
戦
い
を
永
正
七
年
に
起
こ
っ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
も
、

史
料
十
の
日
付
と
の
関
係
で
考
え
れ
ば
、後
半
か
ら
年
末
に
近
い
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
ま
で
に
こ
う
し
た
見
解
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
。

で
は
前
後
の
状
況
か
ら
み
て
、
こ
う
し
た
筆
者
の
見
方
が
成
り
立
ち
得
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
永
正
六
年
末
に
は
後
退
す
る
今
川
勢
を
追
っ
て
「
三
河
衆
」

が
遠
江
へ
と
侵
攻
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
先
鋭
な
形
が
引
間
城
へ
の
大
河
内
貞

綱
の
進
出
と
、
翌
永
正
七
年
に
か
け
て
の
朝
比
奈
泰
煕
と
の
攻
防
で
あ
っ
た
。
そ
の
過

程
で
は
、
三
遠
国
境
に
位
置
を
占
め
る
戸
田
氏
が
「
三
河
衆
」
の
一
員
と
な
っ
て
い
た

こ
と
も
自
然
な
展
開
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
方
、
貞
綱
を
撃
退
し
た
今
川
氏
に
と
っ
て
、

そ
う
し
た
東
三
河
の
状
勢
は
、
よ
う
や
く
小
康
状
態
を
取
り
戻
し
た
は
ず
の
自
ら
の
領

国
の
隣
接
地
域
に
、直
接
的
な
脅
威
と
な
る
敵
対
勢
力
が
残
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
国
境
地
帯
に
防
備
の
た
め
の
施
設

を
置
く
こ
と
は
十
分
に
有
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
舟
形
山
に
城
を
築
き
、
多
米

又
三
郎
を
守
将
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
逆
に
、
戸
田
氏

に
と
っ
て
の
脅
威
と
な
り
、
そ
の
攻
撃
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
さ
ら

に
朝
比
奈
泰
以
の
反
攻
に
つ
な
が
り
、
迎
え
撃
っ
た
憲
光
が
討
ち
取
ら
れ
る
展
開
と

な
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
ピ
ー
ス
が
つ
な
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の

時
期
の
三
遠
国
境
は
、
今
川
氏
の
三
河
か
ら
の
敗
退
、
遠
江
で
の
「
三
河
衆
」
に
よ
る

戦
火
の
拡
大
と
今
川
氏
に
よ
る
鎮
圧
な
ど
の
事
態
が
相
次
い
で
い
た
。
そ
の
中
で
、
今

川
氏
と
戸
田
氏
双
方
の
危
機
感
の
連
鎖
が
、
舟
形
山
を
は
じ
め
と
す
る
国
境
地
帯
で
の

戦
闘
を
激
化
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
舟
形
山
の
戦
い
を
永

正
七
年
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
の
前
後
に
お
け
る
地
域
の
動
向
と
も
矛
盾
し
な
い

と
考
え
る
。

　
な
お
、
筆
者
の
よ
う
に
舟
形
山
の
戦
い
が
永
正
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

な
ぜ
今
川
方
で
は
朝
比
奈
泰
以
が
大
将
で
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
か
も
し
れ
な

い
）
11
（

。
こ
の
時
に
は
ま
だ
、
朝
比
奈
泰
煕
が
存
命
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
史
料
的
に
明
確
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
ず
推
測
を
述
べ
る
し
か
な
い

が
、
ひ
と
つ
に
は
総
大
将
と
し
て
の
泰
煕
の
役
割
は
遠
江
西
部
か
ら
大
河
内
氏
を
は
じ

め
三
河
勢
を
撃
退
す
る
こ
と
で
一
段
落
と
な
り
、
そ
の
あ
と
の
三
遠
国
境
へ
の
派
兵
は

む
し
ろ
残
敵
掃
討
と
し
て
弟
の
泰
以
に
委
ね
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
不
自
然
さ
は
な
い
。

ま
た
、
年
末
に
逝
去
す
る
泰
煕
の
体
調
が
す
で
に
す
ぐ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
推
測
に
止
ま
る
が
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
あ
る

以
上
は
、
泰
煕
の
生
前
で
あ
ろ
う
と
も
泰
以
が
三
河
派
兵
の
大
将
と
な
る
こ
と
を
否
定

す
る
必
要
は
な
い
と
筆
者
は
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
右
述
の
よ
う
な
歴
史
像
が
諸

史
料
の
述
べ
る
と
こ
ろ
と
よ
り
整
合
す
る
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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六
、
そ
の
後
の
西
遠
江
と
戸
田
氏

　

　
戸
田
憲
光
の
戦
没
と
い
う
大
事
件
が
あ
っ
た
あ
と
も
、
今
川
氏
と
戸
田
氏
の
緊
張
関

係
は
継
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
遠
江
西
部
が
戦
場
と
な
る
状
況
は
な

か
な
か
収
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
大
河
内
貞
綱
の
引
間
侵
攻

と
失
敗
、
吉
良
義
信
が
仲
介
し
て
の
貞
綱
の
助
命
な
ど
一
連
の
動
き
が
あ
っ
た
の
は
、

永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
は
、
遠
江
回
復
を
策
す
尾
張

守
護
斯
波
義
達
が
貞
綱
と
と
も
に
乗
り
込
ん
で
く
る
よ
う
に
な
る
。永
正
九
年
閏
四
月
、

駿
河
の
伊
達
忠
宗
は
前
々
年
す
な
わ
ち
永
正
七
年
十
二
月
以
来
の
戦
功
を
ま
と
め
、
今

川
氏
に
軍
忠
状
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
一
年
半
の
間
、
斯
波
義
達
と
そ

の
軍
勢
が
浜
名
湖
の
北
方
を
主
要
な
舞
台
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
詳
し
く
綴
ら

れ
て
い
た
）
11
（

。

　
永
正
十
年
、
斯
波
義
達
が
遠
江
に
出
陣
し
、
浜
松
北
方
の
深
嶽
（
三
岳
）
城
に
籠
っ

た
が
、
朝
比
奈
泰
以
に
攻
め
ら
れ
て
尾
張
に
撤
退
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
大
の
戦
い
と

な
っ
た
の
が
、
永
正
十
四
年
（
一
五
一
七
）
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
引
間
城
の
攻
防

で
あ
っ
た
。
泰
以
が
周
囲
の
敵
城
を
掃
討
し
つ
つ
引
間
に
迫
り
、
六
月
か
ら
八
月
に
か

け
て
二
月
余
り
に
わ
た
る
激
戦
が
つ
づ
い
た
ら
し
い
。八
月
十
九
日
に
引
間
は
落
城
し
、

大
河
内
貞
綱
は
戦
没
、
斯
波
義
達
は
捕
ら
え
ら
れ
出
家
さ
せ
ら
れ
た
上
で
尾
張
に
送
還

さ
れ
た
）
14
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
川
氏
が
斯
波
氏
を
排
除
し
て
遠
江
を
支
配
す
る
東
海
地

域
の
勢
力
図
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
義
達
の
活
動
地
域
を
み
る
と
、
お
お
よ
そ
浜
名
湖
の
北
側
と
、
東
側
に
当

た
る
。
尾
張
の
斯
波
領
国
か
ら
そ
こ
に
軍
勢
を
送
り
込
む
た
め
に
は
、
経
由
地
の
三
河

の
東
部
で
、
今
橋
周
辺
か
ら
浜
名
湖
の
北
と
南
ど
ち
ら
か
に
向
か
う
道
筋
を
と
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
舟
形
山
周
辺
や
そ
れ
に
連
な
る
山
々
を
確
保
し
て
お

く
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
駐
屯
す
る
今
川
勢
を
排
除
す
る
か
、
な
ど
の
対
応
が
必
要
に

な
る
。
そ
の
過
程
で
は
、さ
ら
な
る
戦
闘
が
重
ね
ら
れ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。
た
だ
、

そ
の
主
力
は
戸
田
氏
で
は
な
く
斯
波
氏
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
川
氏
に
と
っ

て
は
三
遠
国
境
地
帯
が
不
穏
な
状
勢
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
の

た
め
、
永
正
十
四
年
八
月
、
斯
波
義
達
と
大
河
内
貞
綱
の
脅
威
を
最
終
的
に
除
去
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
今
川
氏
は
、
そ
の
余
勢
を
駆
っ
て
で
あ
ろ
う
、
こ
の
地
域
に
大
規
模

な
軍
事
行
動
を
展
開
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

史
料
十
一
「
戸
田
政
光
判
物
」

今
度
駿
河
衆
郡
内
江
乱
入
仕
候
時
節
、
雑
人
共
対
御
寺
江
申
致
不
儀
候
事
、
無
是

非
次
第
候
。
雖
然
愚
拙
疎
略
不
存
、
其
意
趣
数
ヶ
度
依
申
上
候
、
被
聞
召
分
御
堪

忍
忝
奉
存
候
。
猶
自
今
以
後
者
堅
申
付
、
玉
栄
様
御
一
行
并
祖
父
全
久
（
戸
田
宗

光
）
如
置
文
、
不
可
有
相
違
所
如
件
。

　
　
　
　
永
正
拾
伍
稔
〔
戊
寅
〕
正
月
卅
日    

　
　
　
政

田
原（
戸
田
）左
近
尉光（
花
押
）

　
　
　
進
上

　
　
　
　
　
長
興
寺
参
衣
鉢
侍
者
御
中
）
11
（

【〔
　
〕
の
中
は
割
書
】

　
長
興
寺
は
田
原
市
内
に
あ
り
、
戸
田
氏
か
ら
も
保
護
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
に
、
戸

田
政
光
が
、「
駿
河
衆
」
す
な
わ
ち
今
川
勢
の
「（
渥
美
）
郡
内
」
侵
攻
に
と
も
な
い
、

自
ら
の
配
下
（「
雑
人
共
」）
の
濫
妨
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
詫
び
て
い
る
。
永
正
十
五

年
（
一
五
一
八
）
の
正
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
直
前
に
今
川
勢
の
攻
勢
が
あ
っ
た
と
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す
れ
ば
、
そ
れ
は
前
年
八
月
の
引
間
城
の
勝
利
か
ら
ほ
ぼ
連
動
し
た
軍
事
行
動
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
史
料
一
と
関
連
さ
せ
て
、
舟
形
山
の
戦
い
を
永
正

十
四
年
末
の
こ
と
と
し
、そ
の
あ
と
今
川
氏
（
朝
比
奈
泰
以
）
の
軍
勢
が
「
奥
郡
」（
渥

美
半
島
）
に
攻
め
入
っ
た
、
と
い
う
流
れ
で
捉
え
る
見
解
が
あ
る
）
16
（

。
史
料
一
と
史
料
十

一
を
連
関
さ
せ
得
る
と
の
見
通
し
は
確
か
に
鋭
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
の

史
料
が
直
接
に
つ
な
が
る
こ
と
は
自
明
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
想
定
で
あ
る

と
思
う
。
筆
者
が
述
べ
来
た
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
一
個
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
史
料
十
が
永
正
七
年
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
舟
形
山
の
戦
い
も
そ
の
時

点
で
の
こ
と
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
よ
り
整
合
的
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
お
そ

ら
く
、永
正
六
年
以
降
ず
っ
と
三
河
方
面
か
ら
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
今
川
氏
が
、

そ
れ
に
反
撃
す
る
こ
と
も
含
め
て
国
境
地
帯
の
戸
田
氏
の
支
配
地
近
く
ま
で
戦
線
を
広

げ
る
こ
と
は
、
小
規
模
な
も
の
で
あ
れ
ば
実
際
に
は
珍
し
く
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
永
正
十
四
年
の
今
川
氏
の
攻
勢
は
、
た
と
え
舟
形
山
の
戦
い
と
関

わ
ら
な
く
と
も
、
斯
波
・
大
河
内
に
最
終
的
な
勝
利
を
収
め
た
直
後
の
も
の
で
あ
っ
た

た
め
に
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
と
な
り
、
史
料
十
一
が
出
さ
れ
る
よ

う
な
展
開
に
つ
な
が
っ
た
と
、
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
　

　
渥
美
郡
な
ど
三
河
の
東
端
に
勢
力
圏
を
持
つ
戸
田
氏
は
、
遠
江
を
め
ぐ
る
状
勢
か
ら

さ
ま
ざ
ま
に
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
永
正
年
間
は
、
そ
の
前
半
に
今
川
氏

の
三
河
侵
攻
と
撤
退
、「
三
河
衆
」
に
よ
る
遠
江
へ
の
反
攻
、
後
半
に
は
大
河
内
貞
綱

や
斯
波
義
達
な
ど
の
遠
江
へ
の
侵
攻
と
敗
退
と
い
う
大
き
な
出
来
事
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
た
。
ど
の
場
合
に
も
、
戸
田
氏
が
無
関
係
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
当
初
は
今
川
氏
と
連
携
し
て
い
た
戸
田
氏
は
、
や
が
て
三
河

か
ら
の
反
攻
と
と
も
に
反
今
川
氏
の
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
直
後

に
は
三
遠
国
境
の
舟
形
山
を
め
ぐ
る
攻
防
の
中
で
、
当
主
の
戸
田
憲
光
が
戦
没
し
て
い

る
。
後
継
の
政
光
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
の
ち
も
反
今
川
氏
の
姿
勢
を
維
持
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
永
正
十
四
年
ま
で
、
尾
張
、
三
河
方
面
か
ら
の
遠
江
侵
攻
が
繰
り
返
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
勢
力
が
戸
田
氏
の
援
護
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
今
川
氏
が
最
終
的
に
遠
江
支
配
を
確
立
し
た
段
階
で
、
戸
田
氏

は
強
い
攻
勢
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
筆
者
は
こ
う
し
た
展
開
を
想
定
す
る
こ

と
が
、
諸
史
料
の
語
る
と
こ
ろ
と
最
も
整
合
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
当
時
の
戸
田
氏
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の
周
辺

の
動
向
に
も
視
野
を
広
げ
て
い
く
と
、
永
正
年
間
と
は
遠
江
と
三
河
、
す
な
わ
ち
今
川

氏
と
三
河
諸
勢
力
の
力
関
係
が
大
き
く
変
動
し
、
以
降
の
歴
史
に
つ
な
が
る
枠
組
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
段
階
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
永
正
三
年
の

頃
に
は
今
川
氏
が
三
河
に
侵
攻
し
、
矢
作
川
近
く
ま
で
進
出
し
て
松
平
氏
の
中
心
で

あ
っ
た
岩
津
家
を
滅
ぼ
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
間
も
な
く
今
川
勢
は
三
河
か

ら
の
撤
退
に
追
い
込
ま
れ
、
逆
に
遠
江
へ
と
侵
攻
す
る
三
河
勢
の
脅
威
に
何
年
に
も
わ

た
っ
て
さ
ら
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
確
か
に
今
川
氏
は
そ
れ
を
撃
退
し
つ
づ

け
て
い
る
し
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
も
そ
う
し
た
史
料
に
接
し
て
い
る
た
め
今
川
氏
の
優

勢
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
が
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
今
川
氏
は

三
河
に
対
し
て
ほ
ぼ
受
身
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
永
正
十
四
年
こ
そ
は

そ
う
し
た
展
開
に
最
終
的
な
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
時
期
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
今
川
勢

が
戸
田
氏
領
の
奥
深
く
へ
と
侵
攻
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
史
料
十
一
は
、
今
川
氏
が

遠
江
の
領
国
化
を
完
成
さ
せ
、
も
は
や
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
三
河
か
ら
の
侵
攻
を
許
さ
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ず
、
逆
に
三
河
へ
と
兵
を
進
め
る
態
勢
を
築
き
上
げ
た
と
い
う
、
東
海
地
域
の
歴
史
構

造
の
転
換
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
段
階
を
経
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
天
文
年
間
に
お
け
る
松
平
氏
や
三
河
諸
勢
力
の
動
揺
と
そ
こ
に
介
入
す
る
今

川
氏
の
立
場
が
用
意
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
永
正
年
間
の
歴
史
的
段

階
を
具
体
的
に
捉
え
て
い
く
た
め
の
切
り
口
と
し
て
、
戸
田
氏
と
そ
の
周
辺
を
位
置
づ

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
必
要
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
た
だ
、
こ
の
時
期
の
戸
田
氏
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
史
料
に
は
、
史
料
一
や
七
の
よ

う
な
紀
行
文
や
、
史
料
二
以
下
の
よ
う
な
書
状
が
多
く
、
そ
の
年
次
比
定
も
容
易
で
は

な
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
そ
の
た
め
の
作
業
が
必
ず
し
も
詰
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
重
要
な

史
料
に
つ
い
て
も
、
用
い
方
に
一
考
を
要
し
た
り
、
使
用
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
き

た
り
し
た
部
分
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
な
り
に
そ
う
し
た
点
に
留
意
し
て
検
討

を
進
め
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
な
お
不
十
分
な
点
も
残
っ
て
い
よ
う
。
大
方
の
ご

批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

（
1
）戸
田
氏
関
係
の
文
書
史
料
に
つ
い
て
は
、新
行
紀
一
氏「
近
世
に
お
け
る
戸
田
氏
研
究
」（『
愛

知
県
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
七
年
）
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
2
）
静
岡
県
、
一
九
九
四
年
。

（
3
）
愛
知
県
、
二
〇
〇
九
年
。

（
4
）
近
年
で
は
、
山
田
邦
明
氏
『
戦
国
時
代
の
東
三
河
―
牧
野
氏
と
戸
田
氏
―
』（
あ
る
む
、

二
〇
一
四
年
）、『
愛
知
県
史
　
通
史
編
3
　
中
世
2
・
織
豊
』（
愛
知
県
、
二
〇
一
八
年
。

以
下
『
愛
知
通
史
』
と
略
記
す
る
）
な
ど
。

（
5
）
戦
前
に
は
大
口
喜
六
氏
『
国
史
上
よ
り
見
た
る
豊
橋
地
方
』（
新
訂
増
補
豊
橋
市
史
談
刊

行
会
、
一
九
三
七
年
）、
戦
後
に
も
『
豊
橋
市
史
　
第
一
巻
』（
豊
橋
市
、
一
九
七
三
年
）
な

ど
が
戸
田
氏
に
つ
い
て
紙
筆
を
割
い
て
い
る
。

（
6
）『
静
岡
県
史
　
資
料
編
7
　
中
世
3
』
六
七
五
号
史
料
（
以
下
、『
静
岡
』
六
七
五
の
よ
う

に
略
記
す
る
）。『
愛
知
県
史
　
資
料
編
10
　
中
世
3
』
八
八
〇
号
史
料
（
以
下
、『
愛
知
』

八
八
〇
の
よ
う
に
略
記
す
る
）。

（
7
）
静
岡
県
、
一
九
九
七
年
。

（
8
）『
静
岡
』
六
七
六
。

（
9
）『
静
岡
』
四
〇
六
。『
愛
知
』
六
八
八
。

（
10
）『
静
岡
』
四
一
〇
。『
愛
知
』
六
九
二
。

（
11
）『
新
編
岡
崎
市
史
　
中
世
2
』（
岡
崎
市
、
一
九
八
九
年
）
五
四
五
頁
以
降
。

（
12
）『
静
岡
』
六
七
七
。『
愛
知
』
八
八
一
。

（
13
）『
静
岡
』『
愛
知
』
と
も
に
、
こ
の
氏
親
書
状
を
、
渥
美
郡
侵
攻
の
史
料
に
懸
け
て
永
正

十
五
年
部
分
に
収
め
て
い
る
。

（
14
）「
越
前
勝
山
小
笠
原
家
譜
」（『
信
濃
史
料
　
第
十
巻
』
所
収
、
三
三
二
頁
。
信
濃
史
料
刊

行
会
、
一
九
五
七
年
）。

（
15
）
拙
稿
「
永
正
前
後
の
吉
良
氏
に
つ
い
て
」（『
尾
張
・
三
河
武
士
に
お
け
る
歴
史
再
構
築
過

程
の
研
究
』
平
成
16
年
度
～
平
成
18
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
研
究

成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
16
）『
静
岡
』
五
二
八
。

（
17
）『
静
岡
』
五
三
〇
。

（
18
）『
静
岡
県
史
　
通
史
編
2
　
中
世
』（
以
下
、『
静
岡
通
史
』
と
略
記
す
る
）
五
三
〇
頁
。

（
19
）『
愛
知
通
史
』
は
こ
れ
ら
を
永
正
十
年
の
出
来
事
と
関
連
さ
せ
て
取
り
上
げ
る
（
六
一
頁
）

が
、
そ
れ
で
は
泰
煕
の
没
後
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
従
え
な
い
。

（
20
）『
静
岡
』
五
三
三
。『
愛
知
』
八
五
一
。

（
21
）『
静
岡
』
五
三
二
。

（
22
）『
愛
知
』
七
七
五
。

（
23
）『
静
岡
』
四
五
四
。『
愛
知
』
七
一
二
。

（
24
）『
静
岡
通
史
』
は
斎
藤
氏
を
今
川
氏
の
「
御
料
所
」
の
代
官
と
す
る
（
六
七
六
、七
頁
）
が
、

諸
史
料
を
読
む
限
り
で
は
、
そ
う
し
た
理
解
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）『
静
岡
』
四
四
二
。『
愛
知
』
七
一
〇
。

（
26
）『
静
岡
』
四
五
二
。『
愛
知
』
七
一
三
。

（
27
）『
静
岡
』
三
八
一
。『
愛
知
』
六
六
〇
。

（
28
）『
静
岡
』
四
四
七
。『
愛
知
』
七
一
六
。

（
29
）
こ
の
「
き
ふ
く
」
を
筆
者
の
よ
う
に
「
帰
服
」
で
は
な
く
、「
忌
服
」
と
し
て
斎
藤
氏
や
「
お
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わ
ら
」
氏
が
大
福
寺
に
対
し
主
人
の
喪
に
服
し
た
い
と
申
し
出
た
、
と
す
る
解
釈
も
あ
ろ
う

か
。
た
だ
、
筆
者
は
そ
う
し
た
解
釈
を
と
ら
な
か
っ
た
。
喪
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
大
福
寺
と
の
折
衝
で
済
む
話
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
ざ
わ
ざ
氏
親

の
も
と
ま
で
問
い
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
服
喪
を
口
実
と
し
た

今
川
氏
と
の
停
戦
の
た
め
の
仲
介
を
大
福
寺
に
求
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
大
福
寺
は
現
地
の
司

令
官
で
あ
る
朝
比
奈
氏
の
も
と
に
問
い
合
わ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
わ
ざ
わ
ざ

氏
親
に
使
者
を
送
っ
た
の
は
、
斎
藤
氏
な
ど
の
求
め
た
こ
と
が
、
今
川
氏
そ
の
も
の
へ
の
鞍

替
え
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
斎
藤
氏
た
ち
が
「
打
死
」
し
た
主
人
の
喪
に

服
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仮
に
大
福
寺
が
な
ん

ら
か
の
理
由
で
氏
親
の
も
と
ま
で
問
い
合
わ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
た
善
勝
ひ
い
て

は
氏
親
が
「
如
何
様
之
時
儀
に
候
哉
」
と
困
惑
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
川

氏
へ
の
「
帰
服
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
信
頼
で
き
る
こ
と
な
の
か
、
現
地
の
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
説
明
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の

よ
う
な
理
由
か
ら
、
筆
者
は
当
面
は
「
帰
服
」
の
解
釈
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

（
30
）『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
は
憲
光
が
「
永
正
十
年
十
一
月
朔
日
」
に
没
し
た
と
記
す
（『
寛

永
諸
家
系
図
伝
』
で
は
没
年
の
記
載
は
な
い
）。
こ
う
し
た
後
世
の
記
録
も
史
実
を
探
る
上

で
貴
重
で
あ
る
し
、
十
分
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
同
時
代
史
料
に
よ
っ
て

そ
れ
と
異
な
る
情
報
が
得
ら
れ
る
場
合
に
は
、
改
め
て
そ
の
限
界
を
認
識
す
る
こ
と
も
重
要

で
あ
ろ
う
。

（
31
）
た
と
え
ば
『
愛
知
』
二
〇
八
で
は
伊
勢
内
宮
の
祢
宜
が
神
領
回
復
を
「
富
田
（
戸
田
）
弾

正
殿
」
に
訴
え
て
い
る
が
、
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
と
い
う
時
期
か
ら
み
て
、
こ
れ
は

憲
光
の
父
で
あ
る
戸
田
宗
光
で
あ
ろ
う
。

（
32
）
糟
谷
幸
裕
氏
「
三
河
舟
方
山
合
戦
の
時
期
に
つ
い
て
」（『
戦
国
史
研
究
』
三
七
、

一
九
九
九
年
）。

（
33
）『
静
岡
』
五
六
三
。

（
34
）『
静
岡
』
六
五
五
。『
愛
知
』
八
五
一
。

（
35
）『
静
岡
』
六
七
四
。『
愛
知
』
八
七
八
。

（
36
）
た
と
え
ば
前
掲
（
注
4
）
山
田
氏
『
戦
国
時
代
の
東
三
河
』
二
六
、七
頁
。

（
愛
知
教
育
大
学
教
育
学
部
）
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は
じ
め
に
―
問
題
提
起
と
分
析
視
角
―

　

　
本
稿
で
は
、
株
式
会
社
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
（
以
下
豊
田
自
動
織
機
と
記
す
）
が

設
置
し
た
挙
母
自
動
車
工
場（１
）へ

の
電
力
供
給
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
進
め
ら
れ
、
ど
の

よ
う
な
問
題
が
起
き
、
地
域
の
電
力
事
業
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
検
討
す

る
。
挙
母
自
動
車
工
場
の
設
置
過
程
に
関
し
て
は
、
同
社
や
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
の
社

史
な
ど（２
）に
多
く
の
記
述
が
あ
る
が
、
電
力
供
給
面
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
豊
田
自
動
織
機
に
と
っ
て
、
電
力
供
給
問
題
に
関

心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
安
価
で
安
定
し
た
電
力
調
達
に
向

け
た
供
給
会
社
選
定
の
努
力
が
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
結
果
か

ら
み
る
と
、
挙
母
自
動
車
工
場
は
東
邦
電
力
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
の
で
、
自
然
な
形

で
決
定
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
に
は
、
新
興
会
社
で
あ

る
矢
作
水
力
と
、
岡
崎
に
本
社
を
置
く
中
部
電
力（３
）と
の
間
に
電
力
供
給
を
め
ぐ
っ
て
激

し
い
係
争
問
題
が
起
き
、
挙
母
自
動
車
工
場
の
計
画
自
体
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。

　
挙
母
自
動
車
工
場
へ
の
電
力
供
給
問
題
に
関
す
る
研
究
は
少
な
い
と
述
べ
た
が
、
今

回
の
検
討
で
特
に
注
目
し
た
の
は
、
二
つ
の
先
行
研
究
で
あ
る
。
第
一
は
内
川
隆
文

「
1 

9 

3 

0
年
代
逓
信
省
電
力
行
政
の
変
遷
―
中
部
電
力
・
矢
作
水
力
間
の
紛
争
を
め

ぐ
る
革
新
官
僚
・
大
和
田
悌
二
の
言
説
を
中
心
に
―（４
）」（
以
下
内
川
論
文
）
で
あ
る
。

内
川
は
「
大
和
田
悌
二
日
記（５
）」
を
基
礎
資
料
と
し
な
が
ら
、
電
力
供
給
に
関
わ
る
矢
作

水
力
と
中
部
電
力
（
岡
崎
）
と
の
係
争
問
題
を
取
り
上
げ
、
電
力
政
策
に
与
え
た
影
響

や
、
仲
介
に
あ
た
っ
た
名
古
屋
逓
信
局
長
、
大
和
田
悌
二（６
）の
電
力
思
想
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る（７
）。

内
川
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
「
大
和
田
悌
二
日
記
」
は
、
挙
母
自
動
車
工
場
へ

の
電
力
供
給
を
め
ぐ
る
係
争
問
題
に
つ
い
て
の
詳
細
な
経
緯
を
記
し
た
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。
た
だ
、
内
川
論
文
で
は
、
矢
作
水
力
へ
の
特
定
供
給
申
請
に
至
る
経
緯
な
ど
挙

母
自
動
車
工
場
自
体
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
第
二
は
、

由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
―
豊
田
紡
織
工
場
か

ら
豊
田
紡
織
株
式
会
社
の
支
援
―（８
）」
で
あ
る
。
由
井
は
豊
田
紡
織
の
成
立
過
程
を
詳
細

に
検
討
し
、
豊
田
紡
織
の
時
代
か
ら
動
力
問
題
へ
の
積
極
的
な
取
組
み
の
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し（９
）、
挙
母
自
動
車
工
場
の
電
力
供
給
に
関
し
、
豊
田
系
企
業
を
一
体
的
に
検
討

す
る
必
要
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
提
起
さ
れ
た
課
題
や
積
み
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
、
本
稿

で
は
次
の
二
つ
の
視
点
か
ら
検
討
を
進
め
る
。
一
つ
は
、
豊
田
紡
織
か
ら
豊
田
自
動
織

機
を
経
て
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
に
至
る
事
業
展
開
の
な
か
で
、
電
力
問
題
が
ど
の
よ
う

に
推
移
し
た
か
を
検
討
す
る
。
挙
母
自
動
車
工
場
は
、
豊
田
自
動
織
機
に
お
い
て
計
画

さ
れ
、
ま
た
豊
田
自
動
織
機
は
豊
田
紡
織
の
織
機
部
門
を
分
離
し
て
設
立
さ
れ
た
会
社

で
あ
る
。
こ
れ
ら
豊
田
系
の
事
業
は
豊
田
佐
吉
、
豊
田
利
三
郎
、
豊
田
喜
一
郎
の
事
業

と
し
て
一
体
と
し
て
経
営
が
進
め
ら
れ
た
。
豊
田
系
の
事
業
を
連
続
性
の
な
か
で
検
討

《
論
文
》
　

　
　
　創
業
期
挙
母
自
動
車
工
場
等
へ
の
電
力
供
給
問
題

浅
野

伸
一
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す
る
こ
と
で
、単
独
の
検
討
で
は
見
え
に
く
か
っ
た
電
力
問
題
に
関
す
る
経
営
姿
勢
や
、

電
気
事
業
や
電
力
政
策
に
与
え
た
影
響
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
の
視
点
は
、供
給
事
業
者
の
選
定
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
確
認
し
、

そ
う
し
た
経
営
判
断
が
電
気
事
業
や
電
力
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に

注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
名
古
屋
時
代
、
刈
谷
時
代
の
豊
田
系
諸
会
社
に
対
し
て
、
電

力
会
社
は
自
由
競
争
の
な
か
で
受
注
に
向
け
て
し
の
ぎ
を
削
り
、
ま
た
挙
母
自
動
車
工

場
の
時
代
に
は
、
改
正
電
気
事
業
法
の
も
と
で
、
特
定
供
給
許
可
を
め
ぐ
り
当
局
を
巻

き
込
ん
だ
抗
争
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
豊
田
系
の
工
場
と
電
力
会
社
の

間
で
何
が
起
き
、
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
た
か
な
ど
、
両
者
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
受
電
先
を
め
ぐ
る
豊
田
系
事
業
に
お
け
る
連
続
性
と
、
豊

田
系
企
業
と
電
力
会
社
側
と
の
関
係
性
と
い
う
二
つ
の
視
点
を
持
ち
な
が
ら
、
名
古
屋

時
代
（
一
九
一
二
年
以
降
）
の
豊
田
紡
織
、
刈
谷
時
代
（
一
九
二
六
年
以
降
）
の
豊
田

紡
織
・
豊
田
自
動
織
機
、
そ
し
て
挙
母
時
代
（
一
九
三
三
年
以
降
）
の
豊
田
自
動
織
機
・

ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
の
三
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
検
討
す
る
）
11
（

。
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
豊
田

関
連
事
業
の
文
献
・
資
料
を
電
力
供
給
面
か
ら
再
点
検
す
る
と
と
も
に
、『
矢
作
水
力

十
年
史
）
11
（

』
や
同
社
の
営
業
報
告
書
に
記
さ
れ
た
営
業
関
係
の
記
述
、
名
古
屋
逓
信
局
編

『
管
内
電
気
事
業
要
覧
』
の
第
二
種
自
家
用
事
業
者
一
覧
表
の
受
電
デ
ー
タ
、
あ
る
い

は
一
九
三
〇
年
代
中
期
の
電
気
事
業
の
動
き
を
ま
と
め
た
『
電
気
年
報
）
11
（

』
な
ど
を
も
と

に
、
挙
母
自
動
車
工
場
等
の
電
力
供
給
問
題
を
検
証
す
る
。

１
　
豊
田
紡
織
株
式
会
社
の
設
立
と
電
力
利
用

　

　
一
九
一
一
年
一
月
、
欧
米
視
察
か
ら
帰
国
）
11
（

し
た
豊
田
佐
吉
）
14
（

は
、
新
た
な
決
意
を
も
っ

て
、
自
動
織
機
の
完
成
に
向
け
て
再
ス
タ
ー
ト
を
切

る
。
一
九
一
二
年
九
月
に
は
、
自
動
織
機
の
試
験
工

場
を
兼
ね
た
織
布
工
場
と
し
て
、
豊
田
自
動
織
布
工

場
を
愛
知
郡
中
村
）
11
（

（
現
名
古
屋
市
西
区
則
武
新
町
）

に
建
設
す
る
。
織
機
一
〇
〇
台（
う
ち
試
験
用
八
台
）

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
増
設
を
重
ね
て
一
九
一
四
年
に

は
紡
機
六
〇
〇
〇
錘
を
備
え
る
工
場
と
な
り
、
紡
織

一
貫
の
運
転
が
行
わ
れ
、
同
年
二
月
に
は
豊
田
自
動

紡
織
工
場
と
改
称
し
て
い
る
。

　
当
初
、
動
力
織
機
は
蒸
気
機
関
）
16
（

に
よ
っ
て
運
転
さ

れ
て
い
た
が
、
一
九
一
五
年
三
月
に
ス
イ
ス
の
ス
ル

ザ
ー
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
社
製
の
発
電
用
蒸
気
機
関
を
用

い
た
自
家
用
火
力
（
三
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
を
設
置

す
）
17
（る
と
と
も
に
、
名
古
屋
電
灯
か
ら
の
受
電
（
七
五

〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
も
開
始
し
）
11
（

、
電
気
動
力
へ
の
切
替

え
を
進
め
た
。
こ
う
し
た
生
産
体
制
の
も
と
で
第
一

次
大
戦
ブ
ー
ム
が
発
生
し
、
事
業
は
大
き
く
発
展
を

と
げ
、
一
九
一
八
年
一
月
二
十
九
日
に
は
豊
田
紡
織

株
式
会
社
（
社
長
豊
田
佐
吉
、
以
下
豊
田
紡
織
と
記

載
し
、
工
場
は
名
古
屋
工
場
と
記
載
す
る
）
が
設
立

さ
れ
る
。
当
初
は
、
電
力
の
三
分
の
一
が
自
家
用
発
電
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
が
、
燃

料
価
格
の
高
騰
に
よ
り
受
電
分
が
次
第
に
拡
大
し
、
一
九
二
三
年
に
は
九
九
六
キ
ロ

ワ
ッ
ト
へ
と
受
電
分
が
増
え
て
い
）
11
（る
（
表
1
参
照
）。
し
か
し
、
名
古
屋
電
灯
や
そ
の

後
身
と
な
る
東
邦
電
力
）
11
（

の
電
力
料
金
や
不
安
定
な
電
力
供
給
に
不
満
が
あ
っ
た
た
め
、

表 1　豊田紡織名古屋工場の電力供給状況
（単位：㎾）

1920年 1921年 1922年 1923年 1924年 1925年 1926年
自家用発電 300 300 300 300 300 300 300

受電 750 750 750 996 996 1,150 1,150

供給会社 名古屋電灯 関西電気 東邦電力 東邦電力 東邦電力 日本電力 日本電力
（注 ）工場への電力供給に関する施設認可1914年10月10日、使用開始1915年 1 月16日。1925年 5 月日本電力へ

受電切替え。関西電気、東邦電力は名古屋電灯が発展する形で設立された同一系統の会社。数値は各年末。
（出典）名古屋逓信局『管内電気事業要覧』第 2 回～第 8 回。
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一
九
二
三
年
八
月
三
十
日
に
日
本
電
力
が
新
興
の
電
力
会
社
と
し
て
名
古
屋
市
お
よ
び

周
辺
地
区
に
五
〇
馬
力
以
上
の
動
力
需
要
家
へ
の
供
給
が
許
可
）
11
（

さ
れ
る
と
、
よ
り
安
価

な
電
力
を
求
め
、
一
九
二
五
年
五
月
に
東
邦
電
力
か
ら
日
本
電
力
へ
と
切
り
替
え
て
い

る
。
こ
の
と
き
、
姉
妹
会
社
で
あ
っ
た
菊
井
紡
織
（
一
九
一
八
年
三
月
設
立
）
や
、
豊

田
佐
吉
の
友
人
で
自
動
織
機
の
購
入
者
で
も
あ
っ
た
服
部
兼
三
郎
）
11
（

が
経
営
す
る
株
式
会

社
服
部
商
店
の
桜
田
工
場
・
熱
田
工
場
な
ど
、
名
古
屋
地
域
全
体
で
約
一
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
の
電
力
が
日
本
電
力
に
切
り
替
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
日
本
電
力
の
進
出
を
許
し
た

の
は
、
一
九
二
一
年
二
月
に
大
同
電
力
が
発
足
し
名
古
屋
向
け
に
送
電
し
て
い
た
木
曽

川
系
の
電
力
が
大
阪
方
面
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
や
、
発
足
後
の
東
邦
電
力
が
東
京
進
出

に
力
を
注
ぎ
、
名
古
屋
市
場
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
。
こ
う
し

た
大
口
工
場
の
動
き
は
、
発
足
直
後
の
東
邦
電
力
の
経
営
に
大
き
な
影
響
を
与
え
か
ね

な
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
東
邦
電
力
は
、
一
九
二
四
年
三
月
三
十
日
、
日
本
電
力
と

こ
れ
以
上
の
競
争
を
避
け
る
た
め
、
同
年
十
月
の
五
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
始
ま
り
、

最
終
一
〇
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
達
す
る
長
期
の
需
給
契
約
を
結
ん
だ
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で

の
大
同
電
力
に
依
存
し
た
供
給
体
制
か
ら
飛
騨
川
の
水
力
開
発
や
名
古
屋
火
力
発
電

所
）
11
（

の
建
設
な
ど
自
主
電
源
の
開
発
を
推
進
す
る
な
ど
、
営
業
方
針
や
供
給
体
制
の
見
直

し
を
進
め
た
。

2
　
刈
谷
地
区
へ
の
事
業
展
開
と
矢
作
水
力

　

　
豊
田
佐
吉
は
完
全
な
自
動
織
機
完
成
へ
の
強
い
思
い
か
ら
、
自
動
織
機
だ
け
を
大

量
に
配
置
し
た
工
場
が
必
要
だ
と
し
て
、
一
九
二
六
年
一
月
、
刈
谷
町
に
営
業
用
試
験

工
場
を
設
け
た
）
14
（

。
こ
れ
を
機
に
刈
谷
町
に
は
豊
田
関
連
の
工
場
が
次
々
に
設
置
さ
れ
、

豊
田
系
事
業
の
製
造
拠
点
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
刈
谷
工
場
に
は
、
自
動
織
機
の
試
験

運
転
に
必
要
な
良
質
な
繊
維
を
生
産
す
る
紡
績
工
場
も
設
置
さ
れ
、
工
場
の
運
転
に
必

要
な
電
力
は
矢
作
水
力
か
ら
受
電
し
た
。
刈
谷
町
が
岡
崎
電
灯
の
供
給
エ
リ
ア
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
古
屋
工
場
の
日
本
電
力
へ
の
切
替
え
と
同
様
、
新
興
会
社
で
あ

る
矢
作
水
力
を
選
択
し
た
の
は
、
良
質
で
低
廉
な
電
力
供
給
に
対
す
る
豊
田
紡
織
の
強

い
思
い
が
反
映
し
て
い
た
。

　
当
時
、
岡
崎
電
灯
で
は
、
地
元
の
織
布
工
場
か
ら
の
電
力
供
給
の
要
請
に
応
え
ら
れ

ず
、
地
元
の
織
物
同
業
組
合
か
ら
は
他
会
社
か
ら
の
供
給
を
求
め
る
陳
情
が
出
さ
れ
て

い
た
。
一
九
一
九
年
三
月
に
設
立
さ
れ
た
矢
作
水
力
（
社
長
井
上
角
五
郎
）
は
、
こ
う

し
た
岡
崎
電
灯
の
状
況
を
見
て
、
西
三
河
地
域
の
工
場
向
け
電
力
供
給
の
許
可
を
逓
信

大
臣
に
申
請
し
、
一
九
二
一
年
一
月
、
岡
崎
市
、
碧
海
郡
矢
作
町
、
宝
飯
郡
蒲
郡
町
・

三
谷
町
な
ど
に
、
五
〇
馬
力
以
上
の
動
力
供
給
と
い
う
制
限
付
で
供
給
許
可
を
得
た
）
11
（

。

矢
作
水
力
は
、
矢
作
川
上
流
域
で
、
七
か
所
、
二
万
七
四
三
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
発
電
所

を
建
設
し
、
名
古
屋
・
三
河
方
面
の
工
場
へ
の
電
力
供
給
や
、
電
力
会
社
へ
の
卸
供
給

を
行
い
、
矢
作
川
関
連
で
は
最
大
の
発
電
会
社
と
な
る
。

　
矢
作
水
力
か
ら
の
受
電
に
関
連
し
て
、
豊
田
系
企
業
と
矢
作
水
力
の
間
に
生
じ
た
二

つ
の
動
き
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
豊
田
紡
織
の
名
古
屋
工
場
に
お
け
る
日

本
電
力
へ
の
受
電
切
替
え
時
期
と
の
関
連
で
あ
る
。
日
本
電
力
は
一
九
二
三
年
八
月
に

名
古
屋
地
区
の
電
力
供
給
が
許
可
さ
れ
、
需
要
家
争
奪
戦
を
経
て
、
一
九
二
四
年
三
月

に
東
邦
電
力
と
最
終
一
〇
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
長
期
需
給
契
約
を
結
ん
で
お
り
、
豊
田
紡

織
の
名
古
屋
工
場
と
は
こ
の
間
の
一
九
二
三
年
に
契
約
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。他
方
、

『
矢
作
水
力
十
年
史
）
16
（

』
に
よ
る
と
、矢
作
水
力
は
一
九
二
三
年
四
月
に
真
弓
発
電
所
（
五

一
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
が
完
成
し
、
豊
田
紡
織
と
一
三
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
契
約
を
結

び
、
こ
の
年
か
ら
刈
谷
工
場
へ
一
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
供
給
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
二

つ
の
需
給
契
約
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
検
討
さ
れ
、
締
結
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
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い
ず
れ
も
地
元
に
供
給
権
を
有
す
る
会
社
で
は
な

く
、
新
た
に
進
出
し
た
卸
売
会
社
と
い
う
点
で
共
通

性
を
有
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
受
電
会
社
選
定
に

関
し
、
電
気
事
業
の
供
給
秩
序
よ
り
も
安
定
か
つ
低

廉
な
電
力
供
給
の
追
求
と
い
う
同
社
の
姿
勢
が
明
確

に
窺
わ
れ
る
。

　
次
に
供
給
側
の
矢
作
水
力
に
と
っ
て
も
、
地
元
会

社
区
域
へ
の
侵
入
は
容
易
で
は
な
く
、
受
注
に
向
け

て
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
や
工
作
が
行
わ
れ
た
。
電
力
は

キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
あ
た
り
一
銭
五
厘
）
17
（

と
い
う
低
廉
な
価

格
で
供
給
さ
れ
、
後
述
の
よ
う
に
豊
田
紡
織
側
か
ら

も
評
価
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
発
足
時
の
矢
作
水
力

に
は
、
豊
田
佐
吉
の
親
友
で
あ
っ
た
服
部
商
店
社
長

の
服
部
兼
三
郎
が
取
締
役
に
就
任
し
て
い
た
。
服
部

は
「
ま
だ
無
名
の
（
豊
田
）
佐
吉
と
肝
胆
相
照
ら
す

仲
と
な
っ
た
。
そ
し
て
（
明
治
）
二
十
九
年
佐
吉
が

彼
に
と
っ
て
最
初
の
本
格
的
発
明
と
い
え
る
「
木
製

小
幅
動
力
織
機
」
を
完
成
す
る
や
、
こ
れ
を
自
分
の

抱
え
る
賃
機
屋
に
大
量
に
導
入
し
た
）
11
（

」
ほ
か
、
豊
田

利
三
郎
と
愛
子
夫
人
の
媒
酌
人
で
も
あ
っ
た
。
矢
作

水
力
創
設
の
中
心
と
な
っ
た
福
沢
桃
介
）
11
（

は
、
服
部
の

事
業
で
あ
る
岡
崎
紡
績
）
11
（

へ
の
電
力
供
給
と
と
も
に
、

服
部
の
持
つ
人
脈
を
通
じ
た
事
業
拡
大
を
目
指
し
た

の
で
あ
る
。

　
一
九
二
四
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
矢
作
水
力
に
よ
る
豊
田
紡
織
刈
谷
工
場
へ
の
電
気

供
給
が
始
ま
る
（
以
下
表
2
参
照
）。
受
電
量
は
、同
年
四
月
に
一
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、

一
九
二
六
年
に
六
五
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
そ
し
て
一
九
二
七
年
九
月
に
は
一
三
〇
〇
キ
ロ

ワ
ッ
ト
へ
と
増
え
て
い
く
。
ま
た
一
九
二
六
年
十
一
月
十
七
日
に
自
動
織
機
の
製
作
・

販
売
部
門
を
独
立
さ
せ
て
豊
田
自
動
織
機
が
設
立
さ
れ
、
豊
田
紡
織
刈
谷
工
場
に
隣
接

し
て
工
場
が
設
け
ら
れ
た
。
豊
田
自
動
織
機
の
電
力
契
約
は
、
一
九
二
七
年
三
月
の
二

〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
始
ま
り
、
一
九
二
九
年
二
月
に
は
六
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
へ
、
そ
し

て
一
九
三
一
年
末
に
は
一
四
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
へ
と
増
え
る
。
さ
ら
に
一
九
三
四
年
に

刈
谷
工
場
で
の
自
動
車
製
造
が
始
ま
る
と
、
電
炉
用
を
含
め
二
九
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
が

受
電
さ
れ
、
さ
ら
な
る
増
量
）
11
（

も
見
込
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
二
九
年
三
月
十
九
日

に
は
、
東
洋
綿
花
と
共
同
で
刈
谷
駅
の
北
側
に
中
央
紡
織
が
設
立
さ
れ
る
。
中
央
紡
織

は
一
九
三
〇
年
五
月
六
日
か
ら
六
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
受
電
し
、
そ
の
後
一
九
三
一
年

に
一
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
一
九
三
五
年
に
二
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
へ
と
受
電
量
が
拡

大
し
て
い
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
会
社
へ
の
電
力
は
い
ず
れ
も
矢
作
水
力
か
ら
供
給
さ
れ
た
。
矢
作
水
力
で

は
、
一
九
二
四
年
三
月
に
刈
谷
町
大
字
刈
谷
字
山
の
神
に
刈
谷
変
電
所
を
建
設
し
（
七

五
〇
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
×
三
基
）、
一
九
二
七
年
九
月
に
は
、
豊
田
自
動
織
機
や

中
央
紡
織
の
新
増
設
に
対
応
し
て
二
〇
〇
〇
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
×
三
基
へ
と
増
設

し
て
い
る
）
11
（

。 

3
　
挙
母
自
動
車
工
場
の
電
気
供
給

　

（
1
）
自
動
車
製
造
へ
の
取
組
み

　
自
動
車
製
造
事
業
へ
の
進
出
は
、
豊
田
佐
吉
の
長
男
、
豊
田
喜
一
郎
）
11
（

の
強
い
熱
意
に

表 2　刈谷地区豊田系企業の矢作水力との契約状況
（単位：㎾）

使用開始 1927年 1929年 1930年 1931年 1932年 1933年 1934年 1935年
豊田紡織刈谷工場 1924年 4 月21日 1,300 1,300 1,300 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

豊田自動織機 1927年 3 月28日 200 600 600 1,400 1,400 1,400 2,900 3,700
中央紡織 1930年 5 月 6 日 600 1000 1,000 1,000 1,000 2,000

（注 ）12月末の契約㎾。1927年の豊田紡織刈谷工場の契約容量（1,300㎾）は『矢作水力十年史』により修正。1928年のデータは原資料に
掲載されていない。　　　　　

　　　1927年以前の豊田紡織刈谷工場の契約容量は、1924年100㎾、1925年100㎾、1926年650㎾。
（出典）名古屋逓信局『管内電気事業要覧』第 9 回～第16回。



― 41 ―

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
故
豊
田
佐
吉
ハ
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
設
立
直
後
（
昭
和
二

年
頃
）
既
ニ
自
動
車
工
業
着
手
ノ
意
図
ヲ
有
シ
」（
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
株
式
会
社
設

立
趣
意
書
）
14
（

）、
喜
一
郎
自
身
も
父
佐
吉
の
志
を
受
け
つ
い
だ
と
語
っ
て
い
る
）
11
（

。
ま
た
喜

一
郎
が
一
九
二
九
年
十
月
か
ら
一
九
三
〇
年
三
月
に
か
け
て
欧
米
を
視
察
し
た
際
に
、

繊
維
機
器
メ
ー
カ
ー
と
し
て
世
界
を
リ
ー
ド
し
た
プ
ラ
ッ
ト
社
の
衰
退
ぶ
り
を
目
の
当

た
り
に
し
て
、
自
動
織
機
だ
け
で
は
将
来
の
発
展
を
期
し
が
た
い
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
も
大
き
な
動
機
と
な
っ
た
。

　
自
動
車
製
造
の
研
究
は
、
ま
ず
喜
一
郎
の
個
人
研
究
と
し
て
始
め
ら
れ
、
一
九
三
三

年
九
月
に
な
っ
て
豊
田
自
動
織
機
内
に
自
動
車
部
が
設
置
さ
れ
る
。
翌
一
九
三
四
年
一

月
に
は
資
本
金
を
一
〇
〇
万
円
か
ら
三
〇
〇
万
円
へ
増
額
す
る
と
と
も
に
、
定
款
を
変

更
し
て
事
業
目
的
に
「
原
動
機
及
運
搬
機
械

ノ
製
作
販
売
」「
製
鋼
製
鉄
其
ノ
他
ノ
業
務
」

が
加
え
ら
れ
、
会
社
と
し
て
自
動
車
製
造
を

正
式
に
位
置
づ
け
た
。
同
年
三
月
に
は
、
刈

谷
工
場
内
に
試
作
工
場
を
、
七
月
に
は
製
鋼

所
を
設
置
す
る
な
ど
、
自
動
車
製
造
に
向
け

た
体
制
が
着
々
と
整
備
さ
れ
た
。
製
鋼
所
は

自
動
車
部
品
の
自
社
生
産
を
目
的
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
、鋳
鉄
用
に
三
ト
ン
お
よ
び
一
・

五
ト
ン
の
電
気
炉
を
備
え
、
さ
ら
に
三
ト
ン

の
電
気
炉
増
設
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
大
量

に
電
力
を
使
用
す
る
電
炉
の
運
転
に
は
、
安

定
か
つ
低
廉
な
電
力
供
給
が
と
り
わ
け
重
要

で
あ
っ
た
）
16
（

。

　
一
九
三
三
年
十
一
月
に
挙
母
町
に
工
場
用
地
買
収
の
斡
旋
を
依
頼
し
）
17
（

、
挙
母
町
長
中

村
寿
一
と
の
間
で
工
場
用
地
買
収
に
関
す
る
申
合
書
）
11
（

が
交
わ
さ
れ
、
一
九
三
四
年
七
月

三
十
日
に
社
内
決
裁
も
得
ら
れ
た
。
同
申
合
書
は
、
左
記
の
よ
う
に
、
一
九
三
四
年
九

月
末
迄
に
工
場
用
地
五
〇
万
坪
以
上
の
引
渡
し
が
約
束
さ
れ
て
お
り
、
豊
田
自
動
織
機

で
は
こ
れ
を
も
と
に
自
動
車
工
場
の
建
設
計
画
を
進
め
た
。

　
　
一 

　
挙
母
町
ハ
挙
母
町
地
内
（
中
略
）
ノ
土
地
ヲ
、
工
場
用
地
ト
シ
テ
五
十
万
坪

以
上
取
纏
メ
、
昭
和
九
年
九
月
末
日
迄
ニ
豊
田
自
動
へ
譲
渡
ス
ル
コ
ト
。

　
　
二 

　
分
譲
土
地
ハ
家
屋
ヲ
除
ク
地
上
物
件
ヲ
含
ム
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
坪
当
リ
平
均
金

弐
拾
銭
以
内
ノ
価
格
ヲ
以
テ
豊
田
自
動
ニ
譲
渡
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

　
　
　（
以
下
略
）

（
2
）
電
力
供
給
を
め
ぐ
る
抗
争

　
刈
谷
工
場
へ
の
電
力
供
給
は
矢
作
水
力
か
ら
受
電
す
る
こ
と
に
問
題
な
く
決
定
し
た

が
、
こ
れ
に
対
し
挙
母
自
動
車
工
場
の
場
合
は
係
争
化
す
る
。
こ
の
理
由
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
二
つ
の
事
情
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
従
前
は
重
複
供
給
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
需
給
両
者
間
で
合
意
す
れ
ば
他

社
の
介
入
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
一
年
四
月
に
、
電
力
地
域
独
占

の
原
則
の
も
と
に
電
気
事
業
法
が
改
正
公
布
さ
れ
て
、
以
後
は
原
則
重
複
区
域
の
設
定

は
し
な
い
こ
と
と
し
、「
他
の
事
業
者
の
供
給
地
に
侵
入
し
て
電
力
の
供
給
）
11
（

」
を
行
う

特
定
供
給
は
、
需
要
の
具
体
的
な
ケ
ー
ス
毎
に
判
断
し
、
必
要
や
む
を
え
な
い
場
合
に

か
ぎ
り
認
め
る
と
い
う
、
逓
信
省
の
許
可
事
項
と
な
っ
た
。
挙
母
自
動
車
工
場
の
場
合

は
、
許
可
基
準
の
「
確
実
又
ハ
低
廉
ナ
ル
電
力
ヲ
特
ニ
必
要
ト
ス
ル
事
業
ニ
対
シ
当
該

地
域
ノ
供
給
事
業
者
ヨ
リ
ノ
供
給
ガ
不
適
当
ナ
ル
ト
キ
）
41
（

」
と
す
る
条
項
が
適
用
で
き
る

か
ど
う
か
が
争
点
で
あ
っ
た
。

自動車試作工場 （愛知製鋼　刈谷工場内）
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第
二
は
、
挙
母
工
場
問
題
の
発
生
に
先
立
ち
、
一
九
三
三
年
一
月
か
ら
日
清
レ
イ
ヨ

ン
岡
崎
工
場
）
41
（

へ
の
特
定
供
給
を
め
ぐ
っ
て
矢
作
水
力
と
中
部
電
力
（
岡
崎
）
の
間
で
係

争
問
題
が
起
き
て
い
た
こ
と
で
あ
る
）
41
（

。
こ
の
係
争
は
、
一
九
三
三
年
六
月
二
十
八
日
、

愛
知
電
気
鉄
道
社
長
藍
川
清
成
の
仲
裁
）
41
（

に
よ
り
、
中
部
電
力
（
岡
崎
）
経
由
で
矢
作
水

力
が
日
清
レ
イ
ヨ
ン
に
供
給
す
る
こ
と
で
決
着
を
み
て
い
た
が
、
解
決
に
あ
た
り
今
後

は
営
業
区
域
を
遵
守
す
る
と
の
協
定
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
）
44
（

。

　
日
清
レ
イ
ヨ
ン
問
題
が
決
着
し
て
一
年
半
後
の
一
九
三
四
年
末
、
矢
作
水
力
と
豊
田

自
動
織
機
と
の
間
で
、挙
母
自
動
車
工
場
に
関
す
る
電
力
需
給
の
仮
契
約
が
結
ば
れ
る
。

矢
作
水
力
は
、
一
九
三
四
年
十
二
月
五
日
、
挙
母
自
動
車
工
場
の
電
力
供
給
は
同
社
が

行
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
中
部
電
力
（
岡
崎
）
に
通
告
し
、
こ
こ
に
両
社
の
抗
争
が

再
燃
し
た
。以
後
の
電
力
供
給
問
題
に
関
わ
る
経
緯
は
、前
掲「
大
和
田
悌
二
日
記（
一
）」

お
よ
び
内
川
論
文
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
大
要
を
表
3
に
よ
る
挙
母
自
動
車
工
場

を
め
ぐ
る
紛
争
経
緯
」
に
整
理
し
た
。

　
挙
母
自
動
車
工
場
へ
の
供
給
が
、
挙
母
町
に
電
力
供
給
権
を
有
す
る
中
部
電
力
（
岡

崎
）
で
は
な
く
、新
興
の
卸
売
会
社
で
あ
る
矢
作
水
力
が
選
定
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、 

豊
田
紡
織
社
長
の
豊
田
利
三
郎
）
41
（

は
、
自
分
は
東
邦
電
力
の
監
査
役
）
46
（

な
の
で
、
そ
の
関
係

会
社
で
あ
る
中
部
電
力
か
ら
購
入
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
業
の
た
め
に
は
安
価

な
電
力
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
）
47
（

。

自
動
車
工
業
の
国
家
的
使
命
自
覚
の
下
に
、
他
事
業
の
利
益
に
て
採
算
無
視
、
自

動
車
国
産
化
促
進
の
為
、
全
力
を
尽
す
考
へ
な
る
に
付
て
は
、
電
力
料
金
の
面
に

て
も
氏
の
素
志
貫
徹
に
協
力
あ
る
様
、
当
局
の
斡
旋
を
得
度
し
。
自
分
は
東
邦
電

力
の
監
査
役
と
し
て
、
子
会
社
中
部
電
力
を
扶
け
度
き
も
、
私
情
は
抛
つ
と
も
、

事
業
の
為
安
価
の
電
力
を
受
く
る
要
あ
り
、
現
在
刈
谷
に
て
電
炉
に
て
自
動
車
用

の
鋼
材
を
製
造
し
居
る
が
、
矢
作
水
力
の
特
定
供
給
に
は
満
足
し
居
れ
り

　
一
九
三
四
年
十
二
月
十
八
日
、
中
部
電
力
（
岡
崎
）
は
矢
作
水
力
の
挙
母
自
動
車
工

場
へ
の
供
給
は
、
申
合
せ
に
反
し
承
服
で
き
な
い
と
厳
重
に
抗
議
し
た
が
）
41
（

、
翌
一
九
三

五
年
一
月
十
五
日
、
矢
作
水
力
は
逓
信
省
に
特
定
供
給
申
請
を
行
っ
た
。
こ
の
た
め
中

部
電
力
（
岡
崎
）
は
、
紳
士
協
定
に
も
特
定
供
給
許
可
基
準
に
も
違
反
す
る
と
し
て
逓

信
省
に
陳
情
書
を
提
出
し
、
監
督
官
庁
を
巻
き
込
ん
だ
係
争
と
な
っ
た
。

　
名
古
屋
逓
信
局
の
大
和
田
局
長
は
自
動
車
製
造
は
国
策
上
必
要
な
事
業
で
あ
る
と
し

て
、
一
月
十
一
日
の
記
事
（
表
3
）
に
あ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
特
定
供
給
の
適
用
に

前
向
き
の
姿
勢
を
示
し
た
。
監
督
官
庁
が
豊
田
自
動
織
機
寄
り
の
姿
勢
を
示
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
中
部
電
力
（
岡
崎
）
が
強
く
抵
抗
し
た
の
は
、
次
の
工
場
進
出
で
も
同

じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
を
牽
制
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
交
渉
は
大
和

田
逓
信
局
長
の
積
極
的
な
仲
介
で
進
め
ら
れ
、
二
月
十
八
日
か
ら
二
十
六
日
に
か
け
て

挙
母
自
動
車
工
場
に
必
要
な
電
力
は
矢
作
水
力
か
ら
中
部
電
力
に
供
給
し
、
中
部
電
力

か
ら
同
工
場
に
供
給
す
る
と
い
う
方
法
で
合
意
に
近
づ
き
、
三
月
三
十
日
の
記
事
に
見

る
よ
う
に
、
残
る
問
題
は
、
①
両
社
の
受
電
地
点
を
ど
こ
に
す
る
か
、
②
電
力
料
を
い

く
ら
に
す
る
か
と
い
っ
た
点
に
絞
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
な
か
、
豊
田
自
動
織
機
で
は
、
用
地
交
渉
の
遅
延
と
併
せ
、
電
力
受
電

問
題
の
難
航
な
ど
を
理
由
に
、
挙
母
自
動
車
工
場
の
計
画
を
見
直
し
、
当
面
刈
谷
地
域

で
製
造
す
る
こ
と
を
決
め
、
特
定
供
給
の
申
請
は
一
旦
白
紙
に
戻
っ
た
。
契
約
取
消
し

を
伝
え
る
中
村
寿
一
町
長
宛
文
書
）
41
（

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

拝
啓
益
々
御
清
祥
之
段
奉
慶
賀
候
　
陳
は
予
て
御
高
配
を
煩
は
し
居
る
工
場
敷
地

の
件
、
御
配
慮
の
程
を
十
分
御
察
申
上
居
候
得
共
、
何
分
登
記
手
続
き
延
引
に
延

引
を
重
ね
候
為
、
時
機
を
失
し
事
業
計
画
上
支
障
不
少
、
今
後
四マ

偉マ

の
状
勢
如
何

に
よ
り
て
は
工
場
建
設
覚
束
な
く
工
場
用
地
と
し
て
御
契
約
存
続
致
兼
候
間
、
甚

だ
恐
入
候
得
共
、
此
際
工
場
敷
地
と
し
て
の
御
契
約
御
取
消
被
下
度
此
段
以
書
中
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表 3　　「大和田悌二日記」による挙母自動車工場受電をめぐる紛争経緯

年月日 　記　　　事

1935年 1 月11日
小山電気課長から挙母自動車工場への電気供給をめぐる係争の報告を受ける。豊田自動織機社長豊田利三郎
と面談、国家に必要な事業として挙母自動車工場建設への協力を約束。

1月15日 矢作水力、豊田自動織機挙母自動車工場への特定供給許可申請書を提出。

2月18日
中部電力（岡崎）社長高石弁治の来局を求め、矢作水力から受電し挙母自動車工場へ供給することで、供給
区域独占の確保を勧める。

2月25日
中部電力（岡崎）会長藍川清成と面談、矢作水力から3000㎾の電力購入を提案。藍川会長は東邦電力（親会
社）と協議の上回答すると答える。

2月26日
矢作水力杉山副社長と面談、中部電力（岡崎）経由での挙母自動車工場への電力供給を提案。杉山副社長は
当局に一任と回答。

2月27日 新愛知新聞有吉記者に「事業の重要性に鑑み特定供給も考慮」と語る。

3月 2日
豊田自動織機社長豊田利三郎と面談、豊田利三郎社長は「自分は東邦電力の監査役として子会社中部電力を
扶けたきも、事業のため安価な電力を受くる必要あり。刈谷工場に供給している矢作水力の特定供給は満足
している。」と述べる。自分からは「豊富低廉正常なる電力供給に協力を惜しまない」と伝える。

3月 5日
本省に出張。清水電気局長ほかに挙母自動車工場に対する供給問題の現状を報告。名古屋逓信局の方針での
処理に賛同を得る。

3月12日 名古屋新聞長坂記者、新愛知新聞有吉記者から、挙母自動車工場の現状につき取材される。（ 3月13日掲載）

3月22日 中部電力（岡崎）藍川会長、高石社長来局。矢作から3000㎾を受電すると回答。

3月23日
矢作水力杉山副社長来局。中部電力（岡崎）が矢作水力からの電力を購入し挙母工場へ供給するとの意向を
伝える。杉山副社長同意、中部電力（岡崎）への妥当な料金が課題と述べる。

3月30日
中部電力高石社長、矢作水力杉山副社長来局、3000㎾の受電について協議。手数料および受電地点について
は意見纏まらず。

4月 4日 名古屋逓信局において、矢作水力と中部電力（岡崎）で両者間の受電条件について協議。

4月12日 中部電力（岡崎）は特定供給と誤解を招くので挙母での受電は受入れられないと回答。

4月13日
名古屋逓信局において、矢作水力、中部電力（岡崎）が協議。電力の供給は電炉用に限定せず一般価格で売
却することで大筋合意。また挙母受電は行わないこととなった。

4月23日
中部電力（岡崎）高石社長から受電場所は刈谷変電所で2000㎾、戸崎変電所で1000㎾を受電と回答。料金に
ついては 1㎾h 1 銭 6 厘を希望。（矢作水力は 1銭 8厘を主張）

5月 1日
矢作水力杉山副社長に中部電力（岡崎）からの申出を伝え、今後は両社間での直接交渉を要請。このとき、
杉山副社長から、挙母工場断念の記事があるとの報告を聞く。

5月 2日
矢作水力杉山副社長から、「豊田自動織機では①紡績業の不振、②工場用地取得問題の難航もあり、巨額投
資への慎重論が出ている」と報告を受ける。

5月 9日
「挙母工場計画は中止し、刈谷にて試作を続け、後日を期す。理由は用地取得問題、電力の供給問題もあり、
巨額投資は自重する」と、小山電気課長から来信。

5月20日 矢作水力杉山副社長来局、挙母自動車工場の特定供給申請取下げを決定と報告あり。

6月 3日 豊田自動織機、挙母自動車工場の特定供給による受電申請を取下げ。

7月 2日 豊田自動織機豊田利三郎社長来局、挙母自動車工場の特定供給取下げにつき説明を受ける。
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申
述
候
　
　
敬
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月
二
十
一
日
　 

（
3
）
刈
谷
組
立
工
場
の
建
設

　
挙
母
工
場
か
ら
刈
谷
組
立
工
場
へ
の
方
針
転
換
の
理
由
に
つ
い
て
、「
大
和
田
悌
二

日
記
」
の
一
九
三
五
年
五
月
九
日
付
の
記
事
で
は
、
巨
額
の
投
資
へ
の
慎
重
論
が
社
内

に
高
ま
り
、「
電
力
供
給
上
の
紛
糾
も
五
月
蠅
き
口
実
の
一
と
な
り
、
一
先
づ
自
重
す

る
説
が
大
勢
を
支
配
し
、
五
月
二
十
四
日
附
申
請
書
の
取
下
げ
）
11
（

と
な
り
、
本
件
は
白
紙

還
元
せ
り
」と
の
名
古
屋
逓
信
局
小
山
電
気
課
長
の
来
信（
報
告
）を
記
載
し
て
い
る
。

ま
た
七
月
二
日
に
来
局
し
た
豊
田
紡
織
社
長
の
豊
田
利
三
郎
は
、
計
画
中
断
の
理
由
に

つ
い
て
「
自
動
車
事
業
は
、
挙
母
用
地
に
問
題
生
ぜ
る
こ
と
、
矢
作
・
中
部
の
電
力
供

給
の
紛
争
も
双
方
義
理
）
11
（

あ
り
、
結
局
尚
鋼
材
の
質
等
検
討
を
要
し
）
11
（

、
今
暫
く
刈
谷
に
て

研
究
を
つ
づ
け
る
こ
と
ゝ
し
、
後
日
を
期
す
る
こ
と
」
と
大
和
田
局
長
に
説
明
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
社
内
に
は
財
閥
系
企
業
で
も
取
り
組
ん
で
い
な
い
自
動
車
事
業
へ
の

進
出
に
慎
重
論
が
あ
り
、
工
場
用
地
の
取
得
難
、
電
力
供
給
問
題
の
難
航
を
理
由
に
、

挙
母
工
場
で
の
自
動
車
製
造
計
画
は
一
旦
中
止
し
、
刈
谷
町
に
組
立
工
場
を
設
け
、
自

動
車
製
造
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
刈
谷
で
の
組
立
工
場
設
置
に
切
り
替
え
た
の
は
、
豊
田
自
動
織
機
に
は
ゆ
っ
く
り
で

き
な
い
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
急
い
だ
理
由
は
た
だ
一
つ
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
、

一
九
三
六
年
五
月
に
公
布
さ
れ
、
七
月
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
自
動
車
製

造
事
業
法
を
に
ら
ん
で
、
生
産
実
績
あ
げ
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
）
11
（

」
と
さ
れ
る
。
豊
田

自
動
織
機
は
、
す
で
に
一
九
三
四
年
三
月
に
試
作
工
場
を
設
け
て
自
動
車
の
試
作
を
始

め
て
い
た
が
、
生
産
が
増
え
る
に
つ
れ
て
試
作
工
場
は
手
狭
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た

め
、試
作
工
場
か
ら
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
東
方
の
中
央
紡
織
の
隣
接
地
に
、ボ
デ
ィ
ー
、

シ
ャ
ー
シ
ー
等
の
組
立
て
や
塗
装
を
行
う
自
動
車
組
立
工
場
）
14
（

を
一
九
三
六
年
五
月
に
完

成
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
後
は
国
の
支
援
も
あ
っ
て
自
動
車
生
産
は
順
調
に
伸
び
、
一
九

三
六
年
度
に
は
乗
用
車
八
〇
〇
台
、
ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス
二
二
〇
〇
台
、
計
三
〇
〇
〇
台

の
生
産
が
見
込
ま
れ
て
い
た
）
11
（

。
一
九
三
六
年
九
月
十
四
日
か
ら
、
東
京
府
商
工
奨
励
館

で
大
衆
自
動
車
完
成
記
念
展
覧
会
が
開
催
）
16
（

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
最
中
に
待
望
の
自
動

車
製
造
事
業
法
）
17
（

に
よ
る
許
可
会
社
へ
の
指
定
の
決
定
が
伝
え
ら
れ
た
。

　
こ
の
組
立
工
場
へ
の
電
力
供
給
を
め
ぐ
っ
て
も
、
矢
作
水
力
と
中
部
電
力
（
岡
崎
）

と
の
間
で
紛
争
が
起
き
、
第
二
の
挙
母
自
動
車
工
場
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
た
が
、
一

九
三
六
年
一
月
に
大
和
田
名
古
屋
逓
信
局
長
が
本
省
経
理
局
長
に
転
出
す
る
の
を
機

に
、
矢
作
水
力
に
よ
る
特
定
供
給
（
一
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
と
決
ま
っ
た
。 

決
定

の
理
由
は
、
豊
田
自
動
織
機
刈
谷
工
場
が
製
鋼
工
場
を
設
置
す
る
際
、
す
で
に
増
設
を

見
越
し
て
特
定
供
給
が
計
画
さ
れ
て
い
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。「
大
和
田
悌
二
日
記
」

の
一
九
三
五
年
二
月
十
八
日
を
見
る
と
、「
矢
作
は
現
在
刈
谷
豊
田
工
場
に
特
定
供
給

中
な
る
が
、
若
し
豊
田
自
動
車
が
刈
谷
工
場
内
に
設
け
ら
る
れ
ば
特
定
供
給
の
増
量
認

め
ら
る
べ
き
」
と
い
う
大
和
田
局
長
の
発
言
に
対
し
、
中
部
電
力
社
長
の
「
高
石
氏
肯

定
」
と
あ
り
、
刈
谷
工
場
で
増
設
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
矢
作
水
力
が
電
力
供
給

す
る
こ
と
に
当
初
は
肯
定
的
に
答
え
て
い
た
）
11
（

。
こ
の
決
定
は
、
大
和
田
局
長
の
国
産
自

動
車
産
業
の
育
成
支
援
と
い
う
考
え
が
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
、
豊
田

自
動
織
機
の
電
力
契
約
は
、
従
来
の
三
七
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
か
ら
四
七
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ

ト
へ
と
増
加
し
て
い
る
）
61
（

。

（
4
）
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
の
設
立
と
挙
母
自
動
車
工
場
の
建
設

　
組
立
工
場
で
の
自
動
車
生
産
は
、
自
動
車
製
造
事
業
法
の
許
可
会
社
の
指
定
（
一
九

三
六
年
九
月
十
九
日
付
）
を
受
け
て
、
本
格
的
な
製
造
が
始
ま
り
、
自
動
車
部
門
が
分
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離
さ
れ
る
直
前
に
は
豊
田
自
動
織
機
の
売
上
高
の
約
半
分
が

自
動
車
関
連
で
占
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
く
）
61
（

。
一
方
、

挙
母
自
動
車
工
場
の
用
地
問
題
は
、
豊
田
自
動
織
機
か
ら
契

約
取
消
し
の
通
告
を
受
け
た
後
も
、
挙
母
町
長
中
村
寿
一
が

先
頭
に
立
っ
て
交
渉
を
急
ぎ
、
一
九
三
五
年
十
二
月
ま
で
に

地
主
側
と
の
話
し
合
い
が
ま
と
ま
っ
た
。
豊
田
自
動
織
機
で

は
用
地
引
渡
し
を
経
て
、
十
二
月
十
四
日
に
地
鎮
祭
を
挙
行

し
、
整
地
工
事
が
開
始
さ
れ
る
。

　
一
九
三
七
年
八
月
二
十
七
日
、
豊
田
自
動
織
機
か
ら
独
立

し
て
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
株
式
会
社
（
資
本
一
二
〇
〇
万

円
）
が
設
立
さ
れ
、
社
長
に
豊
田
利
三
郎
、
副
社
長
に
豊
田

喜
一
郎
が
就
任
し
た
。
九
月
二
十
九
日
に
は
、
挙
母
自
動
車

工
場
の
起
工
式
が
行
わ
れ
、
翌
一
九
三
八
年
十
一
月
三
日
に

挙
母
工
場
が
完
成
す
る
。

　
挙
母
工
場
へ
の
電
力
供
給
問
題
は
、
一
九
三
七
年
八
月
三

十
一
日
、
当
局
の
慫
慂
を
受
け
て
中
部
電
力
（
岡
崎
）
が
東

邦
電
力
に
合
併
）
61
（

さ
れ
た
た
め
、
東
邦
電
力
対
矢
作
水
力
の
関

係
へ
と
移
り
、
局
面
は
大
き
く
変
わ
る
。
矢
作
水
力
と
東
邦

電
力
の
間
に
は
、
白
山
水
力
系
統
の
三
万
四
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ

ト
）
61
（

、矢
作
川
系
統
の
六
五
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
契
約
）
64
（

が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
料
金
改
訂
等
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
日
中
戦
争

の
勃
発
と
い
う
時
代
背
景
の
な
か
、
中
部
地
方
の
電
力
界
で

は
協
調
体
制
へ
の
機
運
が
高
ま
り
、
東
邦
電
力
と
矢
作
水
力

の
間
で
も
対
立
の
解
消
が
は
か
ら
れ
た
。
挙
母
自
動
車
工
場

向
け
の
電
力
供
給
に
つ
い
て
は
東
邦
電
力
が
行
う
こ
と
と
な
り
、
矢
作
水
力
の
特
定
供

給
は
な
く
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
東
邦
電
力
は
矢
作
水
力
か
ら
毎
年
一
〇
〇
〇
キ
ロ

ワ
ッ
ト
を
三
年
間
受
電
す
る
こ
と
と
し
た
。
協
定
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
）
61
（

。

　
　
一 

　
旧
中
部
電
力
は
昭
和
十
三
年
以
降
同
十
五
年
の
三
ヶ
年
間
に
お
い
て
毎
年
矢

作
水
力
よ
り
一
千
キ
ロ
を
受
電
す
る
こ
と
、
但
し
旧
中
部
電
力
が
電
源
に
不
足

を
来
た
し
矢
作
水
力
に
余
剰
電
力
が
あ
る
場
合
は
そ
の
都
度
両
社
が
協
議
の
上

需
給
契
約
を
為
す
こ
と

　
　
一 

　
矢
作
水
力
は
原
則
と
し
て
今
後
旧
中
部
電
力
の
供
給
区
域
に
直
接
供
給
を
行

は
ざ
る
こ
と

　
　
一 

　
矢
作
水
力
は
旧
中
部
電
力
の
重
複
営
業
区
域
内
に
於
て
は
原
則
と
し
て
卸
売

業
者
と
な
り
、
旧
中
部
電
力
は
原
則
と
し
て
小
売
を
専
門
と
な
す
事

　
　
一 

　
両
社
間
に
需
給
上
の
紛
糾
が
生
じ
た
場
合
、
両
社
は
善
意
を
以
っ
て
こ
れ
が

解
決
を
図
り
、
苟
し
く
も
利
害
衝
突
に
依
る
両
社
の
反
目
を
来
た
さ
ざ
る
や
う

注
意
す
る
事

　
挙
母
自
動
車
工
場
へ
の
電
力
供
給
は
、
一
九
三
八
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
開
始
さ

れ
た
。
表
4
か
ら
契
約
の
状
況
（
一
九
三
九
年
末
）
を
確
認
す
る
と
、
ト
ヨ
タ
自
動
車

工
業
は
東
邦
電
力
か
ら
八
五
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
受
電
し
て
お
り
、
愛
知
県
で
は
矢
作

水
力
が
供
給
す
る
矢
作
工
業
の
二
万
七
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
豊
田
自
動
織
機
の
九
〇

〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
つ
ぎ
、
三
番
目
の
規
模
で
あ
っ
た
。
工
場
建
設
の
責
任
者
で
あ
っ

た
菅
隆
俊
）
66
（

は
、「
電
力
は
わ
れ
わ
れ
の
工
場
敷
地
の
北
に
建
て
ら
れ
た
電
力
会
社
の
変

電
所
か
ら
供
給
さ
れ
る
。
こ
の
変
電
所
の
敷
地
は
会
社
が
提
供
し
た
）
67
（

」
と
記
し
、
続
け

て
「
工
場
内
の
変
電
所
は
、
1 

0 

0 

0 

0
ボ
ル
ト
の
電
圧
で
電
力
を
受
け
取
り
、
そ
の

容
量
は
1 

5
、0 
0 
0
Ｋ
Ｖ
Ａ
で
あ
る
。
こ
の
変
電
所
の
ほ
か
に
、
二
つ
の
副
変
電
所

を
機
械
工
場
と
鋳
物
工
場
の
電
気
溶
解
炉
の
た
め
に
設
け
、
1 

0
、0 

0 

0
ボ
ル
ト
の

表 4　豊田系企業への電力供給（昭和14年末）

会社 所在地 設立年月 使用開始（電力） 供給会社 契約㎾

トヨタ自動車 挙母市大字下市場 1938年11月28日 1938年11月28日 東邦電力 8,500
豊田自動織機 刈谷市大字刈谷 1926年11月17日 1927年 3 月28日 矢作水力 9,000

豊田紡織刈谷工場 刈谷市大字刈谷 1918年 1 月29日 1924年 4 月21日 矢作水力 1,600
（出典）名古屋逓信局『管内電気事業要覧』第19回。
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電
流
を
流
す
こ
と
に
よ
り
、
電
力
の
損
失
を
節
減
し
た
」
と
、
工
場
内
の
電
力
施
設
の

状
況
や
節
電
の
努
力
を
伝
え
て
い
る
。
挙
母
自
動
車
工
場
の
北
側
に
は
、
岩
津
発
電
所

か
ら
挙
母
変
電
所
へ
と
結
ぶ
二
万
ボ
ル
ト
の
送
電
線
が
走
っ
て
お
り
、
東
邦
電
力
は
こ

こ
か
ら
分
岐
し
て
変
電
所
を
設
け
、
一
万
ボ
ル
ト
に
低
下
さ
せ
て
供
給
し
た
の
で
あ
ろ

う
。む

す
び
―
豊
田
系
事
業
へ
の
電
力
供
給
を
め
ぐ
る
連
続
性
と
関
係
性
―

　

　
こ
れ
ま
で
、
草
創
期
の
豊
田
系
事
業
に
お
け
る
電
力
供
給
会
社
の
選
択
を
め
ぐ
り
、

豊
田
系
企
業
に
お
け
る
連
続
性
と
、
豊
田
系
企
業
と
電
力
会
社
に
お
け
る
関
係
性
に
注

目
し
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
受
電
会
社
選
択
に
関
わ
る
議
論
を
、
連
続
性

と
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
（
表
5
参
照
）、
結
び
と
す
る
。

　
一
九
一
二
年
に
建
設
さ
れ
た
豊
田
自
動
織
布
工
場
（
後
の
豊
田
紡
織
）
の
運
転
動
力

は
、
当
初
の
蒸
気
機
関
か
ら
自
家
用
発
電
所
併
設
に
よ
る
電
気
動
力
へ
の
転
換
、
東
邦

電
力
か
ら
日
本
電
力
へ
の
買
電
先
の
変
更
な
ど
目
ま
ぐ
る
し
く
変
遷
し
た
。
豊
田
自
動

織
機
を
始
め
と
す
る
受
電
会
社
の
切
替
え
は
、
名
古
屋
地
区
を
拠
点
と
す
る
東
邦
電
力

の
経
営
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
大
同
電
力
に
全
面
的
に
依
存
し
た
従
来
の
供
給
体
制

か
ら
自
主
開
発
路
線
へ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
。

　
そ
の
後
、
豊
田
紡
織
は
刈
谷
工
場
の
建
設
を
進
め
る
。
同
工
場
で
も
、
電
力
の
安
定

供
給
と
電
力
コ
ス
ト
の
低
減
を
重
視
し
、
地
元
に
供
給
権
を
有
す
る
岡
崎
電
灯
で
は
な

く
、
料
金
の
割
安
な
矢
作
水
力
か
ら
の
受
電
を
選
択
し
た
）
61
（

。
ま
た
織
機
製
作
部
門
が
独

立
し
た
豊
田
自
動
織
機
や
、
関
連
会
社
と
し
て
設
立
し
た
中
央
紡
織
も
矢
作
水
力
か
ら

の
受
電
を
選
択
し
た
。
こ
の
時
期
の
大
口
工
場
へ
の
電
力
供
給
は
自
由
競
争
が
認
め
ら

れ
て
お
り
、
需
要
家
側
も
電
力
会
社
側
も
自
由
競
争
を
前
提
に
行
動
し
て
い
た
。
矢
作

水
力
の
設
立
を
主
導
し
た

福
沢
桃
介
は
、
豊
田
系
企

業
の
経
営
者
と
親
し
い
服

部
兼
三
郎
に
注
目
し
、
矢

作
水
力
の
取
締
役
を
依
嘱

す
る
と
と
も
に
、
福
沢
桃

介
自
身
も
服
部
が
設
立
し

た
岡
崎
紡
績
の
監
査
役
に

な
る
な
ど
服
部
と
の
関
係

を
深
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て

服
部
自
身
の
進
め
る
事
業

へ
の
電
力
供
給
と
、
服
部

が
影
響
力
を
持
つ
豊
田
関

連
工
場
か
ら
の
電
力
受
注

の
橋
渡
し
を
期
待
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
工
場
用
需
要
を
め
ぐ
る

激
し
い
市
場
争
奪
戦
は
、

第
一
次
大
戦
ブ
ー
ム
が
終

わ
り
需
要
が
低
迷
し
始
め

る
と
、
全
国
各
地
で
電
力

経
営
に
混
乱
を
も
た
ら
し

た
。
こ
の
た
め
、
供
給
区

域
独
占
の
原
則
が
再
確
認

表 5　電力供給をめぐる豊田系企業と電力会社の対応

区分 豊田関係会社 受電会社 豊田系企業と電力会社の対応状況

名古屋工場時代
豊田自動紡織

豊田紡織

東邦電力から

日本電力へ

○ 蒸気機関から電気動力への転換
○ 自家用併用→買電主体→受電先の変更
● 日本電力・東邦電力間の需給協定
● 東邦電力の自主供給体制への転換

刈谷工場時代
豊田紡織

豊田自動織機
矢作水力

○ 電力供給先に矢作水力の選定（豊田紡織）
○ 豊田自動織機、中央紡織も矢作水力から受電
● 矢作水力の受注努力（服部兼三郎の影響力）
● 岡崎電灯の供給力不足

挙母工場時代
豊田自動織機

トヨタ自動車
東邦電力

○ 電力供給先に矢作水力の選定
○ 工場計画の一時中断と刈谷組立工場建設
● 特定供給をめぐる矢作水力・中部電力（岡崎）の係争
● 中部電力（岡崎）と東邦電力合併

（注）○は豊田側の動き、●は電力会社側の動きを示す。
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さ
れ
、
電
気
事
業
法
の
改
正
が
は
か
ら
れ
た
。
工
場
向
け
の
電
力
供
給
の
枠
組
み
も
変

更
さ
れ
、
地
元
会
社
の
供
給
に
よ
り
が
た
い
場
合
に
は
、
特
定
供
給
許
可
基
準
に
基
づ

い
て
監
督
官
庁
が
個
別
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
挙
母
自
動
車
工
場
に
つ
い
て
み

る
と
、
豊
田
自
動
織
機
は
こ
の
枠
組
み
の
も
と
で
も
矢
作
水
力
か
ら
の
特
定
供
給
を
望

み
、
そ
の
結
果
矢
作
水
力
と
中
部
電
力
（
岡
崎
）
と
の
間
で
、
監
督
官
庁
を
巻
き
込
む

係
争
と
な
っ
た
。
こ
の
係
争
が
長
引
い
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
、
挙
母
自
動

車
工
場
の
計
画
も
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
計
画
は
一
旦
中
断
さ
れ
、
刈
谷
町
で
の

組
立
工
場
建
設
へ
と
方
向
転
換
し
た
。
こ
の
組
立
工
場
の
電
気
供
給
を
め
ぐ
っ
て
も
係

争
に
な
り
か
け
た
が
、
名
古
屋
逓
信
局
の
裁
断
で
矢
作
水
力
に
よ
る
供
給
と
な
っ
て
い

る
。

　
戦
時
経
済
体
制
の
構
築
が
進
み
電
力
統
制
の
機
運
が
高
ま
る
な
か
、
一
九
三
七
年
八

月
に
は
、
当
局
の
慫
慂
を
受
け
て
中
部
電
力
（
岡
崎
）
は
東
邦
電
力
に
合
併
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
矢
作
水
力
と
中
部
電
力
（
岡
崎
）
と
の
係
争
は
東
邦
電
力
対
矢
作
水
力
の

関
係
へ
と
移
行
し
、
両
社
の
協
議
を
経
て
挙
母
工
場
へ
の
電
力
供
給
は
原
則
ど
お
り
東

邦
電
力
が
供
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
経
緯
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
の
事
業
者
の
供
給
区
域
に
侵
入
し
て
電
力
供
給

を
行
う
特
定
供
給
の
運
用
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
係
争
化
す
る
場
合
に
は
、
電
気
事
業
者

間
に
お
け
る
話
し
合
い
を
前
提
と
し
、
会
社
間
の
紳
士
協
定
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
機

能
し
う
る
と
い
う
面
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
特
定
供
給
は
、
電
力
供
給
先
に
国
が
公
共
的

な
立
場
か
ら
介
入
で
き
る
仕
組
み
で
は
あ
っ
た
が
、
当
局
が
国
家
的
な
観
点
か
ら
自
動

車
生
産
へ
の
特
定
供
給
を
進
め
よ
う
と
し
て
も
実
現
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
、

国
の
意
志
を
反
映
さ
せ
る
に
は
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
み
て
、

特
定
供
給
制
度
は
電
力
国
家
管
理
へ
と
繋
が
る
過
渡
的
な
体
制
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
豊
田
系
企
業
で
は
低
廉
で
安
定
し
た
電
力
調
達
を
一
貫
し
て

追
求
し
、
電
力
の
地
域
独
占
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
特
定
供
給
を
選
択
し
た
。
こ
う

し
た
経
営
行
動
は
、
程
度
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
新
規
に
電
力
供
給
を
求
め
る
他
の
事

業
者
に
も
共
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、そ
の
こ
と
が
電
力
会
社
の
行
動
変
容
を
促
し
、

ま
た
、
電
力
政
策
の
改
変
を
も
た
ら
し
た
。
東
邦
電
力
の
供
給
体
制
を
自
主
開
発
路
線

に
転
換
さ
せ
、
矢
作
水
力
が
受
注
確
保
に
向
け
た
人
脈
づ
く
り
に
力
を
注
い
だ
背
景
に

は
こ
の
よ
う
な
力
が
働
い
て
い
た
。
ま
た
、
電
力
政
策
面
で
は
、
自
由
競
争
に
よ
る
混

乱
を
解
消
す
る
た
め
、
地
域
独
占
の
原
則
が
確
認
さ
れ
、
電
気
事
業
法
が
改
正
さ
れ
て

特
定
供
給
の
許
可
制
度
が
整
備
さ
れ
た
が
、
な
お
不
安
定
で
あ
り
過
渡
的
な
体
制
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
需
要
家
側
の
行
動
と
電
力
会
社
側
の
対
応
と
が
相
互
に
影
響

し
合
い
、
関
係
性
を
持
ち
な
が
ら
電
力
の
供
給
体
制
は
変
遷
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
本
稿
で
は
豊
田
自
動
織
機
が
愛
知
県
西
加
茂
郡
挙
母
町
に
設
置
し
た
自
動
車
工
場
を
中
心

に
記
述
す
る
の
で
、
以
下
挙
母
自
動
車
工
場
と
呼
ぶ
。
な
お
、
挙
母
町
は
一
九
五
一
年
に
市

制
が
施
行
（
挙
母
市
）
さ
れ
、
ま
た
一
九
五
九
年
一
月
か
ら
豊
田
市
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
社
史
編
集
委
員
会
『
ト
ヨ
タ
自
動
車
20
年
史
』（
一
九
五
八
年
十
一

月
）、
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
社
史
編
集
委
員
会
『
ト
ヨ
タ
自
動
車
30
年
史
』（
一
九
六
七
年
）、

豊
田
自
動
織
機
製
作
所
四
十
年
史
編
集
委
員
会
『
四
十
年
史
』（
一
九
六
七
年
十
二
月
）、
岡

本
藤
次
郎
編
『
豊
田
紡
織
株
式
会
社
史
』（
一
九
五
三
年
四
月
）、
豊
田
紡
織
株
式
会
社
『
豊

田
紡
織
45
年
史
』
一
九
九
六
年
六
月
、
愛
知
製
鋼
社
史
編
集
委
員
会
『
愛
知
製
鋼
50
年
史
』

（
一
九
九
〇
年
十
一
月
）
な
ど
。
ほ
か
に
、
楫
西
光
速
『
豊
田
佐
吉
』（
株
）
一
九
六
二
年

六
月
）、
和
田
一
夫
・
由
井
常
彦
『
豊
田
喜
一
郎
伝
』（
二
〇
〇
二
年
三
月
）、
岡
本
藤
次
郎
・

石
田
退
三
編
『
豊
田
利
三
郎
氏
伝
記
』（
一
九
五
八
年
六
月
）
な
ど
の
伝
記
を
参
照
。

（
3
）
中
部
電
力
に
は
、
同
社
の
ほ
か
、
多
治
見
に
本
社
を
置
く
中
部
電
力
、
電
力
再
編
成
後
設

立
し
た
中
部
電
力
の
三
社
が
あ
り
、
混
同
を
避
け
る
た
め
以
下
「
中
部
電
力
（
岡
崎
）」
と

記
載
す
る
。
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（
4
）
内
川
隆
文
「
1 

9 

3 

0
年
代
逓
信
省
電
力
行
政
の
変
遷
―
中
部
電
力
・
矢
作
水
力
間
の
紛

争
を
め
ぐ
る
革
新
官
僚
・
大
和
田
悌
二
の
言
説
を
中
心
に
―
」（『Q

uadrante

』
№
22
、

二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
5
）「
大
和
田
悌
二
日
記
」
は
、「
大
和
田
悌
二
関
係
文
書
」
と
し
て
東
京
大
学
近
代
法
政
史
料

セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
し
て
い
る
。
一
九
三
五
年
分
は
、『
東
京
都
立
大
学 

法
学
界
雑
誌
』（
第

四
〇
巻
第
一
号 
一
九
九
九
年
七
月
）
に
お
い
て
「
大
和
田
悌
二
日
記
（
一
）」
と
し
て
翻
刻

さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
大
和
田
悌
二
（
一
八
八
八
～
一
九
八
七
）：
一
九
一
五
年
京
都
帝
大
法
科
卒
業
、
一
九
一
七

年
逓
信
省
に
入
り
、
海
運
監
督
業
務
、
文
書
課
長
を
経
て
、
一
九
三
四
年
に
名
古
屋
逓
信
局

長
、
一
九
三
六
年
一
月
に
経
理
局
長
、
同
年
三
月
電
気
局
長
に
転
じ
、
第
一
次
電
力
国
家
管

理
の
実
現
に
貢
献
し
た
。
一
九
三
九
年
三
月
逓
信
次
官
に
就
任
し
、
翌
年
八
月
退
官
。

一
九
四
一
年
二
月
に
日
本
曹
達
社
長
に
就
任
、
一
九
八
七
年
に
九
八
歳
で
没
し
た
。

（
7
）
内
川
論
文
は
、
①
特
定
供
給
制
度
は
関
係
会
社
間
の
卸
売
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
妥
協

的
性
格
を
持
つ
こ
と
、
②
大
和
田
悌
二
は
改
正
電
気
事
業
の
も
と
で
特
定
供
給
制
度
の
積
極

的
活
用
に
努
め
た
こ
と
を
結
論
と
し
て
い
る
。

（
8
）
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
―
豊
田
紡
織
工
場
か
ら

豊
田
紡
織
株
式
会
社
の
支
援
―
」『
三
井
文
庫
論
叢
』（
第
三
四
～
三
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
～

二
〇
〇
二
年
）。

（
9
）
動
力
利
用
に
関
す
る
由
井
の
指
摘
に
つ
い
て
、
山
崎
広
明
は
『
豊
田
家
紡
織
事
業
の
経
営

史
』（
二
〇
一
五
年
七
月
、
四
〇
～
四
一
頁
）
に
お
い
て
、
動
力
問
題
の
持
つ
意
義
を
強
調

し
て
い
る
。
山
崎
は
、
由
井
論
文
で
扱
わ
な
か
っ
た
一
九
一
八
年
以
降
の
豊
田
家
の
紡
織
事

業
も
検
討
し
、
原
動
力
装
備
率
（
職
工
数
あ
た
り
の
原
動
力
馬
力
数
）
を
も
と
に
同
社
の
動

力
利
用
の
高
さ
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

（
10
）
こ
の
三
区
分
は
、
前
掲
山
崎
広
明
『
豊
田
家
紡
織
事
業
の
経
営
史
』
の
副
題
「
紡
織
か
ら

紡
織
機
、
そ
し
て
自
動
車
へ
」、
お
よ
び
飯
島
修
「
自
動
車
事
業
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
」（
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
報
告
『
日
本
の
技
術
史
を
み
る
眼
』、
二
〇
一
九
年
二
月
）
の
副
題
（「
栄
生
か
ら

刈
谷
、
そ
し
て
挙
母
へ
」
と
同
じ
考
え
方
で
あ
る
。

（
11
）
桐
沢
伊
久
太
郎
編
『
矢
作
水
力
十
年
史
』
一
九
二
九
年
五
月
。

（
12
）『
電
気
年
報
』（
昭
和
十
年
版
～
昭
和
十
三
年
版
、
電
気
新
報
社
）。
こ
の
ほ
か
、
同
様
の

編
集
内
容
を
持
つ
『
日
本
電
気
交
通
経
済
年
史
』（
第
一
輯
・
第
二
輯
、
昭
和
八
年
前
期
・

後
期
、
電
気
経
済
研
究
所
）
を
参
考
に
し
た
。

（
13
）
豊
田
佐
吉
は
一
九
一
〇
年
五
月
か
ら
一
九
一
一
年
一
月
迄
、
欧
米
の
自
動
織
機
製
造
の
状

況
を
視
察
し
、
自
ら
の
発
明
に
自
信
を
得
て
帰
国
し
た
。

（
14
）
豊
田
佐
吉
（
一
八
六
七
～
一
九
三
〇
）：
遠
江
国
敷
知
郡
山
口
村
（
現
静
岡
県
湖
西
市
）
生

ま
れ
。
動
力
織
機
や
自
動
織
機
の
発
明
家
。
日
本
の
織
機
技
術
を
世
界
の
ト
ッ
プ
に
引
上
げ

た
。
ト
ヨ
タ
グ
ル
ー
プ
の
創
始
者
。

（
15
）
一
九
二
一
年
四
月
名
古
屋
市
に
編
入
さ
れ
西
区
栄
生
町
と
な
る
、
現
在
は
名
古
屋
市
西
区

則
武
新
町
。

（
16
）『
工
場
通
覧
』（
一
九
一
八
年
版
）
に
は
、
同
工
場
に
四
四
〇
馬
力
の
蒸
気
機
関
一
基
を
所

有
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
施
設
認
可
一
九
一
四
年
十
月
十
日
、
使
用
認
可
一
九
一
五
年
三
月
十
六
日
。

（
18
）『
機
械
学
会
誌
』（
一
九
一
六
年
十
月
）
に
は
豊
田
自
動
紡
織
工
場
の
紹
介
記
事
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
電
気
設
備
に
つ
い
て
は
「
三
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
発
電
機
及
ユ
ニ
フ
ロ
ー
エ
ン
ジ
ン

一
台
、
増
設
に
属
し
七
百
弐
拾
キ
ロ
ワ
ッ
ト
名
古
屋
電
灯
会
社
よ
り
買
ふ
」（
七
〇
～
七
一

頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
表
1
の
デ
ー
タ
は
受
電
許
可
容
量
を
示
す
。
な
お
、『
工
場
通
覧
』（
一
九
一
八
年
版
、

一
九
一
六
年
十
二
月
末
）
に
は
、
蒸
気
機
関
一
基
四
四
〇
馬
力
、
自
家
用
電
力
七
台
三
七
七

馬
力
、
其
他
（
買
電
）
一
〇
台
二
六
〇
馬
力
と
記
載
さ
れ
、『
工
場
通
覧
』（
一
九
一
九
年
版
、

一
九
一
八
年
一
月
末
）
に
は
自
家
用
電
力
九
台
四
二
九
馬
力
、
買
電
二
四
台
一
一
五
三
馬
力

と
記
さ
れ
買
電
の
割
合
が
増
え
て
い
る
。

（
20
）
以
下
、
名
古
屋
電
灯
か
ら
、
大
同
電
力
、
東
邦
電
力
設
立
に
至
る
経
緯
を
略
記
す
る
と
、

一
九
一
八
年
に
名
古
屋
電
灯
か
ら
木
曽
川
の
水
利
権
等
を
分
離
し
て
木
曽
電
気
製
鉄
が
設
立

さ
れ
、
木
曽
電
気
興
業
へ
の
改
称
を
経
て
一
九
二
一
年
二
月
に
日
本
水
力
、
大
阪
送
電
と
合

併
し
て
大
同
電
力
が
発
足
し
た
。
一
方
、
名
古
屋
電
灯
は
関
西
水
力
電
気
な
ど
一
六
社
を
合

併
し
て
一
九
二
一
年
十
月
関
西
電
気
と
な
り
、
さ
ら
に
九
州
電
気
鉄
道
と
合
併
し
て
、

一
九
二
二
年
六
月
か
ら
東
邦
電
力
と
な
る
。

（
21
）
日
本
電
力
の
電
力
供
給
区
域
は
「
愛
知
県
名
古
屋
市
、
西
加
茂
郡
、
愛
知
郡
一
円
ニ
対
シ

テ
ハ
大
正
十
二
年
八
月
三
十
日
付
」
で
逓
信
大
臣
か
ら
許
可
さ
れ
て
い
る
（「
日
本
電
力
営

業
報
告
書
」 
第
一
回
」）。

（
22
）
服
部
兼
三
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
二
二
）：
丹
羽
郡
北
野
村
（
現
江
南
市
）
生
ま
れ
の
綿
布
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綿
糸
商
。
叔
父
祖
父
江
重
兵
衛
の
許
で
働
き
、
一
八
九
四
年
服
部
商
店
を
開
業
。
今
日
の
興

和
株
式
会
社
の
基
礎
を
築
く
。
豊
田
佐
吉
と
の
交
遊
は
有
名
で
あ
る
。
一
九
二
二
年
四
九
歳

で
逝
去
。

（
23
）
東
邦
電
力
が
名
古
屋
市
南
区
大
江
町
に
建
設
し
た
火
力
発
電
所
で
、
一
九
二
六
年
一
月
一

号
機
三
万
五
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
同
年
十
二
月
二
号
機
三
万
五
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
が
運

転
を
開
始
。一
九
三
七
年
に
増
設
さ
れ
認
可
出
力
は
十
二
万
五
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
な
る
。

（
24
）
一
九
二
六
年
三
月
、
そ
れ
ま
で
の
刈
谷
試
験
工
場
か
ら
刈
谷
工
場
と
改
称
。
な
お
刈
谷
町

へ
の
立
地
過
程
に
つ
い
て
は
前
掲
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
編
『
四
十
年
史
』（
一
〇
三
～

一
〇
九
頁
）
参
照
。

（
25
）
一
九
二
三
年
九
月
二
十
六
日
に
は
「
二
五
馬
力
以
上
」
へ
の
制
限
変
更
の
許
可
を
受
け
、

さ
ら
に
一
九
二
五
年
五
月
二
十
八
日
西
尾
町
に
つ
い
て
も
「
二
五
馬
力
以
上
」
の
供
給
許
可

を
得
て
い
る
。

（
26
）
前
掲
桐
沢
伊
久
太
郎
編
『
矢
作
水
力
十
年
史
』（
一
二
〇
～
一
二
一
頁
）。

（
27
）
前
掲
「
大
和
田
悌
二
日
記
」
一
九
三
六
年
二
月
二
十
五
日
付
記
事
。

（
28
）『
興
和
百
年
史
』（
一
九
九
四
年
十
一
月
、
五
～
六
頁
）。

（
29
）
福
沢
桃
介
（
一
八
六
八
～
一
九
三
八
）：
武
蔵
国
横
見
郡
荒
子
村
（
現
埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
）
出
身
。
旧
姓
岩
崎
。
慶
応
義
塾
在
学
中
、
福
沢
諭
吉
に
見
込
ま
れ
て
一
八
八
七
年
に
養

子
縁
組
、
次
女
ふ
さ
と
結
婚
。
名
古
屋
電
灯
、
関
西
電
気
、
大
同
電
力
の
社
長
を
務
め
、
木

曽
川
の
水
力
開
発
を
行
い
、
電
力
王
と
呼
ば
れ
た
。

（
30
）
岡
崎
紡
績
は
一
九
一
九
年
三
月
に
岡
崎
市
針
崎
町
に
設
立
。
社
長
は
服
部
兼
三
郎
で
、
監

査
役
に
福
沢
桃
介
、取
締
役
に
下
出
民
義
、寒
川
恒
貞
等
福
沢
系
の
人
物
が
就
任
し
て
い
る
。

福
沢
は
同
社
に
対
し
安
価
な
電
力
の
供
給
を
約
束
し
て
い
た
。（『
日
清
紡
績
六
十
年
史
』

一
九
六
九
年
十
二
月
、
二
七
〇
～
二
七
六
頁
）。

（
31
）「
昭
和
九
年
は
じ
め
て
供
給
を
認
可
さ
れ
た
当
時
既
に
今
回
の
一
千
キ
ロ
増
量
」（
前
掲
『
電

気
年
報
』（
一
九
三
七
版
、
二
〇
〇
頁
）、
が
見
込
ま
れ
て
い
た
。

（
32
）『
刈
谷
町
誌
』（
一
九
三
二
年
十
二
月
、
二
二
九
～
二
三
〇
頁
）。

（
33
）
豊
田
喜
一
郎
（
一
八
九
四
～
一
九
五
二
）：
豊
田
佐
吉
の
長
男
。
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
卒

業
。
一
九
二
一
年
四
月
豊
田
紡
織
に
入
社
、
一
九
二
六
年
十
月
に
豊
田
自
動
織
機
が
設
立
さ

れ
る
と
常
務
取
締
役
に
就
任
。
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
の
創
始
者
で
、
第
二
代
社
長
。

（
34
）
前
掲
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
編
『
四
十
年
史
』（
二
二
六
頁
）。

（
35
）
梶
速
光
速
『
豊
田
佐
吉
伝
』（
一
九
六
二
年
五
月
一
八
五
～
一
八
八
頁
）。

（
36
）
製
鉄
事
業
認
可
申
請
書
（
一
九
三
四
年
三
月
三
十
日
付
、
出
典
『
愛
知
県
史 

資
料
編
三
〇 

近
代
七
　
工
業
二
』
三
二
頁
）
に
は
製
鉄
・
製
鋼
併
せ
て
一
一
、三
八
六
、八
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ

ト
時
の
電
力
使
用
計
画
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
負
荷
率
六
五
％
と
す
る
と
二
〇
〇
〇
キ
ロ

ワ
ッ
ト
の
電
力
が
必
要
と
な
る
。
な
お
製
鋼
所
（
一
九
三
四
年
一
月
製
鋼
部
と
な
る
）
は

一
九
四
〇
年
三
月
八
日
、
豊
田
製
鋼
（
現
愛
知
製
鋼
）
と
し
て
分
離
独
立
し
た
。

（
37
）
挙
母
自
動
車
工
場
の
用
地
斡
旋
の
経
緯
に
つ
い
て
は
豊
田
市
郷
土
資
料
館
編
『
豊
田
の
礎

を
築
い
た
中
村
寿
一
伝
』 （
一
九
九
八
年
二
月
、
五
一
～
六
七
頁
）
参
照
。

（
38
）
前
掲
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
編
『
四
十
年
史
』（
二
一
五
～
二
一
六
頁
）。

（
39
）
通
商
産
業
省
編
『
商
工
政
策
史
』（
第
二
四
巻
、
一
九
七
九
年
三
月
、
一
二
九
頁
）。

（
40
）
同
条
項
に
関
し
「
特
定
供
給
許
可
基
準
」
に
付
記
さ
れ
た
需
要
者
方
面
の
理
由
と
し
て
「
確

実
ナ
ル
電
気
ヲ
特
ニ
必
要
ト
ス
ル
事
業
ノ
最
モ
顕
著
ナ
ル
ハ
、
其
ノ
生
産
過
程
ニ
於
ケ
ル
電

気
的
故
障
ガ
全
労
作
ヲ
徒
労
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
又
低
廉
ナ
ル
電
力
ヲ
特

ニ
必
要
ト
ス
ル
事
業
ト
ハ
、
生
産
費
ノ
斯
ノ
如
キ
電
力
利
用
ニ
係
ル
所
大
ナ
ル
産
業
ノ
如
キ

謂
フ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
商
工
政
策
史 

第
二
四
巻
』
一
三
〇
頁
）。

（
41
）
一
九
三
三
年
二
月
、
岡
崎
市
美
合
町
に
設
立
。
設
立
に
あ
た
っ
て
、
福
沢
桃
介
は
日
清
紡

績
へ
の
働
き
か
け
を
行
い
、
株
式
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
矢
作
水
力
が
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ

た
（『
宮
島
清
次
郎
翁
伝
』
一
九
六
五
年
十
一
月
、
四
〇
一
頁
）。
な
お
、
一
九
三
八
年
に
日

清
紡
に
合
併
さ
れ
、
現
在
は
日
清
紡
ケ
ミ
カ
ル
株
式
会
社
（
二
〇
〇
九
年
設
立
）。

（
42
）
中
部
電
力
（
岡
崎
）
は
、
岡
崎
電
灯
と
東
邦
電
力
豊
橋
営
業
所
区
域
と
が
合
併
し
て

一
九
三
〇
年
八
月
に
設
立
さ
れ
た
会
社
。

（
43
）
愛
知
電
気
鉄
道
は
矢
作
水
力
・
中
部
電
力
（
岡
崎
）
双
方
か
ら
受
電
し
、
両
社
の
大
口
需

要
家
で
あ
っ
た
。
藍
川
は
一
九
三
五
年
十
月
、
中
部
電
力
（
岡
崎
）
の
会
長
に
就
任
す
る
。

（
44
）
前
掲
『
電
気
年
報
』（
一
九
三
五
年
版
、
二
五
五
～
二
五
六
頁
）、
前
掲
『
日
本
電
気
交
通

経
済
年
史
』（
第
二
輯
、
二
八
六
～
二
八
七
頁
）
参
照
。
な
お
、
日
清
レ
イ
ヨ
ン
へ
の
電
力

供
給
に
つ
い
て
、
名
古
屋
逓
信
局
編
『
管
内
電
気
事
業
要
覧
』
は
日
清
レ
イ
ヨ
ン
の
受
電
先

と
し
て
中
部
電
力
一
五
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
記
載
し
、一
方
矢
作
水
力
の「
営
業
報
告
書
」（
第

三
一
回
　
一
九
三
四
年
上
期
）
は
、
同
社
の
供
給
先
と
し
て
「
中
部
電
力
株
式
会
社
（
日
清

レ
イ
ヨ
ン
株
式
会
社
の
供
給
分
）」
と
記
載
し
て
い
る
。

（
45
）
豊
田
利
三
郎
（
一
八
八
四
～
一
九
五
二
）：
滋
賀
県
生
ま
れ
。
東
京
高
等
商
業
学
校
卒
。
豊
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田
紡
織
、
豊
田
自
動
織
機
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
の
社
長
。
豊
田
佐
吉
の
婿
養
子
、
豊
田
喜

一
郎
の
義
兄
。
兄
兒
玉
一
造
は
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
長
時
代
豊
田
佐
吉
を
支
援
し
た
。

（
46
）豊
田
利
三
郎
は
、一
九
三
三
年
下
期
か
ら
一
九
四
二
年
ま
で
東
邦
電
力
監
査
役
を
勤
め
た
。

（
47
）「
大
和
田
悌
二
日
記
」
一
九
三
五
年
三
月
二
日
付
記
事
。

（
48
）前
掲『
電
気
年
報
』（
一
九
三
六
年
版
、八
五
頁
）。な
お
矢
作
水
力
は
同
一
需
要
家
な
の
で
、

協
定
違
反
に
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

（
49
）
前
掲
豊
田
市
郷
土
資
料
館
編
『
豊
田
の
礎
を
築
い
た
中
村
寿
一
伝
』（
六
三
～
六
四
頁
）。

（
50
）
日
記
の
五
月
九
日
の
日
付
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
原
文
ど
お
り
で
あ
る
。
五
月

二
十
四
日
付
で
取
下
げ
の
予
定
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
51
）
こ
こ
で
い
う
「
義
理
」
と
は
豊
田
利
三
郎
が
東
邦
電
力
監
査
役
に
就
い
て
い
る
こ
と
、
恩

義
の
あ
る
服
部
兼
三
郎
が
矢
作
水
力
の
取
締
役
に
就
い
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

（
52
）
豊
田
自
動
織
機
で
は
一
九
三
四
年
九
月
に
刈
谷
工
場
に
製
鋼
所
を
設
け
、「
手
さ
ぐ
り
に

等
し
い
状
態
」（
前
掲
『
愛
知
製
鋼
30
年
史
』
七
頁
）
が
続
い
て
お
り
、
製
鋼
技
術
確
立
に

時
間
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

（
53
）
前
掲
和
田
一
夫
・
由
井
常
彦
『
豊
田
喜
一
郎
伝
』
三
三
一
～
三
三
二
頁
。
な
お
、
大
谷
佳

之
は
論
文
「
ト
ヨ
タ
自
動
車
創
立
期
に
見
る
挙
母
工
場
の
立
地
要
因
（
Ⅰ
）」(『
東
海
学
園
大

学
研
究
紀
要
』（
第
一
五
三
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
三
九
頁
）
で
、
自
動
車
製
造
事
業
法

の
申
請
書
に
工
場
用
地
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
54
）
刈
谷
町
大
字
刈
谷
に
所
在
（
用
地
一
万
五
千
坪
）、
現
在
の
ト
ヨ
タ
車
体
本
社
所
在
地
。

（
55
）「
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
自
動
車
部
の
概
況
と
計
画
」（
出
典
『
新
修
豊
田
市
史
　
資
料
編

近
代
Ⅱ
』
三
五
四
頁
、
原
出
典
：『
自
動
車
工
業
』
一
九
三
六
年
五
月
）。

（
56
）
Ａ
Ａ
型
（
ほ
ろ
型
）
一
台
、
Ａ
Ｂ
型
（
箱
形
）
四
台
の
乗
用
車
の
ほ
か
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
、

消
防
車
な
ど
が
展
示
さ
れ
た
。

（
57
）
一
九
三
六
年
五
月
二
十
九
日
公
布
。
同
年
九
月
十
五
日
、
第
一
回
自
動
車
製
造
委
員
会
で

豊
田
自
動
織
機
お
よ
び
日
産
自
動
車
を
同
法
の
許
可
会
社
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

（
58
）
前
掲
『
電
気
年
報
』（
一
九
三
七
年
版
、
一
九
八
頁
）
お
よ
び
『
名
古
屋
新
聞
』（
一
九
三
六

年
一
月
十
七
日
）
参
照
。
場
所
が
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
て
お
り
、
同
一
契
約
と
す
る

に
は
問
題
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
の
解
明
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
59
）
中
部
電
力
側
が
当
初
刈
谷
工
場
で
の
増
設
を
容
認
し
て
い
た
の
は
、
同
一
場
所
で
の
増
設

と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
60
）
契
約
容
量
は
、
名
古
屋
逓
信
局
『
管
内
電
気
事
業
要
覧
』（
第
一
六
回
、
一
九
三
六
年
八

月 

一
一
二
頁
）
と
、
同
『
管
内
電
気
事
業
要
覧
』（
第
一
七
回
、
一
九
三
八
年
三
月
、
八
一

頁
と
の
比
較
に
よ
る
。

（
61
）
前
掲
山
崎
広
明
『
豊
田
家
紡
織
事
業
の
経
営
史
』（
一
三
九
頁
）。

（
62
）
合
併
契
約
の
締
結
は
一
九
三
七
年
五
月
十
三
日
。

（
63
）
前
掲
名
古
屋
逓
信
局
編
『
管
内
電
気
事
業
要
覧
』（
第
一
五
回
、
一
九
三
四
年
十
二
月
末
）

の
発
受
電
設
備
一
覧
に
よ
る
。
な
お
、
白
山
水
力
は
九
頭
竜
川
に
西
勝
原
発
電
所

（
二
万
八
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
大
正
十
二
年
十
月
運
転
開
始
）
手
取
川
に
吉
野
谷
発
電
所

（
一
二
五
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
一
九
二
六
年
五
月
運
転
開
始
）
等
を
有
し
名
古
屋
電
灯
・
東

邦
電
力
に
供
給
し
て
い
た
が
、
一
九
三
三
年
三
月
に
矢
作
水
力
と
合
併
し
た
。

（
64
）
矢
作
水
力
は
名
古
屋
市
内
に
電
力
供
給
権
を
有
し
て
お
り
、
東
邦
電
力
は
競
争
を
回
避
す

る
た
め
、
一
九
二
四
年
二
月
、
矢
作
水
力
と
六
五
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
需
給
契
約
を
結
ん
で

い
た
（
前
掲
『
矢
作
十
年
史
』
二
七
頁
お
よ
び
一
二
一
頁
）。

（
65
）
前
掲
『
電
気
年
報
』（
一
九
三
八
年
版
、
九
三
頁
）。

（
66
）
菅
隆
俊
（
一
八
八
六
～
一
九
五
四
）：
一
九
三
三
年
自
動
車
事
業
創
始
に
あ
た
り
、
豊
田
式

織
機（
株
）か
ら
豊
田
自
動
織
機
に
移
籍
し
、
挙
母
自
動
車
工
場
立
ち
上
げ
に
あ
た
り
ア
メ
リ

カ
に
派
遣
さ
れ
、
工
場
の
設
計・

建
設
を
行
っ
た
。
ト
ヨ
タ
自
動
車
の
取
締
役
を
経
て
、
豊

田
工
機
の
社
長
、
会
長
に
就
任
。

（
67
）
菅
隆
俊
「
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
株
式
会
社
　
挙
母
工
場
の
建
設
」（
一
九
四
六
年
八
月
記
、

一
九
五
九
年
五
月
刊
、
二
六
頁
）。

（
68
）
料
金
は
電
炉
用
主
体
に
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
一
銭
五
厘
で
供
給
さ
れ
て
い
た
。
中
部
電
力
（
岡

崎
）
会
長
の
藍
川
清
成
は
こ
の
料
金
は
「
ダ
ン
ピ
ン
グ
な
り
」
主
張
し
て
い
た
（「
大
和
田

悌
二
日
記
」
一
九
三
五
年
二
月
二
日
）。

（
中
部
産
業
遺
産
研
究
会
）
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は
じ
め
に

　
　
愛
知
県
は
、
真
宗
の
寺
院
も
門
徒
も
多
い
真
宗
優
勢
地
域
で
あ
り
、
寺
院
間
お
よ
び

寺
院
と
門
徒
の
関
係
が
複
雑
に
絡
ま
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
伝
統
的
な
本
末
関

係
に
基
づ
く
本
末
制
度
や
、
本
山
や
地
域
の
藩
な
ど
か
ら
法
度
・
連
絡
等
が
回
る
触
頭

制
度
の
よ
う
に
、
上
下
つ
ま
り
縦
関
係
の
伝
統
的
な
体
制
が
存
在
し
た
。
ま
た
、
講
組

織
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
・
門
徒
間
の
地
域
連
合
、
寺
院
間
の
養
子
縁
組
を
含
む
姻
戚

関
係
な
ど
横
関
係
の
体
制
も
存
在
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
こ
れ
ら
様
々
な
状

況
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
寛
政
期
の
本
山
再
建
運
動
を
契
機
と
し
て
、
三
河
の
東
本
願

寺
派
真
宗
優
勢
と
い
う
地
域
社
会
で
、
天
保
期
の
暮
戸
会
所
争
論
、
幕
末
期
の
本
末
争

論
、
そ
し
て
明
治
初
年
の
大
浜
騒
動
に
至
る
、
様
々
な
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
で

あ
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
た（１
）。
し
か
し
、
各
寺
院
が
村
々
や
檀
家
圏
で
運
営
し
て
い
く

た
め
に
は
、
各
寺
院
の
僧
侶
が
、
関
連
す
る
門
徒
農
民
か
ら
信
望
を
得
て
い
る
こ
と
が

前
提
と
な
る
。
つ
ま
り
、
僧
侶
は
学
習
や
経
験
を
積
み
、
説
法
等
で
絶
え
ず
門
徒
た
ち

に
人
生
指
針
や
宗
教
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
か
な
い
と
い
け
な
い
。
と
く
に
、
幕
末
維
新

期
の
よ
う
に
、
社
会
が
大
き
く
変
動
し
て
い
る
時
期
に
お
い
て
は
、
宗
教
が
門
徒
に
与

え
る
影
響
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
僧
侶
た
ち
は
、
真
宗
の
教
義
を

学
習
・
研
究
す
る
、
本
山
の
宗
学
組
織
（
教
学
組
織
）
に
身
を
置
き
、
研
鑽
に
励
ん
だ

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見
、
教
団
内
の
問
題
と
認
識
さ
れ
、
従
来
で
は
門
徒
な
ど

地
域
社
会
と
直
接
関
係
さ
せ
た
研
究
成
果
が
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（２
）。

し
か
し
、
僧

侶
は
地
域
知
識
人
層
と
捉
え
ら
れ
、
さ
ら
に
彼
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
地
域
社
会
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
三
河
地
域
の

真
宗
僧
侶
が
、
本
山
の
宗
学
組
織
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
宗
学

組
織
に
関
わ
り
を
持
つ
真
宗
僧
侶
を
支
え
た
三
河
に
お
け
る
宗
学
体
制
の
動
向
を
解
明

し
た
上
で
、
宗
学
組
織
で
学
ん
だ
僧
侶
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
三
河
へ
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
三
河
護
法
会
の
設
立
な
ど
大
浜
騒
動
へ
繋
が
っ
て
い
く
要
因
に

な
っ
た
の
か
と
い
う
関
連
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。

一
、
本
山
に
お
け
る
宗
学
気
運
の
高
ま
り

　

　
ま
ず
、
本
山
に
お
け
る
宗
学
の
歴
史
を
、『
大
谷
派
学
事
史（３
）』『
真
宗
教
学
史（４
）』
な
ど

よ
り
、
紐
解
い
て
お
き
た
い
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
前
後
に
本
山
の
宗
学
組
織
と

し
て
学
寮
が
創
立
さ
れ
、
延
宝
期
（
一
六
七
三
～
一
六
八
一
）
あ
た
り
ま
で
を
草
創
期

と
位
置
付
け
て
い
る
。
開
講
の
具
体
的
な
日
程
が
不
明
で
あ
る
が
、
安
居
（
経
論
の
研

鑽
に
励
む
研
修
会
・
講
習
会
）
も
学
寮
設
立
と
と
も
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

《
研
究
ノ
ー
ト
》
　

　
　
　江
戸
時
代
後
期
三
河
に
お
け
る
東
本
願
寺
派
宗
学
体
制
の
一
考
察

　
　
　

　―
暮
戸
会
所
や
三
河
護
法
会
の
動
向
に
触
れ
て
―

遠
山

佳
治
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元
禄
・
宝
永
期
（
一
六
八
八
～
一
七
一
一
）
以
降
を
、
宗
学
普
及
期
と
位
置
付
け
、
各

地
の
御
坊
を
中
心
に
堂
僧
が
活
動
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
般
僧
侶
の
宗
学
意
識
を
高
め

た
と
い
う
。
元
禄
末
期
よ
り
安
居
の
時
期
が
二
・
三
月
頃
に
固
定
化
さ
れ
た
が
、
正
徳

五
年
（
一
七
一
五
）
以
降
は
四
月
に
開
講
さ
れ
、六
月
に
満
講
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
を
夏
安
居
ま
た
は
夏
講
と
呼
び
、全
国
か
ら
多
く
の
僧
侶
を
集
め
た
。転
機
と
な
っ

た
の
が
、
学
寮
を
拡
張
す
る
た
め
の
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
高
倉
へ
の
移
転
で

あ
る
。
高
倉
新
学
寮
に
伴
っ
て
、
学
寮
制
度
も
刷
新
さ
れ
た
。
夏
講
に
春
講
・
秋
講
を

加
え
、
安
居
の
年
三
講
制
を
取
っ
た
。
ま
た
、
学
寮
に
お
け
る
専
任
講
師
と
し
て
三
講

者
（
講
師
・
嗣
講
師
・
擬
講
師
）
を
置
き
、
所
化
（
講
者
の
指
導
を
受
け
る
者
）
の
取

締
役
と
し
て
寮
司
（
塾
頭
）・
擬
寮
司
を
置
い
た
。
そ
し
て
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

か
ら
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
ま
で
を
宗
学
全
盛
期
と
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
の
期
間

に
学
寮
で
活
躍
し
た
三
河
出
身
者
僧
侶
を
紹
介
す
る
と
、
岡
崎
の
明
大
寺
村
万
徳
寺
の

最
親
院
義
陶
が
い
る
。
そ
の
最
親
院
義
陶
は
、
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
に
山
科
国
閑

栖
寺
の
異
解
（
本
山
よ
り
正
統
で
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
教
義
）
を
、
同
六
年
に
は
尾
張

五
人
男
（
威
広
院
霊
曜
門
下
の
霊
瑞
ら
五
僧
）
の
不
正
義
事
件
を
解
決
し
て
い
る（５
）。

　
本
山
高
倉
学
寮
に
お
け
る
夏
講
の
詰
衆
所
化
参
加
者
数
を
み
る
と
、
明
和
八
年
（
一

七
七
一
）
が
二
一
七
人
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
が
三
○
○
人
、
文
化
七
年
（
一
八

一
○
）
が
六
○
○
人
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
が
一
五
○
二
人
で
、
文
化
・
文
政
期

に
急
増
し
、そ
の
後
天
保
期
は
横
這
い
状
態
が
続
い
て
い
る（６
）。そ
の
発
展
の
一
翼
を
担
っ

た
の
が
学
寮
講
師
の
香
月
院
深
励
と
円
乗
院
宣
明
で
、
香
月
院
門
下
の
垂
天
結
社
約
一

二
五
○
人
中
に
は
三
河
の
僧
侶
が
四
五
人
、
円
乗
院
門
下
の
結
社
約
四
五
○
人
中
に
は

三
河
の
僧
侶
三
人
が
属
し
て
い
る
。
最
親
院
義
陶
の
三
男
で
あ
っ
た
岡
崎
明
大
寺
村
万

徳
寺
の
妙
音
院
了
祥
も
、
高
倉
学
寮
で
香
月
院
深
励
に
師
事
し
、
往
生
に
お
け
る
平
等

を
強
調
し
た
『
非
人
教
化
』
や
、「
歎
異
鈔
」
の
研
究
を
進
め
た
『
歎
異
鈔
聞
記
』
な
ど
、

多
く
の
書
籍
を
世
に
送
っ
た
学
僧
と
し
て
活
躍
し
た（７
）。
そ
し
て
天
保
四
年（
一
八
三
三
）

四
月
に
岡
崎
で
「
一
枚
起
請
文
」
を
、同
年
一
○
月
に
「
正
信
偈
」
を
、同
一
二
年
（
一

八
四
一
）
に
は
赤
羽
御
坊
で
「
略
文
類
」
を
講
じ
て
い
る（８
）。

　
こ
の
よ
う
な
宗
学
全
盛
期
に
、
高
倉
学
寮
で
安
居
に
参
加
し
た
り
、
学
寮
講
師
の
結

社
に
加
入
し
た
り
し
て
勉
学
に
励
ん
だ
僧
侶
た
ち
が
、
全
国
各
地
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
各
地
に
も
勧
学
の
気
風
が
浸
透
し
て
い
っ
た
。
本
山
側
も
地
方
へ
の
教
化
を
促
進

さ
せ
る
目
的
で
、
当
時
擬
講
師
の
実
言
院
浄
満
寺
慧
景
が
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）

四
月
に
は
三
河
の
三
か
寺
（
碧
海
郡
野
寺
村
本
證
寺
・
同
郡
佐
々
木
村
上
宮
寺
・
額
田

郡
針
崎
村
勝
鬘
寺
）
と
赤
羽
御
坊
・
吉
田
御
坊
を
、
同
年
一
一
月
に
は
吉
田
御
坊
、
碧

海
郡
刈
谷
の
正
覚
寺
、
碧
海
郡
小
川
組
、
加
茂
郡
寺
部
村
守
綱
寺
な
ど
を
訪
れ
て
い

る（９
）。

　
さ
ら
に
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
正
月
に
は
本
山
よ
り
諸
国
の
寺
院
へ
、
生
活
の

如
法
刷
新
を
念
じ
、
攻
学
専
心
に
門
徒
た
ち
へ
の
教
化
に
勤
め
る
よ
う
触
れ
が
出
て
）
11
（

、

当
時
嗣
講
師
（
の
ち
講
師
）
で
香
月
院
門
下
の
香
樹
院
徳
龍
）
11
（

が
、
二
月
に
尾
張
・
美
濃
・

飛
騨
そ
し
て
三
河
へ
と
「
切
支
丹
邪
法
・
僧
分
不
如
法
」
の
演
説
の
た
め
巡
回
し
て
い

る
）
11
（

。
　
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
は
門
跡
達
如
に
よ
っ
て
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
書

か
れ
た
僧
侶
学
問
奨
励
の
御
書
が
、「
三
河
国
結
夏
所
化
寄
講
中
」
宛
に
届
い
て
い

る
）
11
（

。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
は
、
学
寮
に
て
研
学
を
収
め
た
僧
侶
に
、
日
常
生
活

の
反
省
自
粛
を
求
め
、
不
律
不
如
法
の
行
動
の
な
い
よ
う
深
く
教
誡
を
加
え
る
御
書
立

を
明
示
し
て
い
る
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
三
月
に
は
円
乗
院
門
下
で
当
時
嗣
講
師

（
の
ち
講
師
）
の
開
悟
院
霊
暀
）
14
（

が
本
證
寺
を
、
翌
九
年
（
一
八
三
八
）
七
月
に
は
嗣
講

師
の
華
光
院
円
解
）
11
（

が
勝
鬘
寺
を
訪
れ
て
い
る
）
16
（

。

　
こ
の
よ
う
な
本
山
に
お
け
る
宗
学
の
気
運
は
、
平
田
派
国
学
に
よ
る
仏
教
批
判
の
反
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攻
勢
と
し
て
の
働
き
も
持
つ
。
す
で
に
、
国
学
の
仏
教
排
斥
思
想
は
、
天
保
期
（
一
八

三
〇
～
一
八
四
四
）
の
三
河
に
も
み
ら
れ
る
。
加
茂
一
揆
を
「
鴨
の
騒
立
」
と
し
て
ま

と
め
た
幡
豆
郡
寺
津
村
八
幡
宮
神
官
の
渡
辺
政
香
は
、
仏
教
を
批
判
し
た
「
増
補
千
引

厳
」
も
執
筆
し
て
い
る
）
17
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
、
在
地
の
僧
侶
た
ち
も
危
機
感
を
抱
い

た
と
思
わ
れ
、
本
山
の
宗
学
気
運
を
在
地
で
展
開
さ
せ
る
よ
う
促
進
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
）
11
（

。

　
ま
た
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
以
降
本
山
は
度
重
な
る
火
災
と
再
建
に
よ
っ
て
、

各
地
の
寺
院
・
門
徒
の
協
力
を
得
た
。
そ
の
経
済
的
な
支
援
に
よ
っ
て
、
本
山
と
三
河

を
含
め
た
全
国
の
一
般
門
徒
の
距
離
も
近
く
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
は
社
会
世
俗
的
な
要
因
と
し
て
の
繋
が
り
だ
け
で
あ
っ
て
、
宗
教
教
団
と

し
て
の
結
び
つ
き
が
深
め
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
僧
侶
側
に
宗
学
の
気
運
が
よ
り

一
層
高
ま
っ
て
来
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
刷
新
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
流

れ
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

二
、
圭
州
泰
静
の
異
安
心
と
三
河
国
内
宗
学
体
制
の
整
備

　

　
天
保
一
○
年
（
一
八
三
九
）
三
月
に
、
三
河
国
内
に
て
寮
司
が
集
会
を
開
き
、
以
下

の
国
則
六
か
条
が
決
め
ら
れ
、
三
河
に
お
け
る
宗
学
体
制
が
確
立
し
始
め
た
。
全
文
を

紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
国
則

一 

、
国
内
寮
司
役
吹
挙
之
儀
、
国
方
ニ
お
い
て
五
事
兼
備
之
人
体
篤
と
相
見
立
、
毎
年

夏
前
ニ
集
会
致
し
、
其
節
惣
評
之
上
取
究
可
申
候
事

附
り
擬
寮
司
吹
挙
之
儀
者
、
夏
臘
年
満
之
御
定
茂
有
之
候
得
者
、
本
役
吹
挙
程
之

吟
味
ニ
も
及
申
間
敷
候
得
共
、
是
又
猥
ニ
吹
挙
致
間
敷
事

一 

、
国
役
之
事
首
座
ゟ
巡
席
ニ
相
立
、
其
年
之
夏
中
在
京
懸
席
之
上
諸
向
取
計
之
儀
者

勿
論
、
年
内
国
方
取
締
之
義
迄
取
計
可
申
候
、
若
廻
席
之
人
体
差
支
有
之
候
ハ
ヽ
、

次
席
江
相
送
り
相
勤
可
申
候
、
尤
国
役
之
外
ニ
御
学
寮
向
明
白
之
人
体
国
方
上
首
と

相
定
置
、
国
役
相
勤
候
者
不
案
内
之
義
有
之
候
ハ
ヽ
、
右
上
首
方
江
聞
合
取
計
可
申

事
附
国
方
江
相
抱
り
候
義
者
国
役
始
在
京
之
輩
一
同
納
得
致
候
共
、
京
都
限
り
ニ
取

究
申
間
敷
候
、
国
許
江
能
々
熟
談
ニ
及
可
申
候
事

一 

、
役
中
平
席
ニ
不
抱
在
京
懸
席
之
節
者
、
早
速
国
役
江
相
届
可
申
候
、
若
届
無
之
輩

ハ
夏
臘
年
満
た
り
共
、
転
席
之
節
可
為
差
支
事

一 

、
夏
中
国
会
之
義
、、
定
日
相
触
候
節
、
在
洛
之
面
々
ハ
会
合
之
節
、
病
気
或
者
無
拠

帰
国
致
し
候
而
出
席
無
之
候
共
、
国
会
料
無
異
儀
差
出
可
申
候
事

但
シ
、
会
日
治
定
無
之
以
前
ニ
無
拠
帰
国
、
或
者
会
後
上
京
之
輩
者
、
不
能
其
義

候
事

一 

、
国
内
入
座
金
之
儀
、
転
席
之
当
日
早
速
割
合
可
申
候
、
仮
令
当
日
在
京
た
り
共
、

国
役
江
届
無
之
人
体
江
者
配
金
申
間
敷
事

附
り
他
国
ゟ
入
国
入
座
金
之
儀
者
、
国
方
一
同
へ
相
抱
り
候
事
故
、
国
方
ニ
而
夏

前
会
合
之
因
ニ
集
会
之
人
数
江
可
及
配
金
事

一 

、
於
国
内
三
講
者
御
講
談
者
勿
論
、
寮
司
擬
寮
司
会
読
之
節
、
役
中
之
指
魔
を
不
用

故
障
申
出
候
輩
者
、
却
而
学
向
妨
之
人
躰
ニ
候
得
者
、
御
学
寮
懸
席
之
砌
ハ
知
事
所

江
相
届
配
属
致
間
敷
候
、
将
又
国
方
講
談
之
節
右
之
者
出
席
ニ
お
い
て
ハ
其
節
之
役

筋
江
相
届
、
御
学
寮
懸
り
之
者
一
同
退
席
可
致
事

附
り
寮
司
擬
寮
司
役
蒙
仰
候
ハ
ヽ
、
早
速
於
国
方
熟
意
之
者
共
発
起
致
し
、
見
台

開
之
会
談
相
催
可
申
候
事
、
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以
上
）
11
（

　
そ
の
内
、
第
一
・
二
・
五
条
の
三
か
条
の
主
な
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

1
、
国
内
で
吹
挙
す
る
寮
司
役
は
、
毎
年
夏
に
集
会
で
評
決
す
る
。

2
、
国
役
は
首
座
よ
り
巡
席
に
勤
め
、
夏
は
在
京
で
懸
席
を
勤
め
る
。

3
、
国
役
入
座
金
は
全
て
国
役
が
取
り
仕
切
る
。
　

　
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
国
役
を
在
京
寮
司
の
雅
了
）
11
（

、
知
事
当
役
を
額
田
郡
坂

崎
村
正
源
寺
の
静
明
が
務
め
て
い
る
。
天
保
一
五
年
（
弘
化
元
年
）
は
幡
豆
郡
西
尾
の

聖
運
寺
恵
明
が
勤
め
て
お
り
、
暮
戸
会
所
に
て
天
保
一
五
年
に
は
国
内
結
衆
の
「
隷
名

帳
）
11
（

」
を
作
り
、
本
山
高
倉
学
寮
の
安
居
講
義
へ
の
参
加
者
を
銘
記
す
る
体
制
を
整
え
て

い
る
。

　
天
保
一
一
年
春
に
は
開
悟
院
霊
暀
が
赤
羽
御
坊
に
て
「
正
信
偈
」
を
、
翌
一
二
年
正

月
に
は
妙
音
院
了
祥
が
「
略
文
類
」
を
、
同
年
三
月
に
香
雲
院
澄
玄
が
赤
羽
御
坊
に
て

「
口
伝
鈔
」
を
、
天
保
一
三
年
九
月
に
は
易
往
院
知
準
が
赤
羽
御
坊
で
講
じ
、
天
保
一

四
年
一
月
に
擬
講
師
の
皆
乗
院
観
月
が
訪
れ
て
い
る
）
11
（

。
さ
ら
に
、
天
保
一
二
年
二
月
か

ら
同
一
五
年
二
月
ま
で
碧
海
郡
若
林
村
円
楽
寺
の
圭
州
泰
静
に
対
し
て
、雲
華
院
大
含
・

開
悟
院
霊
暀
・
香
雲
院
澄
玄
・
易
往
院
知
準
）
11
（

等
が
異
安
心
の
調
理
（
取
り
調
べ
）
を
行
っ

て
い
る
。
異
安
心
と
は
、
宗
祖
親
鸞
が
説
い
た
教
え
と
異
な
る
と
判
断
さ
れ
た
教
義
を

指
し
て
い
る
。
文
化
一
○
年
（
一
八
一
三
）
に
円
楽
寺
に
入
寺
し
た
圭
州
泰
静
は
、
文

政
元
年
（
一
八
一
八
）
夏
に
寮
司
に
就
任
し
、
文
政
五
年
に
「
円
順
法
師
終
焉
記
」、

天
保
二
年
に
「
被
法
罪
聚
鈔
」
を
著
わ
し
て
、
異
義
を
募
っ
た
の
で
あ
る
）
14
（

。

　
そ
の
圭
州
泰
静
の
考
え
と
は
、
頼
む
者
の
願
い
を
助
け
る
と
い
う
「
能
行
所
信
、
所

行
所
信
」
を
積
極
的
に
薦
め
た
こ
と
で
、
そ
の
考
え
を
突
き
詰
め
る
と
、
真
宗
教
義
の

他
力
本
願
で
な
く
、自
力
で
解
決
す
る
道
に
繋
が
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
国
元
に
於
て
、

御
法
義
筋
混
乱
に
及
ぶ
」
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
）
11
（

。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
真

宗
教
義
に
反
す
る
考
え
が
生
じ
、
ま
た
流
布
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
ぼ
時

を
同
じ
く
し
て
、
天
保
三
年
か
ら
同
九
年
ま
で
（
一
八
三
二
～
一
八
三
八
）
に
暮
戸
会

所
争
論
が
起
き
て
お
り
、
本
山
再
建
に
尽
力
し
た
有
力
門
徒
と
改
革
派
僧
侶
が
争
っ
て

い
た
。
今
ま
で
三
河
の
真
宗
勢
力
を
引
っ
張
っ
て
来
た
有
力
門
徒
の
多
く
は
、
家
財
を

投
げ
打
っ
た
経
済
的
支
援
を
行
い
、
そ
れ
を
「
報
謝
」
と
名
乗
り
、
宗
教
的
修
行
に
値

す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、有
力
門
徒
ら
の
個
人
的
な
願
い
の
解
決
に
、

真
宗
僧
侶
を
頼
っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
圭
州
泰
静
の
考
え
は
、
有
力
門
徒

の
功
績
を
支
援
し
た
も
の
と
い
え
、
三
河
の
真
宗
門
徒
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
異
安
心
審
議
や
開
講
講
師
の
た
め
に
、
本
山
学
僧
が
三
河
の
動
向
を

注
目
し
た
り
、
三
河
へ
入
国
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
も
、
三
河
国
内
の
宗
学
体
制
構
築

に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
碧
海
郡
若
林
村
円
楽
寺
の
圭
州
泰
静
の

異
安
心
審
議
の
終
了
し
た
年
と
、
本
山
高
倉
学
寮
の
安
居
講
義
へ
の
参
加
者
を
銘
記
す

る
体
制
を
整
え
た
年
が
天
保
一
五
年
（
弘
化
元
年
、一
八
四
四
）
と
い
う
同
じ
年
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
三
河
国
内
側
が
本
山
に
対
し
て
刷
新
し
た
体
制
を
強
調
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

三
、
高
倉
学
寮
に
お
け
る
夏
講
義
の
参
加

　

　
三
河
国
内
に
て
本
山
高
倉
学
寮
夏
講
へ
参
加
す
る
体
制
が
整
っ
た
天
保
一
五
年
（
弘

化
元
年
、
一
八
四
四
）
に
お
け
る
夏
講
で
は
、
発
講
が
講
師
の
雲
華
院
大
含
の
「
讃
阿

弥
陀
仏
偈
」、
開
講
が
嗣
講
師
の
即
往
院
円
龍
の
「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
で
、
三
河
か
ら

の
初
入
（
初
参
加
）
が
三
五
人
を
数
え
る
。
以
下
、
暮
戸
会
所
を
拠
点
と
し
て
、
本
山
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の
夏
講
義
へ
の
参
加
僧
侶
の
体
制
が
幕
末
維
新
期
ま
で

三
○
年
間
続
く
こ
と
に
な
る
（
表
1
参
照
）。

　
こ
こ
で
、
天
保
期
以
降
に
と
く
に
活
躍
し
た
三
河
出

身
僧
侶
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
文
政
六
年
（
一
八
二

三
）
か
ら
寮
司
を
務
め
て
い
た
碧
海
郡
今
村
専
超
寺
の

斉
心
は
、
暮
戸
会
所
争
論
に
て
暮
戸
方
に
味
方
し
た
こ

と
で
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
職
を
解
か
れ
て
い

る
（
表
2
参
照
）。
そ
の
斉
心
に
替
わ
っ
て
活
躍
し
て

い
っ
た
の
が
、
幡
豆
郡
上
横
須
賀
村
源
徳
寺
の
本
法
院

義
譲
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に

名
古
屋
養
念
寺
の
擬
講
師
の
威
広
院
霊
曜
に
師
事
し
、

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
は
寮
司
と
し
て
夏
講
で
副

講
を
し
、
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
擬
講
師
に
、

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
嗣
講
師
に
、嘉
永
五
年
（
一

八
五
二
）
に
講
師
と
な
る
。
翌
六
年
（
一
八
五
三
）
に

は
異
安
心
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
西
尾
唯
法
寺
の
観
成

（
の
ち
の
占
部
観
順
）
16
（

）の
調
理（
取
り
調
べ
）に
当
た
っ

て
い
る
。ま
た
嗣
講
師
と
し
て
弘
化
四
年（
一
八
四
七
）・

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
、
講
師
と
し
て
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）・
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）・
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
、
い
ず
れ
も

夏
講
の
講
義
を
務
め
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
一
○
月
と
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

三
月
に
、
本
證
寺
に
て
「
二
種
深
信
」
を
講
じ
て
い
る
。
暮
戸
会
所
争
論
の
時
期
に
当

た
る
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
寮
司
の
頃
の
記
録
で
は
、「
三
州
義
譲
寮
司
是
迄
国

元
其
外
所
々
お
ひ
て
、
自
他
之
書
籍
数
十
部
内
講
有
之
、
其
上
御
法
義
筋
引
立
専
務
被

表 1　本山夏講への三河国僧侶の初入者人数一覧（郡別）

発講題目 発講講師 開  講 開講嗣講師 三河からの初入者数
碧海郡 幡豆郡 額田郡 加茂郡 宝飯郡 渥美郡 不明 計

弘化元年 讃阿弥陀偈 雲華院 仏説阿弥陀経 即往院 16 7 8 3 0 1 35
弘化 2 年 正信念仏偈 雲華院 観経玄義分 唯泉寺 5 4 3 1 2 1 16
弘化 3 年 入出二門偈 開悟院 往生礼賛 皆遵院 10 4 1 0 1 1 17
弘化 4 年 往生論 雲華院 観無量寿経 源徳寺 10 9 2 2 1 1 25
嘉永元年 浄土文類聚鈔 香樹院 仏説阿弥陀経 一蓮院 10 4 1 5 0 1 21
嘉永 2 年 大無量寿経 雲華院 正信念仏偈 開悟院 3 0 3 2 1 0 9
嘉永 3 年 十住毘婆娑論 香樹院 往生要集 皆乗院 2 4 2 2 1 1 12
嘉永 4 年 愚禿鈔 開悟院 玄義分 源徳寺 3 1 0 1 0 0 5
嘉永 5 年 浄土論註 香樹院 讃弥陀偈 一蓮院 3 2 1 5 1 0 3 15
嘉永 6 年 選択集 源徳寺 安楽集 一蓮院 6 2 0 1 0 3 1 13
安政元年 正像末和讃 香樹院 大無量寿経 皆遵院 4 5 7 2 1 1 20
安政 2 年 往生礼賛 本法院 観経散善義 常徳寺 7 0 5 3 0 0 15
安政 3 年 正信念仏偈 香樹院 大無量寿経下巻 一蓮院 2 2 1 1 0 1 7
安政 4 年 高僧和讃 本法院 入出二門偈 皆乗院 5 0 2 1 1 0 9
安政 5 年 序分義 皆遵院 阿弥陀経 円光寺（擬） 5 1 3 0 1 0 10
安政 6 年 浄土和讃 皆遵院 定善義 賢珠院 2 0 0 2 0 0 4
万延元年 浄土和讃 皆遵院 正信念仏偈 覚明寺 2 0 1 2 0 0 5
文久元年 観経序分義 賢珠院 浄土文類聚抄 覚明寺 2 0 2 0 0 0 1 5
文久 2 年 観経玄義分 賢珠院 入出二門偈 覚明寺 2 4 0 2 1 0 9
文久 3 年 観念法門 賢珠院 選択集 常行院 2 4 2 0 0 0 8
元治元年 往生礼讃 賢珠院 仏説観無量寿経 香山院 8 4 2 5 1 0 20
慶応元年 法事讃 賢珠院 選択集 守綱寺 3 2 2 2 2 0 11
慶応 2 年 大無量寿経 香山院 観経散善義 闡彰院 12 3 2 2 0 0 19
慶応 3 年 般舟讃 賢珠院 安楽集 灯明寺 10 5 1 4 0 1 21
明治元年 大無量寿経 香山院 浄土論註 威力院 12 0 0 1 1 0 14
明治 2 年 浄土文類聚抄 賢珠院 浄土和讃 開華院 20 4 6 0 2 1 33
明治 3 年 往生要集 香山院 観経玄義分 闡彰院 9 2 5 1 0 1 1 19
明治 4 年 往生礼讃 香山院 高僧和讃 瑞応院 1 0 2 3 0 0 6
明治 5 年 正信念仏偈 開華院 正像末和讃 長照寺 4 0 1 2 0 0 7

計 180 73 63 55 17 14 6 410
（暮戸教会文書「隷名帳」より作成）

表 2　本山三講者の三河出身僧侶（文政 6年〜明治 3年）
講師期間 講師名 郡村名・寺名 本末関係 組

本法院義譲 天保11年～弘化 2 年 擬講師 幡豆郡横須賀村 源徳寺 本證寺下 東城組
弘化 2 年～嘉永 5 年 嗣講師
嘉永 5 年～安政 5 年 講師

教行院義弁 嘉永 2 年～万延元年 擬講師 碧海郡鷲塚村 蓮成寺 本證寺孫下 箕輪組
因明院晃耀 慶応 3 年～ 擬講師 幡豆郡一色村 安休寺 直末 吉良組
宣忠院恵鐙 慶応 3 年～ 擬講師 額田郡岡崎祐金町 専福寺 上宮寺下 岡崎組
牧浩然 明治 3 年～ 員外擬講師 碧海郡吉浜村 正林寺 本證寺下 箕輪組

（大谷大学真宗総合研究所編『上首寮日記』Ⅰ～Ⅳを中心にして作成）



― 56 ―

致
候
故
、
門
侶
ハ
勿
論
同
行
一
統
帰
伏
仕
候
）
17
（

」
と
三
河
国
内
で
活
動
を
し
、
僧
侶
の
み

な
ら
ず
一
般
門
徒
（
と
く
に
改
革
派
）
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
知
り
得

る
。
そ
し
て
、
安
政
五
年
に
死
去
し
た
も
の
の
、
多
く
の
門
下
生
を
輩
出
し
て
い
る
。

　
彼
の
門
下
で
三
河
出
身
僧
の
中
に
は
、
幡
豆
郡
室
村
順
成
寺
の
出
身
で
、
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
に
宝
飯
郡
蒲
形
村
専
覚
寺
に
入
寺
し
た
冷
香
院
濳
龍
）
11
（

が
い
る
。
弘
化
四

年
（
一
八
四
七
）
に
、
そ
の
冷
香
院
濳
龍
と
一
緒
に
本
山
の
夏
講
に
参
加
し
た
、
碧
海

郡
吉
浜
村
正
林
寺
の
牧
浩
然
も
本
法
院
義
譲
門
下
で
あ
る
。
そ
の
牧
浩
然
は
、
幡
豆
郡

一
色
村
安
休
寺
の
出
身
で
、兄
の
安
休
寺
の
因
明
院
晃
耀
）
11
（

も
本
法
院
義
譲
門
下
で
あ
る
。

そ
の
他
の
門
下
と
し
て
、
僧
林
社
と
い
う
社
中
を
組
織
し
て
多
く
の
書
写
本
を
残
し
、

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
擬
講
師
に
な
っ
た
岡
崎
祐
金
町
専
福
寺
の
宣
忠
院
恵
鐙
も

い
る
）
11
（

。
碧
海
郡
鷲
塚
村
蓮
成
寺
出
身
で
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
碧
海
郡
青
野
村

慈
光
寺
に
転
住
し
て
き
た
、当
時
擬
講
師
の
教
行
院
義
弁
も
本
法
院
義
譲
門
下
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
三
河
僧
侶
の
夏
講
参
加
僧
侶
数
の
推
移
を
み
る
と
、
三
河
で
の
宗
学
体
制

が
確
立
し
た
天
保
一
五
年
（
弘
化
元
年
、一
八
四
四
）
か
ら
一
一
年
後
の
安
政
二
年
（
一

八
五
五
）
ま
で
は
、
平
均
し
て
年
約
一
七
人
の
参
加
が
あ
り
比
較
的
多
い
。
そ
れ
は
単

に
三
河
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
三
河
出
身
の
本
法
院
義
譲
の
学
寮
に
お
け
る
活
躍
に

よ
っ
て
導
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
参
加
者
数
は
伸
び
悩
み
、
以
後

八
年
間
の
平
均
は
年
約
七
人
と
な
っ
た
。
と
く
に
減
少
に
転
じ
た
安
政
三
年
（
一
八
五

六
）
に
は
、
幕
末
期
に
至
る
本
末
争
論
が
発
生
し
た
年
に
当
た
り
、
本
末
争
論
と
の
関

連
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
三
河
の
参
加
僧
侶
か
ら
選
出

さ
れ
た
寮
司
・
擬
寮
司
に
つ
い
て
み
る
と
（
表
3
～
5
参
照
）、文
政
六
年
（
一
八
三
三
）

か
ら
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
ま
で
の
約
五
○
年
間
で
延
約
二
九
○
人
い
る
。
も
う
少

し
時
期
を
区
分
し
て
み
る
と
、
夏
講
義
初
入
者
と
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
を
示
し
、
天
保
九
年

（
一
八
三
二
）
か
ら
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）、
そ
し
て
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
か

ら
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
夏
講
義
初
入
者
よ
り
は
増
減

の
起
伏
が
少
な
く
一
様
に
続
い
て
い
る
感
が
あ
る
。
地
域
性
を
み
る
と
、
碧
海
郡
が
圧

表 3  　寮司・擬寮司となった三河国僧侶人数一
覧（年次別）

擬寮司人数 寮司人数 計
文政 6年 1 1
文政 7年 1 1
文政 8年
文政 9年 1 2 3
文政10年 1 1
文政11年 1 2 3
文政12年
天保元年 2 1 3
天保 2年 3 1 4
天保 3年 4 1 5
天保 4年 3 3
天保 5年 2 2 4
天保 6年
天保 7年 3 2 5
天保 8年 3 1 4
天保 9年 6 3 9
天保10年 4 2 6
天保11年 5 5
天保12年 5 5
天保13年 5 1 6
天保14年 2 3 5
弘化元年 3 4 7
弘化 2年 6 3 9
弘化 3年 6 6 12
弘化 4年 2 2 4
嘉永元年 6 3 9
嘉永 2年 9 2 11
嘉永 3年 3 5 8
嘉永 4年 4 2 6
嘉永 5年 8 2 10
嘉永 6年 8 3 11
安政元年 4 4
安政 2年 7 2 9
安政 3年 4 2 6
安政 4年 3 3 6
安政 5年 1 2 3
安政 6年 5 5
万延元年 5 5 10
文久元年 1 2 3
文久 2年 4 4
文久 3年 1 5 6
元治元年 7 2 9
慶応元年 4 2 6
慶応 2年 6 2 8
慶応 3年 4 2 6
明治元年 6 1 7
明治 2年 4 8 12
明治 3年 10 4 14
明治 4年 2 2 4
明治 5年 4 2 6

計 183 105 288
（暮戸教会文書「隷名簿」より作成）
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倒
的
に
多
く
約
三
七
・
六
％
を
占
め
、

幡
豆
郡
・
加
茂
郡
と
続
く
。
そ
し
て
、

幡
豆
郡
の
室
村
順
成
寺
、
横
須
賀
村
源

徳
寺
、
一
色
村
安
休
寺
を
は
じ
め
、
寮

司
・
擬
寮
司
を
複
数
人
輩
出
し
て
い
る

寺
院
が
目
立
つ
。

　
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
、
本
山

高
倉
学
寮
を
中
心
に
、信
機
自
力
説（
自

分
の
心
が
あ
る
間
は
悪
人
と
思
え
な
い
の
で
本
願
を
信
受
で
き
な
い
と
い
う
考
え
）
を

主
張
す
る
能
登
国
長
光
寺
頓
成
の
異
安
心
事
件
が
起
こ
っ
て
お
り
、
同
時
期
に
三
河
か

ら
の
夏
講
参
加
者
が
減
少
し
た
要
因
に
本
山
側
の
動
向
が
左
右
し
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
頓
成
側
に
加
担
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
本
山
の
要
請
に
）
11
（

よ
っ
て
、
三

河
僧
侶
の
花
押
付
き
の
署
名
誓
書
を
、三
河
の
寮
司
・
擬
寮
司
が
取
り
ま
と
め
役
と
な
っ

て
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
頓
成
側
に
加
担
し
た
と
思
わ
れ
る
三
河
の
僧
侶
飛
竜
（
碧

海
郡
青
野
村
本
光
寺
）・
円
界
（
宝
飯
郡
形
原
村
林
光
寺
の
円
海
か
）
に
つ
い
て
、
当

時
三
河
国
役
を
務
め
て
い
た
岡
崎
祐
金
町
専
福
寺
の
恵
鐙
が
、本
山
か
ら
の
問
い
に「
頓

成
同
腹
に
ハ
無
之
趣
」
と
答
え
て
い
る
）
11
（

。
な
お
翌
四
年
（
一
八
五
一
）
七
月
に
、
本
法

院
義
譲
は
、
寺
社
奉
行
所
よ
り
立
場
上
管
理
不
行
届
き
の
罪
と
し
て
閉
塞
が
申
し
渡
さ

れ
た
）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
保
期
に
は
頻
繁
に
み
ら
れ
た
本
山
か
ら
の
学
僧
の
三
河
入
国
で
あ

る
が
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
二
月
に
正
定
院
制
心
が
赤
羽
御
坊
を
訪
れ
、
翌
三
年

に
雲
華
院
大
含
が
赤
羽
御
坊
で
開
講
し
て
以
降
は
、三
河
出
身
の
本
法
院
義
譲
を
除
き
、

本
山
か
ら
の
学
僧
の
三
河
入
国
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。
よ
う
や
く
安
政
三
年
（
一
八
五

六
）
九
月
に
、
天
保
期
か
ら
三
河
に
縁
の
あ
る
講
師
の
香
樹
院
徳
龍
が
、
三
河
三
か
寺

と
赤
羽
御
坊
・
吉
田
御
坊
・
暮
戸
会
所
、
岡
崎
六
地
蔵
町
の
浄
専
寺
を
訪
れ
て
い
る
）
14
（

。

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
法
院
義
譲
の
開
講
は
三
河
三
か
寺
の
本
證
寺
で
行
わ
れ
、
赤

羽
御
坊
の
宗
学
的
役
割
は
、
天
保
期
の
暮
戸
会
所
争
論
で
拠
点
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

頃
に
比
べ
る
と
、
次
第
に
縮
小
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
暮

戸
会
所
が
僧
侶
た
ち
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
定
着
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
嘉
永

元
年
（
一
八
四
八
）
一
○
月
に
は
達
如
上
人
の
六
字
名
号
を
拝
領
、
嘉
永
四
年
（
一
八

五
一
）
八
月
に
は
、
親
鸞
寿
像
を
借
用
し
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
暮
戸
会
所
は
宗
教

施
設
と
し
て
の
整
備
を
着
々
と
進
め
て
お
り
、
天
保
期
以
前
の
本
山
再
建
支
援
活
動
の

拠
点
と
し
て
の
役
割
か
ら
変
容
し
て
い
た
こ
と
が
知
り
得
る
。

四
、
幕
末
維
新
期
の
宗
学
体
制
と
大
浜
騒
動

　

　
前
項
に
て
、
安
政
期
以
降
に
三
河
僧
侶
の
夏
講
参
加
僧
侶
数
が
停
滞
し
て
い
る
と
述

べ
た
が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
を
境
に
再
び
参
加
者
は
増
加
し
、
大
浜
騒
動
が
起

こ
る
前
の
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ま
で
七
年
間
の
平
均
は
年
約
二
○
人
に
及
ん
で
い

る
。

　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
二
月
に
、
寮
司
で
擬
講
師
代
理
の
越
前
国
是
海
が
三
河
に

入
国
し
、
講
和
活
動
を
進
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
講
話
が
異
風
異
義
だ
っ
た
た
め
、
参

列
し
た
寺
院
・
門
徒
た
ち
は
賛
否
両
論
に
分
か
れ
て
収
拾
が
付
か
な
い
状
況
に
な
っ
た
。

す
で
に
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
異
安
心
と
し
て
、
越
前
国
是
海
は
三
河
出
身
の

本
法
院
義
譲
よ
り
教
誡
を
受
け
て
い
た
が
、
再
び
同
じ
状
況
を
起
し
た
の
で
あ
る
。
今

回
は
、
本
法
院
義
譲
門
下
の
冷
香
院
濳
龍
・
因
明
院
雲
英
晃
耀
と
擬
講
師
の
雲
澍
院
神

興
）
16
（

が
事
件
の
収
拾
に
当
た
っ
た
。
そ
し
て
、
冷
香
院
濳
龍
を
中
心
と
し
た
幡
豆
郡
室
村

順
成
寺
一
派
（
津
梁
・
温
譲
・
台
嶺
）
と
因
明
院
雲
英
晃
耀
を
中
心
と
し
た
幡
豆
郡
一

表 4  　寮司・擬寮司となった三河
国僧侶人数一覧（郡別）

寮司・擬寮司人数
碧海郡 84
幡豆郡 48
加茂郡 37
額田郡 30
宝飯郡 19
渥美郡 6
設楽郡 1
不明 3
計 228
（暮戸教会文書「隷名簿」より作成）
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表 5　寮司・擬寮司となった西三河僧侶一覧（郡別）
僧侶名 寺院名 本山夏講初入年 擬寮司入座年 寮司入座年 備　　　　　考

源静 加茂郡莇生村礼善寺新発意 安政 4年 文久元年
林翁 加茂郡足助村宗恩寺現住 天保元年
聞放 加茂郡池嶋村超仁寺現住 天保 4年
鳳兮 加茂郡池嶋村超仁寺後住 嘉永 2年 安政 5年
鳳洲 加茂郡上之山村明照寺現住 天保 9年
法道 加茂郡上野山村明勝寺後住 安政 6年 慶応元年 明治 3年 明治 2年講義擬寮司
栖神 加茂郡梅坪村安長寺現住 天保10年 弘化 2年 9月没
道辨 加茂郡梅坪村安長寺弟子 弘化 4年 嘉永 4年
快徹 加茂郡大田村信光寺現住 天保 3年
快厳 加茂郡大田村信光寺現住 嘉永元年
大響 加茂郡大田村信光寺現住 明治 4年 明治 5年
園顕（円顕） 加茂郡上鷹見村清通寺現住 嘉永 5年 安政 6年 文久 2年
義潭 加茂郡挙母陽龍寺現住 万延元年
円満 加茂郡挙母陽龍寺現住 慶応 3年
祐誠 加茂郡川口栄行寺 嘉永 2年 安政 2年 額田郡八町光円寺へ転寺
遊観 加茂郡酒呑村皆福寺現住 天保 2年
文成 加茂郡酒呑村皆福寺弟子 慶応 2年 明治 3年
義呈 加茂郡酒呑村皆福寺現住 明治 2年講義寮司
一竜 加茂郡下林村善宿寺現住 嘉永元年
廓然 加茂郡下林村善宿寺後住 明治 3年
栖心 加茂郡槢村発願寺現住 文久 2年 明治 4年
祐義 加茂郡鷹見村精通寺現住 天保 3年
円顕 加茂郡鷹見村精通寺現住 明治 2年講義寮司
良昌 加茂郡瀧脇村専光寺現住 天保 5年
得業 加茂郡瀧脇村専光寺後住 弘化 4年 嘉永 5年 慶応元年
徹 加茂郡田振村楽円寺後住 慶応元年 明治 2年 明治 5年
龍泉 加茂郡月原村明誓寺新発意 嘉永元年 安政元年 文久 2年 役者
龍聖 加茂郡月原村明誓寺 万延元年 慶応 2年
法月 加茂郡寺部村守綱寺舎弟 文久 3年
法心 加茂郡寺部村守綱寺弟子 万延元年 慶応元年
円道 加茂郡寺辺村守綱寺現住 明治 2年
堪解 加茂郡栃立村高福寺現住 天保 7年
勇猛 加茂郡富田村智誓寺現住 天保14年 役者
順慶 加茂郡野口村増慶寺弟 嘉永元年 嘉永 6年 国則違反
顕明 加茂郡野口村増慶寺現住 文久 2年 明治 4年
諦教 加茂郡花園村易往寺現住 天保 5年 上首寮（～嘉永 2年 9月）
正受 加茂郡花本村光明寺後住 嘉永元年 安政 5年 文久 3年
洊恵 加茂郡若林村円楽寺 嘉永 6年
義芳 加茂郡若林村浄照寺現住 安政 3年
恵明 額田郡芦谷村安楽寺現住 文政10年
恵成 額田郡芦谷村安楽寺後住 弘化 3年 嘉永 6年
大典 額田郡芦谷村安楽寺次男 弘化元年 嘉永 3年
祐海 額田郡一色村明円寺 明治 2年講義擬寮司
雪 額田郡岩堀村西光寺現住 明治 2年講義擬寮司
智山 額田郡小美村順正寺新発意 元治元年 明治元年 大浜騒動糾弾者、明治 2年講義当役・擬寮司
泰静 額田郡生平村不退寺 天保 3年
了義 額田郡大井野村源光寺現住 安政 6年 明治 2年
住道 額田郡大草村正楽寺現住 天保 2年
徳裔 額田郡大草村広福寺後住 嘉永 3年 安政 3年
戒 額田郡大草村広福寺弟子 明治 3年

団成 額田郡大山村妙恩寺現住 天保12年 弘化元年
恵鐙 額田郡岡崎専福寺後住 天保14年 弘化 3年 擬講師（慶応 3年～）
義洞 額田郡岡崎専福寺次男 弘化元年 嘉永 2年 安政 4年 加茂郡力石村如意寺現住（安政 4年）
蓮海 額田郡岡崎専福寺後住 慶応元年 明治 2年
祐敬（専意） 額田郡岡崎六供興蓮寺 嘉永 6年
励純 額田郡奥殿村西光寺現住 天保 7年 役者
法梁 額田郡駒立村本光寺現住 明治 2年講義寮司
静明 額田郡坂崎村正源寺現住 文政 9年
霊徳 額田郡高隆寺村大徳寺現住 万延元年
円寿 額田郡滝村弘願寺隠居 天保 4年
龍厳 額田郡田代村長照寺現住 天保 9年 役者
継天 額田郡中畑村照源寺現住 弘化元年 嘉永 2年 万延元年
恵実 額田郡萩村専福寺後住 天保 9年
専亮 額田郡羽栗村順因寺舎弟 安政 2年
蔵界 額田郡馬場村願正寺 安政元年 万延元年
得聞 額田郡深溝村円超寺現住 天保 8年 嘉永 2年
周観 額田郡藤川宿伝誓寺現住 天保14年
謙敬 額田郡細川村順行寺現住 万延元年
了順 額田郡明大寺村万徳寺現住 弘化 2年 弘化 3年 大浜騒動関係者/暮戸会議出席
照山 額田郡若松村等周寺弟子 安政 4年
智道 額田郡鷲田村正専寺隠居 天保10年
了海 額田郡鷲田村正専寺現住 嘉永 5年
諦観 幡豆郡浅井村正光寺現住 嘉永元年
薩成 幡豆郡味崎村法円寺現住 文久 2年 慶応 2年 大浜騒動糾弾者、明治 2年講義擬寮司
恵成 幡豆郡味崎村法円寺次男 慶応 2年 幡豆郡市子村願海寺へ入
義辨 幡豆郡味浜村養林寺現住 弘化 3年
建幢 幡豆郡味浜村養林寺舎弟 嘉永 6年 元治元年 明治 3年
恵成 幡豆郡市子村願海寺現住 明治 2年講義擬寮司
晃耀 幡豆郡一色村安休寺現住 嘉永元年 嘉永 3年 擬講師（慶応 3年～）
浩然 幡豆郡一色村安休寺二男 弘化 4年 嘉永 4年 安政 2年 碧海郡吉浜村正林寺へ転住
巨海 幡豆郡一色村安休寺舎弟（三男） 安政 2年 文久 2年
猶龍 幡豆郡一色村安林寺弟 安政元年 安政 6年 元治元年
静月 幡豆郡家武村浄顕寺現住 文政11年 役者
円識 幡豆郡江原村福浄寺現住 文政11年
大雲 幡豆郡江原村福浄寺弟子 天保11年
斉賢 幡豆郡大塚村明栄寺現住 天保10年 碧海郡今村専超寺へ転住
了海 幡豆郡木田村正向寺後住 弘化 2年
了恩 幡豆郡花蔵寺村教昌寺現住 文政11年
龍顕 幡豆郡下新井村本浄寺後住 弘化 3年
南玄 幡豆郡須美村敬覚寺現住 天保 7年
龍湛 幡豆郡高落村順覚寺隠居 天保 7年
説誠 幡豆郡中田村隆勝寺後住 安政 3年 文久 3年 明治 2年
鵬雲 幡豆郡富田村願専寺現住 天保13年 弘化 3年
芳洲 幡豆郡西尾浄賢寺新発意 弘化元年 嘉永元年
大然 幡豆郡西尾唯法寺現住 文政 9年 役者
観順 幡豆郡西尾唯法寺後住 嘉永 3年
深奥 幡豆郡西尾聖運寺 文久 2年
実円 幡豆郡西ノ町村正念寺現住 弘化 3年 大浜騒動糾弾者
琳山 幡豆郡西ノ町村正念寺現住 嘉永 3年
蠡海 幡豆郡西之町村正念寺弟子 安政 3年
智璟 幡豆郡幡豆村祐正寺現住 天保13年
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僧侶名 寺院名 本山夏講初入年 擬寮司入座年 寮司入座年 備　　　　　考
恵慶 幡豆郡羽角村専念寺弟子 安政 3年 文久元年
遵賢 幡豆郡平坂村無量寿寺現住 天保12年
広静 幡豆郡六栗村明善寺現住 天保11年
義安 幡豆郡六栗村明善寺後住 弘化 3年 嘉永 6年
布界 幡豆郡室村順成寺現住 天保14年 役者
濳龍 幡豆郡室村順成寺次男 弘化 4年 嘉永 6年 文久 3年 宝飯郡蒲形村専覚寺（文久 3年）、台嶺の兄
見成 幡豆郡室村順成寺新発意 嘉永 5年 慶応 3年 明治 2年講義寮司
津梁 幡豆郡室村順成寺舎弟 嘉永 5年 慶応元年 明治元年 明治 2年尾州官津光西寺へ転住
温譲 幡豆郡室村順成寺次男 文久 2年 慶応 2年 明治 3年 幡豆郡須美村敬覚寺現住（明治 3年）、大浜騒動関係者、明治 2年講義当役・擬寮司
鳳麟 幡豆郡矢曽根村明泉寺 慶応 3年 明治 2年講義擬寮司
法月 幡豆郡八面村瑞源寺隠居 天保 2年
碩雲 幡豆郡横須賀村源徳寺後住 天保12年 嘉永 4年
見影 幡豆郡横須賀村源徳寺弟子 弘化元年 嘉永 2年
幽遠 幡豆郡横須賀村源徳寺弟 嘉永 5年 安政 5年
義勇 幡豆郡横須賀村源徳寺新発意 安政 2年
敬意 幡豆郡横手村玉照寺現住 天保 7年 役者
徳満 幡豆郡横中村玉照寺弟 天保13年 尾州へ入寺
天均 幡豆郡吉田村正覚寺現住 天保13年
遥山 幡豆郡寄住村永覚寺弟子 天保11年
一知 幡豆郡和気来空寺現住 嘉永 3年 慶応 2年 明治 2年講義擬寮司
法寿 碧海郡青野村本光寺後住 天保11年
飛龍 碧海郡青野村本光寺新発意 嘉永元年 嘉永期の頓成異安心事件関係者
神鳳 碧海郡青野村本光寺新発意 明治 5年
見龍 碧海郡赤松村本楽寺現住 明治元年 大浜騒動糾弾者、明治 2年講義当役・擬寮司
徳存 碧海郡荒子村等覚寺現住 天保13年 弘化 4年
正雄 碧海郡安城村明法寺後住 嘉永 2年
大龍 碧海郡安城村明法寺次男 嘉永 6年
大悟 碧海郡泉田村順慶寺三男 嘉永元年 嘉永 5年 碧海郡福釜村西岸寺へ移転
霊瑞 碧海郡泉田村順慶寺三男 嘉永元年 嘉永 6年 元治元年 渥美郡野田村安楽寺現住（元冶元年）
勇猛 碧海郡泉田村順慶寺次男 弘化元年 碧海郡西境村信歓寺入寺
淳了 碧海郡泉田村浄信寺現住 天保13年 大浜騒動関係者/暮戸会議出席
了祥 碧海郡泉田村西念寺現住 安政 4年 明治 5年
祐海 碧海郡一色村明円寺 慶応 3年 加茂郡桑田和村久遠寺へ転住
斉心 碧海郡今村専超寺現住 文政 6年 天保 5年 6月28日没、明治 3年 4月 8日贈擬講受命
斉聖 碧海郡今村専超寺現住 天保 8年 弘化 2年
国香 碧海郡今村専超寺次男 嘉永 2年
斉竜 碧海郡今村専超寺弟 安政 6年
神嶺 碧海郡牛田村西教寺新発意 明治 5年
遵賢 碧海郡永覚村専念寺 安政 6年 文久 3年
実恵 碧海郡大友村安受寺現住 明治 3年
秀山 碧海郡大浜村西方寺弟子 天保 9年 弘化元年
惟影 碧海郡大浜村西方寺弟子 慶応 2年
円徳 碧海郡大浜村本伝寺弟子 文久元年 慶応元年
天寧 碧海郡大浜村松江専光寺現住 弘化 3年 安政 2年
了雄 碧海郡小川村蓮泉寺後住 弘化 2年
義呈 碧海郡小川村蓮泉寺次男 嘉永 5年 慶応 2年 加茂郡酒呑村皆福寺現住（慶応 2年）
台嶺 碧海郡小川村蓮泉寺新発意 文久 3年 慶応 3年 明治 3年 大浜騒動糾弾者、幡豆郡室村順成寺より入寺、明治 2年講義等役・擬寮司
専精 碧海郡鴛鴨村安福寺現住 明治 3年
正順（順意） 碧海郡神有村〈鷲塚）応春寺 弘化 2年
律聲 碧海郡神有村（鷲塚）照光寺現住 嘉永 3年 嘉永 6年
大雲 碧海郡川嶋村西心寺現住 嘉永 5年 明治 2年講義寮司（隠居）
挟山 碧海郡川野村宗円寺現住 天保14年
信順 碧海郡古井村願力寺現住 天保10年 （弘化 2年）
賢覚（賢学） 碧海郡小山村敬専寺現住 天保 9年
芦洲 碧海郡在家村養楽寺現住 天保12年 弘化 3年
宗貫 碧海郡境村泉正寺現住 天保 3年
珠宏 碧海郡境村信歓寺現住 嘉永 2年
順潮 碧海郡桜井村円光寺現住 天保 9年 嘉永元年 明治 2年講義寮司
暐煥 碧海郡桜井村円光寺新発意 嘉永 3年 明治元年 大浜騒動糾弾者、順静、明治 2年講義擬寮司
徹照 碧海郡桜井村法行寺現住 天保 9年 文政 8年入座
謙承 碧海郡桜井村法行寺弟〈次男） 安政 3年 元治元年 慶応 2年 碧海郡若林村浄照寺へ転住
法梁 碧海郡桜井村法行寺三男 万延元年 明治 2年 額田郡駒立村本光寺現住（明治 2年）
徹観 碧海郡佐々木村上宮寺弟子 慶応 2年 明治元年 大浜騒動関連者
義存 碧海郡佐々木村上宮寺現住 明治 5年
晃曜 碧海郡重原村浄福寺現住 天保12年
円海 碧海郡下和田村常楽寺現住 嘉永 2年
龍玄 碧海郡下和田村常円寺弟 安政 5年 元治元年 明治 3年 宝飯郡牛久保村浄福寺現住（明治 3年）
淳心 碧海郡上条村浄玄寺現住 嘉永 5年 万延元年
志道 碧海郡高棚村空臨寺弟子 安政 2年 役者
了観 碧海郡竹村光恩寺現住 天保10年
円海 碧海郡棚尾村光輪寺現住 天保 8年 弘化元年
謙敬 碧海郡棚尾村光輪寺現住 明治 2年 明治 2年講義当役・擬寮司
大慰 碧海郡築地村誓願寺現住 弘化元年 天保 7年入座
潭龍 碧海郡堤村願誓寺新発意 明治元年 明治 4年 明治 2年講義擬寮司
耿斉 碧海郡堤村願誓寺次男 明治 2年 明治 2年講義擬寮司
孚源 碧海郡中根村随願寺 弘化 2年
法観 碧海郡中根村真浄寺現住 明治 2年 明治 3年 大浜騒動糾弾者、至静
密雲 碧海郡中根村随厳寺後住 明治 3年
琢成 碧海郡中之郷村浄妙寺隠居 弘化 3年
了音 碧海郡中村善教寺現住 天保元年 弘化 4年
徹観 碧海郡野寺村善證寺後住 明治 2年講義擬寮司
洗心 碧海郡花園村養寿寺次男 弘化 3年 嘉永 4年 安政 2年 宝飯郡御馬村敬円寺へ転住
祐信 碧海郡馬場村願正寺現住 天保 2年 役者
義周 碧海郡東浦村東正寺現住 文政 9年 弘化 2年
龍章 碧海郡東浦村東正寺三男 明治 3年
誓鎧 碧海郡一ツ木村法林寺新発意 安政 6年 明治元年 大浜騒動糾弾者、明治 2年講義擬寮司
智道 碧海郡浜尾村（大浜）精通寺弟子 天保11年
諦岸 碧海郡藤井村安正寺現住 弘化 3年
通津 碧海郡古井村憶念寺後住 安政 3年
義叡 碧海郡本郷村正法寺 嘉永 6年
幽玄 碧海郡松江村（大浜）専興寺養弟 弘化元年
恵辨 碧海郡宗定村祐専寺弟子 安政元年
東関 碧海郡宗定村祐専寺舎弟 安政 4年 万延元年
霊雲（広宣） 碧海郡元刈谷村専光寺弟子 嘉永 6年 万延元年 大和国添下郡城村徳蔵寺へ転住
周山 碧海郡元刈谷村専光寺弟 安政元年 元治元年
霊洞 碧海郡八橋村浄教寺現住 天保 9年 文政12年入座
越鳳 碧海郡八橋村浄教寺新発意 万延元年 文久 3年
秀賢 碧海郡吉浜村寿覚寺舎弟 元治元年 明治 2年 周見改名、明治 2年講義擬寮司
義住 碧海郡吉浜村正林寺弟子 明治 4年
晋瑞 碧海郡吉原村教照寺隠居 天保 5年
貫静 碧海郡吉原村教照寺現住 明治 3年
一貫 碧海郡米津村龍讃寺 弘化 2年
義弁 碧海郡鷲塚村蓮成寺現住 弘化 3年
法幢 碧海郡鷲塚村蓮成寺弟子 嘉永 6年
智蔵 碧海郡鷲塚村蓮成寺弟子 安政 2年

（暮戸教会文書「隷名簿」「入役着帳」より作成、各郡で村名順に掲載）　
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表 6　明治 3年講演会の役員（配役）
配役 僧侶 郡・村・寺 備　　考 擬寮司年

知事 龍玄 碧海郡下和田村常円寺弟 宝飯郡牛久保村浄福寺現住 元治元年
知事 法道 加茂郡上野山村明勝寺後住 慶応元年
知事 一知 幡豆郡和気来空寺現住 慶応 2年
知事 台嶺 碧海郡小川村蓮泉寺新発意 大浜騒動糾弾者 慶応 3年
施斎任係 謙敬 碧海郡棚尾村光輪寺現住 明治 2年
施斎任係 智山 額田郡小美村順正寺新発意 大浜騒動糾弾者 明治元年
諸上納（会計） 薩成 幡豆郡味崎村法円寺現住 大浜騒動糾弾者 慶応 2年
諸上納（会計） 見龍 碧海郡赤松村本楽寺現住 大浜騒動関係者 明治元年
書記 潭龍 碧海郡堤村願誓寺新発意 明治元年
書記 徹 加茂郡田振村楽円寺後住 明治 2年
庫頭 隆秀
庫頭 専精 碧海郡鴛鴨村安福寺現住 明治 3年
庫頭 了真
肝煎同行 次郎吉 碧海郡暮戸村
肝煎同行 斧左衛門 碧海郡土井村
肝煎同行 惣右衛門 碧海郡暮戸村
肝煎同行 新蔵 碧海郡筒針村
肝煎同行 清右衛門 碧海郡東矢作村
肝煎同行 九左衛門 碧海郡阿弥陀堂村
斎堂詰 善蔵 碧海郡暮戸村
斎堂詰 幸左衛門 碧海郡暮戸村
斎堂詰 惣十 碧海郡暮戸村
斎堂詰 新兵衛 碧海郡村高村
斎堂詰 文右衛門 碧海郡村高村

（暮戸教会蔵「講筵日誌」より作成）
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僧
侶
で
、
嗣
講
師
ま
で
勤
め
た
正
定
院
制
心
の
子

供
で
、
石
川
台
嶺
同
様
に
学
僧
の
血
筋
を
引
い
て
い
た
。
先
に
記
し
た
同
年
八
月
の
香

山
院
竜
温
の
本
證
寺
講
義
は
、
三
河
護
法
会
結
成
直
後
の
状
況
下
で
行
わ
れ
、
約
四
○

○
人
の
僧
侶
を
集
め
た
と
い
う
。
さ
て
同
年
四
月
か
ら
翌
三
年
（
一
八
七
〇
）
七
月
に

か
け
て
、
本
山
護
法
場
に
お
い
て
、
革
新
派
の
青
年
僧
数
名
が
乱
暴
を
働
き
、
逮
捕
さ

れ
る
と
い
う
「
見
影
一
件
」
と
い
う
事
件
が
発
生
し
、
石
川
台
嶺
の
名
も
見
え
何
ら
か

の
関
連
を
持
っ

て
い
た
。当
時
、

護
法
場
を
中
心

に
、
旧
来
か
ら

の
坊
官
ら
の
勢

力
を
削
ぐ
寺
務

改
革
が
進
ん
で

い
た
の
で
、
そ

れ
に
関
す
る
こ

と
と
推
測
さ
れ

る
。

　
再
度
三
河
に

目
を
転
じ
る

と
、
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）

に
暮
戸
会
所
で

開
華
院
法
住
の

講
義
が
開
催
さ

れ
た
。
寮
司
の
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周
観
・
徳
風
、
美
濃
国
法
螺
、
伊
豆
国
諦
成
が
同
道
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
僧
侶
だ

け
で
な
く
門
徒
た
ち
も
役
員
と
し
て
も
協
力
し
（
表
6
参
照
）、
多
く
の
参
加
者
を
得

て
い
る
）
41
（

。
翌
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
に
も
、
三
河
護
法
会
主
催
に
よ
っ
て
暮
戸

会
所
で
威
力
院
義
導
の
講
義
が
開
催
さ
れ
、
三
日
間
に
約
二
三
○
名
の
人
を
集
め
た
。

こ
の
よ
う
な
講
開
催
の
動
向
が
、
翌
年
の
大
浜
騒
動
に
て
、
暮
戸
会
所
か
ら
始
ま
り
、

か
つ
門
徒
農
民
を
巻
き
込
む
要
因
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
三
河
に
滞
在

し
て
い
た
威
力
院
義
導
は
大
浜
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
、
同
年
五
月
末
に
騒
動
の
後
始
末

を
行
い
に
来
た
闡
彰
院
空
覚
と
替
わ
っ
て
帰
京
し
た
。
こ
の
騒
動
に
よ
っ
て
、
幡
豆
郡

室
村
順
成
寺
一
派
は
罪
を
受
け
、
騒
動
後
の
三
河
寺
院
の
体
制
で
は
、
取
締
役
に
因
明

院
晃
耀
、
取
締
助
勤
に
牧
浩
然
と
い
う
よ
う
に
皮
肉
に
も
幡
豆
郡
一
色
村
安
休
寺
一
派

が
把
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
な
お
、
本
山
護
法
場
を
統
括
し
て
い
た
闡
彰
院
空
覚
は
、
本
山
で
寺
務
改
革
を
推
進

し
て
お
り
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
〇
月
に
暗
殺
さ
れ
た
。

お
わ
り
に
（
総
括
）

　

　
最
後
に
、
大
浜
騒
動
の
糾
弾
者
ほ
か
関
係
僧
侶
が
、
本
山
高
倉
学
寮
や
三
河
護
法
会

と
ど
の
よ
う
な
関
連
性
を
有
し
て
い
た
の
か
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
（
表
7
参
照
）。

本
山
の
夏
講
に
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
か
ら
大
浜
騒
動
の
糾
弾
者
は
じ
め
関
係

僧
侶
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
参
加
ま
で
計
一
六
人
を
数
え

る
。
大
浜
騒
動
の
糾
弾
僧
侶
総
計
が
四
一
名
中
、
そ
の
約
三
七
％
を
占
め
る
数
が
夏
講

参
加
僧
侶
で
あ
る
。
次
に
、
寮
司
・
擬
寮
司
を
み
る
と
、
大
浜
騒
動
の
糾
弾
者
が
五
人

（
台
嶺
・
薩
成
・
智
山
・
誓
鎧
・
実
円
）
で
、
そ
の
他
七
人
の
関
係
者
を
有
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
大
浜
騒
動
に
関
係
し
た
僧
侶
の
多
く
は
、
幕
末
期
の
本
山
に
お
け
る
宗
学
組

表 7　大浜騒動の糾弾三河国僧侶と宗学との関連性
郡・村名 糾弾 刑 師事者（開始時期：明治 4年以前） 夏講初入 寮司・擬寮司 明治 3年講演役員 備　　　考

碧海郡小川村 不届 斬罪 香山院竜温（明治 2年） 文久 3年 慶応 3年～ ○ 明治 2年講演（知事加役諸事係）
碧海郡高取村 不届 准流10年 闡彰院空覚 牢死
碧海郡野寺村 不届 懲役 3年 牢死
幡豆郡味崎村 不届 懲役 3年 因明院雲英晃耀（慶応期） 文久 2年 慶応 2年～ ○ 明治 2年講演（知事加役庫頭方）
碧海郡高取村 不届 懲役 2年半 高取村専修坊星川法沢の義弟
碧海郡赤松村 不届 懲役 2年 楠潜竜（慶応 3年） 明治元年～ 見龍
碧海郡城ヶ入村 不届 懲役 2年 明治 2年 城ヶ入村城泉寺川那辺了順の弟、香水
額田郡小美村 不届 懲役 2年 元治元年 明治元年～ ○ 新発意
幡豆郡矢曽根村 不届 懲役 2年 因明院雲英晃耀（慶応 3年） 文久 3年
碧海郡中田村 不届 懲役 2年 元治元年 恵白
碧海郡一ツ木村 不届 懲役 2年 因明院雲英晃耀（安政 4年） 安政 6年 明治元年～ 新発意
碧海郡根崎村 不届 懲役 1年半 楠潜竜（慶応 3年）、占部観順（明治 3年） 明治 2年 高取村専修坊星川法沢の義弟、龍厳
碧海郡桜井村 不届 懲役 1年半 明治元年～ _煥
碧海郡今村 不届 懲役 1年半 明治元年 斉由
碧海郡里村 不届 懲役 1年半 牧浩然（明治元年）
碧海郡里村 不届 懲役 1年半 小川村蓮泉寺石川台嶺の弟子
碧海郡姫小川村 不届 懲役 1年半
幡豆郡味崎村 不届 懲役 1年半 青木一順 慶応元年 味崎村法円寺石川薩成の弟
幡豆郡丁田村 不届 懲役 1年半
幡豆郡池頭村 不届 懲役 1年半 因明院雲英晃耀（慶応期） 文久 3年 徳門
幡豆郡中田村 不届 懲役 1年半 慶応元年 智法
碧海郡北中根村 不届 懲役 1年半 因明院雲英晃耀（明治 2年） 明治 3年～ 法観
幡豆郡須美村 不届 懲役 1年半 闡彰院空覚（文久 3年） 小川村蓮泉寺石川台嶺の弟
幡豆郡須美村 不届 懲役 1年半 慶応 3年 須美村敬覚寺沢円盛の弟子
幡豆郡深溝村 不届 懲役 1年半 文久元年 高浜村恩任寺役僧
碧海郡榎前村 不届 懲役 1年 慶応 3年 大道
碧海郡今岡村 不届 懲役 1年
幡豆郡戸ヶ崎村 不届 懲役 1年 明治 3年 観水
碧海郡城ヶ入村 不埒 懲役 1年半 城ヶ入村城泉寺川那辺義導の兄、牢死
碧海郡高取村 不埒 懲役 1年半 高取村専修坊星川法沢の義弟
碧海郡高棚村 不埒
碧海郡野寺村 不埒
碧海郡高取村 不埒
額田郡針崎村 不埒
幡豆郡市子村 不束 禁錮10か月 因明院雲英晃耀（安政期） 味崎村法円寺石川薩成の弟
碧海郡鷲塚村 不束 禁錮10か月 占部観順（明治 2年）
碧海郡東端村 不束
碧海郡小川村 不束 小川村蓮泉寺石川台嶺の養父
碧海郡寺領村 不束
幡豆郡上町村 不束 弘化 3年～
碧海郡高須村 不束

（『大浜騒動』、暮戸会所文書などより作成）
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織
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
山
の
宗

学
組
織
へ
の
三
河
の
支
援
体
制
つ
ま
り
宗
学
体
制
の
拠
点
が
、
暮
戸
会
所
で
あ
っ
た
。

暮
戸
会
所
争
論
が
改
革
派
寺
院
の
勝
利
と
い
う
結
果
に
収
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
改

革
派
寺
院
が
中
心
と
な
っ
て
、
暮
戸
会
所
を
本
山
再
建
支
援
目
的
の
募
金
活
動
の
拠
点

か
ら
宗
学
の
拠
点
へ
と
変
換
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
紆
余

曲
折
あ
り
な
が
ら
も
、
幕
末
維
新
期
ま
で
継
続
・
発
展
し
た
。
と
く
に
、
明
治
二
年
（
一

八
六
九
）
に
創
立
し
た
三
河
護
法
会
や
本
山
学
僧
に
よ
る
講
義
が
暮
戸
会
所
で
行
わ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
暮
戸
会
所
が
大
浜
騒
動
を
起
こ
す
舞
台
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　
さ
て
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
二
月
、
長
崎
の
浦
上
で
キ
リ
シ
タ
ン
約
三
四
〇 

〇
人
が
捕
ら
え
ら
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
四
月
の
禁
令
の

結
果
で
あ
る
。「
仏
を
以
て
耶
蘇
を
防
か
令
む
る
に
不
如
）
41
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
新
政
府

は
当
初
切
支
丹
対
策
に
つ
い
て
真
宗
な
ど
仏
教
へ
期
待
を
寄
せ
て
い
た
が
、
次
第
に
国

家
と
し
て
の
神
道
の
力
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
主
に
代
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
封
じ
込

め
る
よ
う
変
わ
っ
て
い
く
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
正
月
、
大
教
宣
布
の
詔
の
発
布

に
際
し
て
、
神
祇
官
神
殿
で
行
わ
れ
た
国
家
祭
典
と
宣
教
講
義
が
開
始
さ
れ
、
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
三
月
の
神
武
天
皇
祭
で
、
天
皇
を
最
高
祭
主
と
し
て
国
家
的
規
模
で

祭
祀
が
実
施
さ
れ
た
）
41
（

。

　
三
河
に
領
地
を
持
つ
上
総
国
菊
間
藩
政
を
み
る
と
、
教
諭
使
に
任
命
さ
れ
た
光
輪
寺

高
木
賢
立
の
日
記
に
は
「
於
神
前
ハ
念
仏
ヲ
少
音
ニ
称
フ
ヘ
キ
、
追
付
祝
詞
ヲ
下
サ

ル
・
・
・
天
照
太
神
宮
大
倭
姫
ニ
託
宣
シ
玉
フ
ソ
ノ
御
言
ニ
、
神
前
ニ
於
テ
ハ
、
シ
ハ

ラ
ク
仏
法
ノ
息
ヲ
カ
ク
セ
）
44
（

」
と
あ
り
、
歴
代
天
皇
と
天
照
大
御
神
の
神
霊
を
半
ば
強
制

的
に
拝
す
る
「
天
拝
日
拝
問
題
」
が
発
生
し
、
こ
の
菊
間
藩
政
は
明
治
新
政
府
の
政
策

の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
た
。
当
時
の
三
河
は
静
岡
藩
や
徳
川
家
譜
代
の
諸
藩
が
多

く
、
新
政
府
の
宗
教
政
策
を
素
直
に
相
入
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
国
家
神
の
創
出
が
真

宗
優
勢
地
域
の
生
活
を
も
脅
か
す
存
在
に
な
り
か
ね
な
い
と
感
じ
、
敢
え
て
火
中
の
栗

を
拾
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
三
河
に
お
い
て
も
平
田
派
国
学

者
の
神
職
な
ど
の
活
動
は
あ
り
、
菊
間
藩
の
学
問
所
取
締
役
に
任
命
さ
れ
た
、
碧
海
郡

新
堀
村
の
木
綿
問
屋
深
見
篤
慶
は
、
幕
末
よ
り
草
莽
の
志
士
を
支
援
し
、
有
栖
川
宮
と

関
係
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
菊
間
藩
宗
教
政
策
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
門
徒
な
ど
民
衆

は
、
い
ず
れ
仏
前
で
も
念
仏
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
流
言
が
広
が
り
、「
仏
敵
・
法
敵
」

と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
菊
間
藩
領
だ
け
の
問
題
で
は

な
く
、
小
領
主
錯
綜
地
域
で
あ
っ
た
西
三
河
全
域
に
及
ぶ
真
宗
優
勢
地
域
の
問
題
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
の

「
耶
蘇
」
と
い
う
言
葉
で
反
骨
の
精
神
を
集
結
さ
せ
、
三
河
護
法
会
主
催
等
の
講
義
に

参
加
し
た
僧
侶
・
門
徒
た
ち
を
中
心
に
、
菊
間
藩
政
お
よ
び
新
政
府
の
宗
教
政
策
に
対

抗
し
て
騒
動
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）
拙
稿
「
大
浜
騒
動
の
社
会
的
背
景
―
暮
戸
会
所
を
中
心
と
し
た
東
本
願
寺
派
寺
院
の
動
向

に
つ
い
て
」『
岡
崎
市
史
研
究
』
八
（
一
九
八
六
年
）、「
江
戸
時
代
後
期
、
三
河
に
お
け
る

真
宗
寺
院
の
組
織
に
つ
い
て
」『
愛
知
県
史
研
究
』
一
（
一
九
九
七
年
）、「
江
戸
時
代
後
期

に
お
け
る
東
本
願
寺
派
中
本
寺
の
添
書
権
と
末
寺
関
係
―
本
證
寺
の
『
添
状
留
記
』
の
分
析

を
中
心
に
」『
安
城
市
史
研
究
』
一
（
二
〇
〇
〇
年
）、「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
西
三
河
の

真
宗
東
本
願
寺
派
本
末
争
論
―
九
条
殿
施
経
差
縺
一
件
を
中
心
に
」『
新
編
安
城
市
史
報
告

書
3
　
本
證
寺
文
書
史
料
集
「
諸
事
記
」』（
二
〇
〇
三
年
）、「
江
戸
時
代
後
期
の
本
山
再
建

に
関
す
る
真
宗
門
徒
の
考
察
」『
信
濃
』
六
六
九
（
二
〇
〇
五
年
）、「
天
保
期
に
お
け
る
宗

教
を
め
ぐ
る
地
域
紛
争
の
一
考
察
―
三
河
の
暮
戸
会
所
争
論
を
中
心
に
」『
日
本
歴
史
』

七
一
四
（
二
〇
〇
七
年
）、「
第
七
章
　
真
宗
と
地
域
社
会
」『
新
編
安
城
市
史
2
　
通
史
編

近
世
』（
安
城
市
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
2
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
澤
博
勝
「
近
世
社
会
に
お
け
る
仏
教
的
『
教
え
』
の
受
容
と
伝
達
」
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（『
仏
教
史
研
究
』
四
六
―
一
、二
〇
〇
三
年
）、
松
金
直
美
「
近
世
真
宗
に
お
け
る
〈
教
え
〉

伝
達
の
メ
デ
ィ
ア
」『
大
谷
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
三
、二
〇
〇
六
年
）
等
の
研
究
が
あ
る
。

（
3
）「
大
谷
派
学
事
史
」『
続
真
宗
体
系
』
二
○
（
真
宗
典
籍
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）。

（
4
）
武
田
統
一
『
真
宗
教
学
史
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
四
四
年
）。

（
5
）
名
古
屋
別
院
の
動
向
を
批
判
す
る
内
容
。
威
広
院
霊
曜
は
、
香
月
院
深
励
を
師
事
し
、
名

古
屋
城
下
の
養
念
寺
七
代
目
住
職
を
継
い
だ
。
文
化
二
年
に
寮
司
に
、
同
年
に
擬
講
師
に
、

同
七
年
に
尾
張
五
人
男
の
異
義
に
連
座
し
て
擬
講
師
を
退
役
し
た
。
文
政
四
年
に
擬
講
師
に

再
任
さ
れ
る
。
尾
張
五
人
男
に
つ
い
て
は
『
名
古
屋
別
院
史
　
通
史
編
』（
真
宗
大
谷
派
名

古
屋
別
院
、
一
九
九
○
年
）
が
詳
し
い
。

（
6
）（
4
）と
同
じ
。

（
7
）『
新
編
岡
崎
市
史
　
近
世
3
』（
一
九
九
二
年
）。
な
お
『
歎
異
抄
聞
記
』
は
、
妙
音
院
了

祥
の
死
後
、
弟
子
の
華
法
院
法
住
が
ま
と
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
後
の
時
期
に
な
る
が
、

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
は
、
加
茂
郡
寺
部
村
守
綱
寺
に
妙
音
院
了
祥
門
下
で
当
時
擬
講

師
の
開
華
院
法
住
が
転
住
し
て
い
る
。

（
8
）『
大
谷
派
学
事
史
略
年
表
』『
続
真
宗
体
系
』
二
○
（
真
宗
典
籍
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）。

（
9
）（
4
）と
同
じ
。

（
10
）
武
田
統
一
『
真
宗
教
学
史
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
四
四
年
）。
な
お
、
本
法
令
は
文
政

一
二
年
（
一
八
二
九
）、
幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
僧
侶
不
律
不
如
法
の
触
れ
に
順
応
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
11
）
香
樹
院
徳
龍
は
、
越
後
国
蒲
原
郡
水
原
の
無
為
信
寺
の
僧
侶
。
文
化
七
年
に
寮
司
、
文
政

三
年
に
擬
講
師
に
、
弘
化
四
年
に
講
師
に
な
る
。
大
須
賀
秀
道
「
香
樹
院
に
就
い
て
　
併
て

一
蓮
院
と
香
山
院
と
」（『
大
谷
学
報
』
九
―
三
、一
九
二
八
年
）。

（
12
）（
4
）と
同
じ
。

（
13
）『
真
宗
史
料
集
成
六
　
各
派
門
主
消
息
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
三
年
）。

（
14
）
開
悟
院
霊
暀
は
、
越
中
国
音
杉
村
稗
田
円
満
寺
の
出
身
。
文
化
四
年
に
寮
司
、
文
政
三
年

に
擬
講
師
に
、
文
政
七
年
に
嗣
講
師
に
、
嘉
永
二
年
に
講
師
に
な
る
。

（
15
）
華
光
院
円
解
は
、
豊
後
国
光
西
寺
の
僧
侶
。
天
保
一
一
年
に
死
去
し
て
い
る
。

（
16
）
武
田
統
一
『
真
宗
教
学
史
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
四
四
年
）
お
よ
び
『
上
首
寮
日
記
Ⅱ
』

（
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）。

（
17
）『
大
浜
騒
動
』（
三
河
殉
教
記
念
会
、
一
九
八
二
年
）。

（
18
）
大
桑
斉
「
幕
末
在
村
知
識
人
と
真
宗
」『
日
本
思
想
史
学
』
二
九
（
一
九
九
七
）
で
は
、

真
宗
と
国
学
・
通
俗
道
徳
の
三
者
が
交
錯
し
て
い
る
状
況
を
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
三
河
の

場
合
は
真
宗
と
国
学
が
対
向
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
真
宗
浸
透
度
の
強

い
碧
海
郡
に
お
け
る
平
田
門
国
学
者
は
明
治
初
年
に
漸
く
存
在
し
、
三
河
の
他
の
郡
に
比
べ

か
な
り
遅
い
状
況
と
い
え
よ
う
。

（
19
）
暮
戸
教
会
文
書
「
安
居
諸
雑
記
」（
史
料
番
号
二
四
七
）。

（
20
）
国
役
の
雅
了
が
、
ど
こ
の
住
職
か
は
不
明
。

（
21
）
暮
戸
教
会
文
書
「
隷
名
帳
」（
史
料
番
号
二
五
七
）。

（
22
）武
田
統
一『
真
宗
教
学
史
』（
平
楽
寺
書
店
、一
九
四
四
年
）、水
谷
寿『
異
安
心
史
の
研
究
』

（
大
雄
閣
、
一
九
三
四
年
）
お
よ
び
『
上
首
寮
日
記
Ⅲ
』（
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、

一
九
八
九
年
）。
皆
乗
院
観
月
は
、
美
濃
国
善
行
寺
の
僧
侶
。
嘉
永
二
年
に
嗣
講
師
に
な
る
。

（
23
）
雲
華
院
大
含
は
、
豊
後
国
岡
満
徳
寺
の
僧
侶
。
文
化
元
年
に
寮
司
に
、
文
政
二
年
に
擬
講

師
に
、
文
政
四
年
に
嗣
講
師
に
、
天
保
五
年
に
講
師
に
な
る
。
開
悟
院
霊
暀
は（
13
）を
参
照
。

ま
た
、
香
雲
院
澄
玄
は
、
近
江
国
唯
泉
寺
の
僧
侶
。
天
保
一
一
年
に
嗣
講
師
に
な
る
。
ま
た
、

易
往
院
知
準
は
、
山
城
国
栄
正
寺
の
僧
侶
。
天
保
一
一
年
に
擬
講
師
に
な
る
。

（
24
）「
大
谷
派
学
事
史
略
年
表
」『
続
真
宗
体
系
』
二
○
（
真
宗
典
籍
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）

お
よ
び
「
異
安
心
御
教
誡
集
」『
続
真
宗
体
系
』
一
八
（
真
宗
典
籍
刊
行
会
、
一
九
三
九
年
）、

山
崎
法
順
「
三
河
円
楽
寺
第
六
世
圭
州
の
生
涯
と
そ
の
異
解
」（『
続
真
宗
体
系
月
報
』

一
九
、一
九
四
○
年
）。
な
お
、
圭
州
は
尾
張
国
中
島
郡
中
野
村
の
出
身
で
、
名
古
屋
養
念
寺

威
広
院
霊
曜
に
師
事
し
、
尾
張
五
人
男
事
件
で
連
座
し
た
経
歴
を
持
つ
。

（
25
）「
異
安
心
御
教
誡
集
」『
続
真
宗
体
系
』
一
八
（
真
宗
典
籍
刊
行
会
、
一
九
三
九
年
）。

（
26
）
観
成
は
、
能
登
国
長
光
寺
頓
成
の
門
人
。
大
坂
西
成
郡
中
島
村
の
了
願
寺
の
出
身
で
、
高

倉
学
寮
で
学
ん
で
い
る
時
に
、
寮
司
の
唯
法
寺
順
孝
に
出
会
い
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

に
兄
娘
の
養
子
と
な
り
三
河
国
西
尾
の
唯
法
寺
に
入
寺
し
、
観
順
（
の
ち
の
占
部
観
順
）
と

改
め
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
大
浜
騒
動
の
台
嶺
の
助
命
に
奔
走
す
る
。

（
27
） 『
上
首
寮
日
記
Ⅰ
』（
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、
一
九
八
七
年
）。

（
28
）
冷
香
院
濳
龍
は
、
明
治
四
年
に
擬
講
師
に
、
明
治
二
○
年
に
嗣
講
師
に
、
明
治
二
七
年
に

講
師
に
な
る
。
最
終
的
に
美
濃
国
八
幡
安
養
寺
の
僧
と
な
っ
た
。

（
29
）
因
明
院
晃
耀
は
、
慶
応
三
年
に
擬
講
師
に
、
明
治
一
九
年
に
嗣
講
師
に
、
明
治
二
六
年
に

講
師
に
な
る
。
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（
30
）「
岡
崎
専
福
寺
資
料
の
研
究
」（『
同
朋
学
園
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
、一
九
八
四

年
）。

（
31
）『
厳
如
上
人
御
一
代
記
Ⅰ
』（
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、
一
九
九
一
年
）。

（
32
）『
上
首
寮
日
記
Ⅲ
』（
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）。

（
33
）『
上
首
寮
日
記
Ⅳ
』（
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、
一
九
九
○
年
）、
水
谷
寿
『
異
安
心

史
の
研
究
』（
大
雄
閣
　
一
九
三
四
年
）。
な
お
、
本
稿
で
は
学
寮
も
本
山
側
と
捉
え
て
い
る

が
、『
異
安
心
史
の
研
究
』
で
は
本
山
と
学
寮
と
の
対
立
と
捉
え
て
い
る
。

（
34
） （
4
）と
同
じ
。

（
35
）
暮
戸
教
会
文
書
。

（
36
）
雲
澍
院
神
興
は
、
越
前
国
南
條
郡
金
粕
村
憶
念
寺
の
僧
侶
で
、
雲
華
院
大
含
に
師
事
。

（
37
）
闡
彰
院
空
覚
は
、
山
城
国
西
方
寺
の
僧
侶
で
、
雲
華
院
大
含
に
師
事
し
、
嘉
永
二
年
に
擬

講
師
に
、
慶
応
元
年
に
嗣
講
師
に
な
る
。

（
38
）
香
山
院
竜
温
は
、
岩
代
国
会
津
の
出
身
で
、
京
都
円
光
寺
の
僧
侶
で
、
香
樹
院
徳
龍
に
師

事
し
た
。
嘉
永
二
年
に
擬
講
師
に
、
文
久
元
年
に
嗣
講
師
に
、
慶
応
元
年
に
講
師
に
な
る
。

織
田
顕
信
「
香
山
院
竜
温
社
中
名
簿
に
つ
い
て
」『
真
宗
教
団
史
の
基
礎
的
研
究
』（
法
蔵
館
、

二
〇
〇
八
年
）。
ま
た
、
威
力
院
義
導
は
、
越
後
国
景
清
寺
・
美
濃
国
願
正
坊
の
僧
侶
で
、

安
政
三
年
に
擬
講
師
に
、
慶
応
二
年
に
嗣
講
師
に
な
る
。

（
39
）
開
華
院
法
住
は
、
江
戸
の
伝
久
寺
の
僧
侶
で
、
嘉
永
二
年
に
擬
講
師
に
、
文
久
元
年
に
嗣

講
師
に
な
る
。

（
40
）
久
米
昭
次
郎
「
雲
英
晃
耀
『
護
法
総
論
』
そ
の
一
～
六
」（『
三
河
大
浜
騒
動
考
』

二
〇
二
二
年
）。

（
41
）
暮
戸
教
会
文
書
「
講
筵
日
誌
」。

（
42
）
島
内
登
志
衛
編
『
谷
干
城
遺
稿
』（
靖
献
社
、
一
九
一
二
年
）。

（
43
）
羽
賀
祥
二
『
明
治
維
新
と
宗
教
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）。

（
44
）「
賢
立
覚
書
」『
史
料
大
浜
騒
動
　
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
研
究
叢
書
Ⅵ
』（
法
蔵
館
　

二
〇
〇
三
年
）。

〔
謝
辞
〕

　
本
稿
作
成
に
当
た
り
、
愛
知
県
史
・
安
城
市
史
の
調
査
当
時
に
お
世
話
に
な
っ
た
関

係
の
皆
様
、
史
料
所
蔵
・
管
理
者
の
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
、

上
記
編
纂
当
時
書
き
上
げ
た
草
稿
を
、
令
和
四
年
七
月
の
大
浜
騒
動
一
五
〇
周
年
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
再
考
　
三
河
大
浜
騒
動
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
の
講
演
に
あ
わ

せ
て
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
、
殉
教
記
念
会
を
は
じ
め
三
河
に
お
け
る
真
宗
関
係
や
西

尾
市
岩
瀬
文
庫
の
皆
様
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
名
古
屋
女
子
大
学
短
期
大
学
部
）
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は
じ
め
に

　
　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
通
船
掟
書
」（
以
降
「
掟
書
」
と
す
る
）
は
、
三
河
国
八
名

郡
乗
本
村
菅
沼
八
左
衛
門
家
文
書
に
伝
来
し
た
、
豊
川
で
水
運
を
行
っ
て
い
く
上
で
必

要
な
取
り
決
め
が
記
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
現
在
、
同
家
史
料
は
様
々
な
研
究
機
関
に

所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
東
京
都
の
国
文
学
研
究
資
料
館
に
一
九
六
一
点
、
豊
橋
市
美
術
博

物
館
所
蔵
の
橋
良
文
庫
に
約
五
〇
〇
点（１
）、
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
に
三
五
〇
点（２
）

所
蔵
さ
れ
て
い
る（３
）。

　
過
去
の
自
治
体
史
に
お
け
る
掟
書
へ
の
言
及
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
作
成
の

掟
書
の
内
容
紹
介
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
で
『
新
城
市
誌（４
）』
が
、
掟

書
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、「
舟
人
（
船
頭
）
は
船
持
の
定
め
た
「
掟
」
に
よ
っ
て
動

か
さ
れ
船
親
と
よ
ば
れ
た
船
持
と
舟
人
の
間
に
は
、
親
方
と
子
方
の
従
属
関
係
の
存
在

し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
船
持
と
船
人
の
関
係
性
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、『
愛
知
県
史
　
資
料
編
十
九
　
近
世
五
　
東
三
河（５
）』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ

ま
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
、
多
種
多
様
な
史
料
が
掲
載
さ
れ
た
。
豊
川
水
運
に

関
し
て
も
、
上
流
部
か
ら
下
流
部
ま
で
様
々
な
地
方
文
書
が
収
録
さ
れ
、
先
の
自
治
体

史
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
作
成
の
掟
書（６
）な
ど
が
紹
介

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、『
愛
知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二（７
）』
で
は
、
掟
書
を
船
持
の
提

示
に
対
し
て
船
人
が
請
印
を
す
る
も
の
と
特
徴
付
け
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）・
安

永
二
年（８
）（
一
七
七
三
）・
寛
政
四
年（９
）（
一
七
九
二
）・
文
化
十
四
年
）
11
（

（
一
八
一
七
）
の
計

四
回
作
成
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
川
船
所
有
者
で
あ
る
船
持
と
船
乗
り
で

あ
る
船
人
が
明
確
に
分
か
れ
て
お
り
、
船
人
は
船
持
に
雇
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、
時

に
は
雇
用
条
件
を
め
ぐ
っ
て
船
持
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、『
愛
知
県
史
』
の
刊
行
に
よ
り
豊
川
水
運
に
ま
つ
わ
る
掟
書
が
複

数
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
豊
川
水
運
に
関
す
る
掟

書
を
取
り
上
げ
、
各
掟
書
間
の
作
成
者
や
奥
書
、
内
容
な
ど
を
比
較
し
な
が
ら
解
説
を

試
み
る
。

一
　
掟
書
の
概
要

　

（
一
）
近
世
の
豊
川
水
運
に
お
け
る
乗
本
村
と
菅
沼
家

　
掟
書
の
解
説
の
前
に
、
近
世
の
豊
川
水
運
に
お
け
る
乗
本
村
と
菅
沼
家
に
つ
い
て
述

べ
て
ゆ
く
。
近
世
で
は
、
豊
川
水
運
を
通
じ
て
奥
三
河
や
信
濃
・
遠
江
の
物
資
を
吉
田

や
前
芝
（
共
に
現
在
の
愛
知
県
豊
橋
市
）
な
ど
に
運
搬
し
て
お
り
、
長
篠
村
・
乗
本
村
・

有
海
村
（
い
ず
れ
も
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
）
が
古
く
か
ら
特
権
を
有
し
て
い
た
、
と

当
該
地
の
自
治
体
史
で
評
価
さ
れ
て
き
た
。
特
に
寒
狭
川
と
宇
連
川
の
合
流
地
点
に
位

《
史
料
解
題
》
　

　
　
　近
世
の
豊
川
水
運
に
関
わ
る
複
数
の
「
通
船
掟
書
」
に
つ
い
て

田
中

博
久
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置
し
て
い
た
乗
本
村
は
、
物
資
運
送
上
の
重
要
な
場
所
と
さ
れ
、
大
正
十
五
年
（
一
九

二
六
）
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
『
改
訂
　
八
名
郡
誌
）
11
（

』
で
は
同
所
を
「
大
野
川
合
乃
至

遠
州
秋
葉
山
、
信
州
伊
奈
方
面
へ
貨
物
輸
送
の
の
ど
く
び
に
当
」
た
る
、
と
記
し
て
い

る
。

　
乗
本
村
で
水
運
に
使
用
さ
れ
て
い
た
船
の
数
は
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
三
河

代
官
鈴
木
八
右
衛
門
重
政
へ
願
い
出
て
鵜
飼
船
十
艘
を
建
造
し
、
一
艘
に
つ
き
運
上
と

し
て
鐚
銭
二
百
文
を
納
め
て
水
運
を
営
ん
で
い
た
。
そ
の
後
は
新
規
に
茶
荷
物
の
取
引

を
開
始
す
る
な
ど
、
舟
運
の
活
況
に
伴
い
船
の
所
持
数
を
増
や
し
て
ゆ
き
、
延
享
三
年

（
一
七
四
六
）・
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
そ
れ
ぞ
れ
五
艘
増
や
し
、
合
計
で
二
〇

艘
と
な
っ
て
い
る
）
11
（

。

　
菅
沼
八
左
衛
門
家
は
、
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
乗
本
に
て
回
漕
業
な
ど
を
営
み
、
屋

号
を
「
為
屋
」
と
名
乗
っ
て
き
た
。
五
代
当
主
菅
沼
八
左
衛
門
定
正
が
、正
保
元
年
（
一

六
四
四
）
よ
り
回
漕
業
を
始
め
、
現
在
の
宇
連
川
と
黄
柳
川
の
合
流
地
点
付
近
の
「
羽

根
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
物
資
の
集
散
場
を
設
立
し
た
。
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
か

ら
は
、
乗
本
村
内
の
船
持
が
交
代
制
で
同
家
問
屋
の
荷
物
を
運
搬
す
る
よ
う
に
な
り
）
11
（

、

乗
本
村
の
重
要
な
産
業
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
掟
書
の
現
存
状
況

　
豊
川
水
運
に
関
す
る
掟
書
が
複
数
現
存
す
る
こ
と
は
判
明
し
た
が
、
全
部
で
何
点
現

存
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
地
方
文
書
か
ら
過
去
の
掟
書
へ
の
言
及
を
確
認
す
る
と
、『
愛

知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二
』
で
提
示
さ
れ
た
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
作
成
の

掟
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

史
料
一

　
　
　
鵜
飼
通
船
掟
一
札
之
事

一 

百
四
拾
年
以
前
延
宝
六
丑
年
、
七
拾
年
以
前
延
享
三
寅
年
、
同
四
卯
年
、
四
拾
四
年

以
前
安
永
弐
巳
年
舩
持
仲
間
連
判
定
之
通
堅
相
守
、
鵜
飼
通
船
運
送
挊
無
油
断
致
出

精
御
年
貢
上
納
仕
、御
林
御
伐
出
シ
御
用
之
荷
物
舩
積
材
木
筏
運
送
被
仰
付
候
節
者
、

両
村
役
人
船
主
・
船
人
立
会
川
水
見
届
大
切
ニ
運
送
可
相
勤
候
事
）
14
（

（
後
略
）

（
注
…
傍
線
筆
者
）

　
第
一
条
で
は
、過
去
の
掟
書
を
遵
守
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
に
よ
る
と
、

具
体
的
に
は
延
宝
六
年
）
11
（

（
一
六
七
八
）・
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）・
延
享
四
年
）
16
（

（
一
七

四
七
）・
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
の
史
料
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
文
化
十
四
年
（
一

八
一
七
）時
点
で
は
こ
の
四
点
が
掟
書
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
延
享
三
年（
一

七
四
六
）
の
も
の
を
除
い
て
豊
橋
市
美
術
博
物
館
で
所
蔵
が
確
認
さ
れ
た
。
注
目
す
べ

き
は
、『
愛
知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二
』
に
掟
書
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
寛
政

四
年
（
一
七
九
二
）
作
成
の
掟
書
と
、『
新
城
市
誌
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
文
化

三
年
（
一
八
〇
六
）
作
成
の
掟
書
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ま

た
一
方
で
、そ
れ
ま
で
の
自
治
体
史
に
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）

や
、延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
作
成
さ
れ
た
連
判
状
を
掟
書
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

当
時
の
豊
川
水
運
の
掟
書
に
は
、『
愛
知
県
史
』
で
特
徴
付
け
ら
れ
た
船
人
の
請
印
の

有
無
と
は
別
に
、
掟
書
と
み
な
す
判
断
基
準
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
現
在
公
開
さ
れ
て
い
る
菅
沼
家
文
書
の
目
録
）
17
（

の
う
ち
、「
掟
」
や
「
定
書
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
史
料
を
抽
出
し
た
。
さ
ら
に
水
運
に
関
す
る
内
容
の
も
の
に
限
定
し

た
結
果
、
上
記
以
外
に
宝
暦
四
年
）
11
（

（
一
七
五
四
）
と
文
化
三
年
）
11
（

（
一
八
〇
六
）、
文
化
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十
三
年
）
11
（

（
一
八
一
六
）
に
作
成
さ
れ
た
史
料
が
抽
出
さ
れ
、
掟
書
は
合
計
で
八
点
確
認

さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
作
成
の
掟
書
は
、
文
化
十
四
年
（
一

八
一
七
）
と
ほ
ぼ
同
一
文
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
年
史
料
の
案
文
と
比
定
し
、
今
回
は

対
象
外
と
し
た
。
以
下
、
こ
の
七
点
を
掟
書
（
以
降
、「
〇
〇
年
掟
書
」
と
す
る
）
と

み
な
し
、
内
容
及
び
文
言
の
類
似
性
に
着
目
し
な
が
ら
比
較
を
し
て
ゆ
く
。

（
三
）
掟
書
の
末
文

　
七
点
の
掟
書
の
末
文
を
列
挙
し
た
の
が
表
1
で）
11
（

あ
る
。
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四

年
掟
書
を
除
く
五
点
で
、
こ
の
掟
書
が
船
持
の
相
談
に
よ
り
決
定
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。
寛
政
四
年
掟
書
と
文
化
三
年
掟
書
は
、
条
文
を
守
る
こ
と
に
加
え
て
違
反
者
へ

の
対
応
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
若
ヶ
条
之
外
ニ
茂
通
船
差
障
り
不
埒
之
船
人

有
之
候
節
者
、
船
持
立
会
当
川
筋
稼
差
留
候
」
と
あ
り
、
運
航
を
妨
げ
た
船
人
に
対
し

て
水
運
に
よ
る
稼
ぎ
を
禁
止
し
て
い
る
。
後
者
は
「
若
シ
相
乱
之
外
族
有
之
候
ハ
ヽ
、

番
荷
物
割
当
テ
等
之
儀
ニ
而
過
怠
可
申
達
積
り
」
と
あ
り
、
違
反
者
へ
は
輪
番
荷
物
の

割
り
当
て
な
ど
に
関
す
る
罰
則
を
与
え
る
、
と
し
て
い
る
。
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十

四
年
掟
書
は
、
条
文
を
守
る
旨
を
記
し
た
上
で
掟
書
の
作
成
契
機
を
述
べ
て
お
り
、
年

月
の
経
過
で
古
例
を
守
ら
な
い
者
も
現
れ
た
た
め
、
船
持
や
問
屋
な
ど
が
立
ち
会
い
作

成
し
た
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
両
末
文
の
文
言
は
、
異
体
字
な
ど
若
干
の
差
異
は
あ
る

が
、
ほ
ぼ
同
一
の
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
た
（
表
1
下
線
部
）。

（
四
）
掟
書
の
作
成
者

　
表
2
は
、
掟
書
の
作
成
者
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
延
宝
六
年
掟
書
・
宝
暦
四
年

掟
書
・
文
化
三
年
掟
書
を
除
く
四
点
で
船
持
の
署
名
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
安

永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
は
、
船
持
に
加
え
て
「
荷
物
請
払
会
所
」
す
な
わ
ち

問
屋
の
署
名
も
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
安
永
二
年
掟
書
は
さ
ら
に
名
主
の
署
名
も
追
加

さ
れ
て
い
た
。
延
宝
六
年
掟
書
は
署
名
の
み
だ
が
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
加
筆

部
分
に
「
乗
本
・
小
川
・
久
間
船
持
仲
間
ニ
而
諸
々
荷
物
我
勝
ニ
積
申
ニ
付
而
、
延
宝

六
年
午
正
月
廿
六
日
ニ
船
仲
間
之
者
共
立
合
吟
味
之
上
、
如
此
一
紙
連
判
致
舟
積
之
作

法
相
定
置
候
）
11
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
乗
本
村
の
船
持
の
署
名
と
推
定
さ
れ
る
。
文
化
三

年
掟
書
も
署
名
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
前
後
の
掟
書
に
記
載
さ
れ
た
船
持
の
人
名
と

照
合
す
る
と
、
多
く
が
乗
本
村
の
船
持
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
乗
本
村
の
船
持
と
推

定
さ
れ
る
（
表
2
下
線
部
）。
宝
暦
四
年
掟
書
は
「
船
持
銘
々
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

作
成
者
は
不
明
で
あ
る
。

　
作
成
者
の
居
村
は
、
長
篠
村
と
乗
本
村
が
多
く
、
七
点
の
う
ち
四
点
が
両
村
船
持
の

連
名
で
作
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
寛
政
四
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
に
は
、
有

表 1　掟書の末文

末文

延宝六年
掟書

此上者新舟出来候か、又ハ新規ニ荷宿出来候路も、舟
中間之儀ハ右の詮義ニ可仕候、為後日仍手形如件

延享四年
掟書

右之通両村舟持立合相談之上相究申候、然上者無相違
舩人江可申付候、以上

宝暦四年
掟書

右之通此度船持立会相談之上定書依如件右本言銘々印
形致六左衛門へ渡置

安永二年
掟書

右之通相守鵜飼通船運送挊無油断出情可致候、尤先規
古例之事ニ有之候得共年久敷相成、不致罷有候者茂有
之、心得違等茂出来致候ニ付、此度船持并荷物請払渡
世致候者共立会、通船掟申合候連判為後証依如件

寛政四年
掟書

右之通両村船持立会、相談相定候上者向後屹度相守可
申候、若ヶ条之外ニ茂通舩差障り不埒之船人有之候節
者、船持立会当川筋稼差留候間、心得違等無之様仲間
中申合、通船上下可仕候以上

文化三年
掟書

右之趣此度船持立会相談之上相定候間、以来仲間中之
無怠勤急度相守可申候、若シ相乱之外族有之候ハヽ、
番荷物割当テ等之儀ニ而過怠可申達積り、勿論其品々
軽重之寄評儀之上取斗申候、依而船持惣連印如件

文化十四
年掟書

右之通堅相守鵜飼通船運送挊無油断出精可致候、尤先
規古例之事ニ候得共年久鋪相成、不存罷在候者茂有之、
心得違等致出来候ニ付、此度両村役人并船持荷物受払
致渡世候者立会、通船掟申合セ致連印処為後証仍如件
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海
村
の
船
持
も
一
名
加
わ
っ
て
い
る
。
宝
暦
四
年
掟
書
は
、
署
名
か
ら
作
成
者
の
居
村

に
つ
い
て
は
知
り
得
な
い
が
、末
文
に
は
「
銘
々
印
形
致
六
左
衛
門
へ
渡
置
」
と
あ
り
、

船
持
衆
が
印
形
を
し
た
上
で
六
左
衛
門
へ
渡
す
よ
う
に
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

六
左
衛
門
と
い
う
人
物
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
作
成
の
同
家
史
料
に
て
「
三
州

八
名
郡
乗
本
村
　
荷
物
請
□
（
払
ヵ
）
問
屋 

八
左
衛
門
、
右
同
断
　
六
左
衛
門
）
11
（

」
と

署
名
し
て
お
り
、乗
本
村
の
問
屋
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
安
永
五
年（
一
七
七
六
）

作
成
の
史
料
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

一 

三
州
八
名
郡
乗
本
村
之
内
、
小
川
組
為
屋
八
左
衛
門
控
荷
物
請
払
会
所
之
義
、
祖
祖

父
喜
八
郎
定
正
拾
九
歳
、
正
保
元
甲
申
年
初
而
落
合
之
上
羽
根
と
申
所
に
家
荷
蔵
等

造
立
被
致
、
八
名
・
設
楽
両
郡
奥
村
筋
ゟ
出
テ
候
荷
物
請
込
鵜
飼
造
リ
之
通
舩
仕
立

荷
物
積
入
吉
田
新
城
江
運
送
渡
世
被
致
候
所
、
延
宝
九
酉
年
村
方
相
談
ニ
付
羽
根
よ

り
積
出
シ
候
荷
物
之
分
ハ
村
方
通
舩
無
高
下
輪
番
ニ
舩
積
運
送
為
致
候
筈
ニ
相
極
、

下
代
長
作
・
権
十
郎
差
置
請
払
支
配
被
為
致
候
所
、
定
正
聟
大
平
組
長
左
衛
門
と
申

仁
元
禄
元
辰
年
羽
根
江
被
為
引
越
長
左
衛
門
并
子
息
傳
重
郎
迄
二
代
享
保
弐
拾
壱
辰

年
迄
四
拾
九
年
之
間
被
為
相
勤
、
傳
重
郎
大
平
組
本
宅
江
被
帰
候
ニ
付
、
元
文
元
辰

年
ゟ
宝
暦
四
戌
六
月
迄
弐
拾
壱
年
祖
父
八
左
衛
門
定
安
弟
分
平
八
郎
并
子
息
甚
八
郎

弐
代
被
為
相
勤
候
處
、
親
子
共
ニ
羽
根
ニ
而
死
去
被
致
候
ニ
付
、
宝
暦
四
戌
年
ゟ
明

和
六
丑
年
迄
拾
六
年
父
八
左
衛
門
定
好
孫
聟
栗
衣
組
六
左
衛
門
ニ
為
致
支
配
候
、（
後

略
）

　
安
永
五
丙
申
八
月
吉
日
為
屋
正
作
定
久
五
拾
九
歳
（
略
押
）

為
屋
本
家
子
々
孫
々
中
）
14
（

（
注
…
傍
線
筆
者
）

　
史
料
二
は
、当
時
の
為
屋
当
主
菅
沼
八
左
衛
門
定
久
が
子
孫
に
あ
て
た
覚
書
で
あ
る
。

抜
粋
部
分
は
為
屋
創
立
の
あ
ら
ま
し
が
書
か
れ
て
お
り
、
荷
蔵
で
荷
物
の
管
理
を
し
て

い
た
人
物
が
時
系
列
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
史
料
二
の
傍
線
部
に
、
宝
暦
四
年
（
一
七

五
四
）
か
ら
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
か
け
て
六
左
衛
門
が
為
屋
で
荷
物
の
管
理
を

し
て
い
た
、と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、宝
暦
四
年
掟
書
に
出
て
く
る
六
左
衛
門
は
、

菅
沼
八
左
衛
門
家
の
問
屋
の
関
係
者
と
比
定
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
菅
沼
八
左

表 2　掟書の作成者

作成者
延宝六年
掟書

三郎左衛門、二郎右衛門、久左衛門、長三郎、藤右衛門、源助、平兵衛、
七郎右衛門、九郎左衛門

延享四年
掟書

乗本村船持  金十郎、八左衛門、茂左衛門、四郎右衛門、平八郎、弥七郎、
藤介、次郎七
長篠村船持  善兵衛、傳右衛門、惣兵衛、勘左衛門、杢左衛門

宝暦四年
掟書 船持銘々

安永二年
掟書

長篠村荷物請払会所 傳右衛門、半左衛門代 助左衛門、杢左衛門
乗本村荷物請払会所 八左衛門代 慎吉
乗本村船持 八左衛門、次郎八、長蔵、半七郎、善六郎、重蔵、惣次郎、
四郎兵衛、儀右衛門、慎吉
乗本村名主 重左衛門
長篠村船持 佐五七、佐七郎、傳右衛門、為八郎、庄次郎
長篠村名主 半左衛門

寛政四年
掟書

乗本村船持 藤十、善六、次郎八、惣次郎、次郎兵衛、周助、定七、八左
衛門、正蔵、長兵衛、兵右衛門、半蔵
有海村船持 喜六
長篠村船持 半左衛門、彦市、喜左衛門、傳右衛門、助左衛門、左五七、
嘉右衛門

文化三年
掟書

十左衛門、兵右衛門、平八、正蔵、八左衛門、十蔵、秀助、次郎八、善六、
惣次郎

文化十四
年掟書

長篠村荷物請払会所 傳右衛門、助左衛門、杢左衛門
乗本村荷物請払会所 八左衛門代 正作
乗本村船持 十左衛門、兵右衛門、十蔵、文蔵、正蔵、八左衛門、周助、
嘉七、次郎八、善六、清兵衛、清八
長篠村船持 佐五七、杢左衛門、助左衛門、傳右衛門、喜左衛門、宗兵衛
有海村船持 喜六
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衛
門
家
の
問
屋
荷
物
は
乗
本
村
内
の
船
持
が
運
搬
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
宝
暦

四
年
掟
書
の
署
名
は
乗
本
村
の
船
持
と
推
定
さ
れ
る
。
文
化
三
年
掟
書
は
、
前
述
の
通

り
署
名
の
多
く
が
乗
本
村
の
船
持
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
乗
本
村
の
船
持
と
思
わ
れ

る
。

（
五
）
掟
書
の
奥
書

　
表
3
は
掟
書
の
奥
書
一
覧
で
あ
る
。
奥
書
は
、
延
宝
六
年
掟
書
と
宝
暦
四
年
掟
書
を

除
く
四
点
で
確
認
さ
れ
た
。
文
化
三
年
掟
書
に
は
奥
書
が
み
ら
れ
な
い
が
、『
吉
田
川

回
漕
史
　
改
訂
復
刻
本
）
11
（

』
に
船
人
署
名
と
印
判
付
の
奥
書
が
な
さ
れ
た
同
年
作
成
の
掟

書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
文
言
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
化
三
年
掟

書
は
奥
書
あ
り
と
み
な
し
、
奥
書
が
あ
る
掟
書
の
点
数
は
合
計
五
点
と
し
た
。

　
奥
書
の
内
容
は
、
延
享
四
年
掟
書
に
「
右
之
通
此
度
御
相
談
之
上
、
御
究
被
遊
被
仰

付
委
細
承
知
奉
畏
候
、
船
人
中
間
申
合
急
度
相
守
不
埒
無
御
座
候
様
可
仕
候
、
為
其
請

印
差
上
申
候
」
と
あ
り
、
①
船
持
た
ち
の
決
定
事
項
を
承
知
し
た
旨
、
②
船
人
仲
間
中

で
も
話
し
合
い
こ
れ
ら
の
条
文
を
守
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
掟
書
も
文
言
は
異

な
る
が
概
ね
同
様
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
末
文
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
掟

書
で
は
①
船
持
層
の
協
議
に
よ
り
条
文
が
作
成
さ
れ
、
②
船
人
が
奥
書
で
そ
の
旨
を
承

知
し
請
印
を
す
る
、
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
形
式
上
で
も
船
持

と
船
人
の
間
に
上
下
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
文
言
の
類
似
性
と
し
て
は
、
安
永
二

年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
の
文
言
が
、
完
全
に
同
一
で
あ
っ
た
（
表
3
下
線
部
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
掟
書
の
末
文
と
作
成
者
、
奥
書
を
比
較
し
て
き
た
。
作

成
者
は
船
持
層
が
単
独
で
作
成
し
た
も
の
と
、
船
持
層
に
問
屋
や
名
主
が
加
わ
り
作
成

し
た
も
の
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
船
持
層
単
独
で
作
成
し
た
も
の
に
は
、
乗
本
村
の
船

持
が
単
独
で
作
成
し
た
も
の
と
、
他
村
の
船
持
層
と
連
名
で
作
成
し
た
掟
書
が
確
認
さ

れ
た
。
末
文
の
文
言
は
掟
書
ご
と
に
異
な
る
が
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書

は
ほ
ぼ
同
一
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
。
奥
書
の
文
言
も
末
文
と
同
様
の
傾
向
が
み
ら

れ
た
。

二
　
掟
書
の
内
容

　

（
一
）
掟
書
の
項
目
の
概
要

　
掟
書
の
項
目
は
そ
れ
ぞ
れ
多
岐
に
渡
る
が
、
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、
①
船
人
へ
の

規
制
、
②
運
航
ル
ー
ル
、
③
そ
の
他
、
に
分
類
で
き
る
。
①
は
博
奕
や
喧
嘩
の
禁
止
、

荷
物
の
取
扱
方
、
欠
落
な
ど
違
反
を
行
っ
た
船
人
へ
の
罰
則
事
項
と
船
持
層
の
対
処
法

が
記
さ
れ
て
い
る
。
②
は
吉
田
・
前
芝
間
の
往
復
日
程
や
運
賃
の
設
定
と
分
配
方
法
、

表 3　掟書の奥書

奥書
延宝六年
掟書 なし

延享四年
掟書

右之通此度御相談之上、御究被遊被仰付委細承知奉
畏候、船人中間申合急度相守不埒無御座候様可仕候、
為其請印差上申候以上

宝暦四年
掟書 なし

安永二年
掟書

右之趣此度御相談被成、御連印御書付を以逐一被仰
聞承報仕奉畏候、船人仲間申合急度相守通船上下無
油断諸事実体ニ相勤可申候、依之御請連判仕候為後
証依如件

寛政四年
掟書

今度船主中御立会ニ而御申被渡候前条、仲間共一々
承知仕候、向後屹度相守通船可仕候、依之船人仲間
御請連印仕候

文化三年
掟書

（右此度び御相談の上、船上下掟の趣き仰せ渡され
委さに承知仕り候、以来仲間の者共申し合わせ急度
相守り申すべく候、依て御請け印差し出し申し候処
件の如し）

文化十四
年掟書

右之趣此度御相談被成、御連印御書付ヲ以逐一被仰
聞承知仕奉畏候、船人仲間申合急度相守通船上下無
油断諸事実体ニ相勤可申候、依之御請連印仕候為後
証依而件如

注 　文化三年掟書は菅沼貴一『吉田川回漕史 改訂復刻本』（金田博子、
2008年）より抜粋。
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積
み
荷
重
量
の
上
限
、
川
浚
い
時
の
人
足
差
出
方
法
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
③
は
上

記
に
該
当
し
な
い
雑
多
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
の
一
部
は
、
後
年
の
掟
書
に

継
続
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
共
通
の
項
目
に
お
い
て
も
過
去
の
掟
書
と
の

間
に
関
連
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
複
数
の
掟
書
に
共
通
す
る
項
目
と

そ
の
内
容
を
み
て
ゆ
く
。

（
二
）
項
目
の
共
通
性
と
内
容
の
類
似
性

　
表
4
は
、
複
数
の
掟
書
に
規
定
さ
れ
た
項
目
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
条
文
数
と

共
通
項
目
を
比
較
す
る
と
、
延
享
四
年
掟
書
の
全
条
文
十
一
項
目
の
う
ち
九
項
目
が
安

永
二
年
掟
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
文
化
十
四
年
掟
書
で
も
八
項
目
が
掲
載
さ

れ
て
い
た
。
一
方
で
他
の
掟
書
に
は
、
延
享
四
年
掟
書
の
項
目
は
あ
ま
り
反
映
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
は
、
延
享
四
年
掟
書

を
ベ
ー
ス
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
章
で
も
指
摘
し
た
が
、
両
掟
書
は
奥
書
の

文
言
が
同
一
で
あ
る
点
も
踏
ま
え
る
と
、
共
通
項
目
の
内
容
や
文
言
に
も
何
か
し
ら
の

類
似
性
が
あ
る
と
仮
定
で
き
る
。
そ
こ
で
次
に
、
共
通
項
目
の
内
容
を
み
て
ゆ
く
。

　
表
5
は
、
表
4
の
共
通
項
目
「
荷
物
取
扱
」
の
文
言
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
同

項
目
は
、
七
点
の
掟
書
に
最
も
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
回
の
比
較
に
使
用
し

た
。
延
享
四
年
掟
書
と
共
通
す
る
文
言
に
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
延
享
四
年
掟
書
の

内
容
は
、
①
荷
物
は
大
切
に
扱
い
紛
失
し
な
い
こ
と
、
②
も
し
紛
失
し
た
場
合
は
船
人

表 4　通船掟書の条文数と共通項目
延宝六年
掟書

延享四年
掟書

宝暦四年
掟書

安永二年
掟書

寛政四年
掟書

文化三年
掟書

文化十四
年掟書

条文数 3 11 13 17 10 9 12

共通項目

古例遵守 〇

往復日程 〇 〇 〇

継荷 〇
船人扶持
米 〇 〇

川浚い 〇 〇

荷物取扱 〇 〇 〇

運上金 〇 〇

船人欠落 〇 〇

前金上限 〇 〇 〇
喧嘩・博
奕禁止 〇 〇

他国船人
取扱 〇

石積禁止 〇 〇
荷物遅滞
時の運賃 〇

ほまち荷
禁止 〇

注　過去の掟書と同一の項目があるものは○で示した。

表 5　「荷物取扱」項目の文言

文言

延享四年
掟書

一上下荷物之儀随分大切ニ紛失無之様可致候、若紛
失致候者、同国船人中間として弁へ可申候

宝暦四年
掟書

一上下御荷物入念大切ニ取廻シ可申事

安永二年
掟書

一上下運送荷物紛失無之候様大切ニ可致候、若シ紛
失致候ハヽ船持仲間并両村名主・組頭立会、其訳相
糺シ候上ニ而、其節掛り合之船人仲間江弁へ可申付
候事

寛政四年
掟書

一船積荷物之儀、送状ニ引合問屋江屹度相渡可申事
一登り荷物川岸江揚捨置不申直ニ送り状問屋并荷主
江相届可申事、向後捨置候節者右荷物運賃相渡不申
候事、若亦荷物紛失仕候節ハ価倍増其船人ゟ弁金可
仕候事一登荷物積着岸致し、雨天又ハ夜分ニ相成候
而問屋荷主江難相届候節者、其船人仲間ニ而番可仕
候事、且亦右荷物番仕候迚翌日通船上下滞不相成候
様可仕事

文化十四
年掟書

一上ケ下ケ運送荷物紛失無之様大切ニ仕、送状ニ引
合問屋并荷主江急度引渡可申候、万一致紛失候ハヽ
両村役人并船持仲間立会、其訳相糺候上ニ而、其節
掛り合之船人仲間江弁可申付候事
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仲
間
が
弁
償
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
安
永
二
年
掟
書
や
文
化
十
四
年
掟
書
の
場

合
、
加
筆
が
加
わ
る
も
の
の
、
①
及
び
②
と
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ

延
享
四
年
掟
書
と
共
通
す
る
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦
四
年
掟
書
は
、「
上
下

御
荷
物
」
の
よ
う
に
延
享
四
年
掟
書
と
共
通
す
る
単
語
を
使
用
し
て
、
①
に
つ
い
て
は

触
れ
て
い
る
が
、紛
失
時
の
弁
償
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
寛
政
四
年
掟
書
は
、

①
に
該
当
す
る
荷
物
の
取
り
扱
い
の
項
目
が
複
数
追
加
さ
れ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
は

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
登
荷
物
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
罰
則
の
対
象
が
船
人
仲

間
で
は
な
く
船
人
本
人
と
な
っ
て
い
る
。

　
右
の
点
か
ら
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
は
、
延
享
四
年
掟
書
の
規
定
項

目
と
文
言
を
踏
襲
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
他
の
掟
書
と
比
べ
て
強
固
な
関
連
性
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
も
触
れ
た
通
り
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
は

差
出
人
の
署
名
に
問
屋
が
加
わ
っ
て
い
る
点
か
ら
も
、
他
の
掟
書
と
は
性
質
の
異
な
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
を
併
せ
て
鑑
み
る
と
、
豊
川
水
運
の
掟
書
に
は
延
享
四
年
掟
書
を
ベ
ー
ス
に

作
成
し
た
掟
書
（
以
降
「
掟
書
Ａ
」
と
す
る
）、
他
の
掟
書
と
の
関
連
性
が
希
薄
で
単

発
的
に
作
成
し
た
掟
書
（
以
降
「
掟
書
Ｂ
」
と
す
る
）、の
二
種
類
が
存
在
し
て
お
り
、

「
掟
書
Ａ
」
は
母
体
で
あ
る
延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
、
文
化
十
四
年
掟
書
が

該
当
し
、
そ
れ
以
外
が
「
掟
書
Ｂ
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
疑
問
に
あ

が
る
の
は
、
こ
の
二
種
類
の
掟
書
の
間
に
関
連
性
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
表
4
に

よ
る
と
文
化
十
四
年
掟
書
に
は
、
延
享
四
年
掟
書
と
の
共
通
項
目
以
外
に
、
寛
政
四
年

掟
書
及
び
文
化
三
年
掟
書
と
共
通
す
る
項
目
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
寛

政
期
以
降
に
創
設
さ
れ
た
共
通
項
目
の
条
文
を
比
較
し
な
が
ら
、
二
種
類
の
掟
書
の
関

連
性
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

（
三
）
二
種
類
の
掟
書
の
関
連
性

　
表
6
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
に
反
映
さ
れ
た
寛
政
四
年
掟
書
と
文
化
三
年
掟
書
の
条

文
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
反
映
項
目
は
①
石
積
の
禁
止
、
②
ほ
ま
ち
荷
）
16
（

の
禁
止
、

表 6　文化十四年掟書の共通項目の文言

項目文言
①石積の禁止 ②ほまち荷 ③運送遅延時の運賃分配

寛政四年
掟書

一兼而申渡候通石積候義堅仕間
敷候、若石積もの有之候ハヽ、
船人仲間ゟ相届ク可申事

一登荷物相待船遅滞仕間鋪事、
若上下相滞候節者登り運賃三分
一其船人江相渡、相残り三分二
惣船主半分、両村惣船人江半分
割渡可申事

文化三年
掟書

一途中ニ而石積方先規通り急度
致間敷候、無拠筋ニ而引合来り
候ハヽ其船親ゟ惣持迄相断、壱
艘又者半艘と致し積可申候、舟
人引合上下之度々我侭ニ積入候
儀、以来共決而不相成候、若シ
又背候船人有之候ハヽ船持早々
立会相談之上取斗可申候事

一茶并ニ外荷物積候船々江ほま
ち積入儀、先規定通り急度相成
不申候、以来相背積入候ハヽ右
ほまち運賃半分宛行司取上船親
江相渡不申候事、尤羽根ニ而茶
積入候船下タ敷之多ゆへ、船人
願候ハヽ杦板ニ而三間・四間迄
者為積、運賃船人ニ為取可申積
り也
但し、是も吟味者船持ニ而当時
船挊致し候船々ゟ年行司江相達
申筈也

文化十四
年掟書

一前々之通下り荷物問屋并荷主ゟ積入候元荷物之外、ほつた并
石積候儀堅仕間敷候、惣而途中ゟほつた荷物積申間敷候、万一
心得違之者有之石并ほつた荷物積候もの有之候ハヽ、船人仲間
ゟ相届可申、其節之軽重により両村役人船主相談之上、急度可
申候事

一前々定之通登り荷物相待船遅
滞仕間鋪候、若上下相滞候節者
運賃三分一其船人江相渡シ、残
三分二惣船主江半分、惣船人半
分割渡シ可申候事
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③
運
送
遅
延
時
の
運
賃
分
配
で
あ
る
。
①
・
②
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
統
合
さ
れ

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
文
化
三
年
掟
書
で
は
、
①
に
は
船
持
よ
り
相
談
が
あ
れ
ば
限
定

的
に
解
除
す
る
旨
も
記
さ
れ
、
②
で
は
罰
則
規
定
な
ど
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

文
化
十
四
年
掟
書
で
は
、
限
定
解
除
の
旨
や
明
確
な
罰
則
規
定
は
無
く
、
船
人
仲
間
よ

り
報
告
し
違
反
内
容
の
軽
重
に
よ
り
村
役
人
と
船
持
で
相
談
し
て
取
り
計
ら
う
こ
と
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
③
は
寛
政
四
年
掟
書
で
創
設
さ
れ
た
項
目
で
、
登
り
荷
物
が
遅
延

し
た
場
合
は
、
運
賃
を
乗
船
し
て
い
た
船
人
と
惣
船
人
、
惣
船
主
で
三
等
分
す
る
と
い

う
規
定
で
あ
る
。
文
化
十
四
年
掟
書
に
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
文
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、
寛

政
四
年
掟
書
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
表
6
下
線
部
）。

　
以
上
、
寛
政
期
以
降
の
共
通
項
目
か
ら
両
掟
書
の
関
連
性
を
み
て
き
た
。
文
化
十
四

年
掟
書
（「
掟
書
Ａ
」）
は
、
寛
政
四
年
掟
書
と
文
化
三
年
掟
書
（「
掟
書
Ｂ
」）
の
条
文

が
踏
襲
も
し
く
は
反
映
さ
れ
て
お
り
、
当
該
期
の
両
掟
書
は
独
立
し
て
運
用
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
関
連
性
を
も
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

三
　「
掟
書
Ａ
」
の
変
遷

　

（
一
）
延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
の
比
較

　
前
章
ま
で
に
項
目
の
共
通
性
と
内
容
の
類
似
性
か
ら
、「
掟
書
Ａ
」
及
び
「
掟
書
Ｂ
」

の
関
連
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
「
掟
書
Ａ
」
内
の
共
通
項
目
の
文
言

の
踏
襲
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
、「
掟
書
Ａ
」
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
。
比
較

に
際
し
て
は
使
用
さ
れ
る
単
語
や
表
現
の
違
い
に
注
視
し
て
ゆ
き
、
異
体
字
や
送
り
仮

名
の
有
無
、
返
り
点
の
差
異
は
対
象
外
と
し
た
。
な
お
、
延
享
四
年
掟
書
と
文
化
十
四

年
掟
書
の
比
較
は
、
延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
の
比
較
と
同
様
の
傾
向
で
あ
っ

た
た
め
、
今
回
は
省
略
し
た
。

表 7　延享四年掟書と安永二年掟書の共通項目

延享四年掟書 安永二年掟書

共通項目

往復日程 一吉田前芝上下之儀正月十五日ゟ十月十五日迄二日上
下、十月十六日ゟ正月十四日迄三日上下ニ可致事

一延享四卯年定之通吉田前芝上下正月十五日ゟ十月十
五日迄二日上下、十月十六日ゟ正月十四日迄三日上下
ニ可致候、新城川路迄瀬取荷物之義差閊之節者、一日
両度宛上下可致候事

継荷 一瀬取上下之儀荷物差閊候節者、仰付次第一日両度急
度相勤可申候事

船人扶持米 一扶持之儀、吉田上下二日懸り白米四升・遣銭四拾四文、
三日上下白米四升六合・遣銭七拾弐文、瀬取上下白米
弐升、風雨之節逗留致候者一日壱人前白米五合宛・宿
払三拾弐文、尤雨降候共水増シ不申候而逗留致候者扶
持出シ不申事

一船人扶持米遣銭之義、前々定之通船上下度毎相渡可
申候、雨降候共水増不申候節逗留致候ハヽ扶持米遣銭
差出不申候事

川浚い 一川さらへ之節壱艘ニ付船人壱人酒銭拾弐文ツヽ出可
申候、尤干水ニ而舟自由悪鋪被成候者舟主ニ之江申談
下知之上さらへ可申候、船人差合御座候者外人成共壱
人ツヽ急度出可申候、船人壱人宛出候上ニ而舟上下者
勝手次第可致候事

一川さらへ之節壱艘付船人壱人酒銭拾弐文宛出シ可申
候、尤干水ニ而船通路悪敷相成候節者船主々江申談下
知之上さらへ可申候、船人差合有之候節者外人壱人宛
急度出シ可申候、船頭壱人宛出シ候上ニ而者船上下勝
手次第可致候、船道格別損シ人足余慶相掛り舩上下日
数多費可申候時節者、賃銀差出シ雇人致シ上下日数費
不申候様船主・船人可相心得候事

荷物取扱 一上下荷物之儀随分大切ニ紛失無之様可致候、若紛失
致候者同国船人中間として弁へ可申候

一上下運送荷物紛失無之候様大切ニ可致候、若シ紛失
致候ハヽ船持仲間并両村名主・組頭立会、其訳相糺シ
候上ニ而其節掛り合之船人仲間江弁へ可申付候事

船人欠落 一船人欠落致候者請合候中間へ申達尋為帰可申事 一船人欠落致シ候ハヽ請合仲間江申談尋為帰可申候、
前金之義壱人前米銭都合金三分之外借シ申間敷候、尤
請合書付を取借シ可申候事

前金上限 一前金之儀壱人ニ付米銭ニ而成共都合金三分ゟ外借申
間敷候、尤請合証文を取借可申事

喧嘩・博奕
禁止

一舟上下之節博奕喧嘩口論不及申、大酒等致不申候様
吟味可致事

一船上下之節博奕・喧嘩・口論者不及申ニ、大酒不致
上下運送無油断出精相勤候様船人仲間申合急度相慎可
申候事
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表
7
は
、延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
の
共
通
事
項
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
言
が
共
通
し
て
い
る
部
分
に
は
、
下
線
が
付
し
て
あ
る
。
往
復
日
程
と
継
荷
の
項
目

は
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
一
項
目
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。
往
復
日
程
の
項
目
は
、
下
線

部
の
よ
う
に
同
一
の
文
言
で
書
か
れ
て
い
る
。
継
荷
の
項
目
は
両
者
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容

で
あ
る
が
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
継
荷
の
宛
先
と
し
て
具
体
的
な
村
名
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
新
城
町
と
川
路
村
（
共
に
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
言

は
、
延
享
四
年
掟
書
に
は
「
瀬
取
上
下
之
儀
荷
物
差
閊
候
節
」
や
「
一
日
両
度
急
度
相

勤
可
申
候
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
瀬
取
荷
物
之
義
差

閊
之
節
」
及
び
「
一
日
両
度
宛
上
下
可
致
候
事
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
文
言
が
組
み
換

え
ら
れ
て
い
る
。

　
船
人
扶
持
米
の
項
目
は
、
大
部
分
は
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
延
享
四
年
掟
書
で
は
具

体
的
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
安
永
二
年
掟
書
は
具
体
的
な
基
準
を

「
前
々
定
之
通
」
と
省
略
し
て
い
る
。
扶
持
米
支
給
の
例
外
に
関
す
る
文
言
は
、
大
部

分
が
同
じ
で
あ
る
が
、
延
享
四
年
掟
書
で
は
「
水
増
シ
不
申
候
而
」
や
「
持
出
」
と
表

記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
安
永
二
年
掟
書
は
「
水
増
シ
不
申
候
節
」
や
「
差
出
」
と
表

記
し
て
お
り
、
使
用
す
る
単
語
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
川
浚
い
の
項
目
は
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
延
享
四
年
掟
書
の
大
部
分
を
転
載
し
、
そ

こ
に
新
た
な
内
容
を
追
加
し
て
い
る
。
一
方
で
転
載
さ
れ
た
文
言
の
一
部
に
は
、
両
者

で
異
な
る
単
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
延
享
四
年
掟
書
に
は
「
舟
自
由
悪
鋪
」
と
書
か

れ
て
い
る
箇
所
を
、
安
永
二
年
掟
書
は
「
舩
通
路
悪
敷
」
と
書
い
て
お
り
、
条
文
の
内

容
に
差
異
が
出
な
い
範
囲
で
、
意
味
の
異
な
る
単
語
を
使
用
し
て
い
る
。

　
荷
物
取
扱
の
項
目
は
、内
容
は
既
に
触
れ
て
い
る
た
め
、文
言
の
み
言
及
し
て
ゆ
く
。

延
享
四
年
掟
書
で
は
「
上
下
荷
物
之
儀
随
分
大
切
ニ
紛
失
無
之
様
可
致
候
」
と
し
て
い

る
部
分
が
、
安
永
二
年
掟
書
は
「
上
下
運
送
荷
物
紛
失
無
之
候
様
大
切
ニ
可
致
候
」
と

し
て
お
り
、
単
語
の
追
加
や
削
除
、
文
言
の
組
み
換
え
が
確
認
さ
れ
た
。

　
船
人
欠
落
と
前
金
上
限
の
項
目
は
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
統
合
さ
れ
て
お
り
、
両
項

目
と
も
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
文
言
は
、
延
享
四
年
掟
書
で
「
船
人
欠
落
致
候
者
」
と

記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
安
永
二
年
掟
書
は
「
船
人
欠
落
致
シ
候
ハ
ヽ
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
延
享
四
年
掟
書
で
は
「
中
間
へ
申
達
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
安

永
二
年
掟
書
は
「
仲
間
江
申
談
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　
喧
嘩
・
博
奕
禁
止
の
項
目
は
、
両
者
と
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
文
言
は
、
延
享

四
年
掟
書
で
は
「
大
酒
等
致
不
申
候
様
吟
味
可
致
事
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
が
、
安
永

二
年
掟
は
「
大
酒
不
致
上
下
運
送
無
油
断
出
精
相
勤
候
様
船
人
仲
間
申
合
急
度
相
慎
可

申
候
事
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
新
規
の
文
言
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
の
比
較

　
表
8
は
、
安
永
二
年
掟
書
と
文
化
十
四
年
掟
書
の
共
通
事
項
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ

る
。
表
7
同
様
に
、
文
言
が
共
通
し
て
い
る
部
分
に
は
下
線
が
付
し
て
あ
る
。
古
例
遵

守
の
項
目
は
、
遵
守
す
る
古
例
の
数
以
外
は
、
同
一
の
内
容
で
あ
る
。
文
言
は
大
部
分

が
共
通
し
て
い
る
が
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
船
主
・
船
人
・
名
主
・
組
頭
立
会
」
と

記
し
て
い
た
部
分
の
み
、
文
化
十
四
年
掟
書
は
「
両
村
役
人
・
船
主
・
船
人
立
会
」
と

記
し
て
い
る
。
内
容
に
差
異
が
無
い
範
囲
で
使
用
す
る
単
語
や
順
番
に
変
更
が
み
ら
れ

た
。

　
往
復
日
程
の
項
目
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
下
線
部
①

の
通
り
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
船
人
の
願
い
に
よ
り
規
定
が
変
更
さ
れ
て
い
た
。

前
述
の
『
新
城
市
誌
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
従
属
的
な
関
係
と
は
異
な
り
、
文

化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
時
点
の
船
持
と
船
人
の
関
係
性
は
、
船
人
も
掟
書
の
作
成
に

関
与
し
て
い
た
一
面
を
垣
間
見
る
事
が
で
き
る
。
継
荷
の
項
目
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
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で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
扶
持
米
の
項
目
は
、文
化
十
四
年
掟
書
で
は
安
永
二
年
掟
書
の
文
言
を
転
載
し
つ
つ
、

扶
持
米
支
給
の
新
た
な
例
外
を
提
示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
尤
十
月
朔
日
ゟ
来
三

月
十
五
日
迄
者
水
増
不
申
候
共
大
降
ニ
候
ハ
ヽ
、
扶
持
米
遣
銭
差
出
シ
可
申
候
事
」
と

あ
り
、
十
月
一
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
は
、
川
の
水
量
が
変
化
せ
ず
と
も
大
雨
で
あ

れ
ば
扶
持
米
な
ど
を
提
供
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
川
浚
い
の
項
目
は
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
船
人
差
合
有
之
候
節
者
外
人
壱
人
宛
急

度
出
シ
可
申
候
、
船
頭
壱
人
宛
出
シ
候
上
ニ
而
者
船
上
下
勝
手
次
第
可
致
候
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
両
者

と
も
同
じ
内
容
で
あ
る
。
文
言
の
大
部
分
は
同
一
で
あ
る
が
、
前
節
と
同
様
に
一
部
の

使
用
単
語
に
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。
延
享
四
年
掟
書
が
「
自
由
」、安
永
二
年
掟
書
が
「
通

路
」
と
し
て
い
た
部
分
を
、
文
化
十
四
年
掟
書
は
「
道
」
と
書
い
て
お
り
、
単
語
は
異

な
る
が
安
永
二
年
掟
書
と
同
意
で
あ
っ
た
。

　
荷
物
取
扱
の
項
目
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
「
送
状
ニ
引
合
問
屋
并
荷
主
江
急
度

引
渡
可
申
候
」
と
い
う
文
章
が
追
加
さ
れ
、
送
り
状
を
参
照
し
て
問
屋
や
荷
主
へ
必
ず

渡
す
こ
と
、
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
文
言
は
、「
若
シ
」

と
「
万
一
」
と
い
っ
た
単
語
の
違
い
や
、「
船
持
仲
間
并
両
村
名
主
組
頭
立
会
」
と
「
両

村
役
人
并
船
持
仲
間
立
会
」
と
い
っ
た
文
言
の
組
み
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
船
人
欠
落
の
項
目
は
、
両
者
と
も
同
一
内
容
で
あ
る
。
文
言
は
、
前
節
で
は
単
語
が

変
更
さ
れ
て
い
た
部
分
が
、
文
化
十
四
年
掟
書
は
安
永
二
年
掟
書
と
同
じ
く
、「
船
人

欠
落
致
シ
候
ハ
ヽ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
異
な
る
単
語
を
使
用
し
て
い
る
箇

所
も
あ
り
、
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
請
合
仲
間
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
文
化
十
四
年

掟
書
は
「
請
人
仲
間
」
と
な
っ
て
い
る
。
前
金
上
限
の
項
目
も
両
者
は
同
じ
内
容
で
あ

る
。
文
言
は
、内
容
に
差
異
が
無
い
範
囲
で
変
更
さ
れ
て
お
り
、安
永
二
年
掟
書
は
「
壱

表 8　安永二年掟書と文化十四年掟書の共通項目
安永二年掟書 文化十四年掟書

共通項目

古例遵守 一百余年以前延宝六午年船持仲間連判定之通堅相守、
鵜飼通船運送挊無油断出精致シ御年貢上納仕、御林御
伐出シ御用之荷物船積材木筏運送被仰付候節者、船主・
船人・名主・組頭立会、川水見届大切ニ運送可相勤候
事

一百四拾年以前延宝六丑年・七拾年以前延享三寅年・同
四卯年・四拾四年以前安永弐巳年船持仲間連判定之通堅
相守、鵜飼通船運送挊無油断致出精御年貢上納仕、御林
御伐出シ御用之荷物船積材木筏運送被仰付候節者、両村
役人・船主・船人立会、川水見届大切ニ運送可相勤候事

往復日程 一延享四卯年定之通吉田前芝上下正月十五日ゟ十月十
五日迄二日上下、十月十六日ゟ正月十四日迄三日上下
ニ可致候、新城・川路迄瀬取荷物之義差閊之節者、一
日両度宛上下可致候事

一吉田前芝上下之儀前々之定ニ者正月十五日ゟ十月十五
日迄二日上下、十月十六日ゟ正月十四日迄三日上下ニ可
致定候處、①寛政四辰年船人中ゟ願有之両村役人・船主
立会相談之上、春者彼岸明候日ゟ二日上下、秋者九月節
ニ入候日ゟ三日上下ニ可致段相定申候、向後茂右之心得
ニ而舩上下無滞可致候事

継荷

船人扶持米 一船人扶持米遣銭之義、前々定之通船上下度毎相渡可
申候、雨降候共水増不申候節逗留致候ハヽ扶持米遣銭
差出不申候事

一船人扶持米遣銭之儀、前々定之通船上下之度毎ニ相渡
シ可申候、雨降候共水増不申候節致逗留候ハヽ、扶持米
遣銭差出シ不申候事、尤十月朔日ゟ来三月十五日迄者、
水増不申候共大降ニ候ハヽ扶持米遣銭差出シ可申候事

川浚い 一川さらへ之節壱艘付船人壱人酒銭拾弐文宛出シ可申
候、尤干水ニ而船通路悪敷相成候節者船主々江申談下
知之上さらへ可申候、船人差合有之候節者外人壱人宛
急度出シ可申候、船頭壱人宛出シ候上ニ而者船上下勝
手次第可致候、船道格別損シ人足余慶相掛り船上下日
数多費可申候時節者、賃銀差出シ雇人致シ上下日数費
不申候様船主・船人可相心得候事

一川さらい之儀、前々定之通船人壱人前酒銭拾弐文宛差
出シ可申候、尤干水ニ而船道悪敷相成候節者船主江申談
下知之上さらへ可申候、船道格別損人足余慶相掛船上下
日数費可申候時節ハ、賃銀差出雇人いたし上下日数費不
申候様船主・船人相心得可申候、猶亦川さらへ之節随分
致出精さらへ可申候事

荷物取扱 一上下運送荷物紛失無之候様大切ニ可致候、若シ紛失
致候ハヽ船持仲間并両村名主・組頭立会、其訳相糺シ
候上ニ而其節掛り合之船人仲間江雑へ可申付候事

一上ケ下ケ運送荷物紛失無之様大切ニ仕、送状ニ引合問
屋并荷主江急度引渡可申候、万一致紛失候ハヽ両村役人
并船持仲間立会、其訳相糺候上ニ而其節掛り合之船人仲
間江弁可申付候事

船人欠落 一船人欠落致シ候ハヽ請合仲間江申談尋為帰可申候、
前金之義壱人前米銭都合金三分之外借シ申間敷候、尤
請合書付を取借シ可申候事

一船人致欠落候ハヽ請人仲間江申談尋為返可申候、前金
之儀米銭ニ而都合金三分之外貸申間敷候、尤請合書付取
貸可申候事前金上限

喧嘩・博奕
禁止

一船上下之節博奕・喧嘩・口論者不及申ニ、大酒不致
上下運送無油断出精相勤候様船人仲間申合急度相慎可
申候事

一船上下之節博奕・喧嘩・口論者不及申ニ、大酒不致舩
上下運送無油断出精相勤候様船人仲間申合急度相慎可申
候事
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人
前
米
銭
都
合
金
三
分
」、
文
化
十
四
年
掟
書
は
「
米
銭
ニ
而
都
合
金
三
分
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
な
お
安
永
二
年
掟
書
で
は
「
借
シ
」
と
書
い
て
い
る
部
分
を
、
文
化
十
四

年
掟
書
は
「
貸
」
と
書
い
て
い
る
が
、
前
者
の
送
り
仮
名
が
「
シ
」
と
表
記
さ
れ
て
い

る
点
を
鑑
み
て
、
同
一
の
意
味
と
み
な
し
た
。

　
喧
嘩
・
博
奕
禁
止
の
項
目
は
、
完
全
に
同
一
の
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
各
項
目
の
内
容
及
び
文
言
を
比
較
し
て
、「
掟
書
Ａ
」
間
の
条
文
の
踏
襲
性

を
み
て
き
た
。
各
掟
書
の
共
通
項
目
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
追
加
や
削
除
は
あ
っ
た

が
大
意
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
文
言
は
、
文
化
十
四
年
掟
書
は
安
永
二
年
掟
書
と
同
一
の

文
言
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
各
掟
書
で
異
な
る
単
語
を
使
用
し
て
い
た
部
分
を
比

較
す
る
と
、
延
享
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
は
、
単
語
の
意
味
が
異
な
っ
て
い
た
。

一
方
で
文
化
十
四
年
掟
書
と
安
永
二
年
掟
書
は
、
同
じ
文
言
或
い
は
類
語
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、
延
享
四
年
掟
書
と
比
べ
て
強
い
踏
襲
性
が
み
ら
れ
る
。
前
章
で
は
項
目
内
容

の
共
通
性
か
ら
、延
享
四
年
掟
書
が
掟
書
Ａ
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、

文
言
の
踏
襲
性
と
後
世
へ
の
影
響
力
を
加
味
す
れ
ば
、
安
永
二
年
掟
書
が
後
の
「
掟
書

Ａ
」
の
基
点
で
あ
り
、
同
時
期
に
乗
本
村
な
い
し
は
豊
川
水
運
に
ま
つ
わ
る
地
域
の
画

期
と
な
る
変
化
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
　
現
存
す
る
七
点
の
掟
書
を
、
作
成
者
の
違
い
や
文
言
の
類
似
性
に
注
目
し
な
が
ら
解

説
を
試
み
た
。
近
世
当
時
に
お
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
掟
書
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
た

船
人
の
請
印
の
有
無
と
は
別
に
、
掟
書
と
み
な
す
判
断
基
準
が
存
在
し
て
い
た
。
末
文

と
奥
書
の
文
言
か
ら
多
く
の
掟
書
で
は
、
①
船
持
層
が
協
議
に
よ
り
条
文
を
作
成
し
、

②
奥
書
で
船
人
が
そ
の
旨
を
承
知
し
請
印
を
す
る
、
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
て
お
り
、

文
言
上
で
船
持
と
船
人
の
間
に
あ
る
上
下
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
作
成
者
の
肩
書

と
項
目
の
種
類
、
内
容
の
類
似
性
か
ら
、
豊
川
水
運
の
掟
書
に
は
、
問
屋
と
船
持
が
中

心
に
な
っ
て
作
成
し
延
享
四
年
掟
書
の
文
言
を
ベ
ー
ス
に
し
た
「
掟
書
Ａ
」
と
、
船
持

が
作
成
し
延
享
四
年
掟
書
と
の
関
連
性
が
希
薄
な
「
掟
書
Ｂ
」
の
二
種
類
が
存
在
し
て

い
た
。

　「
掟
書
Ａ
」
は
、
寛
政
期
以
降
に
は
「
掟
書
Ｂ
」
の
条
文
を
踏
襲
あ
る
い
は
反
映
さ

せ
た
条
項
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
文
化
十
四
年
掟
書
で
は
、
船
人
の
発

案
に
よ
り
条
文
が
変
更
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
船
人
も
豊
川
水
運
の
運
営
に
参

加
す
る
手
段
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
掟
書
Ａ
」
間
の
文
言
を
比
較
し
て
条

文
の
踏
襲
性
を
み
た
と
こ
ろ
、
安
永
二
年
掟
書
の
文
言
は
、
内
容
に
差
し
支
え
な
い
細

か
な
部
分
も
含
め
て
、
後
の
掟
書
で
も
引
用
さ
れ
て
い
た
。
後
世
の
「
掟
書
Ａ
」
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
点
か
ら
、
豊
川
水
運
に
関
わ
る
地
域
社
会
に
と
っ
て
の
画
期

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
『
愛
知
県
史
　
資
料
編
十
九
　
近
世
五
　
東
三
河
』 （
愛
知
県
、

二
〇
〇
八
年
）
九
六
〇
頁
。

（
2
）
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
所
蔵
文
書
目
録
三
　
三
河
国

八
名
郡
・
宝
飯
郡
・
設
楽
郡
』（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）
六
九
頁
～

八
九
頁
。

（
3
）
そ
の
他
の
所
蔵
先
と
し
て
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
、
新
城
市
乗
本
地
区
区
有
文
書
、
個

人
蔵
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
）
新
城
市
誌
編
集
委
員
会
『
新
城
市
誌
』（
愛
知
県
新
城
市
、
一
九
六
三
年
）
二
七
八
頁
～

二
七
九
頁
。

（
5
）
前
掲
注（
1
）。

（
6
）
前
掲
注（
1
）。

（
7
）
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会『
愛
知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二
』（
愛
知
県
、二
〇
一
九
年
）
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三
二
二
頁
～
三
二
三
頁
。

（
8
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
八
四
。

（
9
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
一
〇
一
。

（
10
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
一
一
六
。

（
11
）
鈴
木
重
安
『
改
訂
　
八
名
郡
誌
』（
鈴
木
重
安
、
一
九
五
六
年
）
一
〇
九
五
頁
。

（
12
）愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会『
愛
知
県
史
　
通
史
編
五
　
近
世
二
』（
愛
知
県
、二
〇
一
九
年
）

三
一
六
頁
。

（
13
）
国
立
史
料
館
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
三
十
九
集
　
三
河
国
八
名
郡
乗
本
村
菅
沼
家

文
書
』（
国
立
史
料
館
、
一
九
八
四
年
）
一
〇
四
～
一
〇
六
頁
。

（
14
）
前
掲
注（
10
）。

（
15
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
七
三
。
な
お
、
史
料
自
体
は
延
宝
九

年
（
一
六
八
一
）
作
成
で
あ
る
が
、
史
料
中
に
延
宝
六
年
掟
書
の
写
し
が
差
出
人
・
年
月
日
・

宛
名
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。検
証
で
は
こ
の
部
分
を
延
宝
六
年
掟
書
と
し
て
使
用
す
る
。

（
16
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
七
六
。
前
掲
注（
6
）と
同
じ
。

（
17
）
二
〇
二
二
年
六
月
時
点
、
冊
子
目
録
で
確
認
可
能
な
も
の
は
、
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究

所
所
蔵
文
書
目
録
三
　
三
河
国
八
名
郡
・
宝
飯
郡
・
設
楽
郡
』（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
、

二
〇
二
〇
年
）、
国
立
史
料
館
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
三
十
九
集
　
三
河
国
八
名
郡

乗
本
村
菅
沼
家
文
書
』（
国
立
史
料
館
、
一
九
八
四
年
）
の
二
点
で
あ
る
。
後
者
に
は
豊
橋

市
美
術
博
物
館
と
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
の
所
蔵
史
料
も
一
部
目
録
に
含
ま
れ
て
い

る
。

（
18
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
七
七
。

（
19
）
豊
橋
市
美
術
博
物
館
所
蔵
　
橋
良
文
庫
菅
沼
家
文
書
一
〇
三
。『
新
城
乨
誌
』
な
ど
に
掲

載
さ
れ
た
文
化
三
年
作
成
の
掟
書
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
所
蔵
　
三
河
国
八
名
郡
乗
本
村
菅
沼
家
文
書
七
五
。

（
21
）
各
史
料
の
出
典
は
、
延
宝
六
年
掟
書
は
前
掲
注（
15
）、
延
享
四
年
掟
書
は
前
掲
注（
16
）、

宝
暦
四
年
掟
書
は
前
掲
注（
18
）、
安
永
二
年
掟
書
は
前
掲
注（
8
）、
寛
政
四
年
掟
書
は
前
掲

注（
9
）、
文
化
三
年
掟
書
は
前
掲
注（
19
）、
文
化
十
四
年
掟
書
は
前
掲
注（
10
）を
参
照
。
以

降
、
表
中
に
注
記
の
無
い
掟
書
の
出
典
は
表
1
と
同
じ
。

（
22
）
前
掲
注（
15
）。

（
23
）
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
所
蔵
　
三
河
国
八
名
郡
乗
本
村
菅
沼
家
文
書
六
七
。

（
24
）
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
所
蔵
　
三
河
国
八
名
郡
乗
本
村
菅
沼
家
文
書
七
〇
。

（
25
）
菅
沼
貴
一
『
吉
田
川
回
漕
史
改
訂
復
刻
本
』（
金
田
博
子
、
二
〇
〇
八
年
）
五
三
頁
～

五
八
頁
。

（
26
）
前
掲
注（
25
）に
よ
る
と
「
所
定
の
荷
物
以
外
に
荷
物
を
積
む
」
と
し
、
ま
た
同
史
料
の
解

説
で
は
、
ほ
ま
ち
荷
に
つ
い
て
「
契
約
以
外
の
自
分
ま
た
は
他
人
の
荷
を
ひ
そ
か
に
運
び
、

自
分
の
収
入
と
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
文
化
十
四
年
掟
書
に
は
「
ほ
つ
た
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
が
、
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
と
、
宝
飯
郡
地
域
の
方
言
で
「
な
い
し
ょ
の
金
。
へ
そ
く
り
」
の
意

味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
「
ほ
ま
ち
」
と
「
ほ
つ
た
」
を
同
一
の
意
味
と

捉
え
た
。

（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
研
究
員
）
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は
じ
め
に

　
　
令
和
三
年
五
月
、
偶
然
に
も
大
正
五
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
愛
知
県
立
第
二
中
学
校

『
学
友
会
報
』
第
二
十
四（
１
）
号
に
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
こ
の
小
冊
子
は
、
同
校
の

学
友
会
が
編
集
・
発
行
し
た
雑
誌
の
一
冊
で
あ
る
が
、
当
時
五
学
年
に
在
籍
し
て
い
た

尾
崎
士
郎
や
大
須
賀
健
治
が
卒
業
に
際
し
て
執
筆
し
た
寄
稿
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

大
正
四
年
度
の
諸
活
動
の
報
告
に
お
い
て
も
、
尾
崎
や
大
須
賀
に
関
す
る
新
た
な
知
見

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
尾
崎
の
寄
稿
文
は
『
尾
崎
士
郎
全
集（２
）』

に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
作
品
集
の
著
作
年
譜
な
ど
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
新
出
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
中
学
校
時
代
の
尾
崎
に
影

響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
、
友
人
の
大
須
賀
の
人
物
像
を
知
る
貴
重
な
手
が
か
り
で
も
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
所
蔵
者
の
許
可
を
得
て
『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
内
容
を
も
と
に
中
学
校
時
代
の
尾
崎
や
大
須
賀
の
新
た
な
一
面
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
ぜ
ひ
多
く
の
方
々
に
御
叱
正
を
賜
り
た
い
。

　
な
お
、
引
用
資
料
に
お
け
る
旧
字
体
・
異
体
字
等
は
常
用
漢
字
や
正
字
に
改
め
た
。

一
、
愛
知
県
立
第
二
中
学
校
と
尾
崎
士
郎

　
尾
崎
士
郎
は
、『
人
生
劇
場
』

で
知
ら
れ
る
昭
和
を
代
表
す
る

小
説
家
で
あ
る
。
明
治
三
十
一

年
（
一
八
九
八
年
）
に
愛
知
県

幡
豆
郡
横
須
賀
町（
現
西
尾
市
）

に
生
ま
れ
、
横
須
賀
尋
常
高
等

小
学
校
（
現
西
尾
市
立
横
須
賀

小
学
校
）、
愛
知
県
立
第
二
中

学
校
（
図
版
1
・
現
愛
知
県
立

岡
崎
高
等
学
校
、
以
下
「
愛
知

二
中
」と
略（
３
）
す
）を
卒
業
し
て
、

大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）
四

月
に
早
稲
田
大
学
に
進
ん
だ
。

そ
の
後
の
小
説
家
と
し
て
の
経

歴
に
つ
い
て
は
、『
尾
崎
士
郎

全
集
』
を
始
め
と
し
た
数
多
く

《
資
料
紹
介
》

　
　
　愛
知
県
立
第
二
中
学
校
『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
（
大
正
五
年
三
月
）
に
つ
い
て

　
　
　

　―
尾
崎
士
郎
「
本
校
を
出
づ
る
に
臨
み
て
諸
子
に
告
ぐ
」
の
発
見
―

倉
橋

真
司
　
　

図版 1 　 愛知県立第二中学校（大正 4年以前撮影）（個人蔵）
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の
著
作
に
お
け
る
年
譜
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
青
年
期
は
自
伝
的
小
説
の
『
人

生
劇
場
』（
青
春
編
）
の
主
人
公
で
あ
る
青
成
瓢
吉
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。

　
中
学
校
で
の
登
場
人
物
は
、
尾
崎
が
在
学
し
て
い
た
愛
知
二
中
の
教
師
や
友
人
を
も

と
に
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
校
内
の
描
写
に
も
当
時
の
バ
ン
カ
ラ

な
校
風
が
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
尾
崎
自
身
も
中
学
校
在
学
中
よ
り
雑
誌
『
第
三
帝

国
』
や
『
世
界
之
日
本
』
に
寄
稿
し
て
、
中
央
論
壇
の
人
々
の
知
遇
を
得
た
り
、
校
内

弁
論
大
会
で
活
躍
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
優
等
生
で
は
な
い
が
正
義
感
が
強
く
、
弁
論

を
得
意
と
し
行
動
力
が
あ
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い（４
）。大
学
進
学
後
は
大
正
六
年
に
起
き
た
早
稲
田
騒
動
に
学
生
代
表
と
し
て
参
加
し
、

同
八
年
に
は
大
学
を
中
退
し
て
社
会
主
義
運
動
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
中
学
校
時
代
の
尾
崎
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
同
時
代
の
資
料
は
実
は

少
な
い
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
尾
崎
自
身
が
後
に
書
い
た
回
想
記（５
）と
、『
人
生
劇
場
』（
青

春
編
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
時
代
の
資
料
と
し
て
は
、
尾
崎
が
明
治
四
十
三

年
四
月
か
ら
大
正
五
年
三
月
ま
で
の
六
年
間
在
学
し
た
、愛
知
二
中
の
『
校
務
日
誌
』、

『
学
籍
簿
』な
ど
の
学
校
資
料
や『
学
友
会
報
』な
ど
の
学
友
会
誌
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

同
校
の
校
舎
移
転
や
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
空
襲
被
害
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、
断

片
的
に
し
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

　
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
年
）
に
愛
知
二
中
の
後
継
校
で
あ
る
岡
崎
高
等
学
校
が

創
立
九
十
年
を
迎
え
た
時
に
『
愛
知
二
中
　
岡
崎
中
学
　
岡
崎
高
校
九
十
年
史
』（
以

下
『
九
十
年
史
』
と
略
す
）
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
編
集
委
員
会
は
尾
崎
が
在

学
し
て
い
た
六
年
間
の
学
友
会
誌
の
蒐
集
に
努
め
た
結
果
、
大
正
元
年
『
学
友
会
報
』

と
同
四
年『
両
公
記
念
号
』の
二
冊
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。『
九
十
年
史
』で
は
、

こ
の
二
冊
に
見
え
る
尾
崎
の
寄
稿
文
や
短
歌
、
校
内
活
動
の
記
録
の
ほ
か
、
同
級
生
の

回
想
な
ど
の
資
料
を
も
と
に「
大
正
初
期
の
中
学
生
生
活
」の
節
に
お
い
て
十
頁
に
渡
っ

て
尾
崎
の
中
学
時
代
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る（６
）。
ま
た
都
築
久
義
は
こ
の
二
冊
の
『
学

友
会
報
』
に
見
え
る
尾
崎
の
寄
稿
文
を
紹
介
し
、と
り
わ
け
大
正
四
年
『
両
公
記
念
号
』

に
寄
稿
し
た
「
徳
川
家
康
公
論
」
が
、
後
の
尾
崎
の
歴
史
小
説
の
理
念
に
通
じ
る
と
指

摘
し
た（７
）。

尾
崎
自
身
の
手
に
よ
る
資
料
は
少
な
い
も
の
の
、『
九
十
年
史
』
は
大
正
期

の
愛
知
二
中
の
状
況
を
愛
知
県
の
教
育
資
料
や
当
時
の
新
聞
記
事
、
卒
業
生
の
回
想
な

ど
を
駆
使
し
て
と
て
も
詳
し
く
記
述
し
て
お
り
、
同
盟
休
校
や
校
内
暴
力
グ
ル
ー
プ
で

あ
る
「
龍
虎
団（８
）」
の
存
在
に
も
触
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
尾
崎
が
在
学
し
て
い
た
大
正

初
期
の
愛
知
二
中
は
、『
人
生
劇
場
』（
青
春
編
）
に
描
か
れ
た
中
学
校
以
上
に
バ
ン
カ

ラ
な
校
風
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
尾
崎
は
こ
の
中
で
弁
論
に
打
ち
込
ん
で
、
校
内
の

「
名
士
」
と
目
さ
れ
る
存
在
に
な
り
、
ま
た
友
人
の
大
須
賀
健
治
の
影
響
で
社
会
主
義

思
想
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
英
語
教
師
の
繁
野
政
瑠
（
天
来（９
））
と
の
交
流
を
通
じ
て
文

学
的
な
開
眼
を
得
た
、
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

二
、『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
の
概
要

　

　『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
（
図
版
2
））
11
（

は
、
愛
知
二
中
学
友
会
が
、
大
正
五
年
（
一

九
一
六
年
）
三
月
二
十
九
日
に
発
行
し
た
小
冊
子
で
あ
る
。
編
輯
兼
発
行
者
は
額
田
郡

岡
崎
町
の
柴
田
顕
正
）
11
（

、印
刷
は
名
古
屋
市
西
区
の
一
誠
社
、冊
子
の
サ
イ
ズ
は
縦
二
二
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
五
ミ
リ
で
あ
る
。
総
頁
数
は

一
四
四
頁
で
、
冒
頭
四
頁
を
使
っ
て
大
正
四
年
十
一
月
十
日
に
行
わ
れ
た
大
正
天
皇
の

即
位
礼
の
勅
語
、
内
閣
総
理
大
臣
大
隈
重
信
の
寿
詞
、
同
年
十
二
月
十
日
の
大
正
天
皇

の
聖
旨
、
同
年
十
二
月
十
一
日
の
文
部
大
臣
高
田
早
苗
の
文
部
省
訓
令
第
八
号
が
掲
げ
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ら
れ
て
い
る
。
一
、
二
頁
が
目
次
と
な
っ
て
お
り
、「
我
校
の
大
典
記
念
事
業
」、「
我

校
の
御
大
典
記
事
」、「
学
校
日
誌
」、「
講
演
」、「
論
叢
」、「
文
藻
」、「
韻
文
」、「
部
録
」、

「
卒
業
生
通
信
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
大
正
四
年
に
行
わ
れ
た
大
正
天
皇
の

即
位
礼
を
厳
粛
に
祝
う
校
内
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
大
正
五
年
の
『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
は
、
前
節
の
『
九
十
年
史
』
や
都
築

久
義
の
紹
介
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
昭
和
六
十
二
年
の
編
纂
段
階
で
は

蒐
集
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
岡
崎
高
等
学
校
に
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
岡
崎

市
立
中
央
図
書
館
に
は
、
愛
知
二
中
と
岡
崎
高
等
学
校
の
学
友
会
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常
号
で
は
大
正
六
年
刊
行
の
『
学
友
』
が
最
古
で
あ

り
、
こ
の
号
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
西
尾
市
の
尾
崎
士
郎
記
念
館
と
東
京
都
大
田
区

の
尾
﨑
士
郎
記
念
館
に
も
い
ず
れ
も
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
都
築
久
義
の
数
多
く

の
著
作
に
も
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
小
冊
子
そ
の
も
の
が
新
出

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、尾
崎
在
学
中
の
学
友
会
誌
は
、前
節
の
『
九
十
年
史
』

の
段
階
で
は
大
正
元
年
『
学
友
会
報
』
と
同
四
年
『
両
公
記
念
号
』
の
二
冊
が
確
認
さ

れ
た
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
大
正
五
年
『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
の
所
蔵
者
は
、

こ
の
ほ
か
に
明
治
四
十
四
年
二
月
十
一
日
発
行
の
『
学
友
会
雑
誌
　
行
啓
記
念
』
第
十

九
号
も
所
蔵
し
て
い
る
。
筆
者
も
拝
見
す
る
機
会
を
得
た
が
、
明
治
四
十
三
年
十
一
月

十
九
日
の
皇
太
子
嘉
仁
親
王
（
後
の
大
正
天
皇
）
が
行
啓
し
た
こ
と
を
記
念
し
た
特
別

号
と
な
っ
て
お
り
）
11
（

、
巻
末
の
「
光
栄
に
浴
せ
し
職
員
及
生
徒
氏
名
」
の
第
一
学
年
乙
組

に
「
尾
崎
士
郎
　
幡
豆
平
」
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
が
愛
知
二
中
の
学
友
会
誌

に
見
え
る
尾
崎
の
初
見
記
事
で
あ
る
。
こ
の
年
尾
崎
は
数
学
と
体
操
の
点
数
が
悪
く
落

第
し
）
11
（

、
翌
年
二
度
目
の
第
一
学
年
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
大
須
賀
健
治
と

出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
現
時
点
に
お
い
て
尾
崎
在
学
中
の
学
友
会
誌
は
、
大
正
二
年

（
第
二
十
一
号
）、
同
三
年
（
第
二
十
二
号
）、
同
四
年
（
第
二
十
三
号
）
は
未
確
認
の

ま
ま
で
あ
る
）
14
（

。『
九
十
年
史
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
大
正
元
年
（
第
二
十
号
）
の
豊
富

な
記
事
よ
り
見
て
も
、
何
ら
か
の
寄
稿
を
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
今
後
の
発
見

を
待
つ
ほ
か
な
い
。

　
愛
知
二
中
の
学
友
会
誌
は
創
刊
以
来
『
学
友
会
雑
誌
』
と
称
し
た
が
、
大
正
元
年
の

第
二
十
号
よ
り
『
学
友
会
報
』
と
改
称
さ
れ
、
大
正
六
年
に
は
『
学
友
』
と
な
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。『
学
友
』
は
、
大
正
十
一
年
に
愛
知
二
中
が
岡
崎
中
に
改
称
さ
れ
た
後

も
昭
和
十
八
年
ま
で
継
承
さ
れ
た
が
）
11
（

、
後
長
く
休
刊
し
、
戦
後
に
岡
崎
高
等
学
校
で
昭

和
三
十
三
年
に
復
刊
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

三
、
尾
崎
士
郎
の
寄
稿
文
と
事
績

　

　『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
に
お
け
る
「
論
叢
」
は
五
学
年
一
一
名
、
四
学
年
二
名

の
合
計
一
三
名
の
在
校
生
代
表
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
五
学
年
代
表
の
寄
稿
文
の
中
に

尾
崎
士
郎
「
本
校
を
出
づ
る
に
臨
み
て
諸
子
に
告
ぐ
」
が
あ
る
）
16
（

。
前
節
で
指
摘
し
た
通

図版 2　『学友会報』第二十四号（個人蔵）



― 80 ―

り
、
新
出
の
可
能
性
が
高
い
の
で
、
以
下
に
全
文
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

【
資
料
1
】

　
　
　
本
校
を
出
づ
る
に
臨
み
て
諸
子
に
告
ぐ

第
五
学
年
　
尾
崎
士
郎
　

昔
、中
唐
の
詩
人
に
浪
仙
と
い
ふ
人
が
あ
つ
た
。
彼
は
三
年
を
費
し
て
、『
独
行
潭
底
影
、

数
息
樹
辺
身
』
と
い
ふ
二
句
を
得
た
。
此
詩
は
彼
自
ら
誇
て
、
千
古
不
朽
と
い
ふ
丈
け

あ
つ
て
、
い
か
様
意
味
深
遠
、
浅
劣
な
吾
々
の
俗
眼
を
以
て
し
て
は
到
底
其
文
字
に
顕

れ
た
意
味
す
ら
了
解
す
る
事
が
出
来
な
い
。
然
し
、
そ
れ
は
兎
も
角
、
彼
が
此
詩
を
得

る
に
三
年
の
長
年
月
を
以
て
し
た
と
い
ふ
事
の
み
を
以
て
し
て
も
、
吾
等
は
浪
仙
の
苦

心
に
対
し
て
十
分
の
敬
意
を
払
ふ
義
務
が
あ
る
。
然
る
に
当
時
の
人
々
は
、
彼
の
苦
心

に
対
し
て
何
等
の
報
酬
も
払
は
な
か
つ
た
。
否
、
反
て
人
々
は
彼
に
卑
陋
な
漫
罵
を
浴

せ
か
け
た
。

浪
仙
素
よ
り
詩
を
以
て
、
文
学
を
以
て
生
命
と
為
す
。
確
乎
た
る
信
念
だ
に
あ
ら
ば
千

万
人
の
罵
倒
、
世
を
挙
げ
て
の
嘲
笑
、
素
よ
り
物
の
数
で
は
あ
ら
ぬ
な
が
ら
、
縦
令
知

己
を
千
載
に
求
む
る
文
学
者
と
て
、
詩
人
と
て
、
同
じ
き
国
に
生
を
享
け
て
、
同
じ
き

国
の
人
々
か
ら
誤
解
せ
ら
れ
、
酷
遇
せ
ら
れ
て
嬉
し
か
る
可
き
筈
は
無
い
。
浪
仙
は
自

己
の
惨
憺
た
る
苦
心
に
対
す
る
世
人
の
漫
罵
に
対
し
て
、
遺
憾
極
り
な
く
、
再
び
筆
を

握
て
一
詩
を
賦
し
た
。

曰
く
、『
両
句
三
年
得
、
一
吟
双
涙
流
、
知
音
如
不
賞
、
帰
臥
故
山
秋
』
と
。
私
は
静

か
な
夜
此
詩
を
三
誦
す
る
毎
に
涙
の
滂
沱
と
し
て
頬
に
伝
は
る
を
覚
ゆ
る
。
千
載
に
知

己
を
求
む
る
は
止
む
を
得
ざ
る
時
の
決
心
。
凡
そ
人
生
知
己
無
き
程
悲
し
く
淋
し
き
は

あ
る
ま
い
。
知
己
を
求
め
て
止
ま
ざ
る
の
意
は
、
永
恒
に
於
て
我
と
人
と
一
な
ら
ん
と

す
る
要
求
あ
る
が
為
で
は
あ
る
ま
い
か
？

扠
て
、
六
百
の
学
友
会
諸
兄
、
少
し
長
く
は
な
つ
た
が
、
私
は
以
上
に
於
て
人
生
と
知

己
と
い
ふ
事
に
就
て
具
体
的
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
ま
し
た
。
而
し
て
諸
君
は
私
の
友

人
で
あ
り
、
私
の
知
己
で
あ
る
―
恐
ら
く
私
が
独
断
的
に
斯
う
言
つ
た
と
て
誰
れ
一
人

異
議
を
申
出
で
ら
る
ゝ
方
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

道
は
道
に
依
て
賢
し
、
去
ら
ん
と
す
る
者
の
悲
哀
は
去
ら
ん
と
す
る
者
な
ら
で
は
之
を

知
る
事
は
出
来
な
い
。
而
も
私
は
、
今
や
私
の
自
ら
以
て
友
人
と
し
、
知
己
と
す
る
君

等
と
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
悲
し
き
立
場
に
立
て
ゐ
る
の
だ
。
望
見
す
れ
ば
、
私
の

行
く
可
き
地
は
千
里
万
里
茫
々
と
し
て
遥
か
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
再
び
私
に
若
き
中
学

時
代
が
還
る
迄
、私
に
は
兄
等
と
握
手
し
得
る
の
日
は
あ
る
ま
い
。
悲
し
き
矛
盾（
？
）

で
は
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
人
生
は
厳
粛
な
る
事
実
で
あ
る
。
諸
君
よ
、
私
は
今
去
ら
ん

と
す
る
。
去
ら
ん
と
す
る
者
の
心
は
世
界
中
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
容
詞
を
持
ち
来
る

も
、
之
を
形
容
し
尽
す
事
は
出
来
な
い
。
昔
人
の
言
つ
た
言
葉
に
、
鳥
の
死
な
ん
と
す

る
や
其
鳴
く
声
悲
し
く
、人
の
逝
か
ん
と
す
る
や
其
言
ふ
事
善
し
、と
い
ふ
の
が
あ
る
。

私
は
日
本
の
土
に
生
を
得
て
今
に
到
る
迄
悠
々
十
九
年
、
而
も
責
任
の
あ
る
場
合
に
於

て
虚
言
を
吐
い
た
事
は
一
度
も
な
い
。
去
ら
ん
と
す
る
時
に
於
て
の
み
私
の
叫
び
は
善

で
は
な
い
か
、
然
し
乍
ら
、
人
生
別
離
の
悲
哀
を
味
ふ
の
時
は
少
し
。
生
れ
て
先
づ
第

一
に
会
し
た
別
離
の
悲
哀
を
抱
い
て
、
私
の
心
に
亦
諸
君
に
贐
す
る
の
言
葉
無
き
能
は

ず
で
は
な
い
か
？
、
さ
り
乍
ら
、
私
は
学
才
共
に
乏
し
き
者
で
あ
る
。
学
才
共
に
諸
君

等
よ
り
乏
し
き
私
は
、
諸
君
に
教
ふ
可
き
何
物
も
持
た
な
い
。
私
の
言
ふ
事
は
平
凡
で

あ
り
、
私
の
語
る
事
は
既
に
諸
君
の
耳
に
出
入
す
る
事
多
か
り
し
語
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
然
し
、
真
理
に
は
常
に
生
命
が
あ
る
。
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
万
人
に
共
通
し
た
る

語
な
り
と
雖
も
、
徳
川
家
康
の
語
り
し
も
の
と
、
尾
崎
士
郎
の
語
り
し
も
の
と
の
間
に

は
、
自
ら
甚
し
き
相
違
の
あ
る
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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然
ら
ば
私
の
語
る
事
、
私
の
諸
君
に
残
さ
ん
と
す
る
も
の
は
何
か
。
答
え
は
極
め
て
簡

単
で
あ
る
。
曰
く
、「
汝
自
ら
を
尊
敬
せ
よ
」。
諸
君
、
私
の
諸
君
等
に
与
ふ
可
き
メ
タ
4

4

ル4

は
、
正
し
く
此
の
僅
か
な
る
文
字
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

甞
て
私
の
先
生
が
私
に
言
つ
た
。
君
の
崇
拝
す
る
英
雄
は
誰
で
す
乎
と
。
其
処
で
私
は

答
へ
た
。
私
は
総
て
の
人
間
を
尊
敬
し
ま
す
、
然
し
未
だ
一
人
も
崇
拝
す
る
英
雄
は
あ

り
ま
せ
ん
。
す
る
と
先
生
は
言
つ
た
。
然
ら
ば
最
も
尊
敬
す
る
英
雄
は
？
。
此
処
に
於

て
私
は
直
ち
に
西
郷
で
あ
る
と
答
へ
た
。
先
生
は
私
の
答
を
非
常
に
喜
ん
で
、
盛
に
西

郷
の
偉
大
を
説
い
た
。
そ
れ
か
ら
言
ひ
ま
し
た
。
君
よ
、
大
南
洲
た
ら
ず
ん
ば
小
南
洲

た
れ
と
。
其
時
私
は
昂
然
と
し
て
言
ひ
放
つ
た
。
先
生
よ
、
私
は
小
南
洲
た
ら
ん
よ
り

は
寧
ろ
大
尾
崎
士
郎
た
ら
ん
事
を
望
み
ま
す
と
。

親
愛
な
る
諸
君
、
若
き
諸
君
が
世
の
英
雄
豪
傑
に
対
し
て
憧
憬
の
眼
を
放
て
ゐ
ら
れ
る

事
に
対
し
て
は
、私
の
痛
切
に
愉
快
を
感
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
乍
ら
諸
君
よ
。

諸
君
は
断
じ
て
盲
目
的
英
雄
崇
拝
者
た
る
勿
れ
。
私
は
日
露
戦
争
の
時
日
本
が
産
ん
だ

殉
難
志
士
沖
某
氏
を
崇
拝
し
て
、
脅
迫
罪
で
拘
引
せ
ら
れ
た
青
年
あ
る
を
知
つ
て
ゐ
ま

す
。
又
高
杉
東
行
に
私
淑
し
て
、
無
理
に
嫌
ひ
な
酒
を
呻
つ
て
暴
れ
て
ゐ
た
友
人
を
有

て
ゐ
ま
す
。
以
上
の
例
証
は
極
め
て
卑
近
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
る
が
、
以
て
英
雄

崇
拝
の
如
何
に
危
険
な
る
か
を
語
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
と
言
つ
て
も
私
は
決

し
て
英
雄
崇
拝
を
斥
け
る
者
で
は
な
い
。
唯
個
性
を
没
却
し
た
る
盲
目
的
、
奴
隷
的
崇

拝
丈
け
は
断
じ
て
不
可
な
り
と
言
つ
た
迄
で
あ
り
ま
す
。

諸
君
！
人
間
に
は
各
々
個
性
が
あ
る
。
而
し
て
此
個
性
を
扶
助
し
開
発
し
て
行
く
事
に

於
て
の
み
人
生
の
意
義
が
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
僕
等
が
英
雄
を
模
倣
す
る
は
僕
等

の
個
性
を
完
成
す
る
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
言
ふ
事
を
考
へ
な
さ
い
。
既
に
人
で
あ
る
以

上
、
長
所
も
あ
れ
ば
短
所
も
あ
る
。
苟
も
短
所
を
捨
て
長
所
を
取
る
な
ら
ば
、
人
間
何

ぞ
英
雄
と
凡
人
と
択
ぶ
所
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
故
に
私
は
総
て
の
人
を
尊
敬
し
ま
す
。

元
来
、
世
に
顕
れ
た
る
英
雄
な
る
も
の
は
、
英
雄
の
総
計
で
は
無
い
の
で
あ
る
。
或
は

世
に
は
英
雄
た
る
可
き
素
質
を
有
し
乍
ら
も
、能
く
英
雄
た
り
得
な
か
つ
た
者
も
あ
る
。

又
は
境
遇
の
力
に
左
右
せ
ら
れ
て
空
し
く
大
器
を
抱
い
て
斃
れ
た
者
も
あ
る
。
彼
を
し

て
英
雄
た
ら
し
め
ば
是
も
亦
英
雄
な
り
。
運
不
運
を
以
て
豈
人
間
の
価
値
を
断
定
す
る

を
得
ん
や
と
言
い
度
く
な
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

諸
君
よ
！
希
く
ば
総
て
を
汝
の
自
我
の
中
に
堀
（
掘
）れ
。
英
雄
崇
拝
も
、
愛
国
主
義
も
、
す

べ
て
汝
自
ら
の
心
に
出
で
た
る
も
の
に
非
ず
し
て
何
の
価
値
か
あ
ら
ん
。
故
に
私
は
言

ふ
。
諸
君
よ
、
個
性
の
扶
成
は
兄
等
が
一
生
の
事
業
で
あ
る
、
と
。

私
の
言
つ
た
事
は
甚
だ
雑
多
に
岐
れ
て
、
或
は
要
領
を
得
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
か
も

知
れ
な
い
。
然
し
、
真
面
目
に
聞
い
て
下
す
つ
た
諸
君
は
、
無
論
一
条
の
道
理
が
流
れ

て
ゐ
る
事
を
御
看
取
下
さ
つ
た
事
と
思
ふ
。
よ
し
ん
ば
、
私
の
語
が
あ
ま
り
に
陳
腐
に

し
て
聞
く
に
堪
へ
な
か
つ
た
と
い
は
れ
る
人
が
あ
ら
う
と
も
、
そ
れ
は
私
の
問
題
で
は

無
い
。
私
は
唯
思
ふ
事
丈
け
を
言
へ
ば
足
り
る
。

素
よ
り
一
人
で
も
真
の
知
己
を
見
出
す
な
ら
ば
、
何
の
光
栄
か
是
に
過
ぎ
ん
。
と
言
つ

て
、
知
己
無
く
と
も
私
は
浪
仙
の
語
を
藉
り
来
る
程
老
人
で
も
無
い
。
別
れ
の
言
葉
と

し
て
は
甚
だ
唐
突
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
の
心
か
ら
出
た
も
の
た
る
事
に
依
て
、
一
字

正
に
千
金
に
値
す
る
と
自
負
し
て
も
僭
越
で
は
あ
る
ま
い
と
愚
考
し
ま
す
。

　
卒
業
を
前
に
し
て
、
尾
崎
が
愛
知
二
中
の
後
輩
た
ち
に
残
し
た
言
葉
で
あ
る
。
校
内

の
「
名
士
」
の
一
人
と
し
て
自
信
と
誇
り
に
満
ち
た
説
得
力
の
あ
る
文
章
で
あ
る
。
中

唐
の
詩
人
浪
仙
の
詩
の
一
節
か
ら
始
ま
り
、「
汝
自
ら
を
尊
敬
せ
よ
」、「
個
性
の
扶
成

は
一
生
の
事
業
で
あ
る
」
と
説
く
内
容
に
は
、
尾
崎
自
身
の
六
年
間
の
中
学
校
生
活
が

反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
ら
の
孤

独
な
歩
み
に
対
す
る
達
成
感
と
寂
寥
感
、
来
る
べ
き
未
知
の
世
界
へ
の
期
待
感
と
強
い
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決
意
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
校
側
が
五
学
年
代
表
の
一
人
に
尾
崎
を
選
ん
だ

の
も
、
個
性
を
豊
か
に
発
揮
し
た
彼
こ
そ
が
、
後
輩
た
ち
に
人
間
的
な
成
長
を
促
す
よ

う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
く
れ
る
人
物
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。

　『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
に
は
、「
部
録
」
に
お
い
て
も
尾
崎
の
活
躍
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
「
学
友
会
役
員
」
一
覧
に
お
い
て
、
講
演
部
と
雑
誌
部
の
委
員
に
尾
崎

の
名
を
確
認
で
き
る
）
17
（

。
ま
た
意
外
な
こ
と
に
「
大
正
四
年
度
徒
歩
部
記
事
」
に
お
い
て

も
五
年
の
部
員
欄
に
尾
崎
の
名
が
あ
る
）
11
（

。
徒
歩
部
と
は
現
在
の
陸
上
競
技
部
に
当
た
る

が
、運
動
部
に
も
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
続
く「
大
正
四
年
度
講
演
部
報
告
」

に
は
第
一
学
期
に
お
い
て
、「
四
月
十
六
日
、
家
康
忠
勝
両
公
三
百
年
祭
記
念
講
演
会

を
開
く
。
柴
田
、
下
村
両
先
生
の
講
演
に
先
ち
、
林
千
太
郎
、
尾
崎
士
郎
両
公
に
関
す

る
演
説
を
な
す
。」と
見
え
る
。
こ
の
年
の
四
月
に
学
友
会
が
刊
行
し
た『
両
公
記
念
号
』

に
掲
載
さ
れ
た
「
徳
川
家
康
公
論
」
を
、
生
徒
代
表
と
し
て
講
演
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
）
11
（

。
五
月
二
十
七
日
に
校
内
の
講
堂
で
講
演
大
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時

尾
崎
は
弁
士
と
し
て
は
出
場
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
六
月
以
降
の
活
動
に
は
次
の
よ

う
に
数
多
く
登
場
す
る
）
11
（

。

【
資
料
2
】

六
月
十
五
日
、
第
五
学
年
教
室
に
於
て
講
演
小
会
を
開
く
、
聴
衆
室
に
溢
る
、
演
題

及
び
弁
士
左
の
如
し
。

　
一
、
南
国
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　 

尾
崎
士
郎

　
二
、
人
生
の
一
部 

　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　 

　
　
五
　
　 

栗
木
海
城

　
三
、
体
格
を
よ
く
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　 

林
　
甚
太
郎

　
四
、
偶
感
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　 

佐
久
間
　
進

　
五
、
活
動
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　 

川
端
正
夫

　
六
、
偶
感
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　 

外
狩
保
二

　
七
、
人
生
は
世
路
の
旅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　 

都
築
源
作

　
八
、
戦
争
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五   

　 

柴
田
朝
雄

討
論
会
組
織
　
第
五
学
年
生
有
志
相
談
の
上
討
論
会
を
組
織
し
五
年
生
有
志
を
以
て

会
員
と
な
し
、
本
学
期
に
於
て
三
回
開
会
す
、
回
は
回
を
追
ひ
て
形
式
整
ひ
、
内
容

亦
見
る
べ
き
も
の
と
な
り
た
る
は
誠
に
喜
ば
し
き
こ
と
な
り
。
討
論
題
左
の
如
し
。

　
第
一
回
　
文
明
の
進
歩
は
人
生
の
幸
福
を
来
す
や
否

　
第
二
回
　
日
本
人
は
何
処
へ
発
展
す
べ
き
か

　
第
三
回
　
独
逸
の
将
来

　
　
　
第
二
学
期

十
一
月
三
十
日
、
講
堂
に
於
て
講
演
大
会
を
開
く
。
弁
士
及
演
題
左
の
如
し
。

　
　
一
、
青
年
の
覚
悟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

一
、
甲
　
　
平
井
公
平

　
　
二
、
忠
孝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

二
、
丙
　
　
田
端
国
雄

　
　
三
、
寄
宿
舎
の
歌
合
唱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舎
生
一
同

　
　
四
、
心
の
修
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

二
、
甲
　
　
中
村
正
次

　
　
五
、
切
腹
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

三
、
丙
　
　
近
藤
康
男

　
　
六
、
唱
歌
（
神
洲
男
児
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年
生
　

　
　
七
、
御
大
典
紀
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

三
、
丙
　
　
都
築
源
作

　
　
八
、
奮
励
せ
よ
青
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

三
、
乙
　
　
河
上
　
満

　
　
九
、
詩
吟
（
残
月
）（
霜
満
軍
営
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
年
生

　
一
〇
、
吾
人
青
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

四
、
乙
　
　
石
川
良
平

　
一
一
、
開
運
栄
達
の
要
道
と
は
何
ぞ
や
　
　
　
　 

四
、
丙
　
　
金
森
義
徳
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一
二
、
詩
吟
（
鞭
声
）（
蹈
破
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

四
年
生
　

　
一
三
、
吾
人
の
革
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

五
、
乙
　
　
安
藤
嘉
七

　
一
四
、
英
語
演
説
（
ア
ル
フ
レ
ド
王
と
猫
）
　
　 

三
、
甲
　
　
築
山
欽
次
　

　
一
五
、
唱
歌
（
箱
根
山
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　 

二
年
生
　

　
一
六
、
英
語
会
話
（
青
い
鳥
）
　
　
　
　
　
　
　 

説
明
者
　
　
尾
崎
士
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

チ
ル
チ
ル
　
　
美
甘
義
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

ミ
チ
ル
　
　
松
田
竜
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
、
フ
エ
ヤ
リ
ー
　
　
小
島
伝
三

　
一
七
、
詩
吟
（
煙
鎖
）（
天
草
洋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　 

五
年
生
　

　
一
八
、
覚
醒
時
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

五
、
乙
　
　
尾
崎
士
郎

　
　
　
第
三
学
期

一
月
十
八
日
、
学
芸
競
技
会
を
開
く
。

（
1
）
学
科
目
及
程
度
左
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

（
3
）
優
等
者

　
　
国
語
科
（
六
名
）

　
　
一
年
之
部
　
　
　
　
　
　
二
等
　
　
　
　
一
、
乙
　
　
　
中
根
真
（
貞
）之

　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
　
四
、
五
年
之
部
　
　
　
　
三
等
　
　
　
　
五
、
乙
　
　
　
大
須
賀
健
次
（
マ
マ
）　

　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
　
作
文
科
（
三
名
）

　
　
一
年
之
部
　
　
　
　
　
　
二
等
　
　
　
　
一
、
甲
　
　
　
鈴
木
忠
一

　
　
二
、
三
年
之
部
　
　
　
　
一
等
　
　
　
　
三
、
丙
　
　
　
近
藤
康
男

　
　
四
、
五
年
之
部
　
　
　
　
二
等
　
　
　
　
五
、
乙
　
　
　
尾
崎
士
郎

　
大
正
四
年
度
は
、
四
月
に
家
康
忠
勝
両
公
三
百
年
祭
記
念
講
演
会
の
代
表
に
な
っ
て

以
来
、
校
内
で
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
六
月
に
五
学
年
の
有

志
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
討
論
会
の
中
心
に
尾
崎
が
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
十
一
月
の
講
演
大
会
は
大
正
天
皇
即
位
の
御
大
典
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
開
催

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
弁
論
の
合
間
に
各
学
年
に
よ
る
唱
歌
や
詩
吟
の
合
唱
や
英
語

会
話
な
ど
の
余
興
を
盛
り
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
が
、
尾
崎
は
そ
の
最
終

弁
士
を
務
め
て
い
る
。
三
学
期
に
お
い
て
も
学
芸
競
技
会
に
お
い
て
も
作
文
科
で
二
等

に
入
賞
し
て
い
る
。

　
こ
の
年
は
校
外
誌
に
お
い
て
も
、「
中
学
と
師
範
と
の
改
革
」（『
第
三
帝
国
』
第
三

十
六
号
　
大
正
四
年
四
月
五
日
）、「
先
づ
教
え
よ
」（『
世
界
之
日
本
』
同
年
六
月
号
）、

「
帝
国
主
義
者
に
与
ふ
」（『
第
三
帝
国
』
第
五
十
号
　
同
年
九
月
一
日
）、「
尾
崎
行
雄

氏
の
為
め
に
弁
ず
―
八
月
号
を
読
み
て
岩
崎
英
祐
君
に
教
ふ
―
」（『
雄
弁
』
同
年
九
月

号
）
な
ど
の
掲
載
が
確
認
で
き
る
）
11
（

。
最
終
学
年
に
お
け
る
尾
崎
は
、
校
内
に
お
い
て
名

実
と
も
に
教
師
や
在
校
生
か
ら
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。

四
、
大
須
賀
健
治
の
人
物
像

　

　『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
に
お
け
る
「
論
叢
」
の
第
五
学
年
の
寄
稿
文
に
は
、
尾

崎
士
郎
に
並
ん
で
、
大
須
賀
健
治
「
本
校
を
去
ら
ん
と
し
て
」
が
見
え
る
。
大
須
賀
健

治
は
社
会
主
義
活
動
家
の
山
川
均
の
甥
に
当
た
る
人
物
で
あ
り
、
尾
崎
が
中
学
校
在
学

中
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
実
家
は
額
田
郡
藤
川
村
で
綿
布
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工
場
を
営
ん
で
お
り
、
伯
母
の
大
須
賀
里
子
は
ア
メ
リ
カ
留
学
の
後
、
東
京
女
子
医
学

校
で
学
び
、
山
川
と
結
婚
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。『
人
生
劇
場
』（
青
春
編
）
に
登
場
す

る
、
藤
川
宿
の
大
き
な
木
綿
問
屋
の
次
男
で
小
説
家
志
望
の
二
木
は
、
大
須
賀
を
も
と

に
創
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
岡
崎
駅
で
の
瓢
吉
と
の
別
れ
の
シ
ー

ン
は
印
象
的
で
あ
る
。
尾
崎
自
身
も
後
の
回
想
の
中
で
、
中
学
校
卒
業
後
は
共
に
新
し

い
時
代
に
進
路
を
切
り
拓
く
こ
と
を
誓
い
合
い
、
上
京
し
て
早
稲
田
大
学
に
入
学
し
た

後
は
、
大
須
賀
と
一
緒
に
山
川
を
訪
ね
る
手
筈
に
な
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。
し
か

し
、
大
須
賀
は
二
木
の
よ
う
に
早
稲
田
の
英
文
科
に
入
る
こ
と
は
な
く
、
結
果
的
に
長

男
と
し
て
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
実
家
か
ら
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い

ま
ま
、
不
幸
に
も
昭
和
十
二
年
十
月
に
三
十
九
歳
の
若
さ
で
急
逝
し
た
）
11
（

。
尾
崎
が
『
人

生
劇
場
』
の
成
功
で
流
行
作
家
と
し
て
名
声
を
高
め
て
い
た
頃
、
昭
和
十
年
七
月
に
刊

行
さ
れ
た
、
岡
崎
中
『
同
窓
会
報
』
の
大
須
賀
の
職
業
欄
は
「
綿
布
製
造
販
売
業
」
と

記
さ
れ
て
い
る
）
14
（

。
著
書
に
『
三
河
平
野
』
が
あ
り
、
中
学
校
卒
業
時
に
親
友
の
尾
崎
と

共
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
記
述
が
あ
る
）
11
（

。

　
大
須
賀
健
治
に
関
す
る
愛
知
二
中
時
代
の
資
料
は
尾
崎
以
上
に
少
な
く
、
そ
の
人
物

像
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
今
回
紹
介
す
る
『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
は
、
大
須
賀

の
寄
稿
文
が
極
め
て
豊
富
で
あ
り
、
素
顔
を
知
る
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。
ま
ず
は

「
論
叢
」
の
寄
稿
）
16
（文
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

【
資
料
3
】

　
　
　
本
校
を
去
ら
ん
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
学
年
　
大
須
賀
健
治
　

春
短
し
何
を
不
滅
の
命
ぞ
。
斯
く
い
き
ま
き
し
詩
人
の
心
も
さ
り
な
が
ら
、
吾
が
戸
崎

野
に
於
け
る
若
き
日
の
四
年
は
既
に
逝
き
ぬ
。

ふ
り
さ
け
見
る
遠
山
に
は
、
未
だ
白
雪
皚
々
と
し
て
冬
の
峻
烈
存
す
れ
ど
、
南
枝
の
野

梅
漸
く
綻
び
初
め
て
黄
鳥
歌
ひ
、
冬
枯
れ
の
沈
黙
を
守
り
居
し
樹
々
も
仄
か
に
生
気
を

宿
し
、
五
度
目
の
春
ま
た
立
ち
帰
ら
ん
と
し
て
三
春
の
行
楽
に
耽
る
の
時
は
さ
ま
で
遠

し
と
せ
ず
。
而
う
し
て
諸
君
と
別
る
べ
き
時
の
近
づ
け
る
な
り
。
吾
れ
校
を
出
で
ゝ
、

或
は
西
に
東
に
流
浪
の
漂
泊
児
た
ら
む
と
雖
も
、
赤
き
夕
陽
に
対
す
る
時
、
将
た
紺
碧

の
空
仰
い
で
冥
想
せ
ん
時
、
必
ず
や
思
ひ
は
馳
せ
て
吾
が
若
き
日
を
育
く
み
た
り
し
戸

崎
の
野
に
及
ぶ
べ
し
。
ま
た
其
時
、
余
は
必
ず
諸
君
の
健
在
と
母
校
の
発
展
と
を
祈
る

な
ら
む
。
三
河
に
人
無
し
と
の
嘆
声
を
他
所
に
し
て
、
吾
が
母
校
よ
り
偉
人
傑
士
の
駢

出
せ
ん
こ
と
、
是
れ
余
が
切
に
願
つ
て
止
ま
ざ
る
所
と
す
。
余
今
禿
筆
を
揮
ひ
て
以
下

数
言
を
綴
ら
む
と
す
る
は
、
実
に
こ
れ
あ
る
が
為
な
り
。
鶏
の
裂
か
る
ゝ
に
臨
み
て
叫

ぶ
や
悲
し
く
、
人
将
に
死
な
ん
と
し
て
其
の
云
ふ
や
尊
し
、
去
ら
む
と
し
て
絶
叫
す
る

余
が
言
葉
に
も
、
亦
何
等
か
の
価
値
あ
り
た
き
も
の
な
り
。
過
去
五
年
を
背
景
に
演
出

さ
れ
し
吾
が
校
の
歴
史
を
追
憶
し
て
現
状
を
観
る
に
、
年
を
逐
ふ
て
校
風
は
面
目
を
新

に
し
来
れ
る
に
、
運
動
部
の
不
振
は
何
ぞ
や
。
庭
球
部
能
く
戦
ひ
て
、
東
陬
に
岡
崎
有

り
と
関
西
に
豪
語
せ
し
往
年
の
俤
も
今
は
偲
ぶ
に
難
く
、
野
球
部
の
殆
ど
滅
亡
せ
ん
と

す
る
状
に
接
し
て
は
余
坐
ろ
に
愁
然
た
り
。
徒
歩
部
の
八
高
に
名
を
成
せ
し
と
、
柔
道

部
の
猛
者
揃
ひ
は
稍
見
る
可
き
も
、
剣
道
部
道
場
に
竹
刀
の
響
き
寂
し
。
斯
の
如
く
我

が
運
動
部
は
校
風
の
そ
れ
と
反
比
し
て
、
逐
年
衰
頽
し
行
か
ん
と
す
。
宜
な
る
哉
、
六

百
健
児
に
生
気
乏
し
き
こ
と
や
。

余
は
若
く
熱
烈
を
佳
し
と
す
る
者
、元
よ
り
気
を
説
く
や
久
し
。
然
る
に
三
河
に
生
れ
、

三
河
山
河
の
感
化
を
受
け
て
、
自
ら
も
三
河
武
士
の
後
裔
を
以
て
任
ず
る
本
校
健
児
に

し
て
些
の
生
気
無
し
と
せ
ば
、
噫
、
三
河
の
前
途
危
い
哉
。

口
を
開
け
ば
郷
国
の
光
栄
を
説
き
、
胸
に
雄
図
壮
ん
な
り
と
い
へ
ど
、
心
身
剛
健
の
士
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に
非
ず
し
て
何
ぞ
能
く
大
事
を
成
し
得
ん
や
。

運
動
部
の
盛
衰
と
全
校
健
児
の
意
気
と
は
密
接
な
る
関
係
を
有
す
。
意
気
壮
ん
な
れ
ば

天
に
も
勝
つ
、
三
河
人
士
が
大
な
る
使
命
を
果
た
す
は
易
々
た
る
こ
と
な
り
。

故
に
吾
人
先
づ
強
者
と
な
り
て
三
河
人
た
る
旗
幟
の
下
に
大
い
に
為
す
所
有
り
、
三
河

の
生
気
を
鼓
舞
せ
む
と
せ
ば
、
宜
し
く
運
動
部
の
隆
盛
を
計
り
、
以
て
覇
気
あ
る
健
児

と
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
本
校
健
児
に
し
て
生
気
あ
ら
ば
、三
河
の
地
を
導
く
は
易
し
、

吾
人
出
で
ず
ば
傾
く
郷
土
の
悲
運
を
如
何
に
せ
ん
、
使
命
は
重
く
健
児
は
眠
る
、
熱
烈

の
士
は
警
鐘
を
打
ち
て
覚
ま
せ
よ
。

尚
ほ
余
は
本
校
弁
論
部
の
振
は
ざ
る
を
嘆
く
者
な
り
。

思
ふ
に
腕
の
時
は
既
に
過
ぎ
、
是
れ
に
代
り
し
筆
も
亦
雄
弁
に
駆
逐
せ
ら
れ
ん
と
し

つ
ゝ
あ
る
現
状
な
ら
ず
や
。

而
し
て
西
に
東
に
全
国
の
津
々
浦
々
に
至
る
ま
で
、
之
が
謳
歌
の
叫
び
は
高
き
に
、
本

校
に
於
て
之
を
唱
ふ
る
者
甚
だ
稀
な
り
。
春
秋
二
季
の
講
演
大
会
あ
る
毎
に
、
余
は
多

大
の
感
興
と
期
待
と
を
持
ち
て
臨
み
来
り
し
に
、
滔
々
懸
河
の
弁
に
接
し
た
る
こ
と
未

だ
な
し
。
又
屢
々
中
京
の
舞
台
に
聯
合
大
会
あ
り
と
聞
け
ど
、
本
校
よ
り
弁
士
を
派
遣

す
と
の
掲
示
に
接
し
た
る
こ
と
も
な
し
。
何
が
故
に
然
る
や
。

余
は
全
校
健
児
に
告
ぐ
、
諸
子
ま
た
宜
し
く
雄
弁
の
人
た
ら
ざ
る
可
ら
ず
。

余
本
校
に
就
て
弁
士
を
求
む
る
に
、
未
だ
真
摯
に
努
力
す
る
の
士
に
見
え
ず
、
唯
一
の

尾
崎
氏
あ
り
て
時
々
快
心
の
弁
を
試
み
る
あ
り
と
雖
も
将
に
去
ら
ん
と
す
。
彼
を
除
き

て
他
に
月
旦
の
価
あ
る
者
な
し
。
此
に
於
て
尾
崎
去
り
て
後
、
第
二
の
尾
崎
無
き
を
如

何
に
せ
ん
。

霜
夜
橋
上
に
声
を
練
り
、
大
自
然
に
対
し
て
怒
号
し
、
将
た
鏡
前
姿
勢
を
工
夫
し
、
以

て
雄
弁
家
と
な
り
、
壇
上
校
風
の
鼓
吹
に
努
め
ん
と
す
る
士
は
無
き
か
。
懸
河
の
熱
弁

よ
く
懦
夫
を
起
た
し
む
る
の
士
は
出
で
ざ
る
か
。

雄
弁
は
ま
た
覇
気
鼓
吹
に
大
い
な
る
力
あ
る
も
の
な
り
。

要
す
る
に
三
河
武
士
の
後
裔
と
し
て
恥
ぢ
ざ
ら
む
と
努
む
る
諸
子
は
、
外
部
社
会
の
風

潮
に
鑑
み
、
内
部
校
風
の
改
善
に
力
を
尽
す
べ
き
な
り
。

　
ま
た
「
韻
文
」
に
お
い
て
も
、
次
の
短
歌
を
「
大
須
賀
健
児
」
の
名
で
寄
稿
し
て
い

る
）
17
（

。
　【

資
料
4
】

　
　
　
生
く
る
し
る
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
須
賀
健
児

　
こ
れ
や
こ
の
京
の
四
条
ぞ
た
づ
ね
来
て
河
の
灯
を
見
る
旅
の
子
よ
吾
れ

　
秋
雨
の
静
か
に
け
ぶ
る
四
条
橋
河
面
眺
め
て
行
く
を
ん
な
あ
り

　
憧
れ
し
旅
に
出
づ
る
日
小
春
の
日
す
ゞ
ろ
草
鞋
の
脚
も
か
軽
し

　
朝
や
け
の
黄
雲
ゆ
る
ゆ
る
流
れ
ゆ
く
山
の
彼
方
の
友
が
家
か
も

　
何
事
か
大
い
な
る
こ
と
遺
し
お
き
死
ん
で
し
ま
わ
む
と
思
ふ
こ
と
あ
り

　
夏
な
れ
や
山
の
深
緑
、
空
の
碧
、
若
人
と
云
ふ
が
し
み
じ
み
う
れ
し

　
夕
陽
赤
し
、
渚
づ
た
ひ
に
故
郷
の
漁
村
へ
帰
る
友
偲
ば
る
ゝ

　
誇
ら
し
き
テ
ニ
ス
の
選
手
終
り
け
り
憂
ひ
の
四
年
涙
の
四
年

　
大
い
な
る
我
が
責
め
今
ぞ
果
て
た
る
に
頬
を
つ
た
わ
る
は
何
の
涙
ぞ

　
大
須
賀
は
中
学
校
在
学
中
庭
球
部
の
主
力
選
手
と
し
て
活
躍
し
た
。
続
く
「
部
録
」

に
見
え
る
「
大
正
四
年
度
庭
球
部
記
事
」
は
「
健
児
狂
生
」「
球
の
児
生
」
の
名
で
十

四
頁
に
も
渡
っ
て
、
小
説
風
の
文
体
で
諸
大
会
の
記
録
が
綴
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
筆



― 86 ―

者
も
大
須
賀
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
大
正
四
年
度
に
お
け
る
愛
知
二
中
庭
球
部
の
活

躍
は
目
覚
ま
し
く
、
そ
の
す
べ
て
の
大
会
に
お
い
て
大
須
賀
は
五
年
級
の
代
表
と
し
て

出
場
し
た
。
と
り
わ
け
京
都
の
第
三
高
等
学
校
庭
球
大
会
と
名
古
屋
の
第
八
高
等
学
校

庭
球
大
会
に
学
校
代
表
と
し
て
遠
征
し
た
こ
と
は
、
と
て
も
誇
ら
し
い
出
来
事
で
あ
っ

た
こ
と
が
「
部
録
」
の
文
面
や
「
韻
文
」
の
短
歌
よ
り
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
四

十
二
年
か
ら
四
十
五
年
に
か
け
て
黄
金
期
を
築
い
た
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
、
八
高
に
進

学
し
た
鷹
部
屋
福
平
）
11
（

が
応
援
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
こ
と
も
感
激
の
出
来
事
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。「
論
叢
」
に
お
い
て
執
筆
者
の
一
人
に
選
ば
れ
、
意
気
揚
々
と
運
動
部
を
鼓

舞
す
る
文
章
を
寄
稿
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
庭
球
部
に
お
け
る
目
覚
し
い
活
躍
へ

の
誇
り
と
自
負
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
講
演
部
（
弁
論
部
）
の
中
心
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
尾
崎
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
校
内
に
お
い
て
「
庭
球
部

の
大
須
賀
」
と
「
講
演
部
の
尾
崎
」
は
話
題
の
人
で
あ
り
、一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
第
三
節
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
大
須
賀
は
三

学
期
に
開
催
さ
れ
た
学
芸
競
技
会
に
お
い
て
も
、
国
語
科
の
四
、
五
年
の
部
で
三
等
に

入
賞
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
尾
崎
と
の
関
わ
り
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
大
須
賀
は
、「
社
会
主
義

運
動
家
で
あ
る
山
川
均
の
甥
」
と
い
う
独
特
な
境
遇
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
先

行
し
、
具
体
的
な
人
物
像
や
素
顔
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
紹
介
し

た
新
資
料
か
ら
見
え
て
く
る
姿
は
、郷
土
と
母
校
を
愛
し
、健
全
な
精
神
と
気
概
を
持
っ

て
文
武
両
道
を
実
行
し
た
誇
り
高
き
人
物
で
あ
り
、『
人
生
劇
場
』（
青
春
編
）
で
描
か

れ
る
文
学
少
年
の
二
木
の
姿
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号

は
、
尾
崎
の
親
友
で
あ
る
大
須
賀
健
治
の
中
学
校
時
代
に
お
け
る
新
た
な
一
面
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
新
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

お
わ
り
に

　
　
新
出
の
愛
知
県
立
第
二
中
学
校
『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
は
、
同
校
の
学
友
会
が

大
正
五
年
三
月
に
編
輯
し
た
小
冊
子
で
あ
る
が
、
大
正
四
年
度
に
お
け
る
校
内
状
況
を

知
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。本
稿
は
、こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
当
時
五
学
年
で
あ
っ

た
尾
崎
士
郎
と
大
須
賀
健
治
の
寄
稿
文
や
、
彼
ら
に
関
わ
る
部
活
動
の
記
録
、
学
校
行

事
の
記
事
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
、
新
し
い
尾
崎
と
大
須
賀

の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
中
学
校
最
終
学

年
に
お
い
て
、
尾
崎
は
講
演
部
、
大
須
賀
は
庭
球
部
で
と
も
に
活
躍
し
、
学
芸
競
技
会

で
も
国
語
や
作
文
で
学
年
上
位
の
成
績
を
収
め
る
な
ど
、
校
内
で
教
師
や
在
校
生
か
ら

一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
業
績
だ
け
で
な
く
個
性
や
人
間
性
が
評
価

さ
れ
て
、「
論
叢
」
の
学
年
代
表
に
選
ば
れ
、
彼
ら
は
そ
れ
に
応
え
て
教
師
や
在
校
生

に
向
け
て
誠
実
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
贈
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

　
こ
れ
ま
で
尾
崎
の
中
学
校
時
代
は
回
想
記
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
弁
論
や
校
外

誌
へ
の
投
稿
に
よ
っ
て
学
校
批
判
を
し
て
要
注
意
人
物
と
さ
れ
、
そ
の
後
も
学
校
へ
の

不
信
感
の
高
ま
り
の
中
で
同
盟
休
校
や
自
主
休
校
に
関
わ
り
な
が
ら
、
仲
間
か
ら
も
心

理
的
に
離
反
し
て
い
っ
た
と
い
う
流
れ
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
）
11
（い
。
こ
れ
は
自
伝
的

小
説
『
人
生
劇
場
』（
青
春
編
）
に
も
矛
盾
し
な
い
た
め
、
す
べ
て
事
実
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
回
の
新
資
料
に
よ
っ
て
復
元
で
き
る
最
終
学
年
の
尾
崎

や
大
須
賀
の
姿
は
、
従
来
の
こ
の
理
解
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
「
論
叢
」

の
二
人
の
寄
稿
文
は
、
達
成
感
と
自
信
に
満
ち
溢
れ
て
お
り
、
一
事
業
を
成
し
遂
げ
た

先
輩
が
、
自
ら
に
続
く
後
輩
た
ち
を
鼓
舞
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
学
校
に
批
判
的

な
思
想
を
持
ち
、
社
会
主
義
思
想
に
傾
倒
し
た
要
注
意
人
物
が
、
大
正
天
皇
即
位
の
大
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典
記
念
号
の
学
年
代
表
に
選
ば
れ
る
は
ず
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
同
盟
休
校
や
自
主
休

校
の
首
謀
者
が
代
表
と
し
て
適
任
で
あ
っ
た
は
ず
も
な
い
。
彼
ら
が
学
年
代
表
に
選
ば

れ
た
の
は
、
純
粋
に
そ
の
活
動
が
愛
知
二
中
の
学
友
会
が
目
指
す
生
徒
像
に
合
致
し
て

い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
今
回
は
新
出
の
尾
崎
と
大
須
賀
の
寄
稿
文
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
本
冊
子
に
見

え
る
学
校
行
事
等
の
記
事
と
尾
崎
の
回
想
記
の
記
述
を
対
照
さ
せ
る
と
、
様
々
な
矛
盾

点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し

た
い
。
ま
た
、
本
冊
子
は
大
正
天
皇
即
位
の
礼
に
お
け
る
愛
知
県
下
の
中
学
校
の
動
向

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
資
料
の
一
つ
で
も
あ
り
）
11
（

、
近
代
教
育
史
研
究
に
益
す

る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
充
分
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

（
1
）『
学
友
会
報
』
第
二
十
四
号
は
個
人
蔵
。
愛
知
県
内
の
古
書
店
で
購
入
し
た
と
い
う
。
表

紙
に
「
三
浦
蔵
書
」
の
印
影
が
あ
る
が
、
由
来
は
不
明
で
あ
る
。

（
2
）
こ
こ
で
は
『
尾
崎
士
郎
全
集
』
全
12
巻
（
講
談
社
　
一
九
六
六
年
）
を
参
照
し
た
。

（
3
）
愛
知
県
立
第
二
中
学
校
は
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
年
）
に
愛
知
県
第
二
尋
常
中
学

校
と
し
て
開
校
さ
れ
、
同
三
十
二
年
に
愛
知
県
第
二
中
学
校
、
同
三
十
四
年
に
愛
知
県
立
第

二
中
学
校
（
以
下「
愛
知
二
中
」と
略
す
）、大
正
十
一
年
に
愛
知
県
岡
崎
中
学
校
と
改
称
し
、

昭
和
二
十
三
年
に
新
制
の
愛
知
県
立
岡
崎
高
等
学
校
と
な
っ
た
。
本
稿
に
お
け
る
愛
知
県
立

第
二
中
学
校
の
学
校
史
に
つ
い
て
の
記
述
は
す
べ
て
、
愛
知
県
立
岡
崎
高
等
学
校
創
立
九
十

周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
『
愛
知
二
中
　
岡
崎
中
学
　
岡
崎
高
校
九
十
年
史
』

一
九
八
七
年
（
以
下
『
九
十
年
史
』
と
略
す
）
に
よ
る
。
な
お
、
図
版
一
は
尾
崎
が
在
学
し

た
明
治
末
年
～
大
正
初
年
の
愛
知
二
中
校
舎
を
撮
影
し
た
新
出
の
絵
葉
書
で
あ
る
。
絵
葉
書

は
個
人
蔵
で
、
所
蔵
者
の
許
可
を
得
て
掲
載
し
た
。

（
4
）『
人
生
劇
場
』（
青
春
編
）
に
つ
い
て
は
、『
尾
崎
士
郎
　
坂
口
安
吾
集
』
現
代
日
本
の
文

学
26
（
学
習
研
究
社
　
一
九
七
一
年
）
を
参
照
し
た
。
こ
こ
で
は
「
評
伝
的
解
説
」
を
尾
崎

秀
樹
が
書
い
て
い
る
。

（
5
）
代
表
的
な
回
想
記
と
し
て
は
、
尾
崎
士
郎
『
小
説
四
十
六
年
』（
講
談
社
　
一
九
六
四
年
）、

日
本
経
済
新
聞
社
編
『
私
の
履
歴
書
』
文
化
人
2
（
日
本
経
済
新
聞
社
　
一
九
八
三
年
、

一
九
六
三
年
六
月
に
紙
上
に
連
載
さ
れ
た
も
の
を
再
掲
、
以
下
『
私
の
履
歴
書
』
と
略
す
）

な
ど
が
あ
る
。

（
6
）『
九
十
年
史
』 p.185

～194

　

（
7
）
都
築
久
義
「
尾
崎
士
郎
　
愛
知
二
中
学
友
会
報
寄
稿
文
」『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』

10
号
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会
　
一
九
八
七
年
一
月
）

（
8
）『
九
十
年
史
』 p.294

～303

　
な
お
『
人
生
劇
場
』（
青
春
編
）
に
も
「
龍
虎
隊
」
の
名
称

で
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
。

（
9
）
繁
野
政
瑠
は
明
治
七
年
、
徳
島
県
に
生
ま
れ
、
第
三
高
等
中
学
校
を
経
て
東
京
専
門
学
校

（
現
早
稲
田
大
学
）
に
学
び
、
坪
内
逍
遥
の
薫
陶
を
受
け
た
。
天
来
の
雅
号
で
新
体
詩
を
『
早

稲
田
文
学
』
に
発
表
し
、
明
治
三
十
六
年
に
単
著
『
ミ
ル
ト
ン
失
楽
園
物
語
』、『
ダ
ン
テ
神

曲
物
語
』
を
出
版
し
た
。
愛
知
二
中
に
は
明
治
四
十
一
年
よ
り
大
正
五
年
ま
で
英
語
科
の
主

任
教
師
と
し
て
勤
め
、
の
ち
台
湾
の
台
北
中
を
経
て
、
大
正
十
年
に
高
等
学
校
英
語
教
員
検

定
試
験
に
合
格
、
早
稲
田
高
等
学
院
教
授
、
早
稲
田
大
学
教
授
と
な
っ
た
。
昭
和
八
年
に
文

学
博
士
と
な
り
六
十
歳
で
死
去
し
た
【『
早
稲
田
百
人
』
別
冊
太
陽N

O
.29 

（
平
凡
社
　

一
九
七
九
年
） 

　p.67,87

～88

】。
尾
崎
は
『
小
説
四
十
六
年
』
を
始
め
と
し
た
多
く
の
回
想

記
の
中
で
、
繁
野
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。
な
お
、
明
治
四
十
三

年
の
愛
知
二
中
『
学
友
会
雑
誌
』
第
十
九
号
に
は
皇
太
子
嘉
仁
親
王
（
後
の
大
正
天
皇
）
の

行
啓
を
祝
う
繁
野
の
英
文
の
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）
図
版
2
は
筆
者
が
原
本
調
査
の
際
に
撮
影
し
、
所
蔵
者
の
許
可
を
得
て
掲
載
し
た
。

（
11
）
柴
田
顕
正
は
明
治
六
年
、
愛
知
県
に
生
ま
れ
、
國
學
院
を
卒
業
し
て
石
川
県
尋
常
中
学
校

七
尾
分
校
を
経
て
、
明
治
三
十
年
よ
り
同
三
十
四
年
、
同
四
十
三
年
よ
り
大
正
八
年
ま
で
愛

知
二
中
に
勤
め
、
国
語
を
担
当
し
た
。
退
職
後
は
岡
崎
市
立
図
書
館
長
を
務
め
な
が
ら
、
独

力
で
『
岡
崎
市
史
』
と
『
徳
川
家
康
と
其
周
囲
』
を
出
版
し
た
。
昭
和
十
五
年
に
六
十
六
歳

で
死
去
し
た
（『
九
十
年
史
』 p.173

～175

）。
愛
知
二
中
で
は
明
治
四
十
三
年
よ
り
大
正
八

年
ま
で
、
学
友
会
の
雑
誌
部
理
事
と
し
て
学
友
会
誌
の
編
集
を
担
当
し
て
お
り
、
柴
田
が
中

心
と
な
っ
て
編
集
し
た
大
正
四
年
『
両
公
記
念
号
』
に
、
尾
崎
は
「
徳
川
家
康
公
論
」
を
寄

稿
し
、
同
年
春
の
講
演
会
で
は
柴
田
と
共
に
講
演
し
て
い
る
。
ま
た
大
正
四
年
度
は
雑
誌
部
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委
員
を
務
め
て
お
り
、
柴
田
と
の
接
点
が
確
認
で
き
る
。

（
12
）『
学
友
会
雑
誌
』
第
十
九
号
に
つ
い
て
は
、
写
真
岡
崎
高
等
学
校
七
十
年
史
編
集
部
編
集

発
行
『
写
真
岡
崎
高
校
七
十
年
史
』（
一
九
六
六
年
） p.28

～29

に
写
真
と
内
容
の
一
部
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。『
九
十
年
史
』
に
も
こ
の
写
真
が
転
載
さ
れ
て
い
る
が
（p.157

～159

）、

行
幸
以
外
の
記
述
は
な
い
。
あ
る
い
は
『
九
十
年
史
』
段
階
で
は
原
本
が
確
認
で
き
な
か
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。

（
13
）
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
都
築
久
義
「
尾
崎
士
郎
の
落
第
―
中
学
時
代
の
人
間
形
成
」『
愛

知
淑
徳
大
学
論
集
　
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
』
第
三
十
五
号
（
愛
知
淑
徳
大
学
　
二
〇
一

〇
年
三
月
）
が
詳
し
い
。

（
14
）
大
正
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
両
公
記
念
号
』
は
特
別
号
と
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

（『
九
十
年
史
』 p.170

～172

）、
通
常
号
と
し
て
第
二
十
三
号
が
発
行
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
。

（
15
）
筆
者
が
原
本
を
確
認
し
て
い
る
愛
知
二
中
に
お
け
る
最
古
の
学
友
会
誌
は
、『
学
友
会
雑

誌
』
第
九
号
（
明
治
三
十
五
年
十
二
月
）
で
あ
る
（
個
人
蔵
）。
現
在
、
岡
崎
高
等
学
校
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
、
大
正
五
年
以
前
で
は
大
正
元
年
の
み
で
あ
る
。
こ

の
他
、
愛
知
県
図
書
館
に
第
十
四
号
（
明
治
三
十
九
年
）
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、『
愛
知
県

史
　
資
料
編
35
　
近
代
12
　
文
化
』（
愛
知
県
　
二
〇
一
二
年
）
三
九
六
に
、
第
三
号
（
明

治
三
十
三
年
四
月
）
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）「
論
叢
」
に
寄
稿
し
て
い
る
の
は
、
掲
載
順
に
加
藤
憲
吉
、
尾
崎
士
郎
、
柴
田
時
之
助
、

松
田
竜
一
、
久
米
広
吉
、
梶
剛
、
花
田
正
一
、
大
須
賀
健
治
、
中
島
敏
雄
、
川
端
正
夫
、
安

藤
嘉
七
（
以
上
五
学
年
）、
竹
中
泰
郎
、
石
川
良
平
（
以
上
四
学
年
）
の
一
三
名
で
あ
る
。

尾
崎
の
寄
稿
文
はp.33

～37

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
学
友
会
は
総
務
部
、
運
動
部
、
剣
道
部
、
柔
道
部
、
野
球
部
、
庭
球
部
、
徒
歩
部
、
水
泳
部
、

蹴
球
部
、
相
撲
部
、
学
芸
部
、
図
書
部
、
講
演
部
、
雑
誌
部
、
調
査
部
、
会
計
部
、
作
業
部

よ
り
成
り
、
各
部
に
理
事
（
教
師
）
と
委
員
（
代
表
生
徒
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
委
員
は
部

員
の
中
か
ら
複
数
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
尾
崎
は
大
正
四
年
度
に
お
い
て
は
講
演

部
と
雑
誌
部
の
委
員
を
務
め
て
い
た
。「
論
叢
」に
寄
稿
し
て
い
る
生
徒
の
う
ち
、一
一
名
は
、

剣
道
部
、
柔
道
部
、
野
球
部
、
庭
球
部
、
水
泳
部
、
図
書
部
、
講
演
部
、
雑
誌
部
の
委
員
を

務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
友
会
の
各
部
の
代
表
的
な
委
員
を
中
心
と
し
た
人
選
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
繁
野
政
瑠
は
総
務
部
理
事
と
運
動
部
部
長
、
柴
田
顕
正
は
雑
誌
部

理
事
に
そ
の
名
が
あ
る
。（p.100

～101

）

（
18
）
徒
歩
部
に
お
い
て
尾
崎
は
部
員
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
が
、
選
手
と
し
て
校
外
の
大
会

に
出
場
し
て
は
い
な
い
。（p.129

～130

）

（
19
）『
両
公
記
念
号
』
は
、
愛
知
二
中
学
友
会
が
大
正
四
年
四
月
に
岡
崎
城
跡
の
龍
城
神
社
で

行
わ
れ
た
徳
川
家
康
、
本
多
忠
勝
両
公
三
百
年
記
念
祭
に
合
わ
せ
て
刊
行
し
た
も
の
で
、
教

師
八
名
、
生
徒
六
七
名
を
含
む
総
数
八
十
一
編
、
二
三
六
頁
に
も
及
ぶ
記
念
論
集
で
あ
っ
た

（『
九
十
年
史
』 p.170

～172

）。
編
集
担
当
の
柴
田
顕
正
と
下
村
初
男
は
こ
こ
に
論
文
を
寄

稿
し
て
い
る
。
尾
崎
の
寄
稿
文
は
、
徳
川
家
康
を
批
判
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
生
徒

代
表
に
選
ば
れ
た
の
は
柴
田
の
推
薦
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
前
掲
註（
7
）に
全
文

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）「
学
校
日
誌
」
に
よ
る
と
、「
五
月
二
十
七
日
　
講
堂
に
て
海
軍
記
念
式
を
挙
ぐ
、
了
つ
て

生
徒
の
講
演
会
を
開
く
。」
と
あ
る
。
こ
の
日
は
海
軍
記
念
日
に
当
た
る
た
め
、
生
徒
講
演

会
の
論
題
も
日
露
戦
争
や
日
本
海
海
戦
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
引
用
し
た
「
大
正
四
年
度

講
演
部
報
告
」
はp.132

～137

に
あ
る
。
講
演
部
の
主
な
活
動
は
五
月
と
十
一
月
の
校
内
講

演
大
会
と
一
月
の
学
芸
競
技
会
の
運
営
で
あ
っ
た
。
学
芸
競
技
会
は
、
算
術
科
、
代
数
科
、

幾
何
科
、
三
角
法
科
、
地
理
科
、
歴
史
科
、
英
語
科
、
会
話
作
文
科
、
国
語
科
（
書
取
）、

作
文
科
、
漢
文
科
、
博
物
科
、
物
理
科
、
化
学
科
、
習
字
科
、
図
書
科
、
体
操
科
よ
り
出
題

範
囲
を
予
告
し
て
、
応
募
者
に
競
わ
せ
る
学
力
コ
ン
テ
ス
ト
で
あ
る
。
一
等
か
ら
三
等
ま
で

が
優
等
と
さ
れ
、
二
月
に
商
品
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
大
正
四
年
度
の
応
募

者
数
は
国
語
科
三
一
名
、
作
文
科
一
六
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
尾
崎
が
何
度

も
登
壇
し
た
愛
知
二
中
の
講
堂
（
明
治
三
十
年
竣
工
）
は
、
現
在
も
岡
崎
市
針
崎
町
に
保
存

さ
れ
て
い
る
〔
国
（
文
化
庁
）
の
登
録
有
形
文
化
財
〕。

（
21
）
尾
崎
が
中
学
校
時
代
に
校
外
誌
に
発
表
し
た
文
章
に
つ
い
て
は
、
都
築
久
義
『
東
海
文
学

紀
行
』（
中
部
日
本
教
育
文
化
会
　
一
九
七
九
年
） p.157

～172

に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
「
中
学
と
師
範
と
の
改
革
」『
第
三
帝
国
』
三
十
六
号
　（
大
正
四
年
四
月
五
日
）
が
、

尾
崎
の
回
想
記
や
年
譜
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
教
育
亡
国
論
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
四

学
年
に
在
学
し
て
い
た
尾
崎
が
、
主
催
者
で
あ
る
茅
原
華
山
に
送
っ
た
手
紙
が
そ
の
ま
ま
掲

載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
学
校
教
師
を
痛
烈
に
批
判
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。「
す
ぐ

掲
載
さ
れ
、
新
聞
に
仰
々
し
い
広
告
が
出
た
た
め
に
、
学
校
内
で
物
議
を
起
こ
し
た
」
と
回

想
記
に
は
あ
る
が
（『
小
説
四
十
六
年
』 p.15

）、
本
文
の
冒
頭
に
お
い
て
茅
原
は
「
十
八
に
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為
る
中
学
生
に
告
げ
ま
す
。
私
は
貴
君
の
名
を
省
き
ま
し
た
。（
中
略
）
没
分
暁
の
教
師
に

危
険
思
想
視
さ
れ
て
は
気
の
毒
だ
と
思
つ
た
か
ら
で
す
。」
と
断
っ
た
上
で
、
手
紙
の
名
前

を「
〇
〇
〇
〇
」と
伏
せ
て
い
る
。校
内
で
直
ち
に
問
題
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。な
お
、

「
先
づ
教
え
よ
」（『
世
界
之
日
本
』
大
正
四
年
六
月
号
）
は
同
誌
が
創
刊
五
周
年
を
記
念
し

て
募
集
し
た
懸
賞
論
文
で
、
応
募
総
数
三
二
八
編
の
中
か
ら
三
位
に
入
賞
し
た
。
選
者
は
早

稲
田
大
学
教
授
の
永
井
柳
太
郎
で
あ
り
、
早
稲
田
大
学
進
学
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

（
22
）『
私
の
履
歴
書
』 p.294
に
よ
る
。「
大
須
賀
と
の
人
間
関
係
が
、
私
の
思
想
傾
向
を
社
会
主

義
的
な
方
向
へ
と
み
ち
び
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
早
稲
田
在

学
中
か
ら
売
文
社
に
出
入
り
す
る
き
か
っ
け
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
23
）
都
築
久
義
「
級
友
・
大
須
賀
健
治
」『
風
紋
』
十
三
号
（
一
九
七
八
年
）
の
ち
『
東
海
文

学
紀
行
』（
中
部
日
本
教
育
文
化
会
　
一
九
七
九
年
再
録
） p.131

～140

の
記
述
に
よ
る
。
先

行
研
究
で
大
須
賀
の
生
涯
や
そ
の
人
物
像
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
は
こ
の
論
考
が
最
も
詳

し
い
。
中
学
校
時
代
の
尾
崎
と
大
須
賀
が
二
人
並
ん
で
撮
影
し
た
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
大
須
賀
の
著
書
『
三
河
平
野
』
が
多
数
引
用
さ
れ
て
お
り
、
資
料
的
に
も
貴

重
で
あ
る
。

（
24
）山
本
鍬
太
郎
編
輯
兼
発
行『
同
窓
会
報
』（
愛
知
県
岡
崎
中
学
校
同
窓
会
　
昭
和
十
年
七
月
）

p.37

（
25
）
前
掲
註（
23
） p.135

。

（
26
）
大
須
賀
は
大
正
四
年
度
に
お
い
て
は
、
庭
球
部
の
委
員
を
務
め
て
い
た
。
寄
稿
文
はp.48

～50

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）
韻
文
に
詩
を
寄
稿
し
て
い
る
生
徒
は
七
名
で
あ
り
、
大
須
賀
の
詩
はp.98

に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

（
28
）
鷹
部
屋
福
平
は
明
治
四
十
五
年
卒
業
で
八
高
か
ら
九
州
帝
国
大
学
へ
と
進
み
、
北
海
道
帝

国
大
学
教
授
、
工
学
博
士
と
な
っ
た
。
戦
後
も
九
州
大
学
教
授
、
防
衛
大
学
校
教
授
を
務
め
、

日
本
庭
球
協
会
副
会
長
な
ど
を
歴
任
し
た
【『
新
編
岡
崎
市
史
　
総
集
編
』（
新
編
岡
崎
市
史

編
集
委
員
会
　
一
九
九
三
年
）】。
愛
知
二
中
在
学
中
は
庭
球
部
選
手
と
し
て
大
活
躍
し
た
と

い
う
（『
九
十
年
史
』 p.183

）。
大
正
四
年
当
時
は
八
高
在
学
中
で
あ
り
、
十
月
十
七
日
に
開

催
さ
れ
た
八
高
庭
球
大
会
に
大
須
賀
が
出
場
し
た
際
、
激
励
に
来
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
確

認
で
き
る
（p.127

）。

（
29
）『
九
十
年
史
』p.192

～194

な
ど
。
尾
崎
自
身
も
『
私
の
履
歴
書
』
の
中
で
、「
卒
業
を
間
際

に
控
え
て
は
い
た
が
、
私
は
中
学
を
退
学
し
て
自
分
の
出
所
進
退
を
明
か
に
す
る
決
意
を
し

た
。」
と
述
べ
て
い
る
（p.289

）。

（
30
）大
正
天
皇
即
位
の
礼
は
大
正
四
年
十
一
月
十
日
に
行
わ
れ
た
が
、「
学
校
日
誌
」に
よ
る
と
、

そ
の
前
後
の
十
月
二
十
八
日
～
一
月
十
五
日
に
か
け
て
、
御
真
影
奉
迎
、
奉
戴
式
、
天
長
節

祝
賀
式
、
竹
田
宮
殿
下
台
臨
（「
ヒ
マ
ラ
ヤ
ス
ギ
」
御
手
植
）、
名
古
屋
で
の
鹵
簿
拝
観
、
停

車
場
で
の
皇
太
子
殿
下
行
啓
の
奉
迎
、
御
即
位
奉
祝
式
、
奉
祝
提
灯
行
列
、
皇
太
子
殿
下
還

啓
の
奉
送
、
大
嘗
祭
講
話
、
天
皇
陛
下
還
啓
の
奉
送
、
拝
賀
式
、
大
典
式
場
拝
観
な
ど
の
関

係
行
事
が
連
日
行
わ
れ
て
い
る
。
当
時
愛
知
県
下
に
は
県
立
中
学
校
は
五
校
の
み
で
あ
り
、

全
校
教
職
員
と
生
徒
に
よ
る
鹵
簿
拝
観
と
奉
迎
、
奉
送
の
役
割
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
直
接
の
記
事
は
な
い
が
、
正
門
の
門
柱
が
初
代
の
木
造
か
ら
石
造
へ
と
建
て
替
え
ら
れ

た
の
も
、
こ
の
時
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
石
造
門
柱
は
現
在
も
岡
崎
高
等
学
校
の
正

門
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
建
造
年
代
は
こ
れ
ま
で
「
大
正
前
期
」
と
さ
れ
て
き
た
。（
愛

知
県H

P 「
平
成
29
年
3
月
10
日
発
表
　
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
の
登
録
に
つ
い
て
」

　
　https://w

w
w

.pref.aichi.jp/soshiki/bunkazai/tourokubunnkazaikenzoubutsu.

htm
l

　
資
料
4
　2022

年
11
月
10
日
閲
覧
）。

（
仙
台
育
英
学
園
）
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た
だ
い
ま
御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
深
井
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
徳
川
林
政
史
研
究
所
の
所
蔵
史
料
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
か
、
一
端
で
は

あ
り
ま
す
が
、
お
話
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
テ
ー
マ
は
、
名
古
屋
城
に
お
け
る
尾
張
藩
主
に
つ
い
て
で
す
。
藩
主
の
生
活
に
つ
い

て
は
、
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
特
に
政
務
に
つ
い
て
は
史
料
が

少
な
く
、
尾
張
藩
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、
以
前
、
加
賀
藩
主
の
前
田
治は
る

脩な
が

の
研
究

を
し
た
際
は
、
治
脩
自
身
が
書
い
た
日
記
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
政
治
に
関

わ
っ
て
い
た
か
わ
か
り
ま
し
た
。
治
脩
は
特
殊
な
事
情
で
藩
主
に
な
っ
て
お
り
、
二
十

七
歳
ま
で
僧
侶
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
急
遽
兄
か
ら
藩
主
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
政
治
と
は
全
く
関
わ
り
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
最
初
の
数
年
は
詳
し
い
日
記
を

付
け
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
藩
主
の
政
務
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
日
記
は
非

常
に
細
か
い
こ
と
ま
で
書
か
れ
て
お
り
、
例
え
ば
下
級
家
臣
の
名
前
を
変
更
す
る
よ
う

な
こ
と
ま
で
上
申
さ
れ
て
い
て
、
驚
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
尾
張
藩
主
も
、
政
務
に
つ
い
て
か
な
り
の
上
申
案
件
が
あ
り
、
決
裁
を
し
て
い
た
と

思
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
史
料
が
な
い
た
め
、
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
本
日
は
「
御お

小こ

納な
ん
ど戸

日に
っ
き記

」
と
い
う
藩
主
の
側
近
の
日
記
と
、「
進し

ん

饌せ
ん

要よ
う

覧ら
ん

大た
い

全ぜ
ん

」
と
い
う
儀
式
に
関
す
る
史
料
を
使
い
、
藩
主
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て

い
た
か
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
名
古
屋
城
の
構
造
に
つ
い
て
で
す
が
、
真
ん
中
に
本
丸
が
あ
り
、
そ
の
中
に

本
丸
御
殿
が
あ
り
ま
す
。
西
北
に
御お

深ふ

井け

丸ま
る

が
あ
り
、
そ
の
南
に
西
之
丸
、
本
丸
の
東

に
二
之
丸
が
あ
り
、二
之
丸
御
殿
が
あ
り
ま
す
。
本
丸
御
殿
は
元
和
元
年（
一
六
一
五
）

に
完
成
し
、
初
代
藩
主
の
徳
川
義
直
が
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
義
直
は
わ

ず
か
五
年
ほ
ど
し
か
本
丸
御
殿
で
生
活
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
元
和
六
年
（
一
六

二
〇
）
に
は
、
二
之
丸
御
殿
に
移
っ
て
い
ま
す
。
本
丸
御
殿
は
使
わ
れ
な
く
な
り
、
将

軍
が
来
城
し
た
と
き
の
御お

成な
り

御
殿
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
は
二
之
丸
御
殿
が
藩
主

の
生
活
及
び
政
治
空
間
と
な
り
ま
し
た
。

　
詳
し
い
状
況
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
之
丸
御
殿
は
三
つ
の
空
間
に
分
か

れ
て
い
ま
す
（
図
1
）。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
ず
は
藩
主
の
執
務
・
生
活
空
間
で
す
。
寝
室
か
ら
廊
下
を
通
っ
て
表
の
空
間
に
出

る
と
、
表
の
空
間
の
中
心
「
中
御
座
之
間
」
で
、
執
務
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
側
に
は
藩
主
の
側
近
で
あ
る
御
小
納
戸
の
部
屋
が
あ
り
ま
す
。
　

　
次
は
儀
礼
空
間
で
す
。
儀
礼
空
間
は
奥
か
ら
夜
詰
之
間
（
夜
居
之
間
）、
対
面
所
、

広
間
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
城
に
も
黒
書
院
・
白
書
院
・
大
広
間
と
三
つ

の
儀
礼
空
間
が
あ
り
ま
し
て
、
黒
書
院
が
夜
詰
之
間
、
白
書
院
が
対
面
所
、
大
広
間
が

広
間
に
当
た
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
表
に
近
い
ほ
ど
公
式
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　　
　尾
張
藩
主
の
行
う
政
務
と
儀
式

　
　　
―
名
古
屋
城
の
生
活
を
垣
間
見
る
―

徳
川
林
政
史
研
究
所
所
長
　
　
　     

深
井

雅
海
　

歴
史
資
料
講
演
会
抄
録

「
尾
張
徳
川
家
と
尾
張
・
名
古
屋
」

（
令
和
三
年
十
月
二
十
三
日（
土
）愛
知
県
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
）
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次
は
政
治
空
間
で
す
。
他
藩
で
言
う
家
老
に
当
た
る
役
職
の
年
寄
と
、
用
人
の
部
屋

が
藩
主
の
執
務
・
生
活
空
間
の
す
ぐ
近
く
に
設
け
ら
れ
、
藩
政
を
司
っ
て
い
ま
し
た
。

大
雑
把
で
は
あ
り
ま
す
が
、
二
之
丸
御
殿
の
構
造
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
藩
主
の
執
務
・
生
活
空
間
と
儀
礼
空
間
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て

い
た
か
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
十
二
代
藩
主
斉な
り

荘た
か

の
生
活
を
「
御
小
納
戸
日
記
」
を
使
い
な
が
ら
見
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
藩
主
の
側
近
と
し
て
は
、
御
小
納
戸
と
、
藩
主
の
身
の
回
り
の
世

話
を
す
る
小
姓
が
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
小
姓
の
日
記
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
御

小
納
戸
日
記
」
は
大
量
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。「
御
小
納
戸
日
記
」
は
、
尾
張
と
江
戸

の
二
種
類
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
藩
主
は
参
勤
交
代
で
尾
張
と
江
戸
を
行
き
来
す
る
た

め
、
尾
張
に
い
る
時
と
江
戸
に
い
る
時
の
藩
主
の
動
向
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
十
二
代
藩
主
斉
荘
の
生
活
と
い
う
こ
と
で
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）

の
日
記
を
分
析
し
た
研
究
の
一
端
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
斉
荘
は
、午
前
七
時
頃
に
「
御
寝
之
間
」
で
起
床
し
、午
前
十
時
頃
に
表
に
出
ま
す
。

ま
ず
表
の
空
間
に
出
て
何
を
し
た
か
と
言
い
ま
す
と
、先
祖
の
位
牌
が
置
い
て
あ
る「
御

祠
堂
」
で
、
焼
香
を
毎
日
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
政
務
に
移
っ
て
い
き
ま
す
が
、
藩
主
が
日
常
的
に
会
う
の
は
年
寄
や
用
人

と
い
っ
た
重
役
ク
ラ
ス
の
み
で
、一
般
の
家
臣
と
会
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

藩
主
に
会
え
な
い
と
謁
見
す
る
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
月
の
う
ち
の
一
日
、
十

五
日
、
二
十
八
日
の
三
日
間
、
藩
主
に
お
目
見
え
す
る
「
月つ
き

次な
み

御お
ん

礼れ
い

」
が
設
け
て
あ
り

ま
し
た
。
当
時
は
格
式
社
会
で
す
の
で
、
格
式
に
応
じ
た
形
で
お
目
見
え
が
行
わ
れ
ま

す
。
格
の
高
い
順
番
か
ら
見
て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず
は
「
中
御
座
之
間
」
で
年
寄
や
御

用
列
の
人
々
と
の
お
目
見
え
を
行
い
ま
す
。
次
に
「
焼た
き

火び

之の

間ま

」
で
年
寄
列
の
人
々
や

初
出
仕
の
家
臣
と
お
目
見
え
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
が
終
わ
り
ま
す
と
、「
夜
詰
之
間
」

図 1　二の丸御殿平面図　註：名古屋市編『名古屋城史』213頁の「二の丸御殿古図」より引用
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で
そ
の
他
の
家
臣
達
と
の
お
目
見
え
を
行
い
ま
す
。
格
式
の
低
い
家
臣
は
、
藩
主
が
移

動
す
る
と
き
の
通
り
が
か
り
の
時
に
、
お
目
見
え
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
お
目
見
え
に

も
様
々
な
形
が
あ
り
ま
し
た
。

　
八
月
四
日
の
記
事
か
ら
、
斉
荘
が
「
水
之
間
」
で
木
曽
山
の
模
型
を
見
な
が
ら
、
役

人
か
ら
材
木
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
な
ど
、
藩
主
の
生
活
の
一

端
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
御
小
納
戸
日
記
」は
大
量
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

丁
寧
に
見
て
い
け
ば
、
も
っ
と
色
々
わ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
次
に
、
儀
式
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
進
饌
要
覧
大
全
」
と
い
う

史
料
が
あ
り
ま
す
。
進
饌
と
は
御
膳
を
進
め
る
と
い
う
意
味
で
、
必
ず
し
も
儀
式
の
詳

し
い
状
況
が
わ
か
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
図
が
付
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
儀
式

の
状
況
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
年
初
の
挨
拶
で
あ
る
「
年
頭
御
礼
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
太
刀
と
馬
代
を
献
上
で
き
る
「
太
刀
馬
代
御
礼
以
上
」
の
役
職
の
家
臣
は
、
一
人

ず
つ
藩
主
に
お
目
見
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
場
所
は
対
面
所
（
書
院
）
で
、
藩

主
の
後
ろ
に
側
近
、
左
側
に
刀
掛
け
、
縁
側
に
年
寄
達
が
列
挙
し
、
さ
ら
に
そ
の
遠
方

に
も
家
臣
達
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
太
刀
を
献
上
す
る
の
で
す
が
、
中
期

に
は
木
製
の
飾
り
太
刀
を
献
上
す
る
よ
う
に
な
り
、
形
式
化
さ
れ
ま
し
た
。
太
刀
は
、

格
の
高
い
家
臣
ほ
ど
、
藩
主
に
近
い
位
置
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

史
料
に
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
詳
し
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
太
刀
の
献
上
後
、
盃
が

下
賜
さ
れ
ま
し
た
。「
太
刀
馬
代
御
礼
以
上
」よ
り
下
の
役
職
の
家
臣
の
お
目
見
え
は
、

場
所
が
対
面
所
か
ら
広
間
に
変
わ
り
、集
団
で
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
時
の
状
況
で
す
が
、

「
鳳ほ
う

凰お
う

之
間
」
に
藩
主
が
立
ち
、
隣
の
「
巣す

鷹だ
か

之
間
」
に
家
臣
が
集
団
で
並
び
ま
す
。

年
寄
二
人
が
境
の
襖
の
両
側
に
座
り
、襖
を
開
け
る
こ
と
で
お
目
見
え
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
盃
が
下
賜
さ
れ
ま
す
が
、
家
臣
が
一
人
ず
つ
で
は
な
く
、
三
人
ず
つ
前
に
出

て
き
て
下
賜
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
役
職
の
格
に
よ
っ
て
お
目
見
え
の
仕

方
に
も
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
年
中
行
事
の
「
嘉か

定じ
ょ
う

儀
礼
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
六

月
十
六
日
に
行
わ
れ
る
「
嘉
定
儀
礼
」
は
、
藩
主
が
家
臣
へ
お
菓
子
を
下
賜
す
る
儀
式

で
し
た
。
場
所
は
対
面
所
で
、
一
之
間
と
二
之
間
に
大
量
の
お
菓
子
が
置
か
れ
て
い
ま

し
た
。
上
段
に
藩
主
が
座
り
、
縁
側
に
は
縁
起
物
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
家
臣
は
七

間
廊
下
を
渡
っ
て
菓
子
を
賜
り
ま
す
。
役
職
が
城
代
以
上
の
家
臣
は
一
人
ず
つ
、
城
代

よ
り
下
で
「
太
刀
馬
代
御
礼
以
上
」
の
家
臣
は
六
人
ず
つ
、「
太
刀
馬
代
御
礼
以
上
」

よ
り
下
の
家
臣
は
九
人
ず
つ
で
菓
子
を
賜
り
ま
し
た
。

　
本
日
は
時
間
も
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、史
料
か
ら
色
々
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ぜ
ひ
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
お
い
で
い
た
だ
き
、
様
々
な
史
料
を
活
用
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
、
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。
　
　

　
本
日
は
御
静
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　〔
付
記
〕

　
講
演
会
で
は
、「
名
古
屋
城
に
お
け
る
尾
張
藩
主
に
つ
い
て
」
の
演
題
で
お
話
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。



― 93 ―

　
こ
ん
に
ち
は
。
徳
川
林
政
史
研
究
所
（
以
下
、
林
政
史
研
究
所
）
の
藤
田
と
申
し
ま

す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
た
だ
い
ま
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
「
徳
川
林
政
史
研
究
所
と
所
蔵

史
料
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
史
料
の
中
身
を
分
析
す

る
と
い
う
よ
り
も
、
林
政
史
研
究
所
が
ど
ん
な
史
料
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

が
中
心
と
な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
副
題
に
「
戦
前
期
に
お
け
る
徳
川
義
親
の
活
動

と
関
連
づ
け
て
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
戦
前
期
の
活
動
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ど
の
よ

う
に
史
料
が
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
最
初
に
、「
林
政
史
研
究
所
の
起
源
」
で
す
。
林
政
史
研
究
所
は
、
徳
川
義
親
が
設

立
し
た
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
に
所
属
す
る
研
究
所
で
す
。
そ
の
姉
妹
機
関
と
し

て
、
御
存
じ
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
徳
川
美
術
館
が
あ
り
ま
す
。
美
術
館
で
は
美
術
品

の
展
示
を
し
て
、
林
政
史
研
究
所
で
は
調
査
・
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
美
術
館
と
協
力

し
て
講
演
会
・
講
座
な
ど
の
教
育
普
及
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
林
政
史
研
究
所
で
は
、
公
的
に
は
七
万
九
〇
〇
〇
点
の
史
料
を
所
蔵
す
る
と
し
て
い

ま
す
が
、
実
際
は
も
う
少
し
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
主
に
江
戸
時
代
の
幕
政
や
尾
張

藩
政
の
史
料
、
そ
れ
と
林
政
史
で
す
か
ら
、
木
曽
山
の
史
料
を
中
心
に
山
林
関
係
の
史

料
を
所
蔵
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
、
そ
の
中
で
も
、
藩
政
や
山
林
関
係
の
史
料
群
に

ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
尾
張
徳
川
家
の
十
九
代
当
主
で
あ
る
徳
川
義
親
（
図
1
）
が
、
ど
の
よ
う
な

人
物
だ
っ
た
か
紹
介
し
ま
す
。
義
親
は
、
越
前
藩
主
で
あ
っ
た
松
平
慶
永
（
春
嶽
）
の

五
男
と
し
て
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
五
男
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
越
前
松
平
家
を
出
て
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
尾
張
徳
川
家
の
養
子

と
な
り
、
侯
爵
を
継
い
で
い
き
ま
す
。
華
族
の
学
校
で
あ
る
学
習
院
に
入
学
し
、
高
等

科
の
卒
業
試
験
は
ビ
リ
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
学
習
院
は
卒
業
す
る
と
特
権
と
し
て

帝
国
大
学
に
入
れ
る
の
で
、
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
手
続
き
に

間
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
、
嫌
い
な
学
科
で
あ
る
史
学
科
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
義
親
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に
史
学
科
を
卒
業
後
、
植
物
に
関
心
が

あ
っ
た
よ
う
で
、
東
京
帝
国
大
学
理
科
大
学
植
物
学
科
に
入
学
し
、
大
正
三
年
（
一
九

一
四
）
に
卒
業
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
学
校
で
勉
強
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
学
究
活
動
を
続
け
る
た
め
、
自
宅
に

研
究
室
を
設
け
た
と
こ
ろ
が
、
義
親
の
特
徴
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
正
三
年
に

徳
川
生
物
学
研
究
所
（
以
下
、
生
物
学
研

究
所
）
を
自
宅
に
設
け
ま
す
が
、
大
正
六

年
（
一
九
一
七
）
に
自
宅
か
ら
離
れ
た
荏

原
郡
小
山
町
（
現
東
京
都
品
川
区
小
山
）

に
、
生
物
学
研
究
所
を
建
て
て
い
ま
す
。

ま
た
、
卒
業
論
文
で
取
り
上
げ
た
木
曽
山

の
研
究
を
深
め
て
い
く
た
め
に
、
大
正
十

二
年
（
一
九
二
三
）
に
徳
川
林
政
史
研
究

室
（
以
下
、
林
政
史
研
究
室
）
を
開
設
し

ま
す
。
こ
う
し
て
、
義
親
は
生
物
学
と
林

　　
　徳
川
林
政
史
研
究
所
と
所
蔵
史
料

　
　　
―
戦
前
期
に
お
け
る
徳
川
義
親
の
活
動
と
関
連
づ
け
て
―

徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
員
　
　
　     

藤
田

英
昭
　

図 1　林政史研究室時代の徳川義親
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政
史
を
独
自
に
研
究
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）、
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
後
の

公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
の
前
身
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
財
団
の
設
立
は
、
尾

張
徳
川
家
に
伝
来
し
て
き
た
文
献
史
料
、
什
宝
、
美
術
品
を
散
佚
さ
せ
な
い
た
め
に
、

義
親
自
身
が
財
団
に
寄
付
し
て
永
久
的
に
保
存
し
て
い
こ
う
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
り

ま
し
た
。
文
献
史
料
は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
目
白
の
自
宅
敷
地
内
に
設
立
さ

れ
た
蓬
左
文
庫
に
納
め
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、
同
時
に
名
古
屋
市
に
建
設
さ
れ
、
昭
和

十
年
（
一
九
三
五
）
に
開
館
し
た
徳
川
美
術
館
に
宝
物
類
を
寄
贈
し
、
一
般
公
開
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
財
団
設
立
に
伴
い
、
林
政
史
研
究
室
は
「
蓬
左
文
庫
附
属
歴
史
研
究
室
（
以
下
、
歴

史
研
究
室
）」
と
な
り
ま
し
た
。
皆
様
御
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、「
蓬
左
」
と
は
名
古

屋
の
雅
名
（
風
流
な
呼
び
名
）
で
す
。
蓬
左
文
庫
は
、
現
在
、
名
古
屋
市
に
あ
り
ま
す

が
、
戦
前
は
東
京
の
目
白
に
開
設
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
話
は
戦
後
に
飛
び
ま
す
が
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）、
財
団
は
蓬
左
文
庫
の

名
前
と
約
六
万
四
〇
〇
〇
冊
の
典
籍
・
古
文
書
を
名
古
屋
市
に
移
譲
し
ま
し
た
。
こ
れ

が
大
き
な
画
期
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
戦
後
の
社
会
的
混
乱
・
経
済
的
困

窮
が
あ
り
、
華
族
制
度
が
瓦
解
し
て
徳
川
家
も
資
金
難
に
陥
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
も
財
団
を
維
持
し
、
さ
ら
に
再
生
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
名
古
屋
市
に
蓬
左
文
庫

の
名
前
と
史
料
を
譲
渡
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、「
蓬
左
文
庫
附
属

歴
史
研
究
室
」
は
蓬
左
文
庫
か
ら
独
立
し
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
と
改
称
し
て
新
た
な

活
動
を
開
始
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
今
日
は
、
戦
後
に
林
政
史
研
究
所
と
し
て
活
動
し
て
い
く
以
前
の
、
戦
前
を
中
心
に

見
て
い
き
ま
す
。

　
林
政
史
研
究
所
の
所
蔵
史
料
は
、「
尾
張
藩
・
尾
張
徳
川
家
伝
来
文
書
」
と
「
徳
川

林
政
史
研
究
所
収
集
文
書
」
の
二

つ
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
ま
す

（
図
2
）。「
尾
張
藩
・
尾
張
徳
川

家
伝
来
文
書
」
は
、
尾
張
藩
主
の

御
文
庫
に
あ
っ
た
史
料
や
、
名
古

屋
市
蓬
左
文
庫
に
移
譲
し
な
か
っ

た
史
料
な
ど
、
尾
張
藩
や
尾
張
徳

川
家
に
伝
来
し
た
も
の
が
中
心
で

す
。

　「
徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
文

書
」
は
、
戦
前
・
戦
後
の
林
政
史

研
究
所
や
、
歴
史
研
究
室
が
寄
贈

を
受
け
た
り
購
入
し
た
り
し
た
史

料
で
す
。中
で
も
特
徴
的
な
の
は
、

戦
前
に
旧
名
古
屋
税
務
監
督
局
や

愛
知
県
庁
か
ら
払
い
下
げ
ら
れ
た
、
官
庁
払
下
文
書
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
愛

知
県
公
文
書
館
で
は
、
愛
知
県
庁
文
書
を
含
む
旧
名
古
屋
税
務
監
督
局
所
蔵
史
料
の
複

製
史
料
を
閲
覧
に
供
し
て
い
ま
す
の
で
、
御
利
用
に
な
ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
は
、
林
政
史
研
究
所
が
こ
れ
ら
の
史
料
を
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
所
蔵
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
も
、
お
話
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、「
徳
川
林
政
史
研
究
室
」
時
代
（
大
正
十
二
年
～
昭
和
七
年
）
と
し
て
、
財

団
が
作
ら
れ
る
前
の
私
的
な
研
究
室
で
あ
っ
た
頃
の
話
を
し
て
い
き
ま
す
。

　
先
ほ
ど
も
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
義
親
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
二
）
の
七
月

に
、
二
十
六
歳
で
東
京
帝
国
大
学
の
史
学
科
を
卒
業
し
ま
す
。
こ
の
時
の
卒
業
論
文
の 図 2　徳川林政史研究所の所蔵史料
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テ
ー
マ
が
木
曽
山
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
時
か
ら
義
親
は
様
々
な
史
料
を
集
め
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
段
階
で
は
公
的
に
は
研
究
室
と
い
う
も
の
は
な
く
、
大
正
十
二

年
（
一
九
二
三
）
に
麻
布
富
士
見
町
（
現
東
京
都
港
区
）
の
自
宅
に
研
究
室
を
設
け
ま

し
た
。
こ
の
時
義
親
は
三
十
八
歳
で
、
大
学
卒
業
か
ら
一
二
年
後
に
研
究
室
を
開
設
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
後
に
林
政
史
研
究
所
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
所
三
男
の
回
想
に
よ
る

と
、「
勝
れ
た
ヒ
ノ
キ
材
の
主
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た
木
曽
山
林
が
日
本
三
大
美
林
の

首
位
に
あ
っ
た
こ
と
」、「
こ
の
全
山
林
が
…
尾
張
藩
の
管
理
、経
営
下
に
あ
っ
た
こ
と
」、

木
曽
山
林
の
実
態
を
研
究
し
て
い
く
こ
と
は
、「
尾
張
藩
の
当
主
で
あ
る
徳
川
に
課
さ

れ
た
責
務
で
あ
る
」
と
い
っ
た
強
い
動
機
付
け
の
も
と
、
義
親
は
研
究
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
も
、
卒
論
を
書
い
て
い
た
時
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
そ
う
で

す
が
、
藩
政
記
録
の
不
足
を
補
う
史
料
が
在
地
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
改
め
て
史
料

を
集
め
よ
う
と
思
い
立
っ
た
こ
と
か
ら
、
研
究
室
を
作
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
二
年
後
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
義
親
は
東
京
帝
国
大
学
農
学
部
の
大

学
院
に
入
学
し
ま
す
。
大
学
院
で
選
ん
だ
研
究
テ
ー
マ
が
「
木
曽
林
業
の
沿
革
」
で
、

こ
の
研
究
を
支
え
て
い
く
た
め
に
林
政
史
研
究
室
の
活
動
が
本
格
化
し
て
い
き
ま
す
。

義
親
自
身
も
、
木
曽
を
中
心
に
、
美
濃
、
飛
騨
方
面
に
史
料
探
訪
に
出
か
け
ま
し
た
。

義
親
の
指
導
教
官
と
な
っ
た
人
が
、
河
合
鈰し

太た

郎ろ
う

と
薗
部
一
郎
で
、
実
際
に
指
導
を
受

け
た
の
は
薗
部
の
方
か
と
思
い
ま
す
が
、河
合
が
名
古
屋
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

色
々
便
宜
を
図
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
河
合
の
弟
子
で
、
助
手
と
し
て
義
親
を
支
え
た
人
が
、
川
合
徳
太
郎
で
す
。
ほ
と
ん

ど
名
前
は
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
林
政
史
研
究
室
に
と
っ
て
は
非
常

に
重
要
な
人
物
で
、研
究
室
だ
け
で
な
く
、徳
川
家
の
事
業
に
も
関
係
し
て
い
ま
し
た
。

か
つ
て
、
徳
川
家
が
北
海
道
で
経
営
し
て
い
た
徳
川
農
場
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
徳

川
農
場
で
経
営
し
て
い
る
大
野
山
林
の
経
営
計
画
に
、川
合
は
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

当
時
は
月
給
八
〇
円
で
雇
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
お
金
に
換
算
す
る
と
約
一
六
万

円
に
当
た
る
の
で
、
嘱
託
の
よ
う
な
形
で
雇
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
義
親

は
、
川
合
の
協
力
を
得
て
自
然
科
学
の
手
法
を
史
学
研
究
に
活
用
し
、
林
学
な
ど
を
勉

強
し
な
が
ら
歴
史
研
究
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
単
に
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
社
会
経
済
史
的
な
発
想
で
歴
史
研
究
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
次
に
、「
私
的
研
究
室
開
設
の
基
盤
」
に
つ
い
て
で
す
。
林
政
史
研
究
室
は
私
的
な

機
関
な
の
で
、
資
金
が
な
い
と
運
営
で
き
ず
、
助
手
も
雇
え
ま
せ
ん
が
、
義
親
が
侯
爵

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
多
額
納
税

者
番
付
で
あ
る
「
全
国
金
満
家
大
番
附
」（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
）
に
よ
る
と
、
財

閥
の
岩
崎
や
三
井
に
は
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
義
親
は
五
〇
〇
〇
万
円
も
の
資
産
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
資
産
を
背
景
に
研
究
を
進
め
て
い
き
ま

し
た
。

　
史
料
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
現
地
に
出
張
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
聞
を
使
っ
て
史
料

情
報
の
提
供
も
求
め
て
い
ま
し
た
。『
東
濃
新
聞
』『
東
濃
毎
日
新
聞
』
で
は
、「
左
記

書
籍
　
所
在
御
承
知
の
方
は
御
通
知
を
乞
ふ
」
と
し
て
、『
木
曽
名
跡
誌
』『
木
曽
事
蹟

考
証
』『
集
古
事
録
』『
集
遺
談
録
』『
古
老
物
語
抜
書
』
と
い
っ
た
木
曽
に
関
す
る
書

物
を
集
め
て
い
ま
し
た
。『
木
曽
名
跡
誌
』
と
『
木
曽
事
蹟
考
証
』
は
、
現
在
、
林
政

史
研
究
所
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
の
で
、
新
聞
へ
の
投
書
が
功
を
奏
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

　『
木
曽
名
跡
誌
』
は
、
原
本
が
林
政
史
研
究
所
に
伝
来
し
て
い
ま
す
。
木
曽
福
島
の

関
所
代
官
を
代
々
務
め
た
山
村
甚
兵
衛
家
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
が
、
史
料
の
奥
書
か

ら
わ
か
り
ま
す
。
現
在
、「
林
一
七
二
一
」
と
い
う
請
求
番
号
で
登
録
さ
れ
て
い
て
、

徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
史
料
の
中
に
入
っ
て
い
ま
す
。
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　『
木
曽
事
蹟
考
証
』
は
、「
林
四
八
二
」
の
請
求
番
号
で
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

ち
ら
は
原
本
で
は
な
く
謄
写
本
で
す
。
原
本
は
「
上
田
村
　
武
居
家
蔵
本
」
と
あ
り
、

武
居
家
か
ら
原
本
を
借
り
出
し
て
、
江
口
国
彦
と
い
う
人
が
筆
写
し
た
と
史
料
の
奥
書

に
あ
り
ま
す
。
当
時
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
は
当
然
な
く
、
撮
影
は
で
き
ま
せ
ん
。
史
料
を

集
め
る
と
な
る
と
筆
写
が
基
本
で
あ
っ
た
た
め
、
林
政
史
研
究
所
は
当
時
の
謄
写
本
を

た
く
さ
ん
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
謄
写
本
は
原
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
戦
前
の
史
料
調

査
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
す
。
原
本
の
確
認
が
で
き
な
い
と
す

る
と
、
な
お
さ
ら
で
す
。
江
口
は
、
林
政
史
研
究
室
が
筆
耕
と
し
て
雇
っ
た
人
物
で
、

多
く
の
人
の
支
え
が
あ
っ
て
林
政
史
研
究
室
は
活
動
し
て
い
ま
し
た
。

　「
林
政
史
研
究
室
記
録
」
に
よ
る
と
、
義
親
は
、「
本
研
究
の
根
本
史
料
と
な
る
べ
き

尾
州
藩
の
記
録
は
、
今
日
一
も
残
る
も
の
な
し
。
こ
れ
を
古
老
に
質
せ
ば
、
廃
藩
の
際

県
庁
に
引
き
継
ぎ
、
後
全
部
焼
却
せ
ら
れ
た
り
と
い
ふ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
廃
藩
置

県
の
際
に
藩
庁
文
書
は
焼
失
し
て
し
ま
い
、
尾
張
藩
の
研
究
を
進
め
る
に
は
、
自
分
で

収
集
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
調
査
を
進
め
て
い
き
ま
し

た
。

　
東
京
帝
国
大
学
農
学
部
の
大
学
院
に
入
っ
て
義
親
が
最
初
に
手
が
け
た
こ
と
は
、
大

正
十
四
年
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
、
伊
勢
の
神
宮
文
庫
の
調
査
で
し
た
。
伊
勢

神
宮
の
式
年
遷
宮
に
関
わ
る
史
料
調
査
で
す
。
御
承
知
の
と
お
り
、
式
年
遷
宮
で
は
木

曽
の
檜
が
使
わ
れ
て
お
り
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
木
を
伐
り
出
し
、
運
ん
で
い
た
か

を
調
査
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
実
際
に
、
こ
の
調
査
で
六
一
部
・
八
一
冊
の
史
料
を
謄

写
本
と
し
て
取
得
し
ま
し
た
。

　
義
親
が
大
学
院
に
提
出
し
た
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
時
点
の
報
告
書
に
よ
る
と
、

当
時
、
林
政
史
研
究
室
に
は
、
木
曽
関
連
史
料
二
一
一
部
・
二
七
七
冊
、
木
曽
以
外
の

史
料
五
三
部
・
七
三
冊
、
従
来
蔵
書
（
木
曽
関
係
参
考
書
）
七
一
部
・
四
五
六
冊
が
集

積
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
地
で
調
査
に
協
力
し
て
く
れ
た
人
に
は
、
御
礼
状
と
と
も
に

謝
礼
を
贈
っ
て
お
り
、
調
査
の
協
力
具
合
に
応
じ
て
時
計
、
置
物
、
袱ふ
く

紗さ

と
い
っ
た
も

の
を
贈
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
大
学
院
の
在
籍
期
間
は
二
年
間
で
す
が
、義
親
は
昭
和
二
年
か
ら
四
年（
一
九
二
九
）

ま
で
の
延
長
を
願
い
出
て
、
引
き
続
き
大
学
院
に
在
籍
し
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
後

に
林
政
史
研
究
所
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
る
所
三
男
と
出
会
い
ま
す
。所
は
回
想
で「
徳

川
義
親
先
生
は
、
私
が
昭
和
四
年
に
徳
川
邸
（
当
時
は
麻
布
富
士
見
町
）
へ
罷
り
出
て

お
目
に
懸
っ
た
の
が
最
初
の
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
私
が
先
生
に
初
め
て
御
対

面
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
先
の
確
か
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
の

秋
、
福
島
小
学
校
の
校
長
室
で
の
こ
と
だ
っ
た
」（
所
三
男
先
生
喜
寿
紀
念
会
編
『
所

三
男
先
生
の
七
十
七
年
』）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
時
、「
木
曽
古
書
類
」
と
い
う
史
料
が
話
題
に
な
っ
た
と
回
想
録
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。「
木
曽
古
書
類
」
は
、
御
料
局
名
古
屋
支
庁
に
勤
め
て
い
た
人
が
、
木
曽
福

島
の
関
所
代
官
を
代
々
務
め
た
山
村
甚
兵
衛
家
の
史
料
を
筆
写
し
て
集
め
た
史
料
を
、

林
政
史
研
究
室
で
筆
写
し
た
も
の
で
す
。
所
自
身
も
長
野
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
木
曽
古
書
類
」
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
な
お
、「
木
曽
古
書
類
」
は
林

政
史
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
画
像
を
公
開
し
て
い
ま
す
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は

御
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
後
、所
は
麻
布
の
徳
川
邸
を
訪
ね
、「
木
曽
古
書
類
」を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

所
は
史
料
を
筆
写
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
に
も
大
量
で
三
日
や
一
週
間
で
筆

写
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
回
想
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
に
研
究
所
の
様
子
も
見

せ
て
も
ら
っ
た
よ
う
で
、「
こ
の
時
の
訪
問
で
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
侯
爵
が
東
大
卒

論
「
木
曽
山
」
の
参
考
に
さ
れ
た
現
地
史
料
（
い
ず
れ
も
謄
写
本
）
の
豊
富
な
こ
と
、

そ
れ
が
立
派
に
製
本
架
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
今
も
二
～
三
人
の
老
筆
耕
が
別
室
に
詰
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め
て
い
て
、
木
曽
方
面
か
ら
の
借
用
文
書
の
筆
写
を
続
け
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
」
と
、

大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
林
政
史
研
究
室
の
様
子
が
わ
か
る
貴
重
な
証
言
を
残
し
て
い
ま

す
。
林
政
史
研
究
所
の
史
料
は
、
製
本
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
こ
と
も
、
回
想

か
ら
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
て
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に

所
は
助
手
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
助
手
と
し
て
採
用
さ
れ
た
所
の
活
動
で
、
特
筆
し
た
い
の
が
、
昭
和
六
年
（
一
九
三

一
）
の
名
古
屋
税
務
監
督
局
所
蔵
史
料
の
譲
渡
交
渉
と
、
同
年
の
愛
知
県
庁
所
蔵
史
料

の
調
査
と
譲
渡
交
渉
で
す
。
名
古
屋
税
務
監
督
局
所
蔵
史
料
が
林
政
史
研
究
室
に
払
い

下
げ
ら
れ
る
き
っ
か
け
は
、
著
名
な
経
済
学
者
で
あ
る
土
屋
喬
雄
と
い
う
当
時
の
東
京

帝
国
大
学
助
教
授
か
ら
、
大
蔵
省
文
庫
に
尾
張
藩
旧
蔵
書
が
あ
る
こ
と
を
、
所
が
知
ら

さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。も
と
も
と
尾
張
藩
の
史
料
を
義
親
が
探
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

所
は
す
ぐ
に
大
蔵
省
に
行
っ
て
、
な
ぜ
尾
張
藩
の
史
料
を
大
蔵
省
が
持
っ
て
い
る
の
か

確
認
し
た
と
こ
ろ
、
名
古
屋
税
務
監
督
局
か
ら
の
借
用
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。

　
所
は
早
速
名
古
屋
に
出
張
し
、税
務
監
督
局
を
訪
ね
て
収
蔵
庫
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、

収
蔵
庫
の
老
朽
化
と
防
火
施
設
の
不
備
か
ら
、
文
書
の
保
存
環
境
が
よ
く
な
い
と
わ
か

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
名
古
屋
税
務
監
督
局
も
現
用
文
書
の
収
容
場
所
を
確
保
し
た
い

こ
と
か
ら
、
古
書
類
の
廃
棄
を
希
望
し
て
い
ま
し
た
。
所
は
廃
棄
さ
れ
る
史
料
の
救
済

を
義
親
に
相
談
し
ま
し
た
。
結
果
、
義
親
の
英
断
に
よ
っ
て
林
政
史
研
究
室
に
譲
渡
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
英
断
の
背
景
と
し
て
は
、
当
時
、
義
親
自
身
が
財
団
法
人
の
設
立
を
構
想
し
て

お
り
、耐
震
耐
火
書
庫
二
棟
を
建
造
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
た
よ
う
で
す
。

ち
ょ
う
ど
関
東
大
震
災
を
経
験
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
震
災
に
耐
え
う
る
書
庫
を
造
る

構
想
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
義
親
は
、探
し
求
め
て
い
た
旧
藩
の
史
料
を
発
見
し
、

取
得
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
財
団
法
人
化
に
向
け
て
は
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
麻
布
富
士
見
町
邸
が
フ
ラ

ン
ス
大
使
館
へ
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
、
新
邸
及
び
財
団
建
設
地
と
し
て
北
豊
島

郡
高
田
町
大
字
雑
司
ヶ
谷
（
現
東
京
都
豊
島
区
目
白
）
の
土
地
を
買
収
し
ま
し
た
。
林

政
史
研
究
室
は
新
し
い
建
物
が
目
白
に
で
き
る
ま
で
、
一
時
的
に
麻
布
桜
田
町
（
現
東

京
都
港
区
）
の
後
藤
新
平
宅
を
間
借
り
し
ま
し
た
。
翌
昭
和
六
年
十
二
月
に
財
団
法
人

尾
張
徳
川
黎
明
会
の
設
立
が
認
可
さ
れ
る
と
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
三
月
に
林
政

史
研
究
室
と
生
物
学
研
究
所
は
解
散
し
、
私
的
な
研
究
所
は
な
く
な
り
、
財
団
の
所
属

と
な
り
ま
し
た
。
解
散
に
伴
い
、
助
手
の
川
合
徳
太
郎
は
解
雇
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
ま
で
を
小
括
し
ま
す
。
大
学
院
に
進
ん
だ
義
親
の
学
究
活
動
を
支
え
る
場
と
し

て
研
究
室
が
あ
り
、そ
れ
を
支
え
た
の
が
助
手
の
川
合
で
し
た
。実
際
に
木
曽
周
辺
村
々

の
史
料
を
、
寄
贈
を
受
け
た
り
謄
写
し
た
り
し
て
収
集
し
て
い
き
ま
し
た
。
川
合
自
身

も
、
指
導
教
員
の
薗
部
一
郎
を
訪
問
し
て
、
義
親
の
論
文
執
筆
に
つ
き
指
導
を
受
け
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
義
親
自
身
が
修
士
論
文
を
ま
と
め
た
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

恐
ら
く
大
学
院
は
修
了
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
木
曽
に
関
す
る
研

究
は
、
財
団
設
立
後
に
、
個
別
論
文
と
し
て
発
表
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
と
は
別
に
、
所
三
男
が
中
心
と
な
っ
て
、
旧
藩
庁
文
書
の
発
見
と
譲
渡
交
渉
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
廃
棄
文
書
の
救
済
と
保
存
が
、
財
団
法
人
化
へ
の
弾
み
と
な
り
ま
し

た
。
林
政
史
研
究
所
の
中
核
と
な
る
木
曽
周
辺
の
史
料
と
藩
庁
文
書
の
収
集
は
、
川
合

と
所
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
て
い
た
こ
と
を
記
憶
に
留
め
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
れ
と
、

史
料
の
筆
耕
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
の
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
次
は
、「
蓬
左
文
庫
附
属
歴
史
研
究
室
」
時
代
（
昭
和
七
年
～
昭
和
二
十
五
年
）
で
、

財
団
が
で
き
て
か
ら
の
話
し
で
す
。

　
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
、
品
川
か
ら
目
白
に
生
物
学
研
究
所
が
移
り
ま
す
が
、
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林
政
史
研
究
室
は
麻
布
桜
木
町
か
ら
生
物
学
研
究

所
の
二
階
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
翌

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
、
蓬
左
文
庫
の
事
務

室
と
閲
覧
室
が
竣
工
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
林
政
史

研
究
室
は
「
蓬
左
文
庫
附
属
歴
史
研
究
室
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
も
、
林
政
史
研
究

室
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
ま
し
た
が
、
新
た
に
福

井
保
と
立
石
百
合
子
の
二
人
を
加
え
ま
し
た
。
福

井
は
、
後
に
内
閣
文
庫
の
和
漢
書
専
門
官
に
な
る

人
で
す
。
歴
史
研
究
室
で
収
集
し
た
史
料
も
蓬
左

文
庫
の
蔵
本
と
し
て
、「
蓬
左
文
庫
蔵
本
」
と
い

う
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
で
も
ラ
ベ
ル

を
見
る
と
、
戦
前
に
集
め
ら
れ
た
史
料
か
ど
う
か

が
わ
か
り
ま
す
。

　
目
白
の
建
物
の
様
子
で
す
が
、
表
門
を
中
に
入
る
と
、
左
側
に
蓬
左
文
庫
、
右
側
に

生
物
学
研
究
所
と
講
堂
が
あ
り
ま
し
た
。
生
物
学
研
究
所
と
講
堂
の
間
に
は
、
花
壇
も

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
生
物
学
研
究
所
の
二
階
に
歴
史
研
究
室
が
あ
り
ま
し
た
。
林

政
史
研
究
室
を
受
け
継
い
だ
歴
史
研
究
室
は
、
蓬
左
文
庫
の
附
属
で
し
た
が
、
蓬
左
文

庫
の
建
物
で
は
な
く
生
物
学
研
究
所
内
に
あ
っ
た
点
が
、
複
雑
な
と
こ
ろ
で
す
。
現
在

は
蓬
左
文
庫
が
財
団
の
建
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。
生
物
学
研
究
所
と
講
堂
は
現
在
は
な

く
、
外
国
人
中
心
の
賃
貸
住
宅
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歴
史
研
究
室
が
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
辿
っ
て
い
く
か
と
言
い
ま
す
と
（
表

1
）、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
貴
重
本
書
庫
が
完
成
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

名
古
屋
の
徳
川
家
書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
図
書
が
東
京
に
移
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
名

古
屋
市
に
あ
っ
た
尾
張
徳
川
家
の
書
庫
も
、
私
的
な
図
書
館
と
し
て
「
蓬
左
文
庫
」
と

称
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
東
京
に
図
書
が
移
さ
れ
た
後
の
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
か
ら
一
般
公
開
が
始
ま
り

ま
し
た
が
、
当
時
は
紹
介
者
が
い
な
い
と
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
同

年
十
一
月
三
十
日
に
は
開
館
記
念
展
覧
会
が
文
庫
内
の
閲
覧
室
と
事
務
室
、
講
堂
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
近
隣
の
学
習
院
か
ら
陳
列
ケ
ー
ス
二
〇
個
を
借
用
し
、
伝
来
の
貴
重

本
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
歴
史
研
究
室
の
研
究
報
告
会
も
、
展
覧
会
の
後
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
展
覧
会
は
一
日
で
終
わ
る
の
が
当
時
の
特
徴
だ
っ
た
よ
う
で
、
午
後
一
時
か
ら

五
時
ま
で
が
展
覧
会
、
午
後
七
時
か
ら
十
時
ま
で
研
究
報
告
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
報
告
会
で
は
、
歴
史
研
究
室
の
沿
革
や
史
料
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
、
義
親
と
所
三

男
が
発
表
し
ま
し
た
。

　
展
覧
会
に
は
錚そ
う

々そ
う

た
る
学
者
が
お
と
ず
れ
ま
し
た
。
辻
善
之
助
（
日
本
仏
教
史
）、

相
田
二
郎
（
日
本
古
文
書
学
）、
大
久
保
利
謙
（
日
本
近
代
史
）、
今
井
登
志
喜
（
西
洋

史
）、
渡
辺
世
祐
（
日
本
史
）
や
、
所
が
名
古
屋
税
務
監
督
局
所
蔵
史
料
の
譲
渡
交
渉

を
行
っ
た
高
楯
俊
ら
の
面
々
で
す
。

　
研
究
報
告
会
の
参
加
者
は
、
名
古
屋
や
犬
山
出
身
の
尾
張
家
御
相
談
人
な
ど
が
参
加

し
て
い
ま
す
が
、
招
待
を
受
け
て
い
な
い
と
参
加
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
歴
史
研

究
者
の
藤
井
甚
太
郎
や
土
屋
喬
雄
、
原
平
三
と
い
っ
た
著
名
な
学
者
も
い
る
中
で
、
義

親
と
の
関
係
で
い
う
と
徳
川
生
物
学
研
究
所
所
長
の
服
部
廣
太
郎
や
、
後
に
林
政
史
研

究
所
の
研
究
紀
要
に
論
文
を
執
筆
す
る
阿
部
真
琴
も
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

　
歴
史
研
究
室
の
活
動
に
つ
い
て
は
、「
収
集
文
書
・
採
訪
」「
研
究
・
講
演
」「
社
会

活
動
」
の
三
つ
に
分
け
ま
し
た
。
収
集
文
書
や
採
訪
は
、
林
政
史
研
究
室
時
代
を
継
承

し
て
い
て
、木
曽
や
旧
尾
張
藩
関
係
文
書
を
寄
贈
や
謄
写
で
収
集
し
て
い
ま
す
。
研
究
・

講
演
は
、
社
会
経
済
史
学
会
を
拠
点
に
義
親
と
所
が
研
究
発
表
し
て
い
き
ま
し
た
。
社

表 1　歴史研究室の軌跡
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会
活
動
と
し
て
は
、蓬
左
文
庫
附
属
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、蓬
左
文
庫
の
活
動
に
協
力
・

参
加
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
き
ま
す
と
、「
収
集
文
書
・
採
訪
」
に
つ
い
て
は
、
財
団
設
立
後
、

名
古
屋
税
務
監
督
局
所
蔵
史
料
と
愛
知
県
庁
文
書
の
譲
渡
が
な
さ
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ

の
史
料
群
も
、
歴
史
研
究
室
が
全
部
を
受
け
継
い
だ
わ
け
で
は
な
く
、
一
部
廃
棄
さ
れ

た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
官
庁
払
下
文
書
と
し
て
は
、
農
林
省
「
日
本
林
制
史
調

査
史
料
」
の
複
本
が
、
東
京
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
と
林
政
史
研
究
所
が
分
け
合
う
形

で
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
言

う
と
、
木
曽
運
材
模
型
や
付
知
村
（
現
岐
阜
県
中
津
川
市
）
の
大
檜
輪
切
り
が
あ
り
、

輪
切
り
は
現
在
も
林
政
史
研
究
所
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
は
、
安
藤
次
郎
と
い
う
名
古
屋
在
住
の
郷
土
史
家
を
研

究
室
の
嘱
託
員
と
し
て
雇
い
、
効
率
的
に
史
料
情
報
を
把
握
し
、
収
集
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
同
年
の
石
河
男
爵
家
所
蔵
文
書
、
犬
山
八
木
家
文
書
、

王
滝
村
松
原
家
文
書
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
の
大
道
寺
家
文
書
、
昭
和
十
二
年

（
一
九
三
七
）
の
渡
邊
家
文
書
な
ど
、
大
規
模
な
史
料
の
寄
贈
や
購
入
が
注
目
で
き
ま

す
。
安
藤
は
、
の
ち
に
自
身
の
所
蔵
文
書
も
寄
贈
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
鈴
木
半
右
衛
門
所
蔵
文
書
と
い
う
謄
写
本
を
、
ど
の
よ
う
に
収
集
し
た
か
に

つ
い
て
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
史
料
情
報
を
得
た
歴
史
研
究
室
が
、
財
団
を
通
じ
て

徳
川
美
術
館
に
史
料
の
謄
写
を
指
示
す
る
と
、
徳
川
美
術
館
は
そ
れ
を
謄
写
し
、
完
成

す
る
と
東
京
の
歴
史
研
究
室
に
送
っ
て
く
る
の
で
す
。
徳
川
美
術
館
は
、
展
覧
会
を
開

催
す
る
傍
ら
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
義
親
が
主
宰
す
る
歴
史
研
究
室
の
助
手
の
よ
う
な

形
で
研
究
活
動
に
も
関
わ
っ
て
い
た
の
が
当
時
の
実
態
で
し
た
。
鈴
木
半
右
衛
門
所
蔵

文
書
の
謄
写
本
は
、
現
在
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
史
料
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、

愛
知
県
史
編
さ
ん
の
際
に
収
集
し
て
い
る
た
め
、
愛
知
県
公
文
書
館
で
も
複
製
物
を
閲

覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
他
に
、
名
古
屋
市
図
書
館
（
現
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
）
所
蔵
文
書
の
謄
写
本

も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
戦
前
の
名
古
屋
市
史
が
収
集
し
た
史
料
の
写
本
で
す
。
画
像

資
料
に
つ
い
て
は
「
木
曽
川
通
絵
図
」（
絵
巻
）
を
購
入
し
て
お
り
、
展
覧
会
に
は
あ

ま
り
出
品
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
享
保
期
（
一
七
一
六
～
三
六
）
の
木
曽
川
の

様
子
が
詳
し
く
描
か
れ
た
貴
重
な
絵
巻
で
す
。

　「
研
究
・
講
演
」
に
つ
い
て
は
、
戦
時
中
は
特
徴
的
な
と
こ
ろ
で
す
と
、
尾
張
藩
の

農
業
増
産
政
策
や
所
三
男
が
「
兵
器
一
体
」
と
い
う
論
稿
を
ま
と
め
る
な
ど
、
時
局
に

対
応
し
た
調
査
・
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
社
会
活
動
」
は
、
蓬
左
文
庫
と
連
携
し
、
主
に
出
版
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。
尾

張
藩
主
の
記
録
『
尾
張
家
言
集
』
を
ま
と
め
、
陸
軍
中
将
大
村
有
隣
に
よ
る
名
古
屋
城

軍
事
を
研
究
し
た『
名
古
屋
城
並
尾
張
藩
国
防
の
研
究
』の
刊
行
に
協
力
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
徳
川
農
場
の
職
員
が
東
北
の
困
窮
す
る
農
民
を
調
査
し
た
『
東
北
凶
作
地
報

告
書
』
な
ど
も
刊
行
し
ま
し
た
。

　
歴
史
研
究
室
時
代
は
、
林
政
史
研
究
室
の
活
動
を
継
承
し
つ
つ
、
蓬
左
文
庫
と
連
動

し
て
展
覧
会
や
史
料
編
さ
ん
、
出
版
物
の
刊
行
に
力
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
時
局
即
応

の
成
果
を
出
し
つ
つ
、
文
化
的
事
業
も
継
続
し
、
戦
時
中
で
も
後
世
に
残
る
史
料
集
を

出
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
安
藤
次
郎
を
嘱
託
員
に
す
る
ほ
か
、
徳
川
美
術
館
に
謄
写

を
依
頼
す
る
な
ど
、
名
古
屋
に
拠
点
を
確
保
し
た
こ
と
も
重
要
で
す
。

　
歴
史
研
究
室
は
、
戦
中
に
空
襲
が
激
し
く
な
る
と
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
に

貴
重
な
什
宝
や
図
書
を
、
長
野
県
上
伊
那
郡
図
書
館
に
疎
開
さ
せ
ま
し
た
。
疎
開
中
の

史
料
は
、
翌
年
の
終
戦
と
と
も
に
研
究
室
に
帰
っ
て
き
ま
す
。
先
ほ
ど
も
お
話
を
し
ま

し
た
が
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）、
蓬
左
文
庫
の
名
称
と
文
庫
に
納
め
ら
れ
て

い
た
史
料
の
一
部
を
名
古
屋
市
に
譲
渡
し
、
蓬
左
文
庫
附
属
歴
史
研
究
室
は
徳
川
林
政
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史
研
究
所
と
し
て
独
立
し
ま
す
。
初
代
所
長
は
義
親
で
し
た
。

　
最
後
に
、
林
政
史
研
究
所
の
史
料
に
関
し
て
、「
林
政
史
研
究
室
記
録
」
に
記
さ
れ

た
文
章
を
引
用
し
な
が
ら
、
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
歴
史
研
究
室
関
係

の
史
料
は
、
之
を
尾
張
藩
史
料
と
林
政
史
料
と
に
区
分
す
」
と
い
う
よ
う
に
、「
尾
張

藩
史
料
」
に
は
「
尾
張
家
記
録
」、「
藩
政
記
録
」、「
旧
藩
地
方
史
料
」
が
あ
り
ま
す
。

「
尾
張
家
記
録
」
は
蓬
左
文
庫
に
伝
来
し
た
も
の
で
、「
藩
政
記
録
」
と
「
旧
藩
地
方

史
料
」
は
林
政
史
研
究
所
が
収
集
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。「
林
政
史
料
」
の
方
は
、

農
林
省
か
ら
払
い
下
げ
ら
れ
た
「
日
本
林
制
資
料
」、「
木
曽
史
料
」
が
あ
り
ま
す
が
、

「
木
曽
史
料
」
は
、
当
時
、「
尾
張
藩
史
料
」
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
寄
贈
・
購
入
・
謄
写
本
の
三
種
類
が
あ
り
、「
重
複
を
生
じ
た

る
文
書
は
、
之
を
名
古
屋
別
邸
の
保
管
に
移
し
、
或
は
名
古
屋
図
書
館
其
他
利
用
保
存

上
の
施
設
を
有
す
る
機
関
に
之
を
寄
贈
す
。
将
来
は
名
古
屋
美
術
館
に
本
庫
分
室
を
設

け
、
地
方
史
研
究
者
に
便
宜
を
提
供
す
る
方
針
な
り
」
と
「
林
政
史
研
究
室
記
録
」
に

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
義
親
の
思
い
は
、
結
果
と
し
て
蓬
左
文
庫
の
名
称
と

古
文
書
の
一
部
を
名
古
屋
市
に
移
譲
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
の
思
い
を
受
け
継
い

で
、
林
政
史
研
究
所
は
、
戦
前
か
ら
計
画
さ
れ
た
『
名
古
屋
叢
書
』、
最
近
で
は
『
新

修
名
古
屋
市
史
』や『
愛
知
県
史
』の
編
さ
ん
に
も
協
力
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
に
は
、『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
で
収
集
し
た
林
政
史
研
究
所

所
蔵
史
料
の
複
製
本
が
、
愛
知
県
公
文
書
館
で
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
義
親
の
考
え
て
い

た
こ
と
が
、
い
み
じ
く
も
実
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は

ぜ
ひ
、
愛
知
県
公
文
書
館
に
て
複
製
史
料
を
閲
覧
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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名
古
屋
大
学
の
石
川
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
今
回
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
（
以
下
、
林
政
史
研
究
所
）
の
所
蔵
資
料
を
使
っ
た
研

究
事
例
を
報
告
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
以
前
に
取
り
組
み
ま
し
た
、

安
政
の
東
海
地
震
に
関
す
る
尾
張
藩
の
被
害
と
救
済
に
関
す
る
研
究
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
最
初
に
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
対
象
と
す
る
地
震
と
活
用
す
る
資
料
に
つ
い
て
、

説
明
を
し
て
お
き
ま
す
。

　
今
回
対
象
と
す
る
地
震
は
、
安
政
東
海
・
南
海
地
震
と
呼
ば
れ
る
地
震
で
す
。
安
政

東
海
地
震
の
方
は
嘉
永
七
年
十
一
月
四
日
朝
五
ツ
半
時
（
一
八
五
四
年
十
二
月
二
十
三

日
午
前
八
時
か
ら
九
時
頃
）
に
発
生
し
ま
し
た
。
紀
伊
半
島
東
南
部
の
熊
野
沖
か
ら
遠

州
灘
に
至
る
海
域
を
震
源
域
と
し
て
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
八
・
四
と
推
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
そ
の
三
一
時
間
後
の
十
一
月
五
日
夕
七
ツ
半
時
（
十
二
月
二
十
四
日
午
後
四
時
頃
）

に
、
安
政
南
海
地
震
と
呼
ば
れ
る
地
震
が
発
生
し
ま
す
。
今
度
の
地
震
は
紀
伊
水
道
か

ら
四
国
沖
に
か
け
て
の
南
方
海
域
を
震
源
域
と
し
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
同
じ
く
八
・

四
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
震
で
は
大
き
な
津
波
が
発
生
し
、
そ
れ
で
被
害
が

拡
大
し
ま
し
た
。
伊
豆
か
ら
四
国
に
か
け
て
の
広
い
範
囲
で
、
死
者
は
数
千
人
、
倒
壊

家
屋
は
三
万
軒
以
上
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
震
直
後
の
十
一
月
二
十
七
日
に
、

嘉
永
か
ら
安
政
に
改
元
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
嘉
永
地
震
で
は
な
く
安
政
東
海
・
南
海
地

震
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
安
政
東
海
・
南
海
地
震
は
、
い
わ
ゆ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
と
呼
ば
れ
る
地
震
に
な
り

ま
す
。
南
海
ト
ラ
フ
地
震
を
説
明
し
ま
す
と
、
日
本
列
島
は
四
つ
の
プ
レ
ー
ト
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
中
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー

ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
プ
レ
ー
ト
の
境
界
域
を
、
南
海
ト
ラ
フ
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
海
溝
と
同
じ
性
質
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
海
溝
よ
り
少
し
浅
い
地
形
を
ト
ラ
フ
と

呼
び
ま
す
。こ
の
南
海
ト
ラ
フ
に
蓄
積
さ
れ
た
ひ
ず
み
が
解
放
さ
れ
る
現
象
の
一
つ
が
、

南
海
ト
ラ
フ
地
震
と
呼
ば
れ
る
地
震
に
な
り
ま
す
。

　
ひ
ず
み
の
解
放
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
陸
の
プ
レ
ー
ト
の
下
に
、

海
の
プ
レ
ー
ト
が
数
十
年
か
ら
数
百
年
か
け
て
沈
み
込
ん
で
い
き
ま
す
。
沈
み
込
む
と

き
に
、
陸
の
プ
レ
ー
ト
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
ひ
ず
み
が
発
生
し
、
限
界
に
達
す
る
と

先
端
が
跳
ね
上
が
り
ま
す
。
こ
の
現
象
が
海
溝
型
の
地
震
で
、
そ
の
一
つ
に
南
海
ト
ラ

フ
地
震
が
あ
り
ま
す
。
海
溝
型
な
の
で
、跳
ね
上
が
る
と
一
緒
に
海
面
も
跳
ね
上
が
り
、

津
波
が
発
生
し
ま
す
。

　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
は
、
お
お
む
ね
一
〇
〇
年
か
ら
一
五
〇
年
の
周
期
で
繰
り
返
し
発

生
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
か
ら
九
程
度
の
規
模
で
、

東
海
地
震
、
東
南
海
地
震
、
南
海
地
震
と
連
動
し
て
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
以
降
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震
を
み
て
み
ま
す
と
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）

に
慶
長
地
震
が
発
生
し
ま
す
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
七
・
九
程
度
で
、
東
西
同
時
に
発

生
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
〇
二
年
後
の
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
、

宝
永
地
震
が
起
き
ま
す
。
こ
れ
は
さ
ら
に
巨
大
な
地
震
で
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
が
八
・

六
、
こ
の
と
き
も
東
西
同
時
発
生
で
す
。
こ
の
地
震
が
起
き
た
四
九
日
後
に
、
富
士
山

　　
　安
政
東
海
地
震
に
お
け
る
尾
張
徳
川
家
の
救
済
活
動

名
古
屋
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
准
教
授
　
　
　     

石
川

　寛
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が
噴
火
し
て
い
ま
す
。
宝
永
地
震
か
ら
約
一
五
〇
年
後
に
起
き
た
の
が
、
本
日
お
話
し

し
ま
す
安
政
東
海
・
南
海
地
震
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
東
海
と
南
海
が
連
動
し
て
起

き
た
地
震
に
な
り
ま
す
。
こ
の
次
が
、
戦
時
中
の
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
に
発
生

し
た
昭
和
東
南
海
地
震
と
、
そ
の
二
年
後
の
昭
和
南
海
地
震
に
な
り
ま
す
。
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
は
七
・
九
と
八
・
〇
で
す
。
現
在
、
次
の
東
海
地
震
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
周
期
的
に
起
き
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
幕
末
は
、
災
害
の
時
代
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
自
然
災
害
が
続
き
ま
し

た
。
教
科
書
に
は
あ
ま
り
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
く
つ
か

抜
き
出
し
て
お
き
ま
す
。

　
ペ
リ
ー
来
航
が
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
で
す
。
そ
れ
以
前
で
言
い
ま
す
と
、

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
信
州
の
長
野
で
大
き
な
地
震
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

が
善
光
寺
地
震
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
死
者
が
一
万
二
〇
〇
〇
人
以
上
出
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
嘉
永
六
年
二
月
に
は
小
田
原
地
震
が
起
き
ま
す
。
ペ
リ
ー
来
航
の
翌
年
の

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
六
月
に
、
伊
賀
上
野
地
震
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
五
か

月
後
の
十
一
月
に
、
安
政
東
海
・
南
海
地
震
が
起
き
ま
す
。
一
年
後
に
は
、
江
戸
で
安

政
江
戸
地
震
と
呼
ば
れ
る
内
陸
型
の
地
震
が
発
生
し
ま
す
。
そ
の
翌
年
に
江
戸
を
台
風

が
襲
い
、
か
な
り
の
死
者
が
出
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に

は
飛
越
地
震
が
発
生
し
、
大
規
模
な
山
体
崩
壊
が
起
き
て
い
ま
す
。
同
じ
年
に
は
コ
レ

ラ
が
流
行
し
、
江
戸
だ
け
で
三
万
か
ら
四
万
の
死
者
が
出
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
一
九

九
五
年
の
兵
庫
県
南
部
地
震
が
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
二
で
す
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
地

震
が
頻
繁
に
起
き
て
い
た
の
が
幕
末
で
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
嘉
永
七
年
に
起
き
た
東

海
・
南
海
地
震
は
、
こ
の
地
域
に
も
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
今
回
活
用
す
る
林
政
史
研
究
所
が
所
蔵
す
る
資
料
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

今
回
主
に
使
用
し
た
の
は
、
尾
張
徳
川
家
文
書
の
六
点
の
資
料
に
な
り
ま
す
。
便
宜
的

に
番
号
を
付
け
ま
し
た
が
、
一
番
が
「
安
政
元
寅
冬
ゟ
同
二
卯
春
ニ
至
　
地
震
ニ
付
倒

家
等
難
渋
之
者
共
御
救
被
下
候
一
巻
」（
尾
一
―
一
〇
五
二
）、
二
番
が
〔
地
震
善
後
書

類
〕（
尾
五
―
四
〇
五
）、
三
、
四
、
五
番
が
〔
震
災
倒
家
並
救
金
留
一
～
三
〕（
尾
五

―
四
〇
八
）、
六
番
が
「
安
政
元
寅
年
　
地
震
ニ
付
村
々
倒
家
人
別
書
上
帳
」（
尾
一
―

八
六
一
）
で
す
。

　
今
述
べ
た
六
冊
の
う
ち
、
一
番
と
六
番
は
元
の
表
紙
が
残
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
二

番
か
ら
五
番
は
元
の
表
紙
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
の
表
紙
は
、
林
政
史
研
究
所
の

方
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
二
番
か
ら
五
番
は
、
目
録
で

は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）

の
間
違
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
二
番
か
ら
五
番
の
資
料
は
、
一
番
の
資
料
と
関
連
性
の

あ
る
連
続
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
慶
応
二
年
に
は
、
こ
の
地
域
で
地
震
は

起
き
て
い
ま
せ
ん
。し
た
が
っ
て
、元
々
は
一
番
と
六
番
の
二
冊
か
ら
な
る
資
料
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
資
料
は
あ
ま
り
状
態
が
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ど
こ
か
の
時
点
で
一
部
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
現
在
の
六
冊
本
に
再
装

丁
し
、
そ
の
と
き
同
じ
寅
年
の
慶
応
二
年
（
丙
寅
）
と
判
断
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
て
お
り
ま
す
。

　
六
冊
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
よ
く
活
用
さ
れ
て
き
た
資
料
が
六
番
に
な
り
ま
す
。
六
番

の
資
料
は
村
ご
と
の
被
害
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
愛
知
県
史
　
自
然
編
』や『
新

修
名
古
屋
市
史
』
で
も
活
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
資
料
全
体
と
し
て
の
性
格

や
資
料
の
作
成
目
的
を
理
解
し
な
い
ま
ま
、
表
面
的
な
被
害
数
値
だ
け
を
追
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
な
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
御
側

（
藩
主
）
よ
り
の
「
御
救
」（
救
恤
活
動
）
に
関
わ
る
「
御お

年ね
ん

貢ぐ

地ち

懸か
か
り」

の
資
料
と
言

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
江
戸
時
代
は
、
飢
饉
、
地
震
、
風
水
害
な
ど
の
災
害
に
際
し
、
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領
主
は
「
仁
政
」
思
想
に
も
と
づ
く
「
御
救
」
を
施
し
、
窮
民
の
救
済
に
あ
た
り
ま
し

た
。
尾
張
藩
で
そ
れ
を
担
っ
た
の
は
、
奥
向
の
御
小
納
戸
役
所
に
な
り
ま
す
。
災
害
が

発
生
し
ま
す
と
、
奥
向
か
ら
被
災
者
に
対
し
て
、
御
小
納
戸
金
（
藩
主
の
私
的
財
源
）

で
も
っ
て
救
恤
金
や
夫
食
（
食
糧
）
な
ど
を
支
給
し
ま
し
た
。
そ
の
実
務
を
担
っ
た
の

が
、
御
小
納
戸
頭
取
配
下
の
御
年
貢
地
懸
に
な
り
ま
す
。

　
御
小
納
戸
頭
取
は
、
公
的
な
藩
政
機
構
に
対
し
て
、
尾
張
徳
川
家
の
私
的
な
家
政
を

担
う
役
職
に
な
り
ま
す
。
そ
の
配
下
に
あ
っ
て
不
動
産
管
理
を
担
当
し
た
の
が
、
御
年

貢
地
懸
に
な
り
ま
す
。

　
尾
張
徳
川
家
文
書
に
は
、御
年
貢
地
懸
の
事
務
日
誌
と
も
言
う
べ
き
「
申
継
帳
」（
尾

一
―
四
〇
〇
）
と
い
う
資
料
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。
御
年
貢
地
懸
が
、
何
日
に
、
ど
の

よ
う
な
仕
事
を
し
た
の
か
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
今
回
お
お
い
に
参
考
と
し
ま
し

た
。

　
こ
う
し
た
奥
向
の
救
恤
活
動
、
す
な
わ
ち
被
災
窮
民
へ
の
「
御
救
」
に
関
わ
る
資
料

に
つ
い
て
は
、
幕
末
だ
け
で
も
次
の
も
の
が
林
政
史
研
究
所
で
確
認
で
き
ま
し
た
。

　
天
保
の
飢
饉
に
際
し
て
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
、
藩
主
の
側
金
（
藩
主
の
私

的
財
源
）
か
ら
五
〇
〇
〇
両
の
御
救
金
を
、
領
内
の
窮
民
二
〇
万
人
以
上
に
支
給
し
ま

し
た
。
こ
の
記
録
が
、「
御
側
ゟ
窮
民
江
御
救
筋
一
巻
」（
尾
五
─
四
五
）
と
い
う
資
料

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、『
愛
知
県
史
』
の
資
料
編
や
通
史
編
が
取
り
上
げ

て
い
ま
す
。

　
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
八
月
に
、大
雨
と
大
風
に
よ
っ
て
洪
水
被
害
が
起
き
ま
す
。

こ
の
と
き
も
窮
民
一
四
一
五
人
、
五
五
六
軒
へ
二
二
二
両
余
り
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

こ
の
と
き
の
活
動
記
録
が
、「
水
難
御
救
一
巻
」（
尾
一
─
八
六
五
）
と
い
う
資
料
に
な

り
ま
す
。
こ
の
資
料
は
、
名
古
屋
市
博
物
館
の
図
録
『
特
別
展
　
治
水
・
震
災
・
伊
勢

湾
台
風
』
で
か
な
り
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
と
同
七
年
に
、
同
じ
よ
う
な
洪
水
被
害
が
起
き

て
い
ま
す
。
嘉
永
五
年
に
は
、
浸
水
被
害
の
村
々
へ
、
御
側
よ
り
夫
食
等
を
支
給
し
ま

し
た
。
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
も
、水
難
の
窮
民
へ
御
救
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

「
入
水
村
々
御
救
一
巻
」（
尾
一
─
五
三
）
や
「
水
難
村
々
窮
民
御
救
一
巻
」（
尾
五
─

五
六
）
と
い
っ
た
形
で
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
嘉
永
七
年
に
東
海
・
南
海
地

震
が
発
生
し
て
、
被
災
し
た
窮
民
へ
夫
食
や
御
救
金
を
支
給
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の

活
動
記
録
が
、
一
番
か
ら
六
番
の
資
料
で
す
。
そ
の
後
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に

も
大
風
雨
と
高
浪
の
被
害
が
あ
り
、
窮
民
や
水
難
者
へ
御
救
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

資
料
は
「
窮
民
御
救
一
巻
」（
尾
一
─
八
六
〇
）
や
「
水
難
御
救
留
」（
尾
五
─
六
一
）

に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、幕
末
で
は
自
然
災
害
が
連
続
し
て
発
生
し
、そ
れ
に
対
す
る
「
御
救
」

が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
実
務
を
担
っ
た
の
が
、
御
年
貢
地
懸
に
な
り
ま
す
。
今
回
取
り

上
げ
る
資
料
も
、
こ
の
よ
う
な
活
動
記
録
の
一
つ
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
以
上
を
前
提
と
し
て
資
料
を
検
討
し
、
安
政
東
海
地
震
に
お
け
る
尾
張
徳
川
家
の
救

済
活
動
に
つ
い
て
、
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
は
じ
め
に
、
道
徳
前
新
田
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。
地
震
発
生
後
に
御
小
納
戸
役

が
最
初
に
向
か
っ
た
の
が
、
道
徳
前
新
田
に
な
り
ま
す
。
現
在
の
名
古
屋
市
南
区
道
徳

学
区
辺
り
で
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
開
拓
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
、
御
小
納
戸

役
所
が
所
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
最
初
に
現
地
へ
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
徳

前
新
田
は
、
西
側
が
海
で
、
北
と
南
に
川
が
走
っ
て
い
ま
す
。
西
側
が
海
に
面
し
て
い

る
地
形
で
あ
る
こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
地
震
発
生
翌
日
の
十
一
月
五
日
、
新
田
庄
屋
の
山
崎
村
（
現
名
古
屋
市
南
区
）
加
藤

金
右
衛
門
か
ら
御
小
納
戸
役
所
に
対
し
て
、
繰
り
返
し
被
害
報
告
が
な
さ
れ
て
い
き
ま
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す
。
被
害
報
告
の
第
一
報
に
は
、「
大
地
震
に
て
御
新
田
・
家
居
等
も
多
分
損
し
、
そ

の
上
高
汐
に
て
甚
だ
心
配
仕
り
、
早
速
御
注
進
申
し
上
ぐ
べ
き
の
と
こ
ろ
、
大
取
込
に

つ
き
大
い
に
延
引
仕
り
、
ま
ず
は
右
の
段
御
達
し
申
し
上
げ
候
」
と
あ
り
、
被
害
が
大

き
く
、
お
お
い
に
取
り
込
ん
で
い
た
た
め
、
第
一
報
が
遅
く
な
っ
た
と
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
十
一
月
五
日
の
晩
に
、
御
年
貢
地
懸
の
伊
藤
司
馬
介
が
現
地
へ
出
張

り
、
翌
日
に
揺
れ
と
津
波
に
よ
る
堤
防
・
建
物
の
被
害
、
地
割
れ
、
液
状
化
現
象
な
ど

を
報
告
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
十
一
月
九
日
に
、
御
小
納
戸
頭
取
の
正
木
宗
兵
衛
が
、

配
下
の
御
年
貢
地
懸
で
あ
る
岩
田
運
九
郎
と
湯
浅
定
左
衛
門
を
連
れ
て
現
地
に
向
か
い

ま
す
。
正
木
は
日
帰
り
で
す
が
、
岩
田
と
湯
浅
は
残
っ
て
次
の
現
場
へ
向
か
い
ま
す
。

　
現
地
を
み
た
正
木
は
、
翌
日
、
見
分
結
果
を
ま
と
め
た
上
書
を
、
当
時
は
参
勤
交
代

で
藩
主
が
江
戸
に
い
ま
し
た
の
で
、
江
戸
の
御
小
納
戸
頭
取
衆
へ
送
り
ま
す
。
上
書
で

は
、
被
害
の
報
告
と
住
民
へ
の
褒
賞
を
進
言
し
て
い
ま
す
。
堤
防
の
被
害
報
告
の
中
に

「
少
々
汐
打
越
候
ま
で
に
て
防
ぎ
留
め
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
道
徳
前
新
田
で
は

津
波
が
堤
防
を
乗
り
越
え
て
新
田
に
被
害
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味

で
す
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
上
書
で
は
、
新
田
庄
屋
加
藤
金
右
衛
門
の
息
子
の
庄
九
郎

が
先
頭
に
立
っ
て
、
津
波
が
押
し
寄
せ
る
中
、
堤
防
に
土
俵
を
積
み
上
げ
て
海
水
の
流

入
を
防
い
だ
た
め
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
庄
九
郎
は
褒
美
と
し
て
名
字

帯
刀
が
許
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
庄
九
郎
に
従
っ
て
働
い
た
組
頭
以
下
男
衆
一
二
四
人
に

対
し
て
は
、
合
計
七
両
余
り
の
褒
賞
金
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
道
徳
前
新
田

の
女
性
・
子
供
・
老
人
は
山
崎
村
に
避
難
し
ま
す
が
、
避
難
を
受
け
入
れ
、
炊
き
出
し

等
を
お
こ
な
っ
た
新
田
庄
屋
加
藤
金
左
衛
門
も
、
褒
賞
と
し
て
金
五
〇
〇
疋
が
与
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
道
徳
前
新
田
か
ら
報
告
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
御
小
納
戸
役
所
の
役
人

が
出
向
き
、
被
害
状
況
を
ま
と
め
て
、
そ
の
う
え
で
褒
賞
を
与
え
る
と
い
う
の
が
、
こ

こ
ま
で
の
動
き
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
次
は
、
水
難
者
へ
夫
食
を
支
給
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
徳
前
新
田
は

海
水
の
流
入
を
防
い
だ
の
で
す
が
、
道
徳
前
新
田
の
南
に
位
置
す
る
当
栄
新
田
、
豊
宝

（
宝
生
前
）
新
田
、
大
江
（
俊
広
）
新
田
、
甚
徳
新
田
の
四
新
田
（
い
ず
れ
も
現
名
古

屋
市
南
区
）
は
、
津
波
で
堤
防
が
決
壊
し
て
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
す
。
そ
の
た
め
、

先
ほ
ど
の
岩
田
と
湯
浅
は
、
道
徳
前
新
田
か
ら
四
新
田
に
向
か
い
ま
し
た
。

　
資
料
を
み
て
い
き
ま
す
と
、
水
難
に
あ
っ
た
四
新
田
の
窮
民
た
ち
へ
は
「
支
配
御
代

官
」、
す
な
わ
ち
、
大
代
官
よ
り
「
当
然
夫
食
被
下
方
」
を
取
り
計
ら
う
動
き
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、「
御
側
」
よ
り
も
「
別
段
夫
食
被
下
方
」
を
お

こ
な
う
た
め
、九
日
に
「
懸
り
配
下
共
両
人
」
を
差
し
向
け
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
両

人
」
が
岩
田
と
湯
浅
に
な
り
ま
す
。
二
人
は
、
十
一
月
十
日
に
四
新
田
へ
夫
食
代
の
手

当
を
済
ま
せ
、
そ
の
日
の
夕
方
に
引
き
取
り
ま
す
。
そ
の
夫
食
代
支
給
の
内
容
、
四
新

田
の
水
難
者
へ
の
救
済
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
四
新
田
の
居
家
の
合
計
が
五
八
軒
で
、
そ
の
う
ち
五
五
軒
が
汐
入
被
害
、
三
五
軒
が

倒
壊
被
害
に
遭
っ
て
い
ま
し
た
。
汐
入
被
害
の
住
民
が
四
新
田
で
合
計
二
七
八
人
い
ま

し
た
が
、彼
ら
に
対
し
て
合
計
三
石
八
斗
九
升
二
合
の
夫
食
を
代
金
で
支
給
し
ま
し
た
。

一
人
に
つ
き
白
米
一
升
四
合
で
す
。
こ
れ
は
、
一
日
二
合
を
七
日
分
と
い
う
計
算
に
な

り
ま
す
。
　

　
こ
れ
と
は
別
に
、
居
家
の
倒
壊
被
害
に
つ
い
て
も
、
被
害
状
況
に
応
じ
て
白
米
代
を

与
え
て
い
ま
す
。
全
壊
被
害
に
対
し
て
は
一
軒
に
つ
き
三
升
、半
壊
被
害
が
そ
の
半
分
、

添
家
に
つ
い
て
も
居
家
の
半
分
を
支
給
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
白
米
代
の
合
計
が
六
両

余
り
と
な
り
ま
す
。
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次
に
、
御
年
貢
地
懸
は
、
美
濃
国
羽
栗
郡
竹
ヶ
鼻
村
（
現
岐
阜
県
羽
島
市
）
の
救
済

に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
竹
ヶ
鼻
村
で
は
か
な
り
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
御
小

納
戸
役
所
へ
救
助
願
い
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
一
五
〇
戸
五
〇
〇
人
以
上
の
被

害
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
、
こ
れ
だ
け
被
害
が
拡
大
し
た
の
か
と
言
い
ま
す

と
、
地
盤
の
液
状
化
現
象
が
起
き
た
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。
液
状
化
現
象
と
は
、
水
を

含
ん
だ
地
盤
が
地
震
の
激
し
い
揺
れ
に
よ
っ
て
液
体
状
に
な
り
、
そ
れ
が
地
上
に
吹
き

出
す
現
象
を
言
い
ま
す
。
地
震
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
諸
国
大
地
震
大
津
波
末
代
噺
」

（
防
災
専
門
図
書
館
蔵
）
と
い
う
名
称
の
か
わ
ら
版
に
、
竹
ヶ
鼻
村
の
様
子
が
描
か
れ

て
い
ま
し
た
。「
美
濃
竹
ヶ
は（
鼻
）な
地
さ
け
ど
ろ
吹
出
す
」
と
書
か
れ
、
地
面
か
ら
泥
水

が
噴
き
出
し
、
周
り
の
人
々
が
驚
い
て
逃
げ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。「
ど

ろ
〔
泥
〕
か
い
〳
〵
〔
怪
々
〕」
と
も
あ
り
、
当
時
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
か
な
り
不

思
議
な
現
象
と
し
て
印
象
に
残
っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
こ
で
、
十
一
月
十
四
日
に
御
小
納
戸
役
所
は
「
御
側
よ
り
別
段
夫
食
下
さ
れ
方
」

を
決
め
、
十
六
日
に
岩
田
と
湯
浅
が
現
地
へ
向
か
い
ま
し
た
。
両
人
は
十
八
日
に
夫
食

代
の
手
当
を
済
ま
せ
て
、
十
九
日
夕
方
に
引
き
揚
げ
ま
す
。

　
竹
ヶ
鼻
村
の
救
済
に
関
し
て
は
、
被
災
者
を
「
極
々
難
」「
極
難
」「
中
難
」
と
三
つ

の
程
度
に
分
け
て
、
夫
食
代
を
支
給
し
て
い
ま
し
た
。
一
人
分
は
一
日
に
つ
き
白
米
二

合
で
す
。
そ
れ
を
、「
極
々
難
」
の
一
三
五
人
へ
は
一
〇
日
分
、「
極
難
」
の
一
六
五
人

へ
は
八
日
分
、「
中
難
」
の
二
四
八
人
へ
は
五
日
分
を
支
給
し
ま
し
た
。
ま
た
、
居
家

の
倒
壊
被
害
に
つ
い
て
も
、
倒
家
三
三
軒
へ
は
六
升
ず
つ
、
倒
家
三
六
軒
へ
は
五
升
ず

つ
、
半
倒
家
五
七
軒
へ
は
三
升
ず
つ
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
合
計
で
一
二
六
軒
五
四
八

人
が
対
象
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
独
身
で
極
め
て
難
渋
の
者
な
ど
に
も

別
途
御
救
銀
を
支
給
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
当
初
は
、
地
震
被
害
に
よ
っ
て
難
渋
し
て
い
る
者
た
ち
に
対
し
て
、
御

年
貢
地
懸
が
現
地
へ
出
向
き
、
夫
食
や
白
米
代
を
支
給
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
こ
ま
で
は
個
別
の
対
応
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
領
内
の
全
域
に
対
し
て
「
御
側
」

よ
り
「
御
撫
育
筋
」
を
取
り
計
ら
う
こ
と
に
な
り
、
代
官
・
奉
行
を
通
じ
て
難
渋
者
の

調
査
に
乗
り
出
し
ま
す
。

　
こ
の
被
害
報
告
書
が
十
一
月
二
十
三
日
以
降
、
次
々
と
届
け
ら
れ
ま
す
。
二
十
三
日

に
は
大
代
官
、
鳴
海
・
北
方
・
小
牧
・
清
須
・
横
須
賀
代
官
の
被
害
報
告
書
が
進
達
さ

れ
ま
す
。
二
十
六
日
に
な
り
ま
す
と
、
佐
屋
代
官
と
水
野
代
官
の
被
害
報
告
書
が
届
け

ら
れ
ま
す
。
日
付
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
十
一
月
中
に
、
寺
社
奉
行
、
町
奉

行
、
熱
田
奉
行
の
被
害
報
告
書
も
進
達
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
美
濃
の
太
田
代
官
、
上

有
知
代
官
、
岐
阜
奉
行
か
ら
は
、
被
害
が
な
か
っ
た
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
少
し

遅
れ
て
二
十
八
日
に
、
鵜
多
須
代
官
の
被
害
報
告
書
が
届
け
ら
れ
ま
す
。
鵜
多
須
は
そ

の
後
、
追
加
報
告
が
あ
り
、
最
終
的
に
十
二
月
朔
日
に
領
内
す
べ
て
の
被
害
報
告
書
が

集
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
十
一
月
二
十
九
日
、
御
小
納
戸
役
所
に
お
い
て
「
御
撫
育
」
の
内
容
、
御
救
金
の
支

給
額
や
支
給
方
法
が
議
論
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
御
小
納
戸
頭
取
衆
は
、「
今
回
は
稀

な
る
大
地
震
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
津
波
の
被
害
が
多
く
、
海
辺
の
倒
家
は
多
分
に
て
、

誠
に
非
常
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
十
分
な
施
し
を
す
る
こ
と
で
、
上
の
御

徳
儀
も
領
民
へ
行
き
届
く
」
と
い
う
方
針
を
示
し
て
い
ま
し
た
。

　
御
救
金
の
金
額
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
の
洪
水
被
害
の
と
き
の
倍
の
金
額
と

な
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
全
壊
被
害
は
一
軒
に
対
し
て
三
分
、
半
壊
は
そ
の
半
分

の
一
分
二
朱
、
即
死
者
は
一
人
一
両
一
分
、
怪
我
人
は
一
人
一
分
で
す
。

　
支
給
方
法
に
関
し
て
は
、
御
年
貢
地
懸
を
三
手
に
分
け
て
、
各
陣
屋
・
奉
行
所
へ
派

遣
し
、
そ
こ
に
村
役
人
・
町
役
人
を
呼
び
出
し
て
支
給
す
る
方
法
と
し
ま
し
た
。
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こ
れ
ら
の
決
定
を
受
け
て
、御
年
貢
地
懸
は
準
備
に
取
り
か
か
り
ま
す
。「
申
継
帳
」

を
み
ま
す
と
、
十
二
月
朔
日
に
「
地
震
に
て
倒
家
等
の
者
え
御
救
下
さ
れ
に
つ
き
夜
分

ま
で
居
残
り
取
調
候
事
」
と
あ
り
、
こ
の
日
は
か
な
り
遅
く
ま
で
残
業
し
て
、
準
備
に

取
り
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
そ
の
二
日
後
の
十
二
月
三
日
に
、
御
年
貢
地
懸
は
三
手
に
分
か
れ
て
出
立
し
ま
す
。

岩
田
運
九
郎
と
水
谷
勝
太
郎
が
熱
田
・
鳴
海
・
横
須
賀
・
水
野
、
伊
藤
司
馬
介
と
山
田

鉞
四
郎
が
大
代
官
・
小
牧
・
清
須
・
佐
屋
、
湯
浅
定
左
衛
門
と
林
周
次
郎
が
町
奉
行
か

ら
北
方
・
鵜
多
須
と
巡
り
ま
し
た
。
九
日
ま
で
に
す
べ
て
の
支
給
が
終
わ
り
ま
す
。
か

な
り
の
激
務
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
九
日
に
湯
浅
か
ら
、
風
邪
を
ひ
い
て
一
両
日
休

み
ま
す
、
と
い
う
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
陣
屋
や
奉
行
所
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
支
給
が
な
さ
れ
た
か
と
言
い
ま

す
と
、
二
つ
の
資
料
を
用
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
陣
屋
に
村
役
人
が
出
向
き
、
こ
こ
で
村
内
の
被
害
を
記
し
た
報
告
書
を
提
出

し
ま
す
。
六
番
の
「
安
政
元
寅
年
　
地
震
ニ
付
村
々
倒
家
人
別
書
上
帳
」
に
残
る
、
美

濃
国
中
島
郡
駒
塚
村
（
現
岐
阜
県
羽
島
市
）
の
被
害
報
告
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま

す
。

　
　
　
乍
恐
御
達
申
上
候
御
事
　

一
、
倒
家
壱
軒
　
　
駒
塚
村
　
み
ツ

一
、
同
　
　
　
　
　
同
村
　
真
八

右
ハ
今
般
大
地
震
ニ
而
夫
々
倒
家
等
に
相
成
、
何
れ
も
難
渋
者
ニ
御
座
候
、
仍
之

御
達
申
上
候
、
以
上

　
　
寅
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

右
村
庄
屋
理
蔵
㊞
　

　
　
　
深
沢
新
平
様
御
陣
屋

　
宛
先
の
深
沢
新
平
は
北
方
代
官
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
倒
家
・
半
倒
家
・
即
死
者
・

怪
我
人
の
名
前
を
記
し
た
文
書
を
陣
屋
へ
持
参
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
村
か
ら
提
出
さ

れ
た
被
害
報
告
書
を
集
め
た
の
が
六
番
の
資
料
に
な
り
ま
す
。

　
陣
屋
で
は
、
こ
の
被
害
報
告
書
と
引
き
換
え
に
、
御
救
金
と
申
渡
書
を
渡
し
ま
す
。

名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
石
河
家
文
書
に
、
た
ま
た
ま
駒
塚
村
の
資
料
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
提
示
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
嶋
郡
駒
塚
村

一
、
倒
家
弐
軒

　
　
　
金
壱
両
弐
分

　
　
　
　
但
壱
軒
ニ
付
金
三
百
疋
ツ
ヽ

　
　
十
二
月

　
金
一
〇
〇
疋
は
一
分
に
当
た
り
ま
す
。
全
壊
被
害
（
倒
家
）
は
一
軒
に
つ
き
金
三
分

を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
二
軒
で
一
両
二
分
（
六
〇
〇
疋
）
を
支

給
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
、
御
救
金
が
支
給

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
余
震
被
害
や
調
査
漏
れ
の
分
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
ま
た
寺
院
も
対
象
と

す
る
こ
と
に
な
り
、
追
加
の
支
給
が
な
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
十
二
月
十
八
日
に
岩
田
と

山
田
が
寺
社
奉
行
所
へ
派
遣
さ
れ
、
倒
壊
被
害
の
あ
っ
た
二
三
の
寺
院
へ
御
救
金
を
支

給
し
ま
す
。
そ
の
翌
日
、
道
徳
前
新
田
に
赴
い
て
い
た
伊
藤
・
湯
浅
が
、
大
江
新
田
の

一
人
へ
追
加
支
給
し
ま
し
た
。
十
二
月
二
十
五
日
に
は
、
伊
藤
と
山
田
が
佐
屋
代
官
、

岩
田
と
湯
浅
が
鳴
海
代
官
へ
出
向
き
、
追
加
分
の
支
給
を
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
資
料
で
は
、
御
救
金
の
支
給
は
こ
の
十
二
月
二
十
五
日
で
終
わ
っ
て
お
り
ま

す
。
御
救
金
の
対
象
は
、
倒
家
一
一
五
二
軒
、
半
倒
家
一
六
四
六
軒
、
即
死
人
三
名
、

怪
我
人
一
〇
名
に
な
り
ま
し
た
。
代
官
所
別
に
み
ま
す
と
、
大
代
官
・
横
須
賀
・
佐
屋
・

鵜
多
須
・
北
方
と
、
知
多
半
島
の
西
か
ら
尾
西
地
方
に
か
け
て
が
多
い
で
す
。
支
給
額



― 107 ―

の
合
計
は
一
四
九
五
両
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
今
回
の
林
政
史
研
究
所
の
資
料
を
使
っ
た
研
究
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ま
と

め
た
い
と
思
い
ま
す
。
安
政
東
海
地
震
後
に
被
災
窮
民
に
対
し
て
、「
御
側
」
よ
り
「
御

救
」を
取
り
計
ら
う
こ
と
に
な
り
、御
小
納
戸
頭
取
と
そ
の
配
下
の
御
年
貢
地
懸
に
よ
っ

て
、
夫
食
や
御
救
金
の
支
給
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
活
用
し
た
一
番
か
ら
六
番

の
資
料
は
、
こ
の
活
動
の
記
録
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
彼
ら
の
活
動
を
踏
ま

え
て
被
害
数
値
を
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
資
料
に
記
さ
れ
た
被
害
は
、
あ
く
ま
で
も
緊
急
救
済
に
必
要
な
被
害
状
況
を
把
握
し

た
も
の
に
な
り
ま
す
。
夫
食
や
御
救
金
の
対
象
で
あ
る
「
難
渋
者
」
を
調
べ
た
も
の
で

あ
り
、領
内
の
倒
壊
被
害
の
す
べ
て
を
集
計
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

町
奉
行
所
の
報
告
書
の
中
に
、伊
藤
次
郎
左
衛
門
、萱
津
屋
伊
右
衛
門
、佐
野
屋
は
る
、

と
い
っ
た
御
用
商
人
に
つ
い
て
も
、
建
物
被
害
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
町
奉
行
は
強
い
て
「
難
渋
筋
」
で
は
な
い
と
し
て
、「
御
救
」
の
対
象
か
ら
外

し
ま
し
た
。
あ
く
ま
で
地
震
被
害
に
よ
り
難
渋
し
て
い
る
者
が
対
象
で
、
倒
壊
被
害
に

遭
っ
て
も
難
渋
し
て
い
な
い
者
は
「
御
救
」
の
対
象
外
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
際

の
倒
壊
被
害
は
、
も
っ
と
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
林
政
史
研
究
所
の
所
蔵
資
料
の
性
格
上
、
示
さ
れ
て
い
る
の
は
奥
向
の
救
済
活
動

（「
別
段
夫
食
被
下
方
」）に
な
り
ま
す
。
こ
れ
と
は
別
に
、所
付
代
官
に
よ
る
救
済（「
当

然
夫
食
被
下
方
」）
も
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
資
料
の
間
か
ら
う
か
が

え
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
日
扱
っ
た
資
料
に
書
か
れ
た
被
害
数
値
と

い
う
も
の
を
読
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
私
の
報
告
は
以
上
に
な
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

［
附
記
］ 

　
　
講
演
は
、『
愛
知
県
史
研
究
』
第
二
二
号
に
発
表
し
た
拙
稿
「
安
政
東
海
・
南
海

地
震
の
被
害
と
尾
張
藩
の
救
済
─
史
料
学
的
検
討
を
踏
ま
え
て
─
」
を
も
と
に
し
て

い
る
。
詳
し
い
被
害
数
値
に
つ
い
て
は
、
こ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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は
じ
め
に

　
愛
知
県
公
文
書
館
は
、「
歴
史
的
価
値
の
あ
る
県
の
公
文
書
そ
の
他
の
資
料
を
収
集

し
、
整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
用
を
図
り
、
も
っ
て
学
術
及
び
文

化
の
発
展
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
し
て
、
昭
和
六
十
一
年
（
一
九

八
六
）
に
開
館
し
、
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
で
三
十
六
年
を
迎
え
た
。

　
現
在
の
公
文
書
館
は
、
正
規
職
員
六
名
（
兼
務
二
名
）、
再
任
用
職
員
三
名
、
非
常

勤
職
員
一
四
名
の
合
計
二
三
名
の
体
制
で
、
日
々
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
私
自
身
は
、昨
年
度
に
公
文
書
館
に
配
属
と
な
り
、そ
れ
ま
で
触
れ
る
機
会
が
な
か
っ

た
分
野
の
業
務
と
い
う
こ
と
で
、
配
属
当
初
は
大
変
困
惑
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
自
分
が
、
本
誌
で
公
文
書
館
の
歩
み
を
執
筆
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
力
不

足
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
資
料
を
紐
解
き
な
が
ら
、
そ
の
歩
み
を
紹

介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　
設
立
ま
で
の
経
緯

　

　
戦
後
、
歴
史
学
研
究
が
盛
ん
に
な
る
と
と
も
に
、
資
料
保
存
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
歴
史
学
者
を
中
心
に
、
公
文
書
に
つ
い
て
も
そ
の
散
逸
防
止
と
公
開
の

た
め
の
施
設
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
高
ま
っ
て
い
た
。
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五

九
）、
日
本
学
術
会
議
が
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
公
文
書
散
逸
防
止
に
つ
い
て
」

の
勧
告
を
行
い
、
こ
の
勧
告
を
受
け
、
政
府
は
、
昭
和
四
十
三
年
に
国
立
公
文
書
館
の

建
設
に
着
手
し
た
。

　
ま
た
、
日
本
学
術
会
議
は
、「
日
本
民
族
の
最
も
貴
重
な
文
化
遺
産
の
一
つ
」
で
あ

る
地
方
所
在
の
歴
史
資
料
の
散
逸
、
廃
棄
の
放
置
に
よ
る
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
危
機

を
阻
止
し
、
貴
重
な
国
民
的
文
化
遺
産
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
地
方
文
書
館
の

設
置
が
緊
急
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
、昭
和
四
十
四
年
、内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
歴

史
資
料
保
存
法
の
制
定
に
つ
い
て
」
の
勧
告
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
昭
和
四
十
六
年
に
国
立
公
文
書
館
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
、
い
く
つ
か
の
都

府
県
に
お
い
て
公
文
書
館
等
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
学
術
会
議
は
、
こ

れ
ら
の
事
実
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
国
、
地
方
公
共
団
体
の
公
文
書
保
存
状
況
は

な
お
不
完
全
で
あ
り
、
公
文
書
館
等
に
引
き
渡
さ
れ
る
一
部
の
も
の
を
除
き
、
破
棄
さ

れ
る
か
散
逸
し
て
多
数
の
貴
重
な
学
術
研
究
資
料
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
と
し
て
、
昭
和

五
十
二
年
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
官
公
庁
文
書
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
」
の
要

望
を
行
い
、
い
っ
た
ん
廃
棄
さ
れ
れ
ば
永
遠
に
還
ら
な
い
官
公
庁
文
書
資
料
の
保
存
を

強
く
訴
え
た
。

　
ま
た
、
昭
和
五
十
年
に
、
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
文
書
の
保
存
を
行
っ
て
い
る
全
国

の
機
関
が
集
ま
り
、
歴
史
資
料
の
保
存
、
利
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
研
究
活
動
な
ど
を

行
う
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
が
結
成
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
、
こ
の
前
年
に
開
館
し
た
岐
阜
県
歴
史
資
料
館
に
お
い
て
第

四
回
総
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
岐
阜
県
を
除
く
中
部
地
方
、
特
に
愛
知
県
の
公

文
書
保
存
体
制
の
立
ち
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
た
。

　
こ
れ
が
契
機
と
な
り
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
に
当
時
、
名
古
屋
大
学
教
授
だ
っ
た
塩

　　
　愛
知
県
公
文
書
館
の
歩
み

山
内

秀
樹
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澤
君
夫
氏
が
代
表
を
務
め
る
「
愛
知
県
の
歴
史
資
料
保
存
を
す
す
め
る
会
」
か
ら
、
県

及
び
県
議
会
に
対
し
て
、
公
文
書
保
存
制
度
の
早
急
な
確
立
や
、
県
外
所
在
文
書
の
返

還
請
求
又
は
マ
イ
ク
ロ
化
保
存
、
公
文
書
館
建
設
の
具
体
的
検
討
の
早
急
な
取
組
な
ど

を
求
め
る
要
望
書
が
提
出
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
同
年
九
月
に
は
、
同
会
か
ら
県
議
会
に
対
し
て
、
学
術
上
必
要
な
公
文
書
の

保
存
体
制
を
早
急
に
確
立
す
る
と
と
も
に
、
公
文
書
館
建
設
の
具
体
的
検
討
に
早
急
に

取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
趣
旨
の
請
願
「
公
文
書
保
存
体
制
確
立
に
つ
い
て
」
が
提
出

さ
れ
、
同
年
十
月
の
九
月
定
例
県
議
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
県
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
三
月
に
、
総
務
部
文
書
課

に
「
公
文
書
館
問
題
研
究
班
」
を
設
置
し
、
公
文
書
館
設
置
に
係
る
諸
問
題
に
関
す
る

調
査
研
究
を
進
め
、
同
年
十
月
に
「
公
文
書
館
問
題
調
査
報
告
書
」
を
作
成
し
た
。

　
報
告
書
に
は
、
本
県
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
の
現
況
や
、
公
文
書
館
の
在
り
方

の
考
察
、
公
文
書
館
設
置
に
か
か
る
諸
問
題
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
県
立
公
文
書

館
の
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
大
で
あ
る
が
、
制
度
の
整
備
、
施
設
用
地
、
財

政
問
題
な
ど
解
決
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
広
く
県

民
有
識
者
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
に
は
、
副
知
事
名
で
「
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
公
文
書

の
保
存
制
度
（
公
文
書
館
制
度
）
の
試
行
的
発
足
に
伴
う
保
管
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
」
の
依
命
通
達
が
出
さ
れ
、
総
務
部
文
書
課
に
お
い
て
、
試
行
的
に
本
庁
各
課
室

の
公
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
廃
棄
文
書
の
中
か
ら
歴
史
的
資
料
と
し
て
価
値
の
高
い
と

思
わ
れ
る
も
の
を
選
別
し
て
収
集
、
保
存
す
る
措
置
を
取
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
総
務
部
文
書
課
内
に
公
文
書
館
担
当
職
員
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、
基
本

的
な
構
想
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、県
民
有
識
者
参
加
の
も
と
公
文
書
館
の
在
り
方（
制

度
、
機
能
、
運
営
等
）
に
つ
い
て
意
見
の
交
換
討
議
を
行
う
「
県
立
公
文
書
館
構
想
懇

談
会
」
を
設
置
し
た
。

　
同
年
十
二
月
に
、
同
懇
談
会
か
ら
「
県
立
公
文
書
館
（
仮
称
）
の
基
本
的
な
構
想
に

つ
い
て
」
の
意
見
書
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
。
意
見
書
に
は
、
施
設
の
規
模
と
し
て
少

な
く
と
も
二
十
年
程
度
の
蓄
積
に
耐
え
う
る
こ
と
、
施
設
の
場
所
と
し
て
資
料
収
集
能

力
を
確
保
す
る
た
め
、
県
庁
本
庁
舎
の
近
く
に
位
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
な
ど

が
記
載
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
七
年
五
月
に
は
、
公
文
書
館
の
管
理
運
営
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
た

め
、県
民
有
識
者
の
参
加
の
も
と
「
県
立
公
文
書
館
運
営
問
題
検
討
会
議
」
を
設
置
し
、

昭
和
五
十
八
年
十
月
に
、
同
検
討
会
か
ら
「
県
立
公
文
書
館
（
仮
称
）
の
運
営
に
関
す

る
意
見
」
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
。

　
昭
和
六
十
一
年
二
月
の
愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー
の
竣
工
後
、
同
セ
ン
タ
ー
に
公
文
書

館
を
設
置
す
る
べ
く
、
総
務
部
文
書
課
公
文
書
館
担
当
が
同
セ
ン
タ
ー
に
席
を
移
し
、

開
館
に
向
け
た
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

　
一
方
、
条
例
等
の
整
備
と
し
て
は
、
同
年
三
月
の
二
月
定
例
県
議
会
に
お
い
て
公
文

書
館
の
設
置
目
的
な
ど
を
定
め
た
「
愛
知
県
公
文
書
館
条
例
」
が
議
決
（
三
月
二
十
六

日
公
布
、
七
月
一
日
施
行
）
さ
れ
、
さ
ら
に
、
同
年
六
月
に
は
、
公
文
書
館
の
管
理
に

関
す
る
事
項
を
定
め
た
「
愛
知
県
公
文
書
館
規
則
」
が
公
布
（
七
月
一
日
施
行
）
さ
れ

た
。

　
こ
う
し
た
様
々
な
準
備
が
進
め
ら
れ
、
同
年
六
月
三
十
日
に
愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー

一
二
階
会
議
室
に
お
い
て
、
国
立
公
文
書
館
長
始
め
関
係
機
関
の
代
表
者
、
県
議
会
関

係
者
や
学
識
経
験
者
な
ど
約
一
二
〇
名
を
迎
え
て
開
館
式
が
挙
行
さ
れ
、翌
月
一
日
に
、

愛
知
県
公
文
書
館
は
正
式
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
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二
　
散
逸
文
書
の
収
集

　

　
こ
う
し
て
当
館
は
無
事
開
館
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
開
館
に
先
立
ち
、
所
蔵

資
料
の
充
実
を
図
る
た
め
、
過
去
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
明
治
、
大
正
期
の
愛
知
県
庁

文
書
の
収
集
が
行
わ
れ
た
。

　
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
に
、
愛
知
県
庁
舎
が
、
南
武
平
町
か
ら
現
在
の
中
区
三

の
丸
に
新
築
移
転
す
る
際
に
、
県
が
廃
棄
決
定
し
た
公
文
書
に
つ
い
て
、
財
団
法
人
尾

張
徳
川
黎
明
会
（
当
時
）
か
ら
下
附
（
無
償
譲
渡
）
願
の
申
し
出
が
あ
り
、
約
九
八
〇

〇
冊
が
譲
渡
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
は
現
在
、
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
徳
川
林
政
史

研
究
所
や
国
文
学
研
究
資
料
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
た
め
、
昭
和
五
十
八
年
か
ら

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
・
複
製
本
化
に
着
手
し
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
ま
で
に
完

了
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
愛
知
県
成
立
期
に
お
け
る
本

県
の
状
況
が
わ
か
る
文
書
な
ど
、
大
変
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
複
製
本
で
は
あ
る
が
、

そ
の
資
料
を
当
館
で
所
蔵
し
、
ど
な
た
で
も
閲
覧
で
き
る
こ
と
は
、
担
当
者
と
し
て
大

変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
感
じ
る
。

三
　
開
館
後
の
主
な
出
来
事

　

　
開
館
翌
年
の
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
七
月
に
、
当
館
の
概
要
や
業
務
な
ど
を

掲
載
し
た
「
愛
知
県
公
文
書
館
年
報
」
が
創
刊
さ
れ
、
後
に
構
成
を
変
更
し
た
も
の
の

現
在
ま
で
発
行
を
続
け
て
い
る
。
特
に
、
創
刊
号
は
、
公
文
書
館
設
立
に
関
す
る
経
緯

や
当
時
の
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
を
執
筆
す
る
上
で
大
い
に
役
に
立
っ
た
。

　
ま
た
、
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
十
二
月
に
は
、
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料
や
企
画
展

の
内
容
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る「
愛
知
県
公
文
書
館
だ
よ
り
」が
創
刊
さ
れ
、

こ
ち
ら
も
毎
年
度
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
平
成
十
一
年
一
月
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
あ
わ
せ
当
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
開
設
し
、
ま
た
、
平
成
十
六
年
三
月
に
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
所
蔵
資
料
検
索

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
。

　
検
索
シ
ス
テ
ム
導
入
前
は
、
職
員
が
手
書
き
で
作
成
し
た
検
索
カ
ー
ド
や
閲
覧
目
録

か
ら
資
料
を
検
索
し
て
い
た
が
、
検
索
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
資
料
名
の
一
部
し
か

わ
か
ら
な
い
場
合
で
も
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
検
索
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
情
報
発
信
機
能
の
強
化
の
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
所
蔵
資
料
目
録
情
報
（
簿

冊
・
件
名
）
の
検
索
に
加
え
、
画
像
デ
ー
タ
の
閲
覧
が
可
能
と
な
る
新
所
蔵
資
料
検
索

シ
ス
テ
ム
を
令
和
元
年
度
に
構
築
し
、
令
和
二
年
度
か
ら
運
用
を
開
始
し
た
。
現
在
、

伊
勢
湾
台
風
記
録
写
真
、
藩
庁
文
書
や
郡
役
所
文
書
な
ど
約
八
四
〇
〇
点
の
画
像
デ
ー

愛知県自治センター外観

愛知県公文書館入口
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タ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
い
る
。

四
　
公
文
書
館
の
現
況

　

　
こ
れ
ま
で
当
館
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
現
在
の
公
文
書
館
の
概

要
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

（
一
）
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料

　
令
和
三
年
度
末
現
在
の
所
蔵
状
況
は
、
公
文
書
九
万
八
八
八
点
、
刊
行
物
等
八
万
九

五
八
三
点
、
古
文
書
等
四
六
八
一
点
、
旧
公
印
三
九
〇
点
、
県
史
収
集
資
料
六
万
八
八

二
六
点
、
合
計
二
五
万
四
三
六
八
点
（
原
本
の
ほ
か
複
製
本
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を

含
む
。）
と
な
っ
て
い
る
。
開
館
当
初
の
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
の
所
蔵
状
況

が
三
万
七
五
八
六
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
歴
史
的
価
値
の
あ
る
資
料
が
着
実

に
収
集
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。

　
本
館
が
所
蔵
す
る
特
色
あ
る
資
料
と
し
て
は
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
、
愛

知
県
が
県
内
の
郡
役
所
や
戸
町
役
場
に
作
成
を
命
じ
た
と
さ
れ
る
地
籍
図
、
地
籍
帳
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　
地
籍
図
は
、
村
界
、
字
界
、
字
名
、
一
筆
ご
と
の
土
地
の
区
画
形
状
、
地
番
、地
目

等
が
書
き
込
ま
れ
た
地
図
で
あ
り
、池
や
川
、堤
、道
路
等
は
色
分
け
さ
れ
て
い
る
。縮
尺

一
二
〇
〇
分
の
一
で
あ
り
、原
則
と
し
て
一
つ
の
村
が
一
枚
の
和
紙
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
籍
帳
は
、
地
籍
図
と
一
緒
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
小
字
名
、
地
番
、

地
目
、
面
積
、
地
価
な
ど
の
土
地
の
様
子
が
記
載
さ
れ
た
和
綴
じ
の
冊
子
で
あ
る
。

　
地
籍
図
・
地
籍
帳
は
、
一
部
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
部
分
も
あ
る
が
、
県
内
の
ほ
と
ん

ど
の
地
域
を
所
蔵
し
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
そ
ろ
っ
て
残
っ
て
い
る
都
道
府
県
は
、
全
国

的
に
も
珍
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
資
料
の
利
用
に
つ
い
て
は
、原
本
保
護
の
た
め
に
、

複
製
図
や
地
籍
図
閲
覧
シ
ス
テ
ム
等
で
の
利
用
と
な
っ
て
お
り
、
測
量
や
不
動
産
関
係

の
会
社
の
方
や
、
郷
土
史
を
研
究
さ
れ
る
方
な
ど
が
多
く
利
用
し
て
い
る
。

（
二
）
公
文
書
の
収
集
・
整
理

　
公
文
書
館
は
、
各
所
属
が
管
理
す
る
公
文
書
の
中
か
ら
歴
史
的
価
値
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
を
選
別
し
、
収
集
し
て
い
る
。
収
集
基
準
は
、
愛
知
県
公
文
書
館
公
文
書

等
管
理
規
程
で
定
め
て
お
り
、「
条
例
、
規
則
、
訓
令
等
の
例
規
に
関
す
る
も
の
」、「
各

種
制
度
及
び
機
構
の
新
設
、
変
更
及
び
廃
止
に
関
す
る
も
の
」
な
ど
、
二
二
の
基
準
を

設
け
て
い
る
。

　
選
別
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
度
に
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル（１
）を

導
入
し
て
お

り
、
事
案
完
結
の
翌
年
度
に
、
各
所
属
に
お
い
て
一
次
的
な
選
別
を
行
っ
て
い
る
。
こ

の
時
に
選
別
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
保
存
期
間
満
了
時
に
、
各
所
属
及
び

公
文
書
館
に
お
い
て
選
別
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
導
入
前
に
事
案
が
完
結
し
た
公
文
書
に
つ
い
て

も
、
各
所
属
及
び
公
文
書
館
が
保
存
期
間
満
了
時
に
選
別
を
行
う
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
体

制
と
し
て
い
る
。

　
選
別
後
、
収
集
し
た
公
文
書
は
、
件
名
目
次
の
作
成
、
デ
ー
タ
入
力
な
ど
の
整
理
を

行
い
、
原
則
と
し
て
事
案
の
完
結
後
三
十
年
を
経
過
し
た
も
の
を
順
次
利
用
に
供
し
て

い
る
。

（
三
）
公
文
書
館
企
画
展

　
公
文
書
館
で
は
、毎
年
度
、所
蔵
資
料
の
中
か
ら
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
資
料
を
選
定
し
、

約
二
か
月
間
、
企
画
展
を
開
催
し
て
い
る
。
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令
和
三
年
度
は
、
明
治
・
大
正
時
代
に
流
行
し
た
伝
染
病
を
テ
ー
マ
に
開
催
し
た
。

天
然
痘
や
コ
レ
ラ
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
な
ど
の
伝
染
病
と
そ
の
対
策
を
振
り
返
り
、
そ
れ

ま
で
祈
祷
や
信
仰
に
頼
っ
て
い
た
人
々
の
間
に
、
医
療
や
予
防
・
衛
生
対
策
が
普
及
し

て
い
っ
た
様
子
を
、
本
館
の
所
蔵
資
料
な
ど
を
用
い
て
展
示
し
た
。

　
ま
た
、
令
和
四
年
度
は
、
愛
知
県
政
百
五
十
周
年
を
記
念
し
「
愛
知
県
の
は
じ
ま
り

と
県
庁
の
あ
ゆ
み
」
と
題
し
て
、
十
月
三
日
か
ら
十
二
月
二
日
ま
で
企
画
展
を
開
催
し

た
。
愛
知
県
の
誕
生
か
ら
戦
後
ま
で
の
歩
み
を
、当
時
の
文
書
、写
真
、肖
像
画
な
ど
、

約
五
〇
点
の
様
々
な
資
料
を
用
い
て
紹
介
し
た
。

（
四
）
公
文
書
館
常
設
展

　
公
文
書
館
で
は
、
企
画
展
の
開
催
期
間
及
び
展
示
替
え
期
間
を
除
き
、
年
間
を
通
し

て
常
設
展
を
行
っ
て
お
り
、「
愛
知
県
の
成
立
」、「
主
な
所
蔵
資
料
」、「
公
文
書
館
の

業
務
」
に
関
す
る
展
示
を
行
っ
て
い
る
。
県
の
成
立
期
に
か
か
わ
る
文
書
や
地
籍
図
の

複
製
な
ど
、
本
館
の
特
色
あ
る
所
蔵
資
料
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
ま
た
、常
設
展
の
一
部
に
は
、テ
ー
マ
を
設
定
し
た
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
お
り
、

年
に
数
回
、
展
示
資
料
の
入
替
え
を
行
っ
て
い
る
。
令
和
三
年
度
に
は
、
旧
制
第
五
中

学
校
（
現
愛
知
県
立
瑞
陵
高
等
学
校
）
時
代
の
杉
原
千
畝
を
、
令
和
四
年
度
に
は
、
愛

知
県
の
教
育
行
政
の
は
じ
ま
り
を
テ
ー
マ
と
し
た
展
示
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
他
に
も
、
直
近
の
企
画
展
で
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
資
料
の
展
示
を

行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
行
っ
た
展
示
の
テ
ー
マ
は
、「
明
治
初
期
の
あ
い
ち
の
宿

駅
」、「
明
治
期
愛
知
の
産
業
と
博
覧
会
」
な
ど
が
あ
る
。

（
五
）
県
史
収
集
資
料
の
整
理
・
公
開

　『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
事
業
は
、
本
県
の
原
始
・
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
歴
史
的
発

展
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
県
民
共
通
の
財
産
と
し
て
後

世
に
残
す
た
め
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
四
月
か
ら
始
ま
り
、
令
和
二
年
（
二
〇
二

〇
）
三
月
ま
で
の
二
十
六
年
間
で
全
五
八
巻
（
通
史
編
一
〇
巻
・
資
料
編
三
六
巻
・
別

編
一
二
巻
）
を
刊
行
し
た
。

　
こ
の
『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
事
業
の
過
程
で
収
集
し
た
一
一
二
万
点
の
資
料
は
、
県

史
編
さ
ん
室
の
閉
室
に
伴
い
、公
文
書
館
に
引
き
継
が
れ
、デ
ジ
タ
ル
化
、目
録
作
成
、

所
蔵
者
へ
の
公
開
許
可
手
続
な
ど
の
準
備
を
進
め
、
公
開
準
備
作
業
を
終
え
た
資
料
か

ら
公
開
し
て
い
る
。

（
六
）
歴
史
資
料
講
演
会
の
開
催

　
県
民
の
皆
様
に
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
新

た
に
公
開
を
開
始
す
る
県
史
収
集
資
料
な
ど
愛
知
の
歴
史
資
料
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
演

会
を
開
催
し
て
い
る
。

　
令
和
三
年
度
に
は
、
令
和
二
年
十
二
月
に
公
開
を
開
始
し
た
徳
川
林
政
史
研
究
所
所

蔵
史
料
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
演
会
を
開
催
し
た
。

　
な
お
、
講
演
会
は
隔
年
で
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
七
）
バ
ー
チ
ャ
ル
文
書
館

　
バ
ー
チ
ャ
ル
文
書
館
は
、
令
和
二
年
三
月
に
公
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
た
際
、
愛
知
の
歴
史
資
料
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

内
に
新
設
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
県
史
収
集
資
料
等
の
「
愛
知
の
歴
史
資
料
」
の
紹
介
、
過
去
の
企
画
展
の
展
示
資
料

を
紹
介
す
る
「
デ
ジ
タ
ル
展
示
室
」、
古
文
書
の
解
読
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
「
古
文

書
講
座
」
な
ど
、様
々
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
設
け
「
知
っ
て
」、「
学
ん
で
」、「
楽
し
め
る
」
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内
容
と
し
た
。

　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
や
各
コ
ン
テ
ン
ツ
に
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
イ
ラ

ス
ト
を
使
用
し
、
一
般
県
民
の
方
に
も
親
し
み
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
サ

イ
ト
内
で
は
特
に
古
文
書
講
座
の
ア
ク
セ
ス
数
が
多
く
、
一
般
県
民
の
方
の
古
文
書
に

対
す
る
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

お
わ
り
に

　
　
図
書
館
や
博
物
館
な
ど
の
施
設
と
比
較
す
る
と
、
残
念
な
が
ら
公
文
書
館
は
一
般
県

民
に
な
じ
み
の
薄
い
施
設
で
あ
る
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
資
料

は
、愛
知
県
の
歴
史
を
振
り
返
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、

そ
の
重
要
性
は
図
書
館
等
に
引
け
を
取
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
貴
重
な
資
料
を
、
よ
り
多
く
の
方
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
積
極
的
に

情
報
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
文
書
館
の
コ
ン
テ
ン
ツ
充

実
な
ど
を
図
り
、
よ
り
多
く
の
県
民
の
方
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
引
き
続
き

努
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
１
）
公
文
書
の
歴
史
的
価
値
の
有
無
の
判
断
は
、
文
書
が
作
成
・ 

取
得
さ
れ
た
背
景
・
経
緯
を

把
握
し
や
す
い
時
期
に
行
う
の
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
公
文
書
の
保
存

期
間
満
了
前
の
で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
歴
史
的

価
値
の
あ
る
文
書
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
公
文
書
館
に
移
管
す
る
か
又
は
そ
れ
以
外
の
も

の
と
し
て
廃
棄
す
る
か
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
制
度
。

（
愛
知
県
公
文
書
館
）
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は
じ
め
に

　
　
平
成
六
年
度
か
ら
二
十
六
年
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
愛
知
県
史
編
さ
ん
事
業
は
、

令
和
元
年
度
に
『
愛
知
県
史
』
通
史
編
9
・
現
代
お
よ
び
10
・
年
表
索
引
の
刊
行
を
も
っ

て
終
了
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
愛
知
県
公
文
書
館
が
県
史
編
さ
ん
業
務
の
一
部
を
引
き

継
ぎ
、
県
史
収
集
資
料
の
整
理
と
公
開
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　『
愛
知
県
史
』
の
編
さ
ん
以
外
に
、愛
知
県
域
の
歴
史
を
叙
述
す
る
県
史
編
さ
ん
は
、

明
治
政
府
が
主
導
し
た
「
府
県
史
料
」
を
含
め
四
回
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
県
史
編
さ
ん
の
歩
み
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
さ
ん
時
に
収
集
さ
れ
た
資
料
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

一
　
府
県
史
編
さ
ん
事
業
と
「
愛
知
県
史
料
」

　

　
明
治
政
府
が
主
導
し
た
「
府
県
史
料
」
の
編
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
福
井
保（１
）・
佐
藤
大

悟（２
）に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
十
月
、
明
治
政
府
は
、
太
政
官
正
院
外
史
に
歴
史
課
（
明

治
八
年
に
修
史
局
、
同
十
年
に
修
史
館
と
改
名
）
を
設
置
し
、
翌
年
に
制
定
し
た
「
歴

史
課
事
務
章
程
」
に
よ
り
、「
府
県
史
」
編
さ
ん
は
順
次
行
う
べ
き
も
の
と
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
同
七
年
十
一
月
、
太
政
官
達
第
一
四
七
号
「
歴
史
編
輯
例
則
」
に
よ
り
、「
府

県
史
」の
編
さ
ん
を
太
政
官
の
同
時
代
史
編
さ
ん
事
業
の
一
つ
に
位
置
付
け
、「
府
県
史
」

が
対
象
と
す
る
時
期
お
よ
び
事
項
並
び
に
方
法
を
定
め
、
各
府
県
に
対
し
て
立
庁
か
ら

明
治
七
年
末
ま
で
の
沿
革
の
編
輯
を
命
じ
ま
し
た
。

　「
府
県
史
」
編
さ
ん
は
、
太
政
官
記
録
局
出
身
で
歴
史
課
が
設
置
さ
れ
た
当
初
か
ら

の
官
員
が
管
理
業
務
を
担
当
し
ま
し
た
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、「
府
県
史
」
は
、
戊
辰

戦
争
を
中
心
に
編
年
体
で
ま
と
め
た
史
料
集
で
あ
る
「
復
古
記
」
や
、
慶
応
三
年
（
一

八
六
七
）
か
ら
明
治
十
五
年
ま
で
の
史
実
を
編
年
体
で
ま
と
め
た
史
書
で
あ
る
「
明
治

史
要
」
の
編
さ
ん
を
担
当
し
た
第
三
課
の
管
轄
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
歴
史
編
輯
例
則
」第
六
則
・
第
七
則
に
よ
れ
ば
、各
府
県
は
編
輯
主
任
者
の
姓
名
や
、

編
さ
ん
し
た
稿
本
を
そ
の
都
度
修
史
部
局
へ
提
出
す
る
と
さ
れ
、
稿
本
の
体
裁
や
内
容

に
関
し
て
は
修
史
部
局
と
府
県
と
の
間
で
伺
・
指
令
の
往
復
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、府
県
か
ら
編
さ
ん
担
当
者
が
上
京
し
て
修
史
部
局
の
官
員
と
面
会
し
て
伺
・

指
令
を
対
面
で
行
っ
た
り
、
他
府
県
の
稿
本
の
借
覧
や
謄
写
を
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　「
愛
知
県
庁
中
諸
規
則（３
）」
中
の
「
愛
知
県
第
一
課
庶
務
順
序
」
に
あ
る
記
録
係
第
二

十
六
条
に
よ
れ
ば
、
第
一
課
（
同
十
一
年
十
一
月
に
庶
務
課
と
改
称
）
記
録
係
に
「
府

県
史
」（「
愛
知
県
史
料
」）
編
さ
ん
の
担
当
者
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
担
当
者
は
旧
藩
・

旧
県
の
関
係
者
が
調
査
・
収
集
し
た
材
料
諸
記
録
類
を
も
と
に
「
府
県
史
」
の
編
さ
ん

に
着
手
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の
「
愛
知
県
職
員
録（４
）」
か
ら
は
、
十
二
等
出
仕
・
権
少
属

の
本
多
忠
行
、
等
外
二
等
の
中
川
茂
平
、
等
外
三
等
の
野
田
委
綱
、
の
三
人
の
官
吏
が

国
史
・
地
誌
編
輯
の
担
当
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
同
九
年
の
「
愛
知
県

職
員
録（５
）」
に
よ
れ
ば
、
本
多
は
静
岡
県
士
族
で
あ
り
、
同
年
の
「
愛
知
県
官
員
録（６
）」

に
よ
れ
ば
、
中
川
は
愛
知
県
平
民
、
野
田
は
愛
知
県
士
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

　　
　県
史
編
さ
ん
の
歩
み
と
県
史
収
集
資
料

清
水

禎
子
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ま
す
。

　
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
「
府
県
史
」
の
編
さ
ん
は
、
限
ら
れ
た
予
算
で
行
わ
れ
た
た
め

順
調
に
進
ま
ず
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
二
月
、
愛
知
県
を
含
む
二
十
一
府
県
に

対
し
、
同
年
七
月
を
期
限
と
し
て
稿
本
の
提
出
が
督
促
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

各
府
県
は
合
併
し
た
旧
県
分
の
編
さ
ん
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
や
、
府
県
庁
に
お
け
る

書
類
の
不
備
お
よ
び
散
逸
を
理
由
に
提
出
の
猶
予
を
願
い
出
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
各
府

県
か
ら
の
修
史
部
局
に
対
す
る
伺
は
一
向
に
減
ら
ず
、
修
史
部
局
と
し
て
も
対
応
に
限

界
が
き
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
同
十
七
年
五
月
、修
史
館
と
内
務
省
は
府
県
に
よ
る「
府

県
史
」
お
よ
び
「
皇
国
地
誌
」
の
編
さ
ん
を
十
七
年
度
中
に
停
止
し
、「
府
県
史
」
は

同
十
八
年
七
月
か
ら
修
史
館
で
編
さ
ん
を
継
続
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
決

定
は
八
月
に
全
府
県
に
対
し
て
通
達
さ
れ
、
十
八
年
度
に
成
稿
と
未
成
稿
の
材
料
書
記

録
類
を
ま
と
め
て
修
史
館
に
引
き
継
ぐ
よ
う
に
と
予
告
し
ま
し
た
。

　
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
府
県
史
料
」
は
、
一
道
三
府
四
一
県
計
四

五
道
府
県
の
も
の
で
す
（
香
川
は
当
時
愛
媛
、
徳
島
に
分
属
、
沖
縄
県
は
な
し
）。
例

示
と
し
て
、
内
容
は
政
治
部
（
県
治
・
拓
地
・
勧
農
・
工
業
・
刑
賞
・
賑
恤
・
祭
典
・

戸
口
・
民
俗
・
学
校
・
駅
逓
・
警
保
・
忠
孝
節
義
・
騒
擾
事
変
）
と
制
度
部
（
租
法
・

職
制
・
禄
制
・
兵
制
・
刑
法
・
禁
令
・
会
計
）
の
二
部
、
附
録
と
し
て
図
書
目
録
・
碑

文
銘
辞
等
・
官
員
履
歴
の
構
成
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
構
成
は
府
県
に
よ
っ
て
不
統
一

で
あ
り
、
記
述
・
編
修
に
精
粗
の
差
が
あ
り
ま
す
。
各
府
県
が
提
出
し
た
総
冊
数
の
全

国
平
均
は
四
十
八
冊
で
す
が
、「
愛
知
県
史
料
」
の
稿
本
は
そ
の
半
分
に
満
た
な
い
二

十
三
冊
と
な
っ
て
い
ま
す
。

二
　「
愛
知
県
史
稿
」
と
「
愛
知
県
史
料
」

　

　
埼
玉
県
・
千
葉
県
・
東
京
都
・
新
潟
県
・
山
梨
県
・
岐
阜
県
・
静
岡
県
・
京
都
府
・

島
根
県
・
山
口
県
・
長
崎
県
の
十
一
都
府
県
に
は
、
府
県
史
料
の
草
稿
類
や
編
集
に
使

用
さ
れ
た
資
料
類
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
当
館
は
修
史
資
料
と
し

て
、「
愛
知
県
史
稿
　
刑
法
」「
同
　
租
法
」「
同
　
職
制
」「
同
　
禁
令
」「
同
　
禁
令
」

「
同
　
政
治
」「
同
　
刑
罰
」
の
七
冊（７
）を
所
蔵
し
て
お
り
、「
愛
知
県
史
料
」
と
比
較
す

る
と
表
1
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　「
愛
知
県
史
料
」
と
「
愛
知
県
史
稿
」
は
、
ペ
ー
ジ
に
ズ
レ
が
あ
る
も
の
の
叙
述
さ

れ
て
い
る
文
章
は
一
致
し
て
お
り
、「
愛
知
県
史
稿
」
の
表
紙
に
は
「
扣
」
と
記
載
の

あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
図
1
）。
し
た
が
っ
て
、「
愛
知
県
史
稿
」
は
愛
知
県
が
成
稿

と
し
て
修
史
館
に
提
出
し
た「
愛
知
県
史
料
」の
控
え
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
愛
知
県
は
、

こ
の
七
冊
以
外
は
成
稿
を
出

す
こ
と
な
く
編
さ
ん
を
途
中

で
終
え
て
、
未
成
稿
の
材
料

書
記
録
類
を
修
史
館
に
提
出

し
、修
史
館
が
引
き
続
き「
愛

知
県
史
料
」
の
編
さ
ん
を

行
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、「
東
京
府
史
料
」

は
修
史
館
の
罫
紙
が
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
が
、「
愛
知
県

史
料
」
に
は
修
史
館
の
罫
紙

図 1　「愛知県史稿本」制度部・刑法草稿
（愛知県公文書館蔵）
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表１　「府県史料愛知」と公文書館所蔵修史資料の対応表
「府県史料愛知」 細目録（合冊状況）➡公文書館所蔵修史資料請求番号/タイトル【実際の表紙タイトル】
「愛知縣史料一」 ①政治部警保・仝賑恤・制度部兵制草稿合冊　明治9年11月◎➡Ｅ3－86（2）/愛知県史稿　政治【明治9年11月 政治

部警保・仝賑恤・制度部兵制草稿】◎※
②政治部県治稿本　明治10年3月◎➡Ｅ3－86（1）/愛知県史稿　政治【明治10年3月 政治之部県治稿本扣】◎※
③政治部祭典草稿 明治9年11月◎➡Ｅ3－86（3）/愛知県史稿　政治【明治9年11月 政治部祭典草稿扣】◎※
④政治部学校草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－86（4）/愛知県史稿　政治【明治9年11月 政治部学校草稿扣】◎※

「愛知縣史料二」 ①政治部刑罰草稿　明治11年3月編纂◎➡Ｅ3－87/愛知県史稿　刑罰 【政治部刑罰草稿 明治11年3月編纂】◎
②愛知縣誌政治部 戸口・愛知縣誌政治附録 旧藩戸口（二冊合冊）◎

「愛知縣史料三」 ①制度部会計草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－82（2）/愛知県史稿　租法【明治9年11月制度部会計扣】◎※
②制度部刑法草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－81/愛知県史稿　刑法【明治9年11月制度部刑法草稿扣】◎※
③制度部租法草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－82（1）/愛知県史稿　租法【明治9年11月制度部租法扣】◎※
④制度部職制草稿　明治9年11月◎➡Ｅ3－83/愛知県史稿　職制【明治9年11月制度部職制草稿扣】◎※
⑤愛知縣誌制度部禄制・旧藩禄制◎

「愛知縣史料四」 制度之部禁令一稿本　明治10年10月◎➡Ｅ3－85/愛知県史稿　禁令【明治10年10月 制度之部禁令稿本扣】◎
「愛知縣史料五」 制度之部禁令二稿本　明治10年3月◎➡Ｅ3－84/愛知県史稿　禁令【明治10年3月 制度之部禁令稿本 乾扣】◎※
「愛知縣史料六」 旧名古屋県分御一新以来御達願伺届※表紙・裏表紙共
「愛知縣史料七」 御布告留（刈谷藩）
「愛知縣史料八」 名古屋藩諸記抄録◎〇※〇の表紙
「愛知縣史料九」 諸伺等抄録◎〇
「愛知縣史料十」 ①国事ニ斃者姓名事績◎　②愛知県下孝義忠節事績◎　③旧大谷知興譲学校記事　④名古屋藩伺届（愛知県編集係）

〇　⑤元岡崎県事務概覧

「愛知縣史料十一」 ①豊橋藩支配地総高公廨費調◎　②豊橋藩職制官禄調◎　③豊橋藩士卒禄高藩内人口調◎
「愛知縣史料十二」 豊橋藩史（政治部・制度部）稿本（「豊橋藩史稿本」「豊橋藩史草稿」「名古屋藩史稿本」の合冊）◎
「愛知縣史料十三」 豊橋藩◎
「愛知縣史料十四」 重原藩◎
「愛知縣史料十五」 ①西尾藩史（制度部・政治部）稿本　明治16年8月（制度部・政治部の合冊）◎　②半原藩史　明治16年8月◎　③

西大平藩史　明治16年8月◎
「愛知縣史料十六」 ①西端藩史政治制度合本◎　②田原藩史政治部◎　③犬山藩史制度部・政治部（制度部・政治部合冊）◎
「愛知縣史料十七」 ①旧刈谷藩知事参事属等任解進退辞令　②重原置県被仰出候ニ付改正額田県ヱ引送迄官員人名取調簿　明治9年11月

○　③刈谷置県以来額田県ヱ引送迄官員人名○　④拳母藩官員任解調◎　⑤豊橋藩官員任解調◎
「愛知縣史料十八」 「愛知縣史料　額田縣・拳母縣」の表紙あり　①額田縣史制度部（制度部・政治部合冊）◎　②拳母藩史制度部 ・

政治部◎　③刈谷藩支配地絵図　④田原藩支配地絵図
「愛知縣史料十九」 名古屋藩判任履歴表◎
「愛知縣史料二十」 「愛知縣史料　名古屋藩職制等給禄伺抄録・名古屋城天主金鴟尾ノ縁由・名古屋藩職制官禄兵員調・仝支配地総高

公廨費用調・愛知縣誌制度部禄制」
①名古屋藩職制等之一巻給禄伺抄録◎※　②名古屋藩藩制等之一巻抄録◎※　③名古屋藩職制表◎※　④名古屋城
天守金鴟尾ノ縁由◎※　⑤名古屋藩職制官禄兵員調◎
「名古屋藩支配地総高公廨費用調・職制官禄兵員調・士卒禄高藩内人口調」
⑥名古屋藩支配地総高公廨費用調◎　⑦名古屋藩職制官禄兵隊人員禄制調◎　⑧名古屋藩士族卒禄高藩内人口調

「愛知縣史料二十一」「愛知縣史料　西大平藩官員履歴・西端藩仝・田原藩仝・犬山藩仝・西尾藩仝・額田縣仝・半原藩仝・拳母藩仝・
岡崎・豊橋」
①西大平藩官員履歴　明治16年8月◎　②西端藩官員履歴◎　③田原藩官員履歴◎　④犬山藩官員履歴◎　⑤西尾藩
官員履歴　明治16年8月◎　⑥額田県官員履歴◎　⑦半原藩官員履歴　明治16年8月◎　⑧拳母藩官員履歴◎　⑨岡
崎藩官員履歴◎　⑩豊橋藩官員履歴◎

「愛知縣史料二十二」「愛知縣史料　旧刈谷藩」
①三河国碧海郡岩代国伊達郡村高書付（明治3年）　②三河国碧海郡之内郷村高帳　③三河国岩代国戸数人員調帳（刈
谷藩）　④支配地取調書（刈谷藩）
⑤公廨一ケ年費用取調帳（刈谷藩）　⑥官禄并軍事学校掛給料調帳（刈谷藩）　⑦士族卒禄高取調帳（刈谷藩）　⑧従
前差遣置候扶持人員調帳（刈谷藩）

「愛知縣史料二十三」①高須藩記録〇※　②名古屋県記録（明治5年）〇　③旧調練場反別書（明治5年）〇
注　「愛知県史料」の資料に対応する愛知県公文書館所蔵修史資料は➡の後に表記あり。「愛知県史料六」以降（網掛け）に対応する資料は確認できない。
　　◎…赤の愛知県罫紙使用　　〇…青の愛知県罫紙使用　　※…「庶務・編輯掛」の朱印あり
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は
全
く
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多
く
は
愛
知
県
の
赤
色
罫
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

愛
知
県
の
罫
紙
を
使
用
し
て
い
な
い
も
の
は
、
愛
知
県
に
合
併
さ
れ
る
前
の
旧
藩
も
し

く
は
旧
県
時
代
の
関
係
者
に
よ
っ
て
調
査
・
収
集
さ
れ
た
も
の
の
、
愛
知
県
の
「
府
県

史
」
編
さ
ん
担
当
者
に
よ
っ
て
原
稿
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
未
成
稿
の
材
料
諸
記
録
類

と
し
て
修
史
館
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
館
で
は
「
愛
知
県
史
稿
」
以

外
に
、修
史
資
料
と
し
て
「
職
制
等
之
一
巻（８
）」
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。「
愛
知
県
史
料
」

二
十
に
は
、「
名
古
屋
藩
職
制
等
之
一
巻
給
禄
伺
抄
録
」「
名
古
屋
藩
藩
制
等
之
一
巻
抄

録
」
等
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
表
紙
に
は
「
愛
知
県
史
稿
」
の
表
紙
と
同
様
「
庶
務
・

編
輯
掛
」
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
愛
知
県
史
料
」
二
十
は

旧
名
古
屋
藩
・
名
古
屋
県
の
関
係
者
が
調
査
・
収
集
し
た
「
職
制
等
之
一
巻
」
を
も
と

に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
明
治
政
府
主
導
と
は
い
え
、
愛
知
県
が
「
府
県
史
」
の
編
さ
ん
過
程
に
お
い
て
収
集

し
た
資
料
は
、
最
初
の
県
史
収
集
資
料
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
な
お
、「
愛
知
県
史
稿
」
に
は
、「
庶
務
編
輯
掛
」「
文
書
課
記
録
係
保
管
章
」「
愛
知

縣
史
編
纂
係
之
印
」「
消
愛
知
図
書
館
」「
愛
知
県
文
化
会
館
」「
愛
知
県
有
物
品
」
の

印
が
押
さ
れ
て
お
り
、「
愛
知
県
史
稿
」
が
当
館
の
所
蔵
と
な
る
ま
で
ど
の
部
署
で
保

管
さ
れ
て
き
た
か
の
来
歴
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
　
戦
前
の
『
愛
知
縣
史
』
編
さ
ん
事
業

　

　
戦
前
に
編
さ
ん
さ
れ
た
二
回
の
県
史
は
、
ど
ち
ら
も
『
愛
知
縣
史
』
と
表
記
さ
れ
て

い
る
た
め
、こ
こ
で
は
一
回
目
の
『
愛
知
縣
史
』
を
『
愛
知
縣
史
』
①
、二
回
目
の
『
愛

知
縣
史
』
を
『
愛
知
縣
史
』
②
と
表
現
し
ま
す
。

　『
愛
知
縣
史
』
①
の
編
さ
ん
事
業
は
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
度
に
始
ま
り
、

明
治
初
年
か
ら
同
四
十
五
年
を
対
象
と
し
ま
し
た
。
当
初
は
明
治
四
十
三
年
に
愛
知
県

が
主
催
し
て
開
か
れ
た
第
十
回
関
西
府
県
聯
合
共
進
会
へ
の
出
品
を
目
的
と
し
て
い
ま

し
た
が
、
共
進
会
へ
は
『
愛
知
県
写
真
帖（９
）』
を
出
品
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
改
め

て
委
員
を
設
け
て
要
項
を
定
め
、
事
務
員
に
命
じ
て
編
さ
ん
す
る
こ
と
に
な
り
、
編
さ

ん
事
務
は
内
務
部
が
担
当
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
経
費
等
の
都
合
に
よ
り
大
正
元
年
度
を
も
っ
て
一
旦
事
業
を
終
了
す
る
こ

と
に
な
り
、
編
さ
ん
委
員
を
中
心
と
し
た
一
部
の
人
の
み
に
頒
布
す
る
仮
出
版
と
い
う

形
で
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
上
・
下
二
巻
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
上
巻
は
地
理
・

行
政
・
土
木
・
築
港
・
農
業
・
畜
産
・
森
林
・
水
産
・
鉱
山
物
・
工
業
を
扱
い
、
下
巻

は
商
業
・
衛
生
・
教
育
・
兵
事
・
社
寺
・
感
化
教
育
・
褒
章
・
警
察
・
財
政
・
付
録
（
古

城
址
・
古
戦
場
・
古
墳
墓
・
偉
人
誕
生
地
及
び
宅
址
・
名
勝
旧
蹟
・
人
物
・
風
俗
）
を

扱
っ
て
い
ま
す
。
当
初
関
西
府
県
連
合
共
進
会
へ
の
出
品
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、

こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
統
計
そ
の
他
を
利
用
し
て
愛
知
県
の
特
色
を
概
説
す
る
形
を

と
っ
て
お
り
、
県
史
と
い
う
よ
り
は
「
県
誌
」
あ
る
い
は
「
県
勢
概
要
」
と
し
て
の
性

格
が
強
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　『
愛
知
縣
史
』
②
は
、
古
代
か
ら
大
正
十
五
年
末
を
対
象
と
し
て
編
さ
ん
さ
れ
、
昭

和
十
年
か
ら
同
十
五
年
に
か
け
て
第
一
巻
か
ら
第
四
巻
と
別
巻
の
全
五
巻
が
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。
第
一
巻
の
東
京
帝
国
大
学
（
現
東
京
大
学
）
教
授
黒
板
勝
美
の
序
文
に
よ
れ

ば
、昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
九
月
、県
知
事
香
坂
昌
康
か
ら
相
談
を
受
け
た
黒
板
は
、

東
京
商
科
大
学
（
現
一
橋
大
学
）
予
科
教
授
川
上
多
助
を
主
任
に
推
薦
し
、
東
京
帝
国

大
学
史
料
編
纂
官
川
副
博
お
よ
び
同
大
学
大
学
院
生
岡
本
堅
次
を
助
手
と
し
て
編
さ
ん

事
業
を
始
め
た
と
あ
り
ま
す
。
編
さ
ん
事
務
は
、
総
務
部
庶
務
課
県
史
編
纂
係
が
担
当

し
ま
し
た
。

　
第
一
巻
は
昭
和
十
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
期
国
造
時
代
・
第
二
期
国
司
時
代
・
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第
三
期
守
護
時
代
・
第
四
期
分
国
時
代
と
し
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
、

県
内
外
の
社
寺
お
よ
び
諸
家
が
所
蔵
す
る
文
書
記
録
の
謄
写
撮
影
を
行
っ
て
い
ま
す
。

愛
知
県
管
内
地
図
が
付
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
第
二
巻
は
昭
和
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原

の
戦
い
か
ら
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
版
籍
奉
還
に
至
る
江
戸
時
代
二
六
八
年
間
を

対
象
と
し
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
、
尾
張
徳
川
黎
明
会
、
名
古
屋
図
書

館
（
現
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
）、
西
尾
図
書
館
等
、
県
内
各
地
の
資
料
の
謄
写

撮
影
を
行
っ
て
い
ま
す
。
尾
三
諸
侯
一
覧
・
元
禄
十
四
年
尾
張
国
絵
図
・
同
年
三
河
国

絵
図
が
付
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
第
三
巻
は
昭
和
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
か
ら
同
二
十

二
年
ま
で
を
県
政
時
代
前
期
と
し
、
県
所
蔵
の
簿
冊
や
県
発
行
の
出
版
物
お
よ
び
諸
官

衙
社
寺
の
資
料
を
蒐
集
調
査
し
て
い
ま
す
。

　
第
四
巻
は
昭
和
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
二
十
三
年
か
ら
大
正
十
五
年
に

至
る
三
十
五
年
間
を
県
政
時
代
後
期
と
し
、
県
所
蔵
の
簿
冊
や
県
編
纂
の
出
版
物
お
よ

び
県
各
課
の
調
査
報
告
、
諸
官
衙
団
体
の
資
料
を
蒐
集
調
査
し
て
い
ま
す
。
昭
和
六
年

か
ら
同
十
五
年
に
至
る
編
さ
ん
過
程
を
記
し
た
「
縣
史
編
纂
事
業
経
過
概
要
」
と
、
編

さ
ん
に
携
わ
っ
た
研
究
者
・
協
力
者
・
県
職
員
の
名
簿
で
あ
る
「
事
業
開
始
以
来
関
係

諸
員
」
が
付
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
県
内
の
所
蔵
者
を
訪
問
し
て
所
蔵
資
料
の
調
査
・
収
集
を
行
っ
た
編
纂
委
員
に
は
、

若
山
善
三
郎
・
柴
田
顕
正
・
小
栗
鐵
次
郎
・
森
徳
一
郎
・
伊
豫
田
次
郎
作
・
山
村
敏
行
・

中
島
清
一
が
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
栗
鐵
次
郎
（
一
八
八
一
～
一
九
六
八
）
は
、
主

に
西
加
茂
郡
の
小
学
校
で
教
師
と
し
て
勤
務
し
た
後
、
四
十
六
歳
か
ら
愛
知
県
史
跡
名

勝
天
然
紀
念
物
調
査
会
主
事
と
し
て
愛
知
県
内
の
多
く
の
遺
跡
・
文
化
財
の
調
査
を

行
っ
た
人
物
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
国
宝
の
名
古
屋
城
障
壁
画
な
ど
の
疎
開
に

尽
力
す
る
な
ど
、
昭
和
前
期
の
愛
知
県
の
考
古
学
・
文
化
財
保
護
に
大
き
な
足
跡
を
残

し
た
人
物
で
す
。

　
当
館
に
は
、
昭
和
十
四
年
一
月
、
愛
知
県
属
の
加
藤
岩
三
郎
と
い
う
人
物
が
愛
知
県

史
編
纂
資
料
調
査
員
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
が
あ
り
ま
す
（
図
2
））
11
（

。
前
述

し
た
編
纂
委
員
以
外
に
、
県
職
員
が
編
纂
資
料
調
査
員
に
任
命
さ
れ
て
資
料
の
調
査
に

あ
た
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。

　
別
巻
は
昭
和
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
巻
か
ら
第
四
巻
の
補
遺
的
な
役
割

を
果
た
し
て
お
り
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
第
一
巻
（
序
説
を
除
く
）・
第
二
巻
・
第

三
巻
第
一
章
に
関
す
る
資
料
を
掲
載
し
て
お
り
、
戦
前
に
発
行
さ
れ
た
県
史
と
し
て
は

最
高
水
準
の
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、『
愛
知
縣
史
』
②
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
刊
行

後
も
県
所
蔵
の
簿
冊
等
は
戦
火
を
免
れ
る
た
め
に
疎
開
す
る
な
ど
、
大
変
な
状
況
下
に

置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
）
11
（

。

　
当
館
が
文
化
会
館
（
現
愛

知
県
図
書
館
）
か
ら
引
き
継

い
だ
修
史
資
料
に
は
、『
愛

知
縣
史
』
②
の
編
さ
ん
時
の

も
の
が
あ
り
ま
す
）
11
（

。
こ
れ
ら

の
資
料
は
県
史
編
纂
係
に

よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で

す
。
ま
た
、「
旧
県
史
資
料
」

と
し
て
資
料
公
開
し
て
い
る

も
の
は
、『
愛
知
縣
史
』
②

の
編
さ
ん
時
に
収
集
さ
れ
た

図 2　辞令＜加藤家文書＞
（愛知県公文書館蔵）
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も
の
で
す
。
大
部
分
は
筆
写
資
料
で
す
が
、
な
か
に
は
資
料
を
撮
影
し
た
写
真
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
表
紙
等
に
は「
愛
知
縣
史
編
纂
係
之
印
」の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
　『
愛
知
県
昭
和
史
』
の
編
さ
ん
事
業

　

　
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）、
愛
知
県
誕
生
一
〇
〇
年
を
記
念
す
る
「
県
政
一
〇

〇
年
記
念
事
業
」
の
一
つ
と
し
て
新
し
い
県
史
の
編
さ
ん
が
企
画
さ
れ
ま
し
た
。『
愛

知
縣
史
』
②
が
大
正
末
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
た
た
め
、新
し
い
県
史
は
『
愛
知
縣
史
』

②
の
後
を
補
完
す
る
形
で
昭
和
期
を
対
象
と
し
、
名
称
も
『
愛
知
県
昭
和
史
』
と
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
は
、「
単
な
る
県
政
史
で
は
な
く
県
史
と
し
そ
の
内

容
は
県
の
歴
史
的
事
実
お
よ
び
変
せ
ん
を
行
政
経
済
社
会
文
化
の
各
視
点
か
ら
と
ら
え

移
り
変
る
愛
知
の
姿
を
記
述
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
わ
ず
か
三
年
間
で
刊
行
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
監
修
者
を
除
い
て
一
切
外
部
に
は
委
託
す
る
こ
と
な
く

県
職
員
（
教
員
を
含
む
）
が
、既
刊
刊
行
物
の
資
料
収
集
お
よ
び
執
筆
を
行
い
ま
し
た
。

　『
愛
知
県
昭
和
史
』
の
編
さ
ん
は
、
総
務
部
文
書
課
の
分
室
と
し
て
、
愛
知
県
文
化

会
館
三
階
に
あ
る
愛
知
図
書
館
内
の
特
別
研
究
室
に
設
置
さ
れ
た
県
史
編
集
室
で
、
昭

和
四
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
か
け
て
行
わ
れ
、
室
長

以
下
、
史
学
専
攻
教
員
・
司
書
等
が
編
集
事
務
を
担
当
し
ま
し
た
。

　
編
さ
ん
に
あ
た
っ
て
は
、
知
事
直
轄
・
総
務
部
・
企
画
部
・
環
境
部
・
民
生
部
・
衛

生
部
・
商
工
部
・
農
林
部
・
農
地
部
・
労
働
部
・
土
木
部
・
建
築
部
・
教
育
委
員
会
事

務
局
・
警
察
本
部
の
各
部
局
に
所
属
す
る
職
員
に
、
県
史
編
集
委
員
お
よ
び
県
史
編
集

調
査
補
佐
員
を
委
嘱
し
ま
し
た
。

　
県
史
編
集
委
員
は
、
県
史
編
集
調
査
補
佐
員
の
補
佐
の
も
と
、
関
係
部
局
に
関
す
る

既
刊
文
献
や
県
内
諸
機
関
所
蔵
資
料
を
調
査
・
収
集
・
整
理
の
上
、
複
製
物
を
県
史
編

集
室
に
提
供
し
ま
し
た
。
県
史
編
集
室
は
、
こ
う
し
た
複
製
物
を
「
愛
知
県
史
資
料
」

と
し
て
整
理
し
、
掲
載
の
た
め
に
撮
影
・
収
集
し
た
写
真
に
つ
い
て
は
写
真
台
帳
を
作

成
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
『
愛
知
県
昭
和
史
』
編
さ
ん
に
お
け
る
県
史
収
集
資
料
・

県
史
収
集
写
真
と
言
え
ま
す
。

　『
愛
知
県
昭
和
史
』
の
編
さ
ん
が
終
了
し
て
、県
史
収
集
室
が
閉
室
す
る
の
に
伴
い
、

編
さ
ん
の
た
め
に
作
成
し
た
年
表
カ
ー
ド
や
、
写
真
お
よ
び
複
製
物
な
ど
の
収
集
し
た

資
料
は
文
化
会
館
に
管
理
換
え
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
は
、
文
化
会

館
図
書
部
に
県
史
資
料
係
が
置
か
れ
、
県
史
資
料
の
収
集
調
査
を
引
き
続
き
担
当
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
係
は
県
史
編
集
の
す
べ
て
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
明
治
以
降

現
代
に
至
る
基
本
的
な
資
料
の
整
備
を
意
図
し
、
総
合
年
表
の
作
成
や
資
料
集
の
編
集

な
ど
に
備
え
て
調
査
を
進
め
ま
し
た
）
11
（

。 

　
そ
の
成
果
と
し
て
、「
明
治
以
降
愛
知
県
史
略
年
表
」
総
合
編
（
昭
和
五
十
一
年
）・

「
同
」
文
化
編
（
昭
和
五
十
三
年
）・「
同
」
産
業
経
済
編
（
昭
和
五
十
五
年
）・「
同
」

政
治
編
（
昭
和
五
十
八
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
県
史
資
料
の
整
理
は

県
史
資
料
係
か
ら
「
郷
土
・
県
史
担
当
」
の
司
書
に
よ
っ
て
細
々
と
続
け
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
す
が
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
に
、
新
た
な
県
史
編
さ
ん
の
た
め
県
史
担
当

が
当
館
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
役
目
を
終
え
た
よ
う
で
す
）
14
（

。 

四
　『
愛
知
県
史
』
の
編
さ
ん
事
業

　

　
平
成
元
年
二
月
議
会
に
お
い
て
、『
愛
知
県
昭
和
史
』
完
結
編
に
関
す
る
代
表
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
当
時
の
鈴
木
知
事
の
答
弁
は
、『
愛
知
県
昭
和
史
』

完
結
編
に
相
当
す
る
県
史
の
編
さ
ん
に
す
ぐ
取
り
か
か
る
の
で
は
な
く
、
当
面
は
資
料

収
集
に
努
め
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
資
料
収
集
や
県
史
の
編
さ
ん
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に
関
す
る
議
論
が
か
さ
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
元
年
は
市
町
村
制
施
行
百
年
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
各
市
町
村
で
は
、

近
年
の
学
問
的
水
準
を
反
映
し
た
よ
り
質
の
高
い
自
治
体
史
へ
の
要
求
の
高
ま
り
も
あ

り
、
新
た
に
修
史
事
業
を
開
始
す
る
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
過
去
の
修
史
事

業
が
未
実
施
の
自
治
体
で
多
く
の
史
資
料
が
未
調
査
の
ま
ま
散
逸
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
現
状
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
二
年
度
に
は
、
当
館
資
料
課
の
事
務
分
掌
に
「
県
史
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
」

が
追
加
さ
れ
、
職
員
が
二
名
増
員
さ
れ
ま
し
た
。
文
化
会
館
図
書
部
（
現
愛
知
県
図
書

館
）
に
お
い
て
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
行
っ
て
き
た
「
県
史
資
料
の
収
集
及
び
整
理
に

関
す
る
」
事
務
は
、
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
回
の
『
愛
知
縣
史
』
編
さ
ん
で

収
集
さ
れ
た
「
旧
県
史
資
料
」
や
、『
愛
知
県
昭
和
史
』
編
さ
ん
で
収
集
さ
れ
た
複
写

資
料
（「
愛
知
県
昭
和
史
収
集
資
料
」）
お
よ
び
写
真
（「
愛
知
県
昭
和
史
写
真
」）
は
、

参
考
資
料
と
し
て
当
館
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
初
は
、
資
料
保
存
・
資
料
収
集
を
軸
に
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
五
年
三

月
の
愛
知
県
史
資
料
懇
談
会
の
報
告
を
受
け
、
新
た
な
県
史
編
さ
ん
に
向
け
て
舵
を
切

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
年
十
二
月
に
は
、
愛
知
県
史
編
さ
ん
準
備
会
議
報
告
書
が

提
出
さ
れ
、
県
史
編
さ
ん
が
始
ま
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
平
成
六
年
四
月
、
総
務
部
文
書
課
内
に
県
史
編
さ
ん
担
当
が
置
か
れ
ま
す
。
県
史
編

さ
ん
担
当
の
部
署
は
愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
、翌
年
一
月
、大
津
橋
庁
舎
（
現

愛
知
・
名
古
屋 

戦
争
に
関
す
る
資
料
館
）
に
移
転
し
ま
す
。
同
年
四
月
、
県
史
編
さ

ん
担
当
は
総
務
部
県
史
編
さ
ん
室
と
し
て
独
立
し
、
大
津
橋
庁
舎
で
本
格
的
に
県
史
編

さ
ん
が
始
ま
り
ま
す
。
当
館
に
移
管
さ
れ
て
い
た
県
史
関
係
資
料
も
大
津
橋
庁
舎
に
移

動
し
ま
し
た
（
平
成
二
十
五
年
、
編
さ
ん
室
の
移
転
に
伴
い
愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー
に

移
動
）。『
愛
知
県
史
』
の
編
さ
ん
は
、
平
成
六
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
二
十
六
年

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
の
目
的
と
し
て
は
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
第
一
に
、
本
県
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
県
民
の
ふ
る
さ
と
愛
知
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
。

　
第
二
に
、
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
県
民
共
通
の
財
産
と
し
て
後
世
に
残
し
、
県
の
学

術
及
び
文
化
の
振
興
に
資
す
る
。

　
過
去
に
刊
行
さ
れ
た
県
史
は
通
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
ま
し
た

が
、『
愛
知
県
史
』
で
は
資
料
編
に
重
点
を
置
く
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
時
代
の
変

遷
や
歴
史
的
評
価
の
変
化
に
左
右
さ
れ
ず
、
次
の
時
代
の
歴
史
編
さ
ん
に
も
利
用
で
き

る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

　『
愛
知
県
史
』
の
構
成
は
、
地
域
の
歴
史
を
読
み
解
く
通
史
編
一
〇
巻
、
県
内
外
で

調
査
・
収
集
し
た
地
域
の
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
す
る
資
料
編
三
六
巻
、
窯
業
・

民
俗
・
文
化
財
・
自
然
の
分
野
別
に
別
編
と
し
て
一
二
巻
、
の
合
計
五
八
巻
と
な
っ
て

い
ま
す
。
先
に
刊
行
さ
れ
た
県
史
と
は
一
線
を
画
し
て
資
料
編
に
重
き
を
置
い
た
構
成

と
な
っ
て
お
り
、
全
国
的
に
関
心
の
高
い
織
豊
期
や
窯
業
を
扱
う
巻
を
刊
行
し
て
全
国

的
に
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

五
　『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
時
の
資
料
収
集

　

　
資
料
の
調
査
・
収
集
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
と
な
る
資
料
の
点
数
や
調
査
方
法
が

時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
部
会
ご
と
に
異
な
る
手
法
を
取
り
ま
し
た
）
11
（

。 

　
中
世
史
・
織
豊
の
二
つ
の
部
会
が
担
当
し
た
資
料
編
は
、
編
年
体
で
掲
載
し
て
い
ま

す
。
資
料
調
査
は
、
刊
本
調
査
の
ほ
か
、
既
存
資
料
・
新
出
資
料
に
つ
い
て
全
国
で
調

査
を
実
施
し
ま
し
た
。
県
内
の
資
料
調
査
は
寺
社
を
中
心
に
行
い
ま
し
た
が
、
対
象
と
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な
る
資
料
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
資
料
整
理
は
行
わ
ず
、
調
査
し
た

資
料
に
つ
い
て
調
査
カ
ー
ド
の
作
成
と
写
真
撮
影
等
の
複
製
物
を
収
集
し
ま
し
た
。

　
近
世
史
部
会
が
担
当
し
た
資
料
編
は
、
名
古
屋
・
熱
田
、
尾
西
・
尾
北
、
尾
東
・
知

多
、西
三
河
、東
三
河
の
地
域
別
の
五
巻
、学
芸
、領
主
1
（
尾
張
）、領
主
2
（
三
河
）

の
分
野
別
の
三
巻
、幕
末
維
新
・
初
期
文
書
の
時
期
別
の
一
巻
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
世
史
部
会
に
よ
る
資
料
調
査
は
、
部
会
の
中
で
議
論
し
た
結
果
悉
皆
調
査
を
行
う

こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
膨
大
な
点
数
の
資
料
群
が
あ
る
こ
と
や
刊
行
年
度
と
の
兼
ね
合

い
も
あ
っ
て
、
完
全
な
悉
皆
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
わ
ず
か
な
資
料
群
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
蔵
出
し
を
含
む
資
料
の
整
理
調
　
査
と
、
先
行
す
る

市
町
村
史
等
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
目
録
か
ら
県
史
編
さ
ん
に
必
要
な
資
料
を
選
択
す

る
選
定
調
査
の
二
つ
を
併
用
し
ま
し
た
。

　
調
査
を
行
っ
た
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
資
料
保
存
の
観
点
か
ら
、
で
き
る
限
り
資
料

一
点
ご
と
に
中
性
紙
封
筒
に
入
れ
て
中
性
紙
の
保
存
箱
に
収
め
ま
し
た
。
ま
た
、
資
料

収
集
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
資
料
整
理
で
作
成
し
た
目
録
や
既
存
の
目
録
の
デ
ー
タ

化
も
行
い
、
所
蔵
者
ま
た
は
所
蔵
機
関
に
お
渡
し
し
て
き
ま
し
た
。
資
料
収
集
は
、
当

初
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
撮
影
が
中
心
で
し
た
が
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
性
能
が

上
が
っ
て
き
た
こ
ろ
か
ら
は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
が
中
心
と
な
り
ま
し
た
。

　
近
代
史
部
会
は
、
政
治
・
行
政
、
産
業
・
経
済
、
社
会
・
文
化
の
三
つ
の
部
会
に
わ

か
れ
て
資
料
編
を
一
二
巻
担
当
し
ま
し
た
。
近
代
資
料
は
中
世
・
近
世
の
資
料
と
比
べ

て
は
る
か
に
多
く
、
資
料
調
査
は
公
的
機
関
や
企
業
を
中
心
に
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

旧
鳳
来
町
（
現
新
城
市
）、
旧
額
田
町
（
現
岡
崎
市
）、
南
知
多
町
、
犬
山
市
な
ど
で
は

旧
役
場
文
書
や
区
有
文
書
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
た
た
め
、
長
期
間
資
料
調
査
を
実

施
し
た
も
の
の
、
県
史
編
さ
ん
に
必
要
な
資
料
を
選
択
し
て
収
集
す
る
選
定
調
査
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
資
料
の
収
集
方
法
は
、
近
世
史
部
会
と
同
様
、
当
初
は
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
撮
影
を
行
い
、
そ
の
後
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
近
世
史
部
会
や
近
代
史
部
会
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
を
行
っ
た
資
料
に
つ
い
て

は
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
紙
焼
の
形
に
し
て
い
ま
す
が
、
フ
ィ
ル
ム
の
劣
化
防
止
や

県
史
収
集
資
料
の
公
開
を
容
易
に
す
る
た
め
、
編
さ
ん
事
業
と
並
行
し
て
デ
ジ
タ
ル
化

に
着
手
し
、
現
在
当
館
で
も
引
き
続
き
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で

撮
影
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
、T

IF

やJPEG

と
い
っ
た
高
画
質
の
フ
ァ
イ
ル
形
式
を

管
理
し
や
す
いPD

F

に
変
換
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
当
館
で
画
像
を
公
開
し

て
い
る
資
料
は
、PD

F

形
式
の
も
の
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
全
部
会
に
共
通
す
る
こ
と
で
す
が
、
で
き
る
限
り
県
外
所
在
の
資
料
の
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
県
外
所
在
の
資
料
は
、
一
般
の
方
が
閲
覧
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
も
の

が
あ
り
、
県
史
編
さ
ん
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
編
さ
ん
事
業
終
了
後
の
公
開
を
念
頭
に

お
き
、
愛
知
県
に
関
係
す
る
資
料
は
ま
と
め
て
収
集
す
る
方
針
を
採
り
ま
し
た
。

　
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
集
計
で
、
県
内
外
の
調
査
個
所
は
延
べ
八
一
六
四
か
所
、
調

査
の
参
加
人
員
は
延
べ
七
万
四
六
七
六
名
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
収
集
し
た
資
料
の

点
数
は
一
〇
〇
万
点
を
超
え
、マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
八
一
七
一
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
県
史
編
さ
ん
に
際
し
て
、
調
査
を
行
っ
た
資
料
の
原
本
は
収
集
し
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
県
史
が
資
料
調
査
を
行
っ
た
後
、
代
替
わ
り
等
の
理
由
に
よ
り
、
所
蔵
者
か
ら

資
料
原
本
が
博
物
館
等
の
公
的
機
関
に
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
た
事
例
が
あ
り
ま
す
。
当
館

に
お
い
て
も
、
江
南
市
大
脇
家
文
書
、
名
古
屋
市
大
塚
三
右
衛
門
家
文
書
、
加
茂
郡
寺

部
村
文
書
、
加
藤
鐐
五
郎
関
係
資
料
と
い
っ
た
資
料
群
の
寄
贈
・
寄
託
を
受
け
て
い
ま

す
。
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六
　
県
史
収
集
資
料
・
県
史
収
集
写
真
の
公
開

　

　
当
館
で
は
、
県
史
編
さ
ん
室
か
ら
引
き
継
い
だ
県
史
収
集
資
料
の
整
理
お
よ
び
公
開

を
令
和
二
年
度
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
五
年
三
月
末
時
点
で
、
資
料
は
二
一
八
資

料
群
・
六
万
六
三
〇
一
点
、
写
真
は
一
二
資
料
群
で
二
〇
六
一
点
の
複
製
資
料
を
公
開

し
て
い
ま
す
（
一
部
原
本
あ
り
）。
二
回
の
『
愛
知
縣
史
』
編
さ
ん
で
収
集
さ
れ
た
「
旧

県
史
資
料
」
お
よ
び
『
愛
知
県
昭
和
史
』
編
さ
ん
で
収
集
さ
れ
た
「
愛
知
県
昭
和
史
収

集
資
料
」「
愛
知
県
昭
和
史
写
真
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
に
「
旧
県
史
資
料
」

と
「
愛
知
県
昭
和
史
写
真
」
を
、
同
三
年
度
に
「
愛
知
県
昭
和
史
収
集
資
料
」
を
公
開

し
て
い
ま
す
。

　
資
料
目
録
は
、
県
史
編
さ
ん
開
始
の
こ
ろ
と
比
較
す
る
と
ネ
ッ
ト
環
境
が
整
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
印
刷
し
た
紙
目
録
は
配
置
せ
ず
、
当
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
あ
る
所
蔵

資
料
検
索
シ
ス
テ
ム
（
以
下
、
検
索
シ
ス
テ
ム
）
に
登
録
さ
れ
た
目
録
デ
ー
タ
を
利
用

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
一
部
の
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
所
蔵
者
の
御
意
向
に
よ
り

当
館
内
で
紙
目
録
を
閲
覧
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
検
索
し
た
い
語
を
自
宅
等
に

お
い
て
検
索
シ
ス
テ
ム
で
横
断
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
、
利
用
者
に

と
っ
て
非
常
に
便
利
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
県
史
収
集
資
料
の
複
製
資
料
に
は
、「
画
像
」「
画
像<

館
内>

」「
紙
焼
他
」
の
三
つ

の
公
開
区
分
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
閲
覧
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　「
画
像
」
は
、
二
十
四
時
間
ど
こ
か
ら
で
も
検
索
シ
ス
テ
ム
上
で
画
像
を
閲
覧
・
複

写
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
画
像<

館
内>

」「
紙
焼
他
」
は
、
年
末
年
始
お
よ
び
資

料
整
理
期
間
を
除
く
平
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
当
館
に
お
い
て
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
資
料
の
請
求
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
）。

　「
画
像<

館
内>

」
は
当
館
の
閲
覧
室
に
設
置
さ
れ
た
画
像
閲
覧
専
用
パ
ソ
コ
ン
で
画

像
デ
ー
タ
を
、「
紙
焼
他
」
は
出
納
さ
れ
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
の
焼
付
け
や
コ
ピ
ー

資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
蔵
者
や
所
蔵
機
関
か
ら
複
製
資
料
か
ら
の
複

写
（
印
刷
）
を
許
可
さ
れ
て
い
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
複
写
（
印
刷
）
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
複
写
条
件
と
し
て
、
所
蔵
者
や
所
蔵
機
関
に
対
す
る
複
写
申
請

の
提
出
が
必
要
な
資
料
も
あ
り
ま
す
。

　
公
開
初
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
、
当
館
も
対
応
に
苦
慮
し
ま
し
た
が
、
県
を

ま
た
ぐ
移
動
が
困
難
に
な
っ
た
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
県
内
外
の
所
蔵
者
や
所
蔵
機
関

が
所
蔵
す
る
資
料
を
当
館
で
閲
覧
・
複
写
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果

で
し
た
。

　
特
に
大
き
な
成
果
と
し
て
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
の
理
解
を
得
て
同
研
究
所
の
所

蔵
史
料
（
以
下
、林
政
史
所
蔵
史
料
）
の
複
製
を
公
開
で
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

林
政
史
所
蔵
史
料
は
、
平
日
の
限
ら
れ
た
曜
日
と
時
間
に
お
い
て
閲
覧
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
一
般
の
利
用
者
は
気
軽
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
同
研
究
所
は
、
愛
知
県
成
立
以
来
の
県
行
政
の
歴
史
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
愛
知

県
庁
文
書
を
含
む
旧
名
古
屋
税
務
監
督
局
所
蔵
史
料
を
所
蔵
し
て
お
り
、
当
館
は
開
館

当
初
か
ら
こ
れ
ら
の
史
料
の
複
製
本
を
作
り
、
閲
覧
に
供
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
加
え

て
令
和
二
年
度
か
ら
は
、
愛
知
県
史
編
さ
ん
時
に
収
集
し
た
林
政
史
所
蔵
史
料
の
複
製

物
を
、同
研
究
所
へ
出
向
く
こ
と
な
く
ゆ
っ
く
り
と
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
林
政
史
所
蔵
史
料
の
複
写
も
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
令
和
元
年
度
ま
で
は
、

利
用
者
自
身
が
手
続
き
を
行
っ
て
複
写
許
可
書
を
当
館
に
提
示
す
る
こ
と
で
複
写
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
令
和
二
年
度
か
ら
は
、
当
館
に
お
い
て
午
前
十
時

半
か
ら
午
後
四
時
の
間
に
、
公
文
書
館
を
介
し
て
複
写
申
請
の
手
続
き
を
行
え
ば
、
即

日
林
政
史
所
蔵
史
料
を
複
写
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。利
用
者
に
と
っ
て
は
、
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事
前
に
同
研
究
所
と
の
や
り
と
り
を
行
わ
ず
に
複
写
が
可
能
と
な
り
、
格
段
に
利
用
の

便
が
向
上
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

　
　
県
史
収
集
資
料
の
公
開
は
今
後
も
順
次
進
め
ら
れ
ま
す
が
、課
題
も
多
く
あ
り
ま
す
。

県
史
収
集
資
料
の
多
く
は
複
製
資
料
で
あ
る
た
め
、
公
開
に
あ
た
っ
て
は
原
本
所
蔵
者

の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
二
十
六
年
間
と
い
う
年
月
を
経
て
原
本
所
蔵

者
と
連
絡
を
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
既
に
資
料
編
や
通
史
編
で
資
料
等

の
掲
載
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
原
本
所
蔵
者
と
連
絡
が
取
れ
な
い
と
い
う
事
案
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
時
間
と
の
闘
い
と
な
り
ま
す
が
、
早
急
に
原
本
所
蔵
者
と
連
絡
を
取
っ

た
上
で
、
原
本
を
現
在
も
所
持
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
貴
重
な
資
料
が
所
蔵
者
に
よ
っ
て
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
将
来
に
わ
た
っ
て
保
存
が
可
能
で
あ
る
よ
う
、
個
人
情
報
の
管
理
を
徹
底
し

た
上
で
継
続
的
に
所
蔵
者
と
の
関
係
を
も
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
所
蔵
者
が

資
料
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
適
切
な
所
蔵
先
に
つ
い
て
助
言
す

る
こ
と
も
重
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
館
が
収
集
資
料
の
公
開
を
継
続
す
る
限
り

常
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
課
題
で
す
。

　
さ
ら
に
、
近
年
は
各
地
で
地
震
や
水
害
等
の
災
害
に
よ
っ
て
資
料
が
被
災
す
る

ニ
ュ
ー
ス
を
た
び
た
び
目
に
し
ま
す
。
愛
知
県
も
東
南
海
地
震
が
い
つ
起
き
て
も
お
か

し
く
な
い
状
況
で
す
。
災
害
に
よ
る
資
料
の
被
災
を
い
か
に
お
さ
え
る
か
、
ま
た
実
際

に
災
害
が
起
き
た
時
に
所
蔵
者
と
速
や
か
に
連
絡
を
と
っ
て
救
済
活
動
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
解
決
す
べ
き
問
題
は
山
積
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
当
館
と
し
て
で

き
る
限
り
の
方
策
を
考
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
1
）
福
井
保「「
府
県
史
料
」の
解
題
と
内
容
細
目
」（「
北
の
丸
―
国
立
公
文
書
館
―
」第
2
号
、

昭
和
四
十
九
年
）

（
2
）
佐
藤
大
悟
「
修
史
部
局
に
お
け
る
「
府
県
史
料
」
編
纂
事
業
の
管
理
」（
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
研
究
紀
要
第
29
号
、
二
〇
一
九
年
）

（
3
）
愛
知
県
図
書
館
蔵
。

（
4
）『
愛
知
県
史
』
資
料
編
21
№
93
。

（
5
）『
愛
知
県
史
』
資
料
編
21
№
94
。

（
6
）『
愛
知
県
史
』
資
料
編
21
№
95
。

（
7
）
修
史
資
料
Ｅ-

3-

81
～
87
。

（
8
）
修
史
資
料
Ｅ-

2-

11
～
13
。

（
9
）
刊
行
物
／215.506

＝1

。

（
10
）
古
文
書
・
私
文
書
／
加
藤
家
文
書
／
Ｗ7-70

。

（
11
）
公
文
書
／A

71-2

「
編
纂
保
存
」

（
12
）
修
史
資
料
／E3-89

～96

。

（
13
）
愛
知
県
文
化
会
館
図
書
部
編
「
明
治
以
降
愛
知
県
史
略
年
表
」（
昭
和
五
十
一
年
）。

（
14
）
平
成
二
年
職
員
録
に
は
、
県
図
書
館
で
郷
土
・
県
史
担
当
が
い
る
が
、
平
成
三
年
以
降
は

確
認
で
き
な
い
。

（
15
）
加
藤
規
博
「
愛
知
県
史
編
さ
ん
に
お
け
る
資
料
調
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
一

年
「
東
海
国
立
大
学
機
構
大
学
文
書
資
料
室
紀
要
」
第
29
号
　
報
告
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
愛
知
県
公
文
書
館
）





（34）

教育施設については戦前からその構想があり（ブスト

ス・ナサリオ「公民館の歴史」『生涯学習研究ｅ事典』

日本生涯教育学会（2006年 9 月23日）、http://ejiten.

javea.or.jp/index.html、2022年11月13日参照）、当時

の省内にも図書館が現在の公民館のような施設へと

変わっていくことを考える者がいたということであ

ろう。

（39）注（32）掲書 3ページ。

（40）愛知県総務部人事課［編］『愛知県職員録』昭和12年

9 月 1 日現在（愛知県、1937年）及び大蔵省印刷局編

『職員録』昭和27年11月15日現在（大蔵省印刷局、

1952年）を参照。

（41）昭和12年の『愛知県職員録』では、課長以下雇・嘱

託まで含めて39名の社会教育課の職員名をあげてい

るが、それらの職員のうち、戦後（昭和27年）の『職

員録』に、同一人物と思しき名前の職員が 2名掲載さ

れている。 1名が林務課の職員、もう 1名が教育委員

会の委員である。しかし両者とも戦後の「文化会館」

建設構想に関わる立場であるとは言い難い。

（42）戦前の府県は地方公共団体であるとともに、国の地

方行政官庁でもあり、府県の幹部職員や下僚の属や技

手などは国家公務員的な存在であったことから頻繁

に府県を越えて異動していた（例えば、桑原幹根『世

紀を生きる：歴史とは未来のこと』（政経社、1973年）

などを参照）。

（43）なお、文化施設の名称が似ていること、公園的環境

で建設が考えられたことにも戦前と戦後の構想の関

連を問えるが、「文化館」「文化会館」という名称や、

文化施設が公園的な環境の中に建設されることは一

般的な事柄であり、関連を窺わせるほど特徴的なこと

ではないだろう。

（44）開館30周年記念「愛知県図書館開館30周年記念展」

（2021年 4 月 9 日～ 7月 7日開催）

（愛知芸術文化センター愛知県図書館）
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（33）

県議会史』第 8 巻（愛知県議会、1971年）418～419ペー

ジ）。

（23）一方「財政規模の急激な膨張を来たしたのも事実」

といわれる（歴代知事編纂会編『日本の歴代知事』第

2 巻（上）（歴代知事編纂会、1981年）426ページ）。

（24）明治憲法下の位置づけである。美濃部達吉著『行政

法撮要』上巻、訂正第 5 版（有斐閣、1937年）501ペー

ジ。

（25）注（12）掲資料56ページ。

（26）「図書館は皇紀二千六百年記念事業として理想的な

県立案が研究されて居たが事変の為か来年度予算と

しては立消になつたのは残念であつた」（『愛知の社会

教育』第 4 巻第12号（愛知県教化事業協会、1937年）

6 ページ）。

（27）愛知県公文書館蔵の1938（昭和13）年 5 月10日付起

案文書「保存文書ノ処理ニ関シ再度御伺」（『編纂保存』

70-1、索引番号16）では、この頃の県立図書館建設に

関して「該図書館新設ノ議モ種々ノ事情アリテカ一向

ニ進行セサルノ状況ナリ」との関係者の話を伝えてい

る。なお、この文書の存在については、加藤聖文「喪

われた記録：戦時下の公文書廃棄」『国文学研究資料

館紀要』第 1 号（国文学研究資料館、2005年）に教え

ていただいた。

（28）今日の議会答弁では「研究します」との言い回しは、

結論を先送りしてしまうことを意味している（森下寿

『どんな場面も切り抜ける！公務員の議会答弁術』（学

陽書房、2017年）102ページ）。

（29）1942（昭和17）年10月、愛知県図書館協会は巡回用

貸出文庫の運用を開始した。これは市立名古屋図書館

が県内の図書館や団体に上限50冊 3 か月以内で貸与

する事業であったという（園田俊介編著『津島市立図

書館編年資料集成1895-2015』上冊（1895-1963）（津

島市立図書館 ・まちづくり津島、2015年）131ページ）。

愛知県図書館協会が県域をサービス対象とした貸出

文庫を始めたということであり、同協会の中央図書館

化が一層進展したといえるが、注目すべきは市立名古

屋図書館がこの事業に関係している点である。同館の

中央図書館化ともいえる事態だが、本県が市立名古屋

図書館を中央図書館として遇する方向に転じたとい

うことであり、本県の図書館行政・施策の大きな変更

であるといえる。

（30）桑原幹根、1895（明治28）年生まれ。東京帝国大学

法学部政治学科卒業後内務省。戦後愛知県知事（官

選）。1951年公選知事に。以後24年間、愛知県の産業

基盤整備を進めるとともに文化振興にも努めた（歴代

知事編纂会編『日本の歴代知事』（歴代知事編纂会）

など）。

（31）1946年定例県会で21件の意見書が可決（1947.1.16）

されたが、その中に「中央図書館建設に関する件」と

「美術学校及美術博物館建設に関する件」があった（愛

知県議会事務局編『愛知県議会史』第 8 巻（愛知県議

会、1971年）1064ページ）。また戦後初期の議会では、

青少年や女性のための文化・社会教育施策がしばしば

話題となっている（愛知県議会事務局編『愛知県議会

史』第 9 巻（愛知県議会、1981年）参照）。

（32）愛知県文化会館編『愛知県文化会館二十年のあゆ

み』（愛知県文化会館、1979年） 1 ～ 2 ページ。

（33）同上 3 ページ。

（34）根本昭ほか著『文化会館通論』（晃洋書房、1997年）

1 ～ 2 ページ。引用部分は 1 ページ。

（35）注（32）掲書 2 ページ。なお、戦前には公立の美術館

が少なく全国各地での公立美術館建設は戦後の事象

であったこと（安田篤生「日本の美術館史を少しだけ

振り返りましょう」『学芸員の部屋』奈良県立美術館

（2021年11月25日）、https://www.pref.nara.jp/59730.

htm、2022年11月13日参照）を踏まえると、愛知県文

化会館を構成する施設として、郷土文化館的施設では

なく美術館が設けられたことも、戦前と戦後の「文化

会館」構想の違いを考える上で示唆的である。

（36）日本経済新聞社編『私の履歴書』第21集（日本経済

新聞社、1964年）75ページ。内山岩太郎、1890（明治

23）年生まれ。戦後神奈川県知事（官選）。1947（昭

和22）年公選知事に。以後連続五期20年神奈川県政を

担った（歴代知事編纂会編『日本の歴代知事』（歴代

知事編纂会）など）。

（37）桑原幹根『桑原幹根回顧録：知事二十五年』（毎日

新聞社、1979年）285ページ。

（38）松尾友雄「図書館令第一条第二項」『図書館雑誌』

第28年第 2 号（日本図書館協会、1934年）34～35ペー

ジ。著者の松尾は当時文部省社会教育局の属。この論

文について松尾はあくまでも個人の見解であると

断っているが、図書館令第 1 条第 2 項の解釈に関して

松尾と論争した中田邦造（当時石川県立図書館長）は、

松尾の主張を「文部省内に漂つてゐるのではないかと

想像される一つの意外な考へ方」（「図書館は図書館と

して発達せしめよ：図書館令第一条の再吟味」『図書

館雑誌』第28年第 4 号（日本図書館協会、1934年）90

ページ）と捉えている。現在の公民館に類似した社会
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（32）

み：愛知県移動図書館記録書』（愛知県教育委員会文

化財課、1991年）、よねいかついちろう「戦後初期愛

知県の図書館史：鋤柄欣宥氏インタビュー記録」『図

書館文化史研究』第36号（日本図書館文化史研究会、

2019年）を参照。

（ 2 ）例えば、愛知県教育委員会編『愛知県教育史』第 3

巻（愛知県教育委員会、1973年）や注（ 3 ）に掲げる著

作など。

（ 3 ）加藤三郎編著『愛知県図書館史年表資料考説：愛知

県における図書館のあゆみ』（中部図書館学会、1981

年）、曽根信行・加藤三郎「愛知県」『近代日本図書館

の歩み. 地方篇：日本図書館協会創立百年記念』日本

図書館協会編（日本図書館協会、1992年）。

（ 4 ）愛知県編『愛知県昭和史』上巻（愛知県、1972年）

323、547ページ、同下巻（1973年）545ページ、愛知

県議会事務局編『愛知県議会史』第 8 巻（愛知県議会、

1971年）474、546～547ページ。

（ 5 ）以下、文部省社会教育局編『図書館一覧. 昭和12年

4 月 1 日現在』（文部省社会教育局、193-年）及び天

野敬太郎・森清編『図書館総覧』（青年図書館員聯盟、

1938年）による。

（ 6 ）以下、市立名古屋図書館については、名古屋市鶴舞

中央図書館編『名古屋市鶴舞中央図書館七十年史：

1923～1993』（名古屋市鶴舞中央図書館、1994年）に

よる。

（ 7 ）阪谷俊作、1892（明治25）年生まれ。京都帝国大学

国文学科卒業後、東京帝国大学に学ぶ。1922年から市

立名古屋図書館長（～1948.11）。市立名古屋図書館を

県内の公共図書館運動の中心たるべく図書館運営に

努めた（前川芳久「市立名古屋図書館における阪谷俊

作館長の業績および著作目録」『中部図書館情報学会

誌』第50巻（中部図書館情報学会、2010年）など）。

（ 8 ）後掲の吉田萬次議員の質問に対する、田中知事の答

弁を参照。

（ 9 ）愛知県図書館協会は、1932（昭和 7 ）年 2 月に会則

を改正し、会長に本県学務部長（それまでは総会での

選挙で選出）、副会長 2 名のうち 1 名を本県社会教育

課長に充てることとし、事務局を市立名古屋図書館か

ら県庁社会教育課内に置くこととなった（『市立名古

屋図書館々報』第91号（市立名古屋図書館、1932年）

6 ページ）。

（10）しばしば関係者の会議で本県に貸出文庫の運用を強

く求めていることにそのことが窺える（例えば「愛知

県図書館長会議」（『市立名古屋図書館々報』第90号（市

立名古屋図書館、1931年） 6 ページなど）。

（11）阪谷俊作「事業実施上の要点」（『愛知の社会教育』

第 4 巻第 3 号（愛知県教化事業協会、1937年） 6 ペー

ジ）

（12）『昭和十三年通常愛知県会会議録』第 2 号（愛知県、

1938年）45ページ）。なお実際には、県立岐阜図書館

の設立が1934（昭和 9 ）年 3 月、三重県立図書館の設

立が1937（昭和12）年 1 月のことである。

（13）同上46ページ。

（14）田中広太郎、1888（明治21）年生まれ。東京帝国大

学法学部政治学科を卒業後、内務省に入る。静岡県知

事、長崎県知事を経て、1937（昭和12）年 2 月、愛知

県知事（任期1937.2.10～1940.4.9）。欧米留学の経験が

あり、京都大学、九州大学、明治大学、日本大学等で

教鞭を執った。著書に『地方税戸数割』（良書普及会、

1922年）、『地方税制講話』（良書普及会、1927年増補

改冊）等多数（歴代知事編纂会編『日本の歴代知事』

第 2 巻（上）（歴代知事編纂会、1981年）482ページなど）。

（15）以上、会議録からの引用部分を含めて、注（12）掲資

料55～56ページ。

（16）『昭和十三年通常愛知県会会議録』第 8 号（愛知県、

1938年）423～424ページ。

（17）紀元二千六百年記念造林事業は、記念事業として全

国的に取り組まれた事業で、本県においても県有財産

の造林と林業経営の模範を示すことを目的に、1939

（昭和14）年度から 5 か年計画で500町歩の造林を計

画した。この記念造林事業は、太平洋戦争により計画

から 3 か年遅れ、1946（昭和21）年度に終了した（愛

知県編『愛知の林業史』（愛知県、1980年）1250～

1251ページ）。

（18）古川隆久著『皇紀・万博・オリンピック：皇室ブラ

ンドと経済発展』（中公新書、1998年）83ページ。

（19）「綜合文化を展望する一大殿堂の建設：県庁部課長

会議で強調された皇紀二千六百年記念事業」『大阪朝

日新聞（［名古屋］市内版）』第20054号（1937年 8 月

20日） 6 ページ。

（20）「県立図書館実現の曙光が見えた：県の紀元二千六

百年記念事業」『愛知の社会教育』第 4 巻第10号（愛

知県教化事業協会、1937年）11ページ。

（21）同上。

（22）1939年度当初予算は、合計約580万円が整理節約の

対象となり、これに対して日中戦争関連及び緊急の新

規事業などが積み上げられて、前年度当初予算に比し

約270万円の減となった（愛知県議会事務局編『愛知
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（31）

当時の本県（社会教育課）は把握していたと推測さ

れる。愛知文化館は文部省のこうした意向も参考に

構想されたのではないだろうか。複合文化施設とい

う点で同じ枠組みで構想されているとはいえ、戦前

のそれは、戦後のそれとは随分異なる歴史的文脈の

中で考えられたものであった。

　戦前の構想が戦後に引き継がれた可能性について

も検討してみたい。戦後の「文化会館」建設構想の

検討には、知事公室を中心に関係各課が参加してお

り、その中に教育委員会の社会教育課と文化課の名

前が見える
（39）
。これらの課、ことに教育委員会に属す

る課が委員会開催の前にどの程度「文化会館」構想

に関わったかは分からないが、委員会に向けて庁内

で資料を検討する際、戦前の計画が参考にされた可

能性は大いに考えられるところである。この場合、

戦前と戦後の関係職員が重なっていることがあれ

ば、有力な状況証拠となるであろうが、建設構想に

関わった戦前と戦後の職員との人的連続性は、実は

極めてか細い。

　今、職員録で、1937（昭和12）年当時の社会教育

課の職員と、戦後（1952（昭和27）年）の本庁職員

（係長以上）とを比較すると
（40）
、戦後「文化会館」の

構想に関わった県庁の課室に、戦前の職員と同一人

物と思しき職員は確認できない
（41）
。戦前の文化施策に

関わった課の職員が、戦後その分野の県政に見えな

いということは、戦前の構想が戦後の参考にされた

とするには根拠が乏しいということになろう。なお、

県政における戦前と戦後の人的な連続性がか細いの

は、その間に、相応の年数を経ていること、戦争と

いう大きな社会変動があったこともあるが、戦前と

戦後では府県という地方公共団体の事務を担う職員

のあり方が異なっていたことも大きい
（42）
。

　先にも述べたが筆者は現在のところ戦前と戦後を

繋ぐ資料を手に入れていない。歴史的な文脈が異な

ること、文化事業を担った人的な連続性が薄かった

ことから、戦前と戦後の「文化会館」建設構想との

間に、直接的な関連性があったとは積極的には言い

にくいのが現状ではある。しかし、逆にまったく無

かったとも言い切ることも不可能であろう
（43）
。この点

を闡明するためには、今後も関係資料の細やかな探

索が必要であることは言うまでもない。筆者は、い

つの日か、何かの文献、あるいは古い簿冊の中に綴

られた文書の片隅に「愛知県文化会館の建設にあ

たっては、戦前にも同様の案があり、それも参考に

した」というような文言が見つかることを期待して

いる。

　1954（昭和29）年 2月、名古屋の都心・栄公園の

一角で愛知県文化会館の建設が始まった。1955年に

は美術館が、1958年には講堂が竣工した。そして

1959年 3 月図書館が竣工、 4月図書館が開館した。

1880（明治13）年に県立書籍館の開設を試みてから

約80年を経て、ようやく本県は本格的な県立図書館

を持つことができた。

おわりに　
　2021（令和 3）年 4月、愛知県図書館は開館30周

年を振り返る写真展を開催した
（44）
。その中で、愛知県

図書館に先行した愛知県立書籍館、愛知県立図書館

（貸出文庫・移動図書館）、そして愛知県文化会館

を紹介した。今回それらに加えて、記念事業として

構想された県立図書館＝愛知文化館について言及す

ることができた。

　今後も関係資料の探索という課題は残っている

が、県政150年の歴史に、図書館史という立場から、

なにがしかのことを付け加えることができたとすれ

ば幸いである。

（ 1）戦後初期の本県の図書館事業（愛知県立図書館）に

ついては、愛知県教育委員会文化財課編『40年のあゆ
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（30）

で続くこととなった。

3 　愛知県文化会館の建設
　　―戦前と戦後の「文化会館」―

　1951（昭和26）年 9月 8日、サンフランシスコ講

和条約がわが国と関係諸国との間で調印され、翌年

4月、わが国は再び独立国として国際社会に復帰し

た。

　当時のわが国はまだ貧しく、本県においても戦災

からの復興は緒に就いたとはいえ事情は同様であ

り、県民所得はまだ低く、食糧や住宅事情は厳しく、

殊に県民の文化活動を支える施設には乏しかった。

時の桑原幹根知事
（30）
は、この独立達成を機会に、県立

図書館、美術館、女性と青少年のための集会場の開

設という文化施策・社会教育上の懸案
（31）
を一括総合し

解決を図るため、三つの施設が一体となった文化の

殿堂を建設し県民文化の向上を図るとともに、中部

地方における文化活動の中心となる文化センター＝

「文化会館」の建設を企図した
（32）
。

　1952（昭和27）年 4月、講和記念事業文化施設基

本計画樹立委員会（以下「委員会」という。）が開催、

文化センター建設案の概要説明が行われ、①図書館・

美術館・教養施設の三部門が分離独立しないで融合

一体となった独自の総合文化施設であること、②県

民に対する文化振興の原動力とするために、移動性

と融通性のある活動力を備え、施設も文化の殿堂と

して近代的な品位をもつものであること、の 2点が

考えられた
（33）
。

　委員会で考えられた点は、戦前、記念事業として

考えられた県立図書館が、講堂や博物館等との複合

文化施設として構想されていたことを思い起こさせ

る内容であり、かつての構想と戦後の「文化会館」

建設構想との間に何らかの関連性を予想させるもの

である。

　しかし、現在まで筆者は、戦前と戦後の建設構想

の関連を、直接に教えてくれる資料を見つけること

はできていない。また、情況証拠と思われる点も積

極的に関連を推定するには根拠が薄い。

　まず、共に複合文化施設として構想されたという

点についてであるが、戦後本県の「文化会館」は、

先にも触れたように文化施策・社会教育上の課題を

一括して解決するために計画されたものであるとと

もに、戦後各地の自治体での公立文化施設建設の流

れの中に位置づけることができるものであった。

　戦後全国各地で普及を見た「音楽堂、劇場、展示

場等の機能を有する」複合文化施設、いわゆる「文

化会館」は、戦前の公会堂に由来し、戦後の復興と

ともに地域住民の芸術文化鑑賞の機会や文化活動の

発表の場を提供する施設として建設が開始され、特

に1960年代に入ってから各地で盛んに建設されるよ

うになった施設である
（34）
。戦後本県の「文化会館」＝

愛知県文化会館も、全国的な「文化会館」設置より

はやや時期的には早いが、県民の芸術文化鑑賞の機

会の提供と文化活動を支える場として構想、開設さ

れた
（35）
。神奈川県立図書館・音楽堂など多くの会館施

設を建設し「会館知事」と呼ばれた内山岩太郎神奈

川県知事
（36）
と同じく、桑原知事も「会館知事」と呼ば

れた
（37）
ことがこの間の事情を象徴していよう。

　一方、戦前の愛知文化館に関する数少ない資料を

眺めた場合、公会堂的な施設が中核となっていると

言うよりも、図書館が中心となって講堂、博物館的

施設が配された施設として構想されているように感

じられる。実はこの頃、文部省内では、町村におい

ては図書館、博物館等個々分立した社会教育施設で

はなく単一の施設が望ましい、町村の図書館はやが

て社会教育館というものに変化していくのではない

か、県立市立の図書館についても同様な動きを期待

したい、という考えが存在していた
（38）
。

　文部省の一部にあったこうした考えについては、

― 129 ―



（29）

合文化施設の中の一施設としての図書館であったの

である。答弁の中で郷土文化館的施設に言及した部

分は、直前の図書館建設の希望を述べた部分と合わ

せて、複合文化施設としての構想を述べていたわけ

であるが、この施設について、「愛知文化館」とい

う名称が考えられていたこと、複合文化施設として

構想されていたこと、さらに公園的な環境の中で建

設が考えられていたことに、戦後の本県の文化事業

を知る者には興味深いところがあろう。注目すべき

はその規模の大である。 3万坪（ 9万 9千平方メー

トル）の敷地といえば、現在の愛知芸術文化センター

の敷地面積が、名城地区（愛知県図書館）の約 1万

平方メートル（10,120.24㎡）と、栄地区の約 1万 8

千平方メートル（18,173.11㎡）とを合わせて約 2万

8千平方メートルなので、その 3倍以上ということ

になる。

　筆者は、この愛知文化館の内容に関してこれ以上

の詳細を伝える資料を見つけていないので、広い敷

地にどのような建物が構想されていたかを述べるこ

とはできない。しかし、当初予算の編成に当たって、

中央から前年度比 1割以上の節減
（22）
を求める指示がな

されたため、建設計画が見送られたことを踏まえれ

ば、かなりの規模感の複合文化施設が構想されてい

たといえる。そこには、田中知事の意向とともに、

市立名古屋図書館の存在が大きく働いていたと思わ

れる。

　田中知事は、前任地の長崎県、前々任地の静岡県

で積極的に公共事業に取り組んだ知事であった
（23）
。田

中知事が本県に赴任した頃は、現県庁舎の建設が進

んでいる時期であり、名古屋汎太平洋平和博覧会が

盛大に開催されていた。こうした環境は、田中知事

の、新規の大規模事業への関心を大いに刺激したこ

とであろう。

　また、県という市町村の上級団体という立場
（24）
から、

市立名古屋図書館を規模と内容の点で上回るものを

作りたいという強い意識があったことは、田中知事

が県会で、吉田議員の提案に対して、次のように答

えた点にその一端が窺えよう。

不完全ナルト申シマスルト悪イガ、詰ラナイト

申シマシテモ悪イガ、小サナ中央図書館ト云フ

ヤウナコトハ考ヘタクナイ、斯ウ云フヤウナ実

ハ頭デ居リマス
（25）

　さて、社会教育課内での第 2回目の打合せが 9月

24日に開催されて後、この愛知文化館に関する県庁

内の動きはよく分からない。1938（昭和13）年度当

初予算要求は、どうやら日中戦争の先行きを懸念し

て見送られてしまい
（26）
、その後、県庁内での愛知文化

館建設に関する研究は停頓したようである
（27）
。そして、

前述のように、中央から予算の 1割削減を求められ

たことから、1939年度当初予算要求にも盛り込まれ

ることはなかった。森部総務部長が「研究します」

と答弁した1938年通常県会の時点では、本県は県立

図書館＝愛知文化館の早期の建設を諦めてしまって

いたのではないかと思われる
（28）
。

　実際、1939（昭和14）年11月、1940年度当初予算

を審議する通常県会が開会され、前年度に比し

3,674,000円増の当初予算案（総額27,853,000円）が

提出されたが、日中戦争の遂行に関係した事業等に

重点が置かれる一方、既存事業は極力整理節約、新

規事業は時局に対応して緊急やむを得ないもののみ

を計上するという方針が採られたため、県立図書館

＝愛知文化館の建設に関わる経費は予算に計上され

なかった。1939年通常県会は、図書館について議論

することなく、提出された議案をすべて原案通り無

修正で可決し、12月 1 日に閉会した。

　結局本県は、戦前、県立図書館を設けることはな

く、中央図書館として期待された役割は、本県と愛

知県図書館協会が担い続ける体制
（29）
が戦後しばらくま
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（28）

テ何カシタイト云フコトヲ考ヘタ時ニ県庁ニ於

テ部課長会議ヲ以テ諮リマシタルソノ時ノ案ノ

一ツニハコノ中央図書館ヲ是非建設致シマシテ

立派ナル記念事業ヲ造ツテ見タイ、同時ニ郷土

ノ色々ノ歴史ト申シマスカ、ソウ云ツタヤウナ

モノニ対スル尊重ノ観念ヲ養成スルタメノ郷土

文化ヲ蒐集スルヤウナ館モ造ツテ見タイト云フ

ノデ一通案ガ出来タノデ御座イマス

　しかし、日中戦争の長期化に伴い、記念事業抑制

の方針が中央から発せられたことから、図書館の建

設を見送ることになったと述べ、そして、他日適当

な機会を待って改めてこの問題を早急に考えてみた

いと、市立名古屋図書館を県の中央図書館にという

吉田議員の提案を退けた
（15）
。

　この図書館建設に関する知事の答弁に関連して、

11月22日の郡部会でも森部総務部長が、図書館等を

記念事業として考えたが一割の予算縮減を求められ

て実現できなかった、今回の記念事業は1940（昭和

15）年の紀元二千六百年を中心として行われる事業

なので、1940年から始める事業、あるいは1940年ま

でに終わる事業といろいろ解釈できると思う。そう

いうことであるので、今回の記念事業については来

年度（1939年度）に計画しても遅くないので十分研

究し、その時の状況に応じて決めていきたいと答え

ている
（16）
。

　1938年通常県会では、県立図書館の設置について

は、これ以上議論はされず、図書館建設の代わりに

記念事業として計画された紀元二千六百年記念造林

事業
（17）
に関わる予算を可決し、12月 7 日に閉会した。

⑵　県立図書館＝「愛知文化館」建設構想

　国家的プロジェクトとしての記念事業の起点は、

1933（昭和 8）年 3月の第64議会貴族院本会議で、

阪谷芳郎が記念事業に関する質問を行った時である

とされる
（18）
。阪谷芳郎は記念事業推進の中心人物で、

ちなみにこの阪谷芳郎の息子（次男）が市立名古屋

図書館長の阪谷俊作である。

　1935（昭和10）年には事業の実施を検討するため、

内閣に紀元二千六百年祝典準備委員会が設置、翌

1936年には官制による紀元二千六百年祝典評議委員

会と紀元二千六百年祝典事務局が設置され、国家的

一大プロジェクトの実施に向けての取組みが開始さ

れた。

　本県においても県内市町村その他各種団体の記念

事業関連計画について調査を始めたが、自らが取り

組む事業の検討を本格的に開始したのは1937年の 8

月19日の庁内部課長会議においてである。会議では

郷土歴史館、県立中央図書館、産業館、博物館から

なる「愛知文化を一堂に展望する」文化施設の建設

が強調された
（19）
。部課長会議ではその後も検討が続け

られ、文化施設の建設が記念事業として適当である

と決定、田中知事の意向とも合致したので、学務部

の社会教育課で建設へ向けて研究が開始された
（20）
。

　社会教育課では、県庁内の関係部署の専門家の意

見を参考に、9月 9日に第 1回目の打合せを開催し、

次のような案を骨子として具体的な内容の研究を進

めることとなった。

一、名称は「愛知文化館」（仮称）としては如何。

二、位置は自然美に富み精神修養学術研究に相　

応しき環境を選び凡そ三万坪とし全体を公園

的なる経営とする可とす。

三、内容は図書館、講堂及宿泊所、博物館（歴

史、美術、産業）とするを可とす。

四、経営の要点は郷土を中心とし之を日本的に

まで発展せしめ、歴史館の如きは郷土の三傑

を中心としたる特色を有せしむること
（21）
。

　田中知事が答弁で明らかにした県立図書館は、複
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（27）

ず、限定的にしか図書館事業に関わっていない本県

を、県内の図書館関係者は是としていなかった
（10）
。そ

して本県関係者も図書館サービスを欠いていること

には自覚的であり、その必要性を強く感じていた。

自ら編さんしていた広報誌に、市立名古屋図書館長・

阪谷の厳しい意見を掲載したことにそのことが窺え

る。

県営貸出文庫の未設置は本県の恥辱である
（11）
。

　紀元二千六百年を迎える頃の、県内の図書館事情

は以上のようであった。

2 　記念事業としての県立図書館建設構想　
⑴　県会での図書館建設に関する議論

　1939（昭和14）年度の当初予算を審議するため、

1938年11月 8 日から同年12月 7 日までの 1か月間、

この年の 3月に完成した新県庁舎議事堂（現在の本

庁舎講堂）で、1938年通常県会が開かれた。

　11月15日の連帯会で、当時県会の最大会派であっ

た民政党の吉田萬次議員（一宮市）が質問を行った。

国民精神総動員運動に関する質問を手始めに、転業

対策、生業資金の運用など県政の各方面に亘ってそ

の見解を質したが、その中に中央図書館の設置につ

いて本県の姿勢を問うものがあった。

第七ハ中央図書館ナクシテ県ハ県下ノ図書館ヲ

如何ニ指導セラレルカト云フ問題デアリマス、

社会教育ノ上カラ図書館ノ必要デアルコトハ今

更言ヲ俟タナイノデアリマシテ、現下ノ国情カ

ラ見マシテモ之ガ文教上或ハ思想上或ハ現代代

用品ヲ作ルトコロノ科学的方面カラ見テモ図書

館ノ必要ナルコトハ今更言ヲ俟タナイノデアリ

マス、而モ愛知県ハ社会教育ガ相当発達シテ居

ルト観ラレテ居ルノニ県立ノ図書館ガナイト云

フコトハ甚ダ遺憾ニ思フノデアリマス、今日県

立図書館ノナイノハ全国漸ク十ケ所ニ過ギナイ

ノデアリマシテ、最近ハ三重県ニ出来昨年ハ岐

阜県ニ出来テ居リマス
（12）

　とはいうものの、日中戦争の早期解決が遠のき、

非常時が呼号されている状況では、多額の費用が必

要な県立図書館の設立を要求できる筈もないので、

別の方法によって、中央図書館の機能を立派に果た

すことができるのではないか。その方法というのは、

県内の公立図書館の一つ、具体的には市立名古屋図

書館を中央図書館にしては、というものであった。

県下ノ一図書館ヲシテ文部省ノ認可ヲ得テ指定

図書館―所謂中央図書館トスルト云フコトデ

アリマス、幸ニシテ名古屋市ニハ立派ナ図書館

ガアルカラ之ヲ文部省ニ御願ヒシテソノ認可ヲ

得テ中央図書館ニシテ頂キタイト思フノデアリ

マス
（13）

　吉田議員の質問に、田中広太郎
（14）
知事が答弁に立っ

た。田中知事は、中央図書館の建設は専門の指導研

究機関の創設であるとともに、一般大衆のための社

会教育機関として現在特に必要とされているもので

あるとの意見を開陳し、今回の記念事業に際会して、

どのような事業を行うかを県庁内の部課長会議で検

討した時に、県立図書館―中央図書館と、郷土の

文化に関する資料を収集する郷土文化館の建設が浮

上したことに言及した。

中央図書館ノ建設ト云フコトハ一面ニ於テハソ

ノ専門ノ指導研究機関ヲ創設スルト共ニ又一般

大衆ノ通俗機関トシテ私ハ極メテ現下必要ノコ

トト存ジマシテ実ハ二千六百年ノ記念事業トシ
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（26）

府県は 1道 2府34県、合計37団体であった。図書館

数では、山口県、熊本県及び宮崎県の 3県が複数の

県立図書館を設置しているので、合計41館となる。

府県立図書館の設けがないのは、本県のほか、栃木

県、群馬県、東京府、富山県、福井県、滋賀県、兵

庫県、島根県及び広島県であった。このうち、東京

府、兵庫県、島根県は貸出文庫を運営していた。

　当時、県内には公私立図書館が62館あった。その

うち、蔵書 1万冊以上の図書館が市立 3館、町立 3

館、私立 3館の合計 9館存在したが、蔵書が 3千冊

に満たない図書館が43館、全体の約70％を占めてい

た。図書館の中では、市立名古屋図書館が蔵書冊数

約13万冊、職員数55名、予算額（1937年度）約 5万

円と群を抜く規模であった。ちなみに、蔵書冊数で

は岩瀬文庫が約 9万冊、職員数と予算額では名古屋

公衆図書館が19名と約 1万 5千円で、市立名古屋図

書館に続いていた。全国の市立図書館で蔵書冊数が

5万冊を超えていた図書館が 8館あったが、市立名

古屋図書館は、東京市立日比谷図書館の約20万冊に

続く規模の図書館であり、道府県立図書館でも、市

立名古屋図書館を蔵書冊数で上回るのは、大阪府立

（約27万冊）、京都府立（約17万冊）、岡山県立（約

14万冊）の 3館だけであった。

　市立名古屋図書館
（６）
は、市民の図書館ニーズを踏ま

え、大正天皇の御大典記念事業として1915（大正 4）

年に建設が企画された。1923（大正12）年 9月、図

書館が竣工、翌10月から一般へ門戸を開放した。開

館前から名家の遺書の買い入れや市史編さん資料の

移管を進めるなど蔵書の充実を図った。

　開館後は、館外貸出、児童・視覚障害者向けのサー

ビス、レファレンスや巡回文庫を開始するなど市民・

市域への図書館サービスを推進した。また1924年に

は、県内の図書館関係者によって図書館事業の進歩

発達を図ることを目的に愛知県図書館協会が結成さ

れたが、その事務局が同館に置かれ、さらに1933（昭

和 8）年には、同館が中心となり日本図書館協会の

全国図書館大会を開催するなど市域を越えた公共図

書館運動の中核となるような活動も展開していた。

こうした活動は、同館初代館長の阪谷俊作の力によ

るところが大きいとされる
（７）
。

　一方、本県は県立図書館を有しておらず、県民・

県域全体への直接的な図書館サービスは実施してい

なかったが、国の教育行政の一環として、地方長官

である県知事が、改正図書館令（1933年勅令第175号）

等関係法令の規定により、県内の公私立図書館の設

置・廃止、中央図書館の指定、公立図書館長の監督、

公立図書館職員の人事等図書館に関する行政事務を

行うこととされており、学務部の社会教育課が実際

の事務を処理していた。

　地方長官の図書館に関わる事務の中に掲げられた

中央図書館とは、道府県内における図書館の指導と

連絡の統一を図るため地方長官が文部大臣の認可を

得て指定するもので、貸出文庫の派出、図書館経営

に関する調査研究や指導などの事業を行い道府県域

の拠点図書館として図書館事業の支援に係わる図書

館である。1933年の改正図書館令で新たに規定され

た。1937年当時33の道府県が中央図書館の指定を

行っていた。中央図書館としては道府県立図書館が

想定されていたが、地方長官は道府県立以外の公立

図書館を中央図書館として指定することができ、富

山県と広島県では県庁所在市の図書館を中央図書館

に指定していた。

　本県は、県域内の拠点図書館としての中央図書館

の必要性は認識していたが
（８）
、その指定を行っておら

ず、この頃県庁の社会教育課内に事務局を移してい

た愛知県図書館協会
（９）
と連携して、図書館間の協力促

進、図書館関係者への研修を開催するなど中央図書

館に期待されていた県域の図書館支援に携わってい

た。

　しかし、県民・県域への図書館サービスを実施せ
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（25）

 

はじめに

　戦前、愛知県（以下、地方公共団体としては「本

県」といい、地方名・地方行政区分名としては「愛

知県」または単に「県」という。）には県立図書館

が設けられていなかった。本県が図書館事業に本格

的に取り組み始めるのは、戦後間もない1948（昭和

23）年のことである。

　とはいえ、戦災の痛手は大きく、本県の財政状況

には厳しいものがあったことから、館舎の建設は見

送られ、地方での読書活動支援のため貸出文庫を活

動の中心に据えた「動く図書館」としての出発であっ

た
（１）

。

　専用の設備を備えた図書館としては、1959（昭和

34）年 4 月、大規模複合文化施設・愛知県文化会館

を構成する施設としての愛知図書館の開館を待たね

ばならなかった。

　戦前の本県は県立図書館を設置しなかったが、図

書館開設を目指した動きは県庁内に存在した。明治

10年代、将来の県立書籍館設置を視野に入れて県立

師範学校附属書籍室の一般開放が実施され、また、

昭和10年代前半には、1940（昭和15）年が神武天皇

の即位から2600年であることを記念する紀元二千六

百年奉祝記念事業として県立図書館の建設が考えら

れた。

　明治の県立書籍館については、愛知県における図

書館事業の濫觴であったことから、県内の図書館・

社会教育に関して書かれた文献で比較的言及されて

いる
（２）

。しかし、紀元二千六百年奉祝記念事業に関わ

る県立図書館については、長期化・苛烈化する戦時

下、構想の段階に止まり具体化することがなかった

ためであろう、県内の図書館史に関する専門の著作

でも言及されず
（３）

、県政に関する史書の中でも僅かに

触れられている程度である
（４）

。おそらく、図書館関係

者も含めて知る人も少ない事柄であると思われる。

　2021（令和 3 ）年 4 月、現在の県立図書館―愛

知芸術文化センター愛知県図書館（以下「愛知県図

書館」という。）が名古屋城内の一角で開館してか

ら30周年を迎えた。また2022年11月、本県は現在の

県域の地方公共団体となって150周年を迎える。こ

うした機会に、かつて紀元二千六百年奉祝記念事業

（以下「記念事業」という。）として考えられた本

県の県立図書館建設構想を紹介したいと思い今回筆

を執った次第である。それは図書館史という小片で

あっても150年に及ぶ県政史を豊かにする上で必要

なパーツであると考えているからであるが、同時に、

複合文化施設の一部門である愛知県図書館30年の歴

史を振り返ることができる地点に現在居て、戦前の

県立図書館に関する構想を知ってしまった者として

は、そのことに言及しないままでいることはできな

いと考えたからである。

　以下の行論では、まず紀元二千六百年を迎える頃

を中心に戦前の県内図書館事情を確認することから

始め、続いて県立図書館の建設構想、そして戦後の

本県の図書館事業との関連をみていくこととしたい。

1 　戦前の県内図書館事情　
　1937（昭和12）年 4 月 1 日現在

（５）
、図書館を持つ道

《研究ノート》

戦前愛知県の県立図書館建設構想

米井 勝一郎
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（24）

しか「八」に替えて「初」をあてるようになったと見

るのが至当であろう」、他の数詞の付く坪の位置とも

矛盾しないとしている。

　　　しかし、筆者の調査（注16掲載書参照）では、春日

井郡の数詞の付く12坪中10坪は「初ノ坪＝十八ノ坪」

であっても成立すると思われる。この場合、弥永・須

磨案の条里の境界線は、北東へ 1 坪分（ 1 町）移動す

ることになる。

（24）ハツノツボが自然であるのは、江戸時代の村絵図の

多くは南を上にしていることや太陽が昇る東を「上」

とする「日の縦」（成務紀）などの方位観からもいえる。

　　　なお、『尾張徇行記』（1792年～1822年編纂）は「字

八ノ坪」としているが、文政10年（1827）頃の村絵図

は「初坪」、天保12年（1841）では「初ノ坪」として

いる。「アザハチノツボ」は「アザハツノツボ」の誤

聴と解すべきであろう。

（25）注（4）の『新修名古屋市史　第 1 巻』p710

（26）拙著『春日井区誌』（同編纂委員会、2020年）p 6

（27）櫻井芳昭「春日井をとおる街道 6 」『郷土誌かすが

い　第19号』（同前、1983年）、同『尾張の街道と村』

（1997年）p165

（春日井郷土史研究会）
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（23）

に小規模な畠がある。再開発された町原里南端では、

東西に規則的に新しい家が並ぶ。荘の北東には15世

紀に春日部原といわれた広大な未開発の山林が続

き、木材や薪、落葉など生活必需品の供給地となっ

ているが、安食荘の領域は 5 里のうち比目里と馬賀

里間の 1 里以外は半分（平均）しかない。一方、西

部に広がる田の北から北東には、川の氾濫でできた

広大な荒野が広がる。そんな景観が浮かぶ。

　なお、北東部については、別案（図 7 ）も考えら

れる。安食荘絵図の南北線は絵図の北へ延伸してい

るようにみえる。その先には、戦国時代末まで味岡

荘上原村があったとされる通称上原がある
（26）

。そして、

この辺りの段丘崖の近くを豊場道（図 8 。藤堂街道

を経て国府に至る）が通っていたと推定されてい

る
（27）

。下市場では鎌倉時代の遺跡（「いち」と墨書の皿、

青・白磁や石鍋、祭祀と集落の遺構など）や古墳時

代の高坏が発見されている。至近には 6 世紀の蓋形

埴輪の出土した古墳や 7 世紀の廃寺が 2 寺あり、幹

線道であったと思われることから、荘北限の作縄横

路であった可能性も考えられる。

（ 1 ）水野時二『条里制の歴史地理学的研究』（大明堂、

1971年。以下、水野案という）、金田章裕「中世（ 1 ）」

『愛知県開拓史―通史編』（愛知県、1980年。金田案）、

弥永貞三・須磨千頴「醍醐寺領尾張国安食庄について」

『研究紀要　第 5 号』（醍醐寺文化財研究所、1983年。

弥永・須磨案）など多数あり、金田案と弥永・須磨案

は、『愛知県史　通史編 1 　原始・古代』（愛知県、

2016年）にも掲載されている。

（ 2 ）『北区誌』（名古屋市北区役所、1994年）

（ 3 ）拙論「安食荘の里の位置と東限について」『郷土誌

かすがい　第72号』（春日井市教育委員会文化財課、

2013年）

（ 4 ）弥永・須磨案 p27と『新修名古屋市史　第 1 巻』（名

古屋市、1997年）p710（桑畠を分別図示）に掲載。

筆者案は後者を前提とした。

（ 5 ）水野案、金田案も任意配置している。

（ 6 ）弥永・須磨案 p28

（ 7 ）律令の土地制度崩壊後、郡単位での広範な土地管理

が不要となり、条が廃止されたことで、固有名詞化し

たのではないか。町原里には国領と考えられる普通畠

に在家が規則的に配置されているが、これは本荘が11

世紀後半以降、国司によって停廃収公された時に設置

されたためで、条が付かないのは制度崩壊後の後発の

里であったためではないかと思われる。

（ 8 ）弥永・須磨案 p26

（ 9 ）前掲案 p33では小木村一ノ坪について、「正確に或

る里の東北隅に当る位置にくることが確認できる」の

で指標としたとしているが、現在確認できるこの小字

域は、 正方位に対してほぼ45度傾斜する、 5 町の細長

い形状である。字界も内外部の地割もほとんどが同じ

傾斜であり、本来の「坪」の姿からは程遠い。条里界

が北東方向に 5 町の範囲で移動しても、この表現は正

しいことになる。あくまでも「この案と矛盾しない」

という範囲の傍証とみるべきであろう。

（10）弥永・須磨案 p33

（11）詳細は注 3 掲載書参照

（12）『郷土誌かすがい　第73号』（同前、2014年）、拙著

『「安食荘」絵図を読み解く』（修正版2022年）

（13）『愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第48集　松

河戸遺跡』（同センター、1994年）

（14）『年報 昭和62年度』（愛知県埋蔵文化財センター、

1988年）

（15）注12の拙論、拙著参照

（16）拙著『春日井郡の条里比定と安食荘の復元』（修正

版2022年）p19

（17）川中耕地整理組合『地区変更設計変更認可申請書

綴』（名古屋市市政資料館所蔵）

（18）マス目のズレが一辺の 1 / 2 を超えると隣のマス目

との重なりの方が大きくなるため。

（19）金田章裕「尾張の条里と土地利用―その基礎的検討

―」『人文地理』第25巻第 3 号（人文地理学会、1973年）

p114.5

（20）金田案 p38。「復元」による齟齬ではなく、関係が

ないとみるべきであろう。　　　

（21）図 4 - 1 の古図とほぼ同一内容の天保12年（1841）

の村絵図（徳川林政史研究所）が『北区誌』（注 2 ）

p599に掲載されており、古図もこの時代のものとみ

るのが妥当である。

（22）『愛知県災害誌』（『北区の歴史』（愛知県郷土資料刊

行会、1985年）p83-85）

（23）弥永・須磨案は「元来は八ノ坪であったのが、いつ
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（22）

「味鏡野」と記載）の味美地区（江戸時代の味鋺原

新田）にあったとみるのが妥当であろう。

　東如意 5 里は66％が荒、田が25％、畠が 9 ％ある

ことから、如意（現名古屋市北

区如意ほか）東部で大半が荒の

町原里の北から西の段丘と旧河

川が入り組む地とその西に配し

た。里名は、近世の「六師村」

に近い位置に「六師里」を入れ、

検注帳案の記載順に北から南、

東から西へ配置した。西如意の

白鳥里と弓弦里は、「荒」が

82％あることから、旧河川が特

に集中する辺りに配置した。水

田区である隣の馬屋里と頭成里

と比べると、余程の地形的悪条件か、立荘前の経営

姿勢の違いが想像される。

　荘東部では、庄内川と矢田川の前身河川の網状の

流れの中にできた自然堤防上に桑

畠と家があり、背後の湿地では水

田が営まれている。その北に草や

低木の広大な荒野が続き、その中

7 
 

荘東部では、庄内川と矢田川の前身

河川の網状の流れの中にできた自然

堤防上に桑畠と家があり、背後の湿地

では水田が営まれている。その北に草

や低木の広大な荒野が続き、その中に

小規模な畠がある。再開発された町原

里南端では、東西に規則的に新しい家

が並ぶ。荘の北東には 15世紀に春日

部原といわれた広大な未開発の山林

が続き、木材や薪、落葉など生活必需品の供給地と

なっている。一方、西部に広がる田の北から北東に

は、川の氾濫でできた広大な荒野が広がる。そんな

景観が浮かぶ。 

 なお、北東部については、別案（図 8）も考えら

れる。安食荘絵図の南北線は絵図の北へ延伸してい

るようにみえる。

その先には、戦国時代末まで味岡荘上原村があった

とされる通称上原がある（26）。そして、この辺り

の段丘崖の近くを豊場道（図 7。藤堂街道を経て国

府に至る）が通っていたと推定されている（27）。

至近に 6世紀の古墳や 7世紀の廃寺が 2寺ある幹線

道であったと思われることから、荘北限の作縄横路

図 6 安食荘の現地復元図 ※旧河道は庄内川治水地形分類図（国土交通省）、二万分一地形図（明治 24年測図明
治 26.7.29発行。埼玉大学教育学部 人文地理学研究室谷 謙二「時系列地形図閲覧ソフト『今昔マップ２』」による。） 
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図 6　安食荘の現地復元図
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「味鏡野」と記載）の味美地区（江戸時代の味鋺原

新田）にあったとみるのが妥当であろう。

　東如意 5 里は66％が荒、田が25％、畠が 9 ％ある

ことから、如意（現名古屋市北

区如意ほか）東部で大半が荒の
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川が入り組む地とその西に配し
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（21）

　里界は、Ａ・Ｃ間の東西距離は38町（ 6里+ 2 町）

＋32ｍ〔4,174ｍ÷109ｍ〕で、初ノ坪指標と薦生里

指標では32ｍ（最大36ｍ・最小27ｍ。同上）食い違っ

ている。

　網の一マスである坪（109ｍ四方）の場合、食い

違いは最大54.5ｍ
（18）
であるので、本件の条界の食い違

い率は86％（最大100％）、里界は59％（最大66％）

である。積年の耕作や洪水で徐々に生じた齟齬で、

本来は整合していたとも考えられるが、この率から

は関連性はないとみるのが妥当であろう。

　この齟齬は、金田氏のいう小「条里地割区
（19）
」に由

来し、「洪水による堆積を受けた後に復元されてい

く過程で生じた齟齬」以上の齟齬と考えられる
（20）
。

　金田氏は安食荘で 4つの小「条里地割区」の可能

性があるとするが、金田案をみるかぎり「初ノ坪」

のある鴇田里と他の里の条里界に齟齬は見当たらな

い。この齟齬を後世のものとみた場合、条里界とし

てどちらの信憑性が高いのだろうか。

ウ　「初ノ坪」の信憑性

　条里型地割は下中切村全域から東西両隣村（安食

三郷）に東西0.4㎞、南北0.7㎞ほどにわたっており、

条里比定の理想的な指標といえるが、つぎのような

疑義が生じる。

　12世紀の坪型地割がそのまま19世紀まで
（21）
、維持さ

れてきたことになるが、周辺は庄内川と矢田川の合

流域で、江戸時代には大きな氾濫だけでも38回あっ

た
（22）
。その度に整地し直されたはずである。こうした

状況を考慮せず、地名と形状・大きさから直ちに古

代の条里の指標とするのは、早計ではないだろうか。

「八ノ坪」転訛説にも疑義が生じる
（23）
。

　また、「初ノ坪」は水田地区の南東隅、集落の北

東隣りにあり、地名としても自然な命名と思われ

る
（24）
。

エ　上条・下条・松河戸地区の安定性

　段丘の南、北東から南西へ緩傾斜する沖積地にあ

り、氾濫源となる庄内川は東からクランク状に屈曲

し、南端の低位を流れる。このため東部沿岸は直撃

されるが、広い後背地は川沿いの自然堤防が防波堤

となって防御されてきた。その安定性は、先に述べ

たとおり一帯の地割が14世紀から20世紀まで基本的

に変化しなかったことからも実証される。

（ 3）筆者の比定案

　以上の論考から、上条・下条界と薦生里の東畔を

条里界の指標として作成したのが図 6である。弥永・

須磨案の比定図については、「迫田里の過半と味鏡

里のほとんどが洪積台地上に位置することとなり、

検注帳にみる土地利用（筆者注：水田）との面で問

題が残るとの指摘がある
（25）
」。この点について、本図

では洪積台地は迫田里の半分、味鏡里の 4割程度で

ある。また、田村里と迫田里の中央を南北に流れる

旧河川と西の八田川が、両里の田の水源となったと

思われる。味鏡里の南東半分を占める田の水源とし

ては、東部を流れる八田川が考えられる。

　迫田里南部の川は旧河川（現地蔵川辺）の合流点

と重なる。賀智里南部から鴇田里の田の水源も旧河

川が考えられる。続榛里の田や川も旧・現河川と一

致する。馬屋里北部の中央以西から頭成里の大半に

わたる安食荘最大の水田地区や川も大きな旧河川と

よく一致する。

　原山は、地形と安食荘絵図を参考にすると、春日

井市稲口町辺りから南（絵図は「柏井野」「安食野」
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（20）

現地比定を試みた。社寺、集落（宅地）、周辺の田

や水路を指標に、元となった古図（図 4 - 1 ）・明治

17年下中切村地籍図（図 4 - 2 ）・明治24年地形図（ 2

万分 の 1 、大日本帝国陸地測量部）を照合すると、

極めてよく一致することが確認できたので、「字初

ノ坪」域を地籍図上に画し計測すると、東西102～

108ｍ×南北約108ｍの正方位の正方形であることが

分かった
（16）

。しかし、昭和初期の矢田川の付替えや耕

地整理で一帯は変貌し、現代の地形図では正確な位

置は把握できない。そこで、明治17年下中切村地籍

図（図 4 - 2 ）・昭和13年中切耕地整理図（図 4 - 3 ）
（17）

・

平成22年名古屋都市計画基本図（図 4 - 4 ）を照合し、

現在の位置を割り出した。この結果、「初ノ坪」の

南西角が名古屋市北区中切町 4 丁目58番地 8 の南西

角にあたることが判明した。

イ　両案の条里界の齟齬

　「初ノ坪」と上条・下条界、薦生里の位置関係は

図 5 のとおりである。

　条界は、Ａ・Ｂ間の南北距離は17町（ 3 里－ 1 町）

＋47ｍ〔1,900ｍ÷109ｍ〕で、初ノ坪指標と上条・

下条界指標では47ｍ（最大55ｍ。図 4 - 3 の注 2 参照）

食い違っている。

図 4 - 2 　下中切村地籍図
（明治17年、1/1200、愛知県公文書館所蔵）

注 　寺院記号の地は「宅地」とあるだけだが、南西隅に「墓
地」とあること、一筆の形状が右図の寺院境内地と同一
と思われるので、寺院と判断した。

図 4 - 3 　中切耕地整理図
（昭和13年、1/1200、名古屋市市政資料館所蔵）

注 1  　「初ノ坪」比定域を比定する指標とした神社敷地の形
状にズレがあるため、両社の北境界線と西の神社の北
東角を図 4 - 2 に重ねた。

注 2  　このため同域は、最大で東へ 5 ｍ、西へ 4 ｍ、南へ
8 ｍ（大縮尺のためｍ未満四捨五入）移動する可能性
がある。

図 4 - 4 　名古屋都市計画基本図
（平成22年、1/2500、名古屋市）

注 　道路を指標に図 4 - 3 を重ね、「初ノ坪」の位置を割り
出した。

〔 4 つの図の地図記号と点枠線は加筆、縮尺は元図の数値〕

図 4 - 1 　中切村の「初の坪」を示す古図
（部分。時期不明。水野案 p599の図から）

注 1 　元の絵図の上下を反転し、北を上とした。
注 2  　この図とほぼ同一の天保12年の村絵図が注2の文献に

掲載されている。
注 3 　中切村は明治初年に下中切村と改称した。

字
初
ノ
坪
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（19）

用されているとおり、下中切村の「初ノ坪」は、形

状・距離とも唯一かつ理想的な指標と思えた。しか

し、典型的な坪型の地名域が700年近く維持されて

きたと信じることに、大きな不安を覚えた（理由は

後述）ため、別のアプローチをとることとした。

ａ　里界

　検注帳案には、「四至 東限薦生里西畔　南限山田

郡堺河　西限子稲里東畔　北限作縄横路」とあるが、

どれも不明であった。仮に南限と北限が判明しても、

そこが条界であるとは断定できない。一方、東限と

西限については、里の「西畔」「東畔」としており、

どちらかの里の位置が現地比定できれば、春日井郡

の里界線を近代の地図で確定することができる。

　薦生里の音は「こもうり」ないし「こもふり」と

思われるが、筆者の調査で「こも」という通称地名が、

近年まで条里型地割が広範にあった春日井市松河戸

地区（弥永・須磨案が安食荘の東限に比定する勝川

地区の東に隣接）にあり、地元の古文書（18世紀末）

や『尾張徇行記』でも確認できた。位置は図 3 のと

おりで、近世以降の勝川と松河戸の境界の東である
（11）

。

図 3　薦生里の位置

　この「こも」が薦生里の遺名としても、正確な里

界は依然不明である。里界の手掛かりとなったのが、

安食荘絵図（『愛知県史　資料編 9  中世 2 』図版 1 ）

である。詳細は、拙論「安食荘絵図の考察（前）」

など
（12）

で論じたが、絵図の東西の区画線（南北線）を

近世の勝川村境に重ね、「醍醐塚」（「　」は絵図に

記載。以下、同じ）を村で最も目立ったであろう南

東山古墳に重ねると、各描画物は村の発祥地区や神

社、寺院、古道に重なり、「安食」「柏井」界は近世

の勝川・松河戸両村界に一致する。『寛文村々覚書』

は、両村を醍醐荘勝川村、柏井荘松河戸村とし、『尾

張徇行記』では松河戸村の「西田面ノ字」として「井

ノ上コ毛境田」をあげている。「井ノ上」はこの絵

図の区画境にある「井上」（柏井側）、境田は「勝川

村境の田」の意と考えられる。また、近年の松河戸

地区の発掘調査では、現地表の条里型地割は14世紀

後半から16世紀の地割を継承していることが確かめ

られている
（13）

。また両村界の地中で里界と考えられる

「大畦畔」（図 3 参照）が検出されている
（14）

。

　以上からは、近世の勝川村と松河戸村の境界（現

在の長塚町・愛知町界）が薦生里の西畔であったと

考えられる。現在の正確な位置は、愛知電機株式会

社（春日井市愛知町 1 ）の西の南北道の西側側溝（長

塚町 2 丁目）である。

ｂ　条界

　松河戸の北東、下条・上条にも広大な条里型地割

（最長で東西1.6㎞、南北1.8㎞）がみられ、両地区

界は東西1.4㎞の直線であった。直接の言及はない

が、弥永・須磨案の条里図に条里関連地名として記

載されている。両地区の条里型地割は松河戸から連

続しており、14世紀後半まで遡る可能性が高い。ま

た、安食荘絵図の区画線は坪（ 1 町）を規格に引か

れており
（15）

、区画内を 1 町単位で区画すると、坪界線

の延長線の 1 本が上条・下条界と一致する。

　以上から近世の上条・下条村界が16条・17条界と

考えられる。現在の位置は、中部中学校南の道路の

南側歩道（用水路。下条町 1 丁目）である。

（ 2）弥永・須磨案と筆者案の比較検討

　ア　「初ノ坪」の現地比定

　弥永・須磨案の正確な位置を知るため、この坪の
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（18）

帳案が東限とする薦生里西畔は、弥永・須磨案の現

地比定図の 1里分強東になると推定されるため、18

条以北を 1里分東へ移動させると連続率は71％とな

り、平均を大きく上回る。

（ 2）筆者案

　弥永・須磨案「記載漏れ」を入れ、地目の連続性

を視点に作成したのが図 1である。Ｆの接続率は

81％（17/21）となり、弥永・須磨案の修正図より

10ポイント高い。この図では、17条の田村里と安萌

里を入れ替えているが、理由はつぎのとおりである。

　弥永・須磨案の場合、記載順（条は北→南、里は

東→西）の配置であれば、条なしの楊里以降の里は、

19条続榛里の西か20条に東→西へと配置すべきであ

る。しかし、同案は条を無視し、隣接里との連続性

から20条の後に19条へ配置している。

　図 1は、17条田村里と安萌里が記載順と逆になっ

ているが、これは弥永・須磨案と同様隣接里との地

目の連続性を優先した結果で、東西位置は無視した。

記載順が「16条馬賀里→安萌里→17条田村里」であ

れば、安萌里は16条と解されるので、これを避け17

条とするために17条田村里の後に記載されたとみる

こともできる。であれば「17条安萌里」とすればよ

いが、そうしなかったのは、成立当時、「条」は固

有名詞化していたためではないかと思われる
（７）
。弥永・

須磨案との違いは、南北（条）と東西のどちらの位

置関係を無視するかの違いといえよう。

　弥永・須磨案では、里配置の妥当性の傍証として、

康治 2年当時安食庄諸所領分布図を掲載している。

諸領地の位置を示すだけで、詳細な連続性や面積を

反映する図ではない。また検注帳案掲載の所属不記

載の地目の内、田は「定田」として掲載しているが、

畠や荒その他は空白となっている。

　図 2（筆者案）は、各領地の面積、在家等を図に

したもので、図 1に対応している。空白は安食荘の

領主である醍醐寺領と推定される。

2 　荘域の現地比定　
（1）条里界の指標

ア　弥永・須磨案

　「里名と現在地名との対比、地形、遺存坪名その

他を考慮に入れ」て、比定している
（８）
。

　・地形からの大体の比定では、検注帳案では郡の

北界から19・20条辺りに堺河があり、河道の変

遷はあるものの、現庄内川ないし矢田川が該当

すること

　・味鏡里＝名古屋市北区楠町味鋺（旧味鋺村）、

米里＝同米が瀬町、安井里＝同安井 1～ 4丁目

および安井町（旧安井村）、安食里＝近世の安

食三郷とすると、各里と現在地の相互の位置関

係がよく符合すること

　これによりおよその位置は比定できるものの決定

的ではなく、郡の条里の確定が必要になるとし、基

準となる数詞の付く坪地名の現在位置を検討した結

果、古図にある下中切村の「初ノ坪」が「ほぼ 1坪

分の方形区画」であるので、「最も有効な指標の一

つである」としている。そして、他の数詞坪地名と

の位置関係から、「初ノ坪」ではなく「八ノ坪」と

みるのが適当であるとし、これをもとに郡の条里基

準線を引き
（９）
、そこに安食荘の里（自案の里配置）を

重ね地図比定
（10）
している。

　この比定図から読み取れる範囲内では、18条の東

限は現在の春日井市勝川町 4丁目の愛宕神社辺り、

西限は名古屋市西区大野木 2丁目の大乃伎神社西辺

りとなる。正確な比定には、「初ノ坪」の現地比定

が必要となるが、特段の記述はない。

イ　筆者案

　筆者も春日井郡内の数詞坪地名をすべて調べた。

詳細は後述するが、水野氏、金田氏も指標として採
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（17）

　両条の境界線Ｆの率は、Ｈにつぐ低率である。

50％未満のＣ・Ｆ・Ｈの地目の配置換えをしても、

Ｆは43％と最低で、他の組の平均58％より15ポイン

ト低い。数値からは、Ｆの南北（18条と19条）に並

ぶ里の接続の妥当性に疑義が生じる。

　詳細は次項で述べるが、近年の筆者の調査で検注
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（16）

はじめに

　本稿のテーマに関しては、水野時二、金田章裕、

弥永貞三・須磨千頴（共著）各氏の論考
（１）

がある（以

下、各論文は注 1 記載の略記名を使用する）。

　水野氏はその後監修した書籍
（２）

で弥永・須磨案を採

用しているが、金田氏は『愛知県史　通史編 1 　原

始・古代』で「十分な提案には至っていない」とし、

自案を採っている。しかし、筆者の論考
（３）

では金田案

には齟齬がみられ（概要は後述）、弥永・須磨案が

現在最も整合性が高く説得力があるとされることか

ら、本稿では同案
（４）

を前提に論考する。

　従来案は、坪付け里を大縮尺の地図上に比定する

だけであるが、本稿では条里の指標の現地比定やそ

の他の里や原山についても地図比定を試みた。

　なお、使用した基本資料は『愛知県史　資料編 7 　　

古代 2 』（愛知県、2007年）収録の「863〔醍醐寺文

書〕第五函之一」（以下、検注帳案という）である。

1 　地目等分布図　
（1）弥永・須磨案の検討

　里配置と地目分布の復元図

の作成方法はつぎのとおりで

ある。

　・条は北から南へ、里は東

から西へいずれも記載

順。坪は北東隅発の千鳥

式。

　・坪内の複数の地目の配置は、検注帳案の記載順

「田→畠→荒→川」（逆は 5 坪町）と原則同じで、

東西に長い短冊形として北から南に並べてい

る。しかし、225坪中50坪は連続性を優先し順

序を換えたり、南北に長い短冊形（ 6 坪町）と

するなど任意配置している
（５）

。

　・18条と19条に並ぶ里相互の位置関係について

は、「主として田地分布の態様から明白になる
（６）

」

とするのみで蓋然性の高いものではない。

　・記載面積を合計しても 1 町歩に満たない坪があ

るが、図示していない。

　・条名のない里のうち、北部の 2 里は記載順に、

南縁の 5 里は現地名と地形（河川）を考慮し、

記載順に東から西へ、20条から19条にわたって

配置している。

　条名のある里の並びは確定的としても、条相互や

条名のない里の位置関係、複数地目のある坪町内の

地目配置は確定している訳ではないので、南北に並

ぶ坪町を 1 組（一坪町と二坪町、二坪町と三坪町な

ど）として18条（大半が「荒」の水別里を除く）と

19条（ 1 本は19・20条界）について、坪町界の東西

の連続線（Ａ～Ｌ）上で地目の連続性をみると、表

1 のとおりである。

《研究ノート》

安食荘の里配置と現地比定に関する試論

髙橋 敏明　　

表 1　地目からみた18-19条の坪町の連続性

界線 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
連続組数 22/36 18/36 16（20）/36 18/35 19/31 7（9）/21
連続率 % 61 50 44（56） 51 61 33（43）
界線 Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
連続組数 13/18 5（11）/17 8 /13 7 /13 7 /12 7 /10
連続率 % 72 29（65） 62 54 58 70

注 1 　連続組数：分母＝上下に隣接する坪町の組数、分子＝地目が連続する坪町の組数　 　
注 2 　Ｆ：18条と19条の界線
注 3 　（ ）は、連続率が高まるよう地目が複数ある坪町内の地目の配置を換えた場合の数値
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（12）

ン・アウディなど外資系企業も進出し、三河港は全

国一の自動車輸入港にもなった
（141）
。

　さらには、三河湾に面した地域での公害が相対的

に少なく済み、市政の農業振興がなされた結果、豊

橋市は「自動車の港」に加え「花のまち」となるこ

とにも成功した。具体的には、伝統的に盛んであっ

た電照菊の栽培に加え、時流に即した観葉植物の栽

培によって幅を広げた豊橋市の花卉栽培が、開発に

阻害されずに維持された。

　かくして、豊橋市は高度成長期の市政の動向を通

じて、農業と工業を高度に調和させることに成功し

た。そして、それは愛知県において「自動車王国」

などの工業系王国と「花の王国」などの農業系王国

を安定的に併存させることに貢献した。

おわりに　
　いかにして、愛知県は工業系王国のみならず「花

の王国」を形成しえたのか。本論文は、高度成長期

の愛知県において、本来的には相容れがたいはずの

工業と農業が高度に両立した様子を問い、豊橋市長・

河合陸郎を導き手としながら東三河地域における工

業開発と第 1次産業振興の動向を跡付け、豊橋市政

が第 1次産業従事者や国との接触を通じて農工調和

による漸進的な地域開発へと行き着いた結果、豊橋

市において港湾整備と第 1次産業振興が並行して展

開されることとなり、愛知県下に工業系王国ととも

に「花の王国」が形成されたことを提示した。

　その成果は、重化学工業に傾斜した時代把握を相

対化する点で、意義があったと考えられる。高度成

長期の日本では、重化学工業化を中心とする国土開

発・地域開発による功罪が顕在化した。そのため、

重化学工業化に焦点を当てた先行研究が分厚く蓄積

されてきた。他方、重化学工業化を前提としている

ためか、工業と対偶をなす第一次産業については、

客体的に取り扱われる傾向にあった。対して、本論

文が描出したのは、単なる第一次産業従事者の工業

開発に対する反発でも地域住民の反発に対する政府

の形式的な対応でもない形で、官民関係と中央―地

方関係を背景に工業開発と第一次産業振興が両立す

るに至った様相であった。その様相は、高度成長期

の愛知県の全容に迫る意味でも、全国的な高度成長

期の時代性をより深く理解する意味でも、視野を広

げる手がかりになると考えられる。

　東三河開発の在り方は、開発官僚の決定が集権的

に政策帰結を決定するという視点や、国政政治家を

活用した地方利益の突き上げが地方自治体の競争の

もとで為されることが政策帰結を決定するという視

点だけではなく、地域社会の動向に直面した現場レ

ベルの行政活動が政策帰結に作用するという視点か

ら捉えることで、より豊かに「開発の時代」を理解

しうる可能性を示唆しているのである。

（ 1）中日新聞経済部『時流の先へ　中部財界ものがた

り』中日新聞社、2014年。

（ 2）愛知県史編さん委員会『愛知県史　通史編 9　現

代』愛知県、2020年、 9 -10頁および327-328頁。

（ 3）少なくとも、1990年代以降、「花の王国」と銘打っ

た行政刊行物が作成されていることを確認しうる（た

とえば、愛知県農業水産部「『花の王国』愛知県」愛

知県、1998年（国立国会図書館所蔵））。

（ 4）愛知県史編さん委員会前掲書（注 2）721頁。

（ 5）山崎幹根『国土開発の時代』東京大学出版会、2006年。

（ 6）愛知県花き温室園芸組合連合会「あいちの花き園

芸」愛知県、1970年（国立国会図書館所蔵）。

（ 7）山本正雄『日本の工業地帯　変貌する地域構造（第

3版）』岩波書店、1976年、140頁。

（ 8）愛知県企画部「東三河工業整備特別地域における開

発整備の実績と課題」愛知県、1972年（豊橋市図書館

所蔵）。

（ 9）愛知大学中部地方産業研究所『統計から見た豊橋の

農業　その現状と振興計画』愛知大学中部地方産業研

究所、1974年、まえがき。なお、本論文における引用

文中の…は、いずれも筆者によるものである。
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（11）

発を志向するものへと改められた。言うなれば、そ

れは「後手の先手」の開発であった
（122）
。すなわち、着

手の遅れた東三河開発は、先行する他地域に比べて

後手に回ったものの、その一方で後発開発地域の中

では一早く時代の変化に対応した開発構想を打ち出

すことに成功した。

　1970年に見られた上記の市政の動向は、1971年か

ら1972年にかけて、さらに加速した。河合市長は、

1971年に農薬公害を視野に入れた公害対策に言及

し
（123）
、1972年には農業の経済効率向上を継続的に進め

るほか、農業振興が「緑の保全として重要な作用を

もつ」ことを指摘した
（124）
。河合市長の発言は、市の農

業振興強化と農業の環境政策への位置づけを示唆し

ている。また、市は1971年には第 2次緑化計画を策

定し、市の主要道路を網羅した植栽を打ち出したほ

か
（125）
、岩田緑地に総合球技公園を建設する構想も提示

した
（126）
。このような市の都市緑化に対する積極的な施

策は、公害問題に関心の深い左派の市議でさえ、評

価せざるをえない取り組みであった
（127）
。加えて、市は、

1971年 1 月に従来の工業振興奨励条例を廃止する方

針を固め、同年10月に三菱レイヨンと初の公害防止

協定を結び、同年12月には公害防止条例を制定する

など、工業に対する規制を強化したほか、翌1972年

には公害課の拡充を試みた
（128）
。

　愛知県や地元経済界も、この動向に追従した。県

は「自然環境を残しておく配慮」として蒲郡港臨海

公園の建設を決定したほか
（129）
、三河港の工業用地につ

いて「緑地にするのが基本的」「緑地の中に無公害

工場がポツポツとあるような形にしたい」と展望し

た
（130）
。加えて、地元経済界では、東三河開発連合会の

中心人物である中部瓦斯の神野太郎も、より鮮明に

重化学工業開発を疑問視するようになっていた
（131）
。神

野も時代の変化に鑑み、東三河開発の行く末を「鹿

島や四日市の二の舞をふまぬよう、乱開発に陥らぬ

ように」案じていた
（132）
。

　特に、豊橋市において、農業は市役所の振興策も

あり、存在感をより大きなものとしていた。豊橋市

を中心とする東三河地域は、農業所得に依存する農

家が圧倒的に多い「太平洋ベルト地帯唯一の…農業

専業地帯」を形成し、活発な営農活動を展開してい

た
（133）
。1972年、豊橋市南部農協が、食生活の洋風化に

伴う「有色野菜時代」の到来を予見してサニーレタ

スを全国に先駆けて栽培・出荷したことは、その好

例であった
（134）
。軌道に乗った豊橋市の農業は、東三河

開発によって転業を余儀なくされた漁業従事者の受

け皿になった
（135）
。県企業局によれば、漁業転業者のう

ち31%が農業へと転業した
（136）
。

　そのような中で、1972年 5 月20日、豊橋市政の悲

願であった豊橋港が開港した。盛大に行われた開港

式において、青木助役が「先生、これで本望でしょ

う」と河合市長に語りかけると、市長は涙を流しな

がら「うん、うん」と頷いたという
（137）
。

　1973年、三河港港湾計画は一部変更となった。変

更内容は、工業用地の縮減と緑地の設定であった
（138）
。

豊橋市を中心とする高度成長期の三河港港湾計画策

定は、工業化・都市化のひずみの顕在化と社会経済

情勢の変化への対応を反映する形で結実した。

　重化学工業開発志向からの脱却は、流通港湾とし

ての三河港の歩みを促した。1973年以降、トヨタ自

動車の三河港田原地区への進出が取り沙汰される

と、青木茂助役はその動向について、自動車部品を

扱う事業者に好影響をもたらすことを期待するとと

もに、「公害対策につきましては…自動車産業です

から、工場内の問題の方はあまりないじゃないか」

という観点から評価した
（139）
。

　その方向付けは、「自動車の港」としての三河港

を形作った。1981年にトヨタ自動車が、1983年にス

ズキ自動車が、それぞれ乗用車の本格的な輸出を開

始し、三河港の輸出額は飛躍的に増大した
（140）
。その後、

トヨタやスズキに追従する形で、フォルクスワーゲ
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豊橋市役所は、社会環境の激変に対応するための自

立経営農家育成を掲げ、園芸団地の育成や複合経営・

機械化の奨励などの新たな農業政策を提示した
（109）
。

　1970年12月に策定された豊橋市初の総合計画「豊

橋市基本構想」も、このような開発観の変化を反映

している。この「構想」は、「農工商の調和のとれ

た産業振興により市民の生活水準の向上と安定を図

ること、心豊かな香り高い文化と教育を充実するこ

と、住みよい生活環境を整備し温みのある福祉施設

を充実させることを目標とした
（110）
」。

　愛知県もまた、この変化を辿った。1970年 1 月、

愛知県は第三次地方計画を決定した。この計画は、

桑原知事の「県政の新しい段階」認識のもと、「人

間尊重」と「住民福祉優先」を基本理念とするもの

であった
（111）
。同年 3月、桑原知事は、東三河開発につ

いて「長期的な視点に立つ慎重な開発姿勢が必要…

単なる工業開発だけではすまない、複雑で高度な開

発システムが必要」という認識を示した
（112）
。

　地方自治体の動向に対して、五建も親和的であっ

た。五建局長の伊藤甫は、新しい時代の要請として

工業開発・流通対策・環境保全をあげ、三河港整備

を「社会的要請に応える大規模な港づくり」と位置

づけ、「美しい環境に恵まれた天然の宝庫を立派に

活用して地域開発の範と致したい」と述べている
（113）
。

また、伊藤の後任局長の橘高俊二は、三河港につい

て重化学工業港ではなく「流通拠点港として発展す

る可能性」を見出し、そのために「大規模な開発余

地を確保」する方針を示した
（114）
。加えて、五建企画課

は、「東三河、中南勢地区等、湾の東西両翼部に大

規模に展開される予定であった重化学工業基地の造

成は、社会情勢の変化および『四日市の二の舞はも

うゴメンだ』とする住民パワーの前に瀬ぶみの状態」

との認識を示した
（115）
。

　ここで重要な点は、1970年前後に豊橋市と五建の

行政資源配分の志向が接近した点である。五建は、

1960年代後半に伊勢湾港構想の推進に着手し、1970

年代に入ってからは伊勢湾水理模型の計画・実施な

どで伊勢湾の環境対策事業に取り組み、名古屋港に

限られない伊勢湾港各港への関心を高めていた
（116）
。こ

の点をふまえれば、1970年前後の五建は、1960年代

前半に比して、三河港に割く資源の比重を上方修正

していたと考えられる。その資源配分志向は、大規

模工業開発ありきではない形での三河港整備を模索

する豊橋市の資源配分志向と少なからず重なったで

あろう。ここに来て、豊橋市政の三河港整備戦略は、

五建の「地方後方支援」と噛み合うに至った。

　加えて、東三河開発に向けて孤軍奮闘を続けた豊

橋市政を支えてきた地元経済界の認識も、行政の認

識と同一化していた。1969年12月、中部経済連合会

において、中部瓦斯の神野太郎は「東三河をとりま

く情勢が大きく変わり…位置づけは三重県中南部の

重化学工業であるのに対し、三河湾は流通基地とし

ての機能を分担すべきであると私も考えており…」

としていた
（117）
。1970年 1 月、名古屋鉄道社長の竹田弘

太郎は、「第二次産業偏重の地域開発は、今日では

時代おくれ」で、「社会的生活環境水準の向上を第

一に考える地域開発でなければならない」という認

識を示した
（118）
。同年 9月、豊橋商工会議所専務理事の

井上正則は「たとえ重化学工業化が世界の潮流であ

り、国策であっても、押しつけはいけません」「何

らかの形の大幅規制処置を打っておかないと、三河

港も田子の浦みたいにならないともかぎらない」と

いう認識を示した
（119）
。

　このような変化の中で、同年 5月、三河港港湾計

画が改訂された。その内容は、用地増加・20万トン

級の船舶の入港を可能にする航路浚渫によって大規

模化を図るものであった
（120）
。しかし、それは「将来の

流通施設、都市型工業などの発展の余地として…確

保する」ものであった
（121）
。三河港港湾計画は、各界の

開発観の変化に合った「新しい時代」の漸進的な開
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産のキャベツ・レタス・トマトといった野菜が「コー

ルドチェーン」で出荷されるなど、東三河地域の農

業は先駆的な実験にも挑戦していた
（99）
。このような動

向の中で、電照菊・カーネーション・ポットマムと

いった作目の好調が報じられたほか、観葉植物は大

阪万博への出品が決まるなど、三河湾に面した地域

の花卉栽培を中心に、「花の王国」の歩みは軌道に

乗り始めてい
（100）
た。

　他方、1960年代後半には各地で経済成長と都市化

のひずみが顕在化し、工業化に偏った地域開発政策

を見直す機運が高まりつつあり、豊橋市と愛知県も

その点を検討し始めていた。河合市長は、1968年の

地元誌で、「漁業補償を遅らせた漁民を功労者にた

とえるほどの勇気はぼくにはないが…じっくり腰を

落ち着けて、四日市の二の舞を演じるようなことは

避けたい」として、拙速な工業開発の回避を訴

え
（101）
た。また、河合市長は同年の別媒体でも、東三河

開発について「どれだけかかったっていい…五年や

十年早くなろうが、おそくなろうが問題ではない」

という認識を示してい
（102）
た。愛知県も、三河港整備に

ついて「内陸部の工業立地の適正化をはかり、東三

河地域における内陸部の経済力を高めることを当面

の目標とする」ほか、「次の工業革新時期に備え、

工業用地を確保する」方針を示した
（103）
。したがって、

愛知県・豊橋市は、臨海部の重化学コンビナート形

成による急進的な地域開発像を捨て、新たな地域開

発の在り方を漸進的に模索しつつあったと考えられる。

　伊勢建の後継組織である運輸省第五港湾建設局

（以下、五建）も、この対応に親和的であった。五

建局長の尾崎重雄は、1967年の会合において、「工

業開発は国家的に見れば経済成長であって喜ぶべき

ですが、その地域にとってほんとに喜ぶべき事であ

るかどうかは、よく考えねばならぬ」として、工業

開発としての東三河開発に慎重な姿勢を示すように

地元に求めていた
（104）
。また、その後任の伊藤甫局長の

もとで作られた伊勢湾港構想の計画も、三河港をそ

のように位置づけている。具体的には、当該計画は

形原・大塚・御津の三地区にて「将来の用地を確保

する」とした上で、神野・田原地区の工業用地につ

いても「進出企業を装置型とする必要があるかどう

か検討する」とした
（105）
。すなわち、五建は重化学コン

ビナートの立地ありきの三河港整備を構想せず、県・

市と同様に新たな地域開発のもとでの三河港整備を

検討したと考えられる。

　このような状況で浮上した方向性が自動車流通港

湾化であった。1966年にスズキ自動車が東三河進出

の準備を始めると、豊橋市も同社を訪れて進出を要

請した
（106）
。

　こうして豊橋市政は、第 1次産業からの異議申し

立てに対応し、中央―地方関係の制約に直面しなが

ら、工業港としての三河港整備と第 1次産業振興を

両立させる方向性を見出した。その方向性とは、急

進的な重化学工業開発を回避した漸進的な工業開発

であり、「高度な経済農業」となりつつあった農業

を育成するものであった。このような高度成長期の

豊橋市の歩みは、三河港整備および花卉や野菜の栽

培伸長による農業と工業の調和を準備し、高度成長

期終焉後に結実することとなる。

4 　高度成長期の終焉と東三河開発　
　1960年後半に顕在化した豊橋市の開発観の変化

は、1970年代に入り、より顕著なものとなった。

1970年、河合市長は「農工商一体となった産業の発

展に努めたい」とした上で、それと「市民の福祉対

策」を市政の二大目標と位置づけた
（107）
。また、青木助

役は三河港整備について「拙速でなくて慎重にやり

たい…今後の日本経済、あるいは世界経済の動向を

検討してから決めてゆきたい」として、経済情勢の

変化を見定めた上での開発を展望した
（108）
。さらには、
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が着工を承認し、漁業従事者たちの態度は軟化して

いた
（84）
。豊橋市の方針転換は、第 1次産業による地域

開発の制約を緩和させつつあった。1966年、河合市

長は「三河港の造成では、漁業者の犠牲の上に立つ

ということではなく、漁業者の将来の上からも最善

の方途を見出すべき」として漁業対策を改めて明言

した上で、「農業と工業とをいかに調和して、緑の

ある、太陽のある、空間のある地域社会をどうして

作るか」検討していることを訴えた
（85）
。もともと就任

当初から河合は市民環境の改善を掲げていたもの

の、ここでより明確に農業・工業の調和および緑・

太陽・空間によって構成される豊橋像を提示した。

河合市政は、「急速な工業発展・都市化」という前

提をなかば放棄しつつあった。その結果、最後まで

反対していた大崎漁協も「絶対反対」の姿勢を改め、

漁業補償交渉を受けいれることとなった
（86）
。

　1966年から1968年にかけて、河合市長は桑原幹根

県知事と漁協の間に立って、漁業補償の交渉を展開

し、その話をまとめた。具体的には、河合市長自ら

が前面に立って、県知事に対しては最大限の補償を

求め、漁業に対しては条件の良い段階での補償受諾

を求め、 2年間にわたる交渉の末に全面補償の妥結

を導いた
（87）
。

　この過程では、河合市長は市役所職員に対して、

漁業補償問題をめぐる一切の事柄について、青木助

役すら通すことなく市長自身まで直接伝えるよう求

めたという
（88）
。また、漁業補償妥結に伴う転業対策に

ついては、「ケースバイケース」として相談窓口を

設置し、個々人に合った転業支援を打ち出すことと

した
（89）
。

　この時点までの豊橋市政史に鑑みれば、第 1次産

業界の不満を抑えて三河港整備を推進することは、

河合市長でなければ困難であったと考えられる。第

1次産業とのつながりを有する地元の名士である河

合市長が一元的に補償問題を担当したことは、第 1

次産業から噴出する異議申し立てに対応する上で、

非常に有効であった。河合自身もその点を認識して

おり、1967年に行われた対談では「お百姓のご機嫌

をとって選挙に勝たねばならない」と語っている
（90）
。

　加えて、河合市長は単なる融和策にとどまらず、

農業の時流を把握した上で、その時流に合った豊橋

市下の農業を一定程度評価し、可能性を見出してい

た。具体的には、当時成長部門であった施設園芸に

ついて
（91）
、河合は「太平洋ベルト地帯の農業というも

のは、高度な経済農業」と位置づけた上で「うまく

いけば工業に比べなんら遜色のない効果が得られ

る」と評価し、「農業に対するぼくの考えというも

のは、絶えず前向き」と語っていた
（92）
。

　その代表作目が観葉植物である。豊橋市で発祥し

た観葉植物は、1960年代前半の時点ですでに「愛知

県の右に出るものはない」と評されていた
（93）
。1960年

代後半に入ると、観葉植物は生活の洋風化や都市化

に伴って流行が拡大するものの
（94）
、河合は早くから観

葉植物の可能性を認識しており、豊橋で進みつつ

あった特産化に期待を寄せていた
（95）
。

　そのほか、地元紙に掲載された評論の中で、河合

は東海漬物社の加工食品「きゅうりのキューちゃん」

を取り上げ、地域の農産物加工・流通の好例として

高く評価したこともある
（96）
。漁業補償問題が解決する

1968年、新規農業従事者の増加を想定して営農指導

センター設置を構想したことも、これらの延長線上

に位置づけられるであろう
（97）
。

　実際、東三河地域の農業は、客観的にも「高度な

経済農業」と評しうる成長産業になっていた。愛知

県の調査によれば、東三河地域では、経営規模を拡

大するような「主業農業の専業化への意欲」を示す

動きが散見されるほか、農業の機械化や施設園芸の

普及に伴い、農業生産額は1966年時点で1960年に比

べて179%の「飛躍的に拡大」していた
（98）
。また、全

国的に交通網整備された時代状況を背景に、豊橋市
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計画対策協議会は三河港造成反対期成同盟会と名を

改め、活動を本格化させた。また、その主張も「国

内最大優秀なる関係ノリ漁場を永久に死守し…吾々

の生活権の擁護と向上を期する」という、より強硬

なものとなった
（67）
。漁協は工業整備特別地域指定を機

に、なんとか封じ込めていた三河港整備計画への不

満を顕在化させたと見られる
（68）
。

　1964年、河合市長は漁業従事者の反対運動に理解

を示した上で
（69）
、第 1次産業からの異議申し立てとい

う課題を再認識し、工業一辺倒でも急進的でもない

開発像を打ち出し始めた。1964年の施政方針演説で

は、河合は「産業の振興を図るため、農業面にあっ

ては農業構造改革事業の推進を中心に展開」するこ

とを示し、農業政策を産業振興の一環として行うこ

とを提示した
（70）
。また、同年の議会では、河合は「た

だちに公共ふ頭と臨海工業地帯とを合わせてうんぬ

んということは、これはちょっとあり得ない」と答

弁したほか、工業整備特別計画について「遠大な理

想」と表現し、計画の前提であったはずの「急速な

工業開発」について留保的な姿勢を示した
（71）
。河合の

意向を反映してか、1964年 6 月に打ち出された愛知

県新地方計画の東三河開発部分には、「急速な地区

の工業化・都市化」という前提を維持しつつも、「工

業と農業との均こう」が明記された
（72）
。

　また、この頃、豊橋市政は都市緑化を積極的に推

進するようになった。1963年、豊橋市は「心をあわ

せ美しい町をつくりましょう」という言葉を第一に

掲げた豊橋市民愛市憲章を制定した
（73）
。この憲章につ

いて、河合市長は、駅前広場の花壇や駅前大通グリー

ンベルト整備など市民の「街を美しくする運動」に

よって実を結ぶと指摘している
（74）
。この観点からすれ

ば、豊橋市政は都市環境をめぐる市民運動の存在を

認識し、その存在を通じて都市緑化の需要を視野に

入れたと考えられる。

　1964年、豊橋市は管内の道路並木の植栽を目的と

する第 1次五ヵ年緑地計画を策定した。この計画に

よって、市は1968年までの間、26路線に3,068本の

樹木を植栽したほか、緑地では 3万本の苗木を植栽

した上で公共施設を建設したという
（75）
。この動向は、

1970年以降に緑化が盛んになったという全国的趨勢

をふまえれば、特徴的かつ先駆的なものと評価しう

る
（76）
。

　それでも、変化が微温的であったためか、事態は

即座には好転しえなかった。同年の豊橋市は三河港

着工どころか、基礎調査のためのボーリングすら難

儀していた
（77）
。

　そこで、翌1965年、河合市長は工業開発と第 1次

産業振興の両立方針をより鮮明なものへと改めた。

施政方針演説では、河合は「農業の振興こそ本市将

来の発展に欠くことのできない現下の急務と存ず

る」ことを示した
（78）
。また、同年12月の市議会では、

「工業整備特別地域といえば、豊橋中がいまにも工

業とその工業従業員の住宅になるがごとき錯覚をお

こしやすいのでございますが、そういうものではな

くて…工業生産的な面と農業生産的な面とを合わせ

考えましても、非常に将来に大きな夢をもたせてく

れ…」と答弁し、農業・工業の併存と農業の可能性

を主張した
（79）
。豊橋市役所もまた、温室や農業機械導

入を予算化したほか、同年には資本効率の向上や養

畜の品質向上などによる自律的な農業の在り方を模

索し始めていた
（80）
。

　この年には、豊橋市は農林省の農業経済圏に指定

された
（81）
。工業整備特別地域に加えて、「新産農業版」

と称される農業経済圏に指定されたことに
（82）
、河合市

長は「東三河が、工業と農業が両立し得るという観

点」を見出している
（83）
。すなわち、河合市長は中央―

地方関係の動向をふまえながら、工業開発と第 1次

産業の両立方針を固めていった。

　また、この時期には、豊橋市が漁協への説得も繰

り返すようになったため、牟呂漁協など複数の漁協
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について一つ一つたんねんにつきあう態度でなくて

よい」と、名古屋港整備への専心を説いた
（60）
。

　また、運輸省本省の対応は、出先機関が「地方後

方支援型」を動機付けられる地域では冷淡であった。

1963年 4 月に東三河地域を視察した港湾局長の比田

正は、東三河産業開発連合会に対して「沿岸補償が

先決」と発言した
（61）
。補償の目処が立っていない状況

の鹿島で運輸省が精力的な開発を展開する余地もあ

りえたことに鑑みれば、開発に先んじた漁業補償を

求める比田の発言は、運輸省本省の東三河地域に対

する開発意欲が相対的に乏しかったことを示すと考

えられる
（62）
。

　ここで重要な点は、三河港をめぐる行政主体の資

源配分の志向が一致していない点である。運輸省本

省が重点的に行政資源を配分したい港は、京浜港を

中心とする大港であった。愛知県が重点的に行政資

源を配分したい港は、名古屋港であった。愛知県へ

の「後方支援」を見せた伊勢建が重点的に行政資源

を配分したい港もまた、名古屋港であった。ただた

だ豊橋市のみが、三河港への重点的な行政資源の配

分を志向していた。第 1次産業の異議申し立てに直

面し港湾政策への重点的な資源配分を行いがたい豊

橋市にとっては、他主体の行政資源を輸入しながら

三河港を整備することが打開策として想起しえたも

のの、その選択肢は選びえなかった。

　河合市長は、工業整備特別地域の指定後、この状

況を認識して、豊橋市政による自主的な開発計画の

構想・実現を志向した。具体的には、河合市長は、

「政府の方で面倒をみてくれません」という状況認

識のもと、「自前の着物」を着て、「自主的な、自ら

選ぶことのできる開発計画」を展望した
（63）
。

　したがって、当時の豊橋市にとっては、伊勢建と

の連携を強化するのではなく、地元経済界と歩調を

合わせて中央の政界・官界・経済界を担ぎ出しつつ、

市自らが中心となって、行政資源を欠きながらも何

とか港湾計画を策定・具現化すること、そして第 1

次産業の異議申し立てに何とか対応することが最も

現実的な選択肢であった。

3 　河合市政の第一次産業動向への対応　
　東三河が工業整備特別地域に指定され、三河港が

重要港湾に指定されたものの、三河港を中心とする

東三河開発は容易に進展しえなかった。これまでの

市政と同様に、河合市政もまた第 1次産業による異

議申し立てという障壁に直面していた。

　1962年、愛知県が漁業協同組合（以下、漁協）向

けに三河港整備の説明会を開いた。前述の通り、豊

橋市において構想されていた東三河開発の計画は、

「急速な工業開発」を前提としたものである。その

ため、県がそれを率直に伝えれば、漁協からの反対

を惹起することは必然であった。案の定、大崎漁協

が臨時総会を開いて「三河港整備計画は、吾等浅海

漁民の生活を根本から破壊するものである」として、

「吾等の生活保護のため絶対反対する」ことを決議

し、他の漁協もそれに追従した
（64）
。

　この事態を知って憂慮した河合市長は、漁協組合

長らを公会堂貴賓室へと招致し、東三河開発とその

新産業都市指定への陳情を説明した上で、指定に至

るまでは反対運動を表面化させないよう要請した
（65）
。

その甲斐あってか、新産業都市指定までの漁協群は、

個別に学習会を開いたほか、「会そのものの名称が

反対同盟では対外的に好ましくないとの配慮から」、

三河港整備計画対策協議会という当たり障りのない

名前の漁協連合を形成した
（66）
。第 1次産業と結びつき

が強く、就任当初からその動向を気にかけていた河

合市長の呼びかけは、一時的には奏功した。

　ところが、1963年 7 月、東三河地域が新産業都市

の指定から漏れ、その代わりに工業整備特別地域に

指定され、状況は一変した。同年 8月、三河港整備
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に東三河の現地を視察してもらい率直な意見を聞こ

うということ」で、「さっそく青木構想を持参し通

産省工業立地課に出向き、現地調査をお願いし」、

その結果として工業立地課総括班長の大薗英夫が現

地視察を行った
（47）
。

　その後、豊橋市は大薗英夫の視察を契機に、東都

製鋼に加え、中部電力や名古屋鉄道などの地元企業

の協力を仰ぎ、鈴木雅次・富樫凱一・高山英華・荻

田保・下河辺淳といった中央省庁高官ないしその

OBを招聘し、開発計画を策定するための会議体と

して東三河工業開発中央専門委員会を設立した
（48）
。

　青木助役の試みは成功した。専門委員会では、「豊

橋市の青木構想が具体的に公表されていたので…こ

れを素案として実に数十回の現地視察と懇談会、研

究会がもたれ計画案に修正が加えられ」、実現可能

性に乏しいことを理由に洋上埠頭案が削除されたも

のの、青木構想を基礎とする大規模な臨海工業地帯

造成案であるマスタープランが策定された
（49）
。また、

この過程では、三河湾に立地する蒲郡港・豊橋港・

西浦港・田原港を「三河港」へと統合し、一体的に

整備することも決定された
（50）
。

　そして、豊橋市は中央官界と地元経済界の助力に

よって得られた開発計画の成案をたずさえて、新産

業都市指定に向けた中央政界・官界・経済界への陳

情に注力した。具体的には、青木助役が中部瓦斯社

長の神野太郎とともに東京へ出かけ、大野伴睦や河

野一郎などの有力な国政政治家に加え、通商産業省・

建設省・経済企画庁といった中央省庁本省に陳情を

繰り返した
（51）
。また、青木や神野のみならず東三河地

方の政界・官界・経済界を総動員する場合もあり、

その一人であった市議会議長の大須賀弥助は「中央

の政界、官界はもちろん財界、それに報道機関、週

刊誌の雑誌社までパンフレットをもって歩き回っ

た」「えらい人の所へは “夜打ち朝がけ” で、ちく

わもずい分配った」と回顧している
（52）
。豊橋市は「中

央直結」を企図し、霞が関や永田町に対して精力的

な陳情を行うことで、開発計画を軌道に乗せること

を試みていた。

　陳情活動は結実した。1963年に東三河地域が工業

整備特別地域へと指定されたほか、翌1964年には東

三河臨海工業地帯の中心となる三河港が重要港湾に

指定された。その港湾計画は、マスタープランを踏

襲し、「急速な工業開発」を前提とした大規模な工

業港整備計画であった
（53）
。

　ところで、一連の計画策定作業では、鹿島港など

他の工業整備特別地域とは対照的に、運輸省出先機

関の影響力行使を見出しがたい
（54）
。具体的には、運輸

省本省の技官が東三河地域を視察した上で
（55）
、運輸省

本省は愛知県に対して「伊勢湾港湾建設部と県が協

力して具体的な計画を立てるように」としているに

もかかわらず
（56）
、計画策定作業において運輸省出先機

関の伊勢湾港湾建設部（以下、伊勢建）の活動が顕

在化するには至らなかった。

　その背景には、伊勢建の行動様式がある。伊勢建

は、所管する名古屋港の整備において、地方自治体

の一部事務組合である名古屋港管理組合と協力関係

を構築した上で、管理組合の意向を尊重しながら同

港の高潮防波堤建設に従事した
（57）
。このような在り方

は、「中央主導」ではなく「地方後方支援」と類型

化される
（58）
。

　伊勢建は、名古屋港のみならず三河港についても、

管理組合を牽引する愛知県の意向を尊重し、その方

針の「後方支援」を企図していたと見られる。当時

の愛知県庁は名古屋港整備を第一に考えており、副

知事を務めた松尾信資は三河港整備を「名古屋港の

臨海工業地の開発事業が先行し…（筆者注：三河港

の）着工について、私も大分迷った」と回顧してい

る
（59）
。これに対して、伊勢建局長の幸野弘道は、1962

年の愛知県新地方計画策定に際して、「名古屋の輸

出入貨物を中心に考えればよいのであとの中小港湾
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第 1次産業従事者からの合意調達という障壁に直面

し、豊橋港の一部である柳生運河こそ完工したもの

の、豊橋港を完成させるには至らなかった。

　豊橋市における豊橋港整備と第 1次産業振興の双

方を推進し、いずれも成果をあげることは、河合陸

郎の登場を待たねばならなかった。

2 　河合市政および三河港整備の始動　
　膠着状態に一石を投じた動向が、1960年の河合陸

郎の市長就任であった
（34）
。河合陸郎は、地元紙記者・

食品会社社長・豊橋養魚販売購買利用組合専務理事・

農業会代表といった役職を歴任した後、県議会議員

を務めていた地元の名士である。しかも、河合は神

野新田に居住していたこともあり、第 1次産業界と

の関係が深い人物であった。県議会議員時代に、河

合が県議会農地委員会委員長・豊橋果樹農業協同組

合長・豊川用水営農促進協議会会長といった役職を

務めていたことは、その証左であろう。したがって、

第 1次産業からの異議申し立てに対応し、豊橋港整

備に伴う課題を解決する上で、河合陸郎は非常に適

役であった。

　実際に、河合は選挙期間中から第 1次産業対策を

視野に入れていた。当時の公約は、「『工場誘致を積

極的に進め、豊かな都市づくり』を図ることであり、

『農業関係の農地改善や農業振興施策』等々」と工

業開発・農業振興の両立を掲げ
（35）
、「農漁民の不利益

になるようなことはしない」と訴え、工業に傾斜し

た印象を与えることを回避したものであった
（36）
。結果、

河合は85%の圧倒的な得票率で当選した
（37）
。

　河合が市長就任直後に着手した事業は、道路舗装

と清掃センター建設であった
（38）
。その狙いは、道路の

防塵化とごみ処理体制の整備によって環境を改善

し、地域住民の支持を調達することにあった
（39）
。すな

わち、河合は大竹元市長や大野前市長とは対照的に、

豊橋市民に対して工業開発一辺倒ではない施政方針

を早くから具現化・提示した
（40）
。

　豊橋市政は、このような第 1次産業対策を示した

上で、豊橋港整備構想に再着手した。就任早々、河

合市長は助役の青木茂に対して東三河開発の調査を

命じた
（41）
。市長の命をうけた青木は、東三河開発につ

いての情報を収集した上で、市役所内部に工業開発

課および計画策定作業グループを編成し、開発計画

の構想にあたった
（42）
。

　その作業は、青木助役が自らの実践知をもとに、

大規模な港湾整備を中心とする臨海工業地帯造成計

画を描くものであった。具体的には、青木は「豊橋

市役所唯一の工学士」である水道局職員を登用した

ものの、その職員の河川・放水路に関する発言を「技

術屋だし…むつかしいことを言う」と捉え、「大計

画を樹てるときには、地図は全部、無人地帯である

と思ってしなさいと言って、彼を大いに説得し

た
（43）
」。青木は実現可能性や専門性をひとまず度外視

した形で雄大な開発構想を描き、その方針を「25有

余回」の会合を通じて市役所内部のグループに注入・

指示することで、開発計画を取りまとめた
（44）
。

　1960年11月、青木助役は開発構想を明らかにし

た
（45）
。その構想は、三河湾沿岸に臨海工業地帯を造成

するとともに、海上にも「洋上埠頭」を造成し、沿

岸部と湾内を海底トンネルで結びつけるという「夢

の計画」であった。青木は取材に対して「専門家な

どの意見を聞き実現性のあるものは具体化させた

い」と答え、計画が「刺激剤」であることを示唆し

た
（46）
。

　一連の動向をふまえれば、青木助役は工学士 1人

という限られた市役所の人的資源から市単独の開発

計画策定の限界を悟り、大規模な開発構想の浮上に

よって他主体の参入を招くことで地域開発の具体化

を試みたと考えられる。実際、同年に地元政財界が

設立した東三河産業開発連合会は、「開発の専門家
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この開発事業は、農業用水としての豊川用水整備を

中心に、高師原・天伯原の開拓によって穀倉地帯を

形成し、食糧増産を企図していた
（17）
。当時の豊橋市で

は、第 1次産業の影響力が高まりつつあった。

　そこで、豊橋市長の大竹藤知は、第 1次産業に配

慮しつつ、豊橋港整備構想に着手した。まず、大竹

市長は豊橋市の農業を評価しつつ、「商工業の素晴

らしい発展」のための事業として豊橋港を整備する

将来像を示した
（18）
。その後、大竹市長は旧海軍航空基

地跡の無償提供を条件に、水面下で東都製鋼誘致を

取り付けた
（19）
。そして、任期終盤の1952年 2 月に、豊

橋港建設の合意調達の困難さを察知し、豊橋港の一

部である柳生運河を整備することで建設の手がかり

を求めた
（20）
。その事業は、柳生運河整備を漁港として

の整備と位置づけたことからも窺えるように、慎重

に繰り出したものであった
（21）
。

　次代の豊橋市長となった大野佐長も、この路線を

踏襲した。大野市長は、就任直後、日本港湾協会に

工業港整備の計画方針を伝えてその調査を委嘱し

た
（22）
。調査によって得られた計画案は、「埋立は出来

るだけ制限するのが賢明」でありながらも「旧軍用

地商港施設の西北側に…臨海工業用地を造成する」

ものであった
（23）
。すなわち、この計画案は、旧海軍航

空基地跡に工場を誘致する市の方針を反映してい

る。事実、大野市長は1953年に旧海軍航空基地跡へ

の東都製鋼誘致を決定した
（24）
。

　工業を中心に産業振興を図る大野市政の方針は、

1956年に制定された市歌にも現われている
（25）
。市制施

行50周年記念事業として企画された市歌は、市が全

国的に募集をかけて集まった中から選んだ歌詞に、

丸山薫の補詞と古関裕而の作曲を加える形で作られ

た
（26）
。歌詞募集にあたって市が提示した参照事項は、

地勢や近世以来の歴史をふまえながらも、当時の豊

橋市を「大都市」「昔日をはるかにしのぐ近代的都市」

「東海地方における枢要都市」と展望するものであっ

た
（27）
。参照事項の規定下で出来上がった市歌は、「太

平洋の潮騒」「山並み青き三河野」「ゆたけき流豊川」

と豊橋の自然を織り込みつつも、「躍進の産業都」「繁

栄の商業都」「あこがれの観光都」を「見よ」と歌

うものとなった。

　市歌が「見よ」と誇示したい豊橋像は、農村でも

漁村でもなく、「産業都」「商業都」「観光都」であっ

た。すなわち、豊橋市は産業・商業・観光の都市と

しての自画像を展望し、市歌を通じてその自画像を

打ち出したと考えられる。そこには、「花の王国」

や「花のまち」の片鱗はなく、むしろ全国的趨勢と

同様に工業開発の機運が第 1次産業を圧倒する勢い

であったことが見出せる。

　ところが、このような大野市政の方針は、漁業従

事者の反対に直面した。工業港整備によってアサリ

の種苗地かつ県下一のノリ漁場が脅かされると考え

た漁業従事者は、「港の設置には絶対反対」と主張

した
（28）
。

　これに対して、市は「豊橋港ができても漁場に対

する影響は十分考えるはずで、大した影響はない」

との見方であった
（29）
。この反応は、他人事という印象

を与えかねないものであり、市が漁業従事者の異議

申し立てを真摯に受け止めなかったと批判されても

致し方ないものであろう。

　開発の捉え方に温度差のあった漁業従事者と市が

折り合うことは、困難であった。終戦後の神野新田

などの農業従事者の反対に加え、漁業従事者の反対

運動が盛り上がった結果、「デリケートな空気」が

形成され、東都製鋼立地を「うやむや」にしてしまっ

た
（30）
。焦った市は、大崎漁業協同組合との問題解決に

奔走しつつ、日本港湾協会総会にて豊橋港早期建設

を議題として提案するなど、事態の打開を試みた
（31）
。

　結果的に、1959年に柳生運河整備が完工したにも

かかわらず
（32）
、豊橋港整備事業は膠着状態を脱しえず、

「暗礁に乗り上げている」と報じられた
（33）
。豊橋市は、
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（2）

　他方、東三河は愛知県下の花卉生産を代表する地

域の一つでもあった。たとえば、ある行政刊行物で

は、「電照菊および観葉植物を基幹作目とした渥美、

豊橋を中心の東三河が生産の過半を占め」たことが

記述されている
（６）
。

　しかし、工業開発を取り上げる先行研究は、東三

河開発を失敗事例とみなして軽視してきた。全国各

地の工業地帯を網羅的に論じた山本正雄が「東三河

の開発は重化学工業地帯化のバスに乗り遅れた」と

切り捨てていることは、その好例である
（７）
。

　工業開発に傾斜した観点から分析する限りでは、

工業整備特別地域の中で「軽工業が重化学工業を上

回っている地区は東三河地区のみ
（８）
」「太平洋ベルト

地帯唯一の…農業専業地帯
（９）
」といった東三河開発の

特徴は評価されない。そのため、愛知県および県下

の東三河地域における工業開発と第 1次産業振興が

調和的に進められた結果としての発展の様子は、先

行研究では明らかにされてこなかった。

　そこで、本論文は高度成長期の東三河地域におけ

る工業開発および第 1次産業振興を再評価し、その

過程を記述することで、先行研究とは異なった視点

から東三河地域ひいては愛知県の様子に迫ることを

試みる。具体的には、東三河の中心都市であった豊

橋市において、豊橋港（三河港）を軸とした工業開

発の機運と第 1次産業振興の要請という相容れない

社会動向が存在したことに焦点を当て、この動向に

直面した豊橋市政が国・県・地元財界などと関わり

ながら対応策を模索し、紆余曲折を経て農工調和へ

の道筋が見出された過程を跡付ける。

　この試みに際しては、当時豊橋市長を務めていた

河合陸郎という人物が鍵となる。1960年代、工業開

発と第 1次産業振興という二つの潮流を背に受けて

市長に当選した河合は、市政を取り巻く中央―地方

関係や官民関係に影響されながら農工調和の施政方

針を見出し、豊橋市や東三河地域の在り方を模索し

た。河合を導き手として分析することで、本論文は

東三河地域をめぐる動向に同時代史的な接近を果た

すものと考えられる
（10）
。

1 　開発機運の高まりとそれへの反発　
　戦前の豊橋市では、養蚕や食料品加工を中心に軽

工業が栄えていた。特に、養蚕については、「蚕都

豊橋」と称されるほどに盛んであった
（11）
。

　しかし、軽工業を中心とする豊橋市の発展は、貿

易の拠点となる港を欠くがゆえに頭打ちの様相を呈

していた。そのため、1932年、当時の市長・丸茂藤

平は三河湾沿岸の町村を合併した上で、豊橋港設置

計画を構想した
（12）
。ただし、その構想は戦況の悪化も

相まって、実現するには至らなかった。

　終戦直後、豊橋市政は戦前期の課題認識を継承し、

豊橋港整備を志向したものの、事業を円滑に展開し

えなかった。その直接的な理由は、神野新田の農業

従事者を中心とする反対運動であった
（13）
。終戦直後の

食糧難の中、農地開拓や製塩によって食いつないで

いた地域住民が求めたものは、工業振興を視野に入

れた港湾の整備ではなく第 1次産業の振興であった。

　その背景には、第 1次産業を無視しえない構造が

あった。戦後の豊橋では、養蚕が衰退した反面、菓

子製造・水産加工食品を中心に食料品加工が活況を

呈した
（14）
。特に、ヤマサの蒲鉾や竹輪は、豊橋駅の開

業・発展とともに豊橋市の名産品として定着するま

でになった
（15）
。結果、1955年には、食料品加工業が市

内で最も工場の立地する業種となるに至った
（16）
。食料

品加工業は、第 1次産業の農産品・海産物がなけれ

ば成り立たない。この業種を主要産業としていた豊

橋市は、第 1次産業抜きには市勢拡大を展望しがた

い地域であった。

　また、国土開発の一環として天竜東三河特定地域

総合開発が展開されたことも、その構造を強化した。
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（1）

はじめに

　東京と大阪に次ぐ大都市である名古屋を擁する愛

知県は、両都市に対抗意識を燃やしながら、独自の

発展を遂げてきた
（１）
。特に、複数の分野において、愛

知は東京や大阪を超えて日本一を記録し、「王国」

を築いてきたとされる。『愛知県史』は、その例と

して、「自動車王国」「ものづくり王国」「信金王国」

「野球王国」「ハンドボール王国」を取り上げてい

る
（２）
。これらの「王国」呼称は、トヨタ自動車に代表

される工業発展の様子や、そのような社会経済状況

を背景に文化的にも成熟した様子について、明瞭に

表象している。

　他方、愛知県が築いた「王国」は、工業関係に限

られない。愛知県は、1962年から現在に至るまで花

卉の産出量日本一を記録しており、最近では「花の

王国あいち」を標榜している
（３）
。すなわち、工業分野

のみならず、愛知県は農業分野においても「王国」

を形成しており、その宣伝に努めている。

　しかし、『愛知県史』では、「花の王国」という単

語は登場しない。『愛知県史』は、「花卉と鶏卵は全

国一位を誇り、県の農業発展の象徴的存在」と記述

しているものの、その「王国」ぶりに積極的に論及

するには至っていない
（４）
。「自動車王国」や「ものづ

くり王国」が繰り返し登場することに鑑みれば、「花

の王国」をはじめとする農業系「王国」に関する筆

致や、そのもととなる研究蓄積は、相対的に薄いも

のと考えられる。

　工業開発と対照をなす第 1次産業の振興は、戦後

の愛知県の歩みにとって重要な意味を有している。

工業開発の在り方は、第 1次産業の処遇と表裏一体

であるため、第 1次産業従事者による反発を惹起し、

時に彼らの異議申し立てによって推進を制約され

る。また、自然環境を無視した工業開発が公害を生

じさせれば、その事業は社会的批判を免れない。そ

のため、開発主体は、事業推進と並行して、第 1次

産業にも向き合うことを求められる。愛知県におい

ても、積極的な重化学工業開発による県勢伸長の影

に、第 1次産業をめぐる社会活動や行政活動が存在

していた。

　そこで、本論文は、愛知県が工業開発を基軸に発

展した反面、第 1次産業振興にも取り組み、両者を

調和的に進展させることを試みてきた過程に焦点を

当てる。そして、その作業を通じて、「開発の時代
（５）
」

における愛知県の動向により深く迫ることを目指す。

　愛知県東部に位置する豊橋駅では、改札を出て左

手に自動車が、右手にフラワーアレンジメントが、

それぞれ展示されている。二つの展示物には、豊橋

市が全国有数の自動車流通港湾を抱えるとともに、

花卉生産の活発な「花のまち」であることを示す説

明が付されている。対置される自動車と花は、豊橋

市において、工業と第 1次産業が調和的に発展し、

「自動車王国」および「花の王国」としての愛知県

を支えてきたことを示している。

　豊橋を中心とする東三河地域は、戦後復興期に特

定地域総合開発の対象となり、高度成長期には工業

整備特別地域として指定された。すなわち、国政的

な枠組みのもとで、東三河開発が模索されてきた。

《論文》

農工調和への道：東三河地域の戦後行政史

山田 　健　　
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